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Ⅰ．概    要 



 
 
 
 
 
 
 

Ⅰ．概    要 



１．沿  革 

 

 海洋政策科学部の前身である神戸商船大学は，わが国造船界の先覚者である川崎正蔵氏の遺志を継いで大

正６年９月に創設された私立川崎商船学校（設立者川崎芳太郎氏）に始まる。同校は，大正９年８月，国家

に献納され，官立神戸高等商船学校に昇格した。その後，戦時措置により，昭和20年４月，東京，清水の

両高等商船学校とともに統合され，高等商船学校（清水市）となった。 

 一方，旧神戸高等商船学校の校舎等は海技専門学院（現在の海技大学校）に引き継がれた。 

 戦後日本の講和独立，そして経済自立発展のため海運界の急速な整備拡充が要望され，その一環として神

戸商船大学が，第13回国会の議決に基づき，昭和27年５月，この由緒ある伝統の地に新制大学として発足

した。 

 

昭和27年 ５月 26日 国立学校設置法の一部を改正する法律（法律第149号）により神戸商船

大学を設置  
学生入学定員    航海科60名    機関科60名  
昭和27年度に神戸商船大学に入学した者は，昭和27年４月から神戸商

船大学に在学していたものとみなす。（国立学校設置法附則第12項）  
海技専門学院長大羽真治が初代学長に就任 

７月 18日 第１回入学式挙行 

10月 18日 開学式挙行 

10月 26日 模型館（後の海事参考館）竣功 

昭和28年 12月 ７日 第一号館（事務局・図書館・一般教育等研究室）竣功 

昭和29年 ４月 １日 航海科及び機関科の課程を教員免許状授与の所要資格を得させるための

課程として認定された。免許教科「商船」（文部省告示第３号） 

７月 29日 中寮竣功 

昭和30年 ３月 28日 磁気コンパス実験室，機関科３号館，水槽実験室竣功 

４月 １日 北寮竣功 

昭和31年 ９月 27日 第１回卒業式挙行 

昭和32年 ８月 31日 南寮竣功 

昭和33年 ３月 31日 補導厚生館，食堂，厨房，浴室竣功 

７月 ３日 模型館を海事参考館に名称変更 

11月 29日 体育館竣功 

昭和34年 ４月 １日 航海科を航海学科に，機関科を機関学科に改める。  
学生入学定員増加    航海学科70名    機関学科70名 

昭和35年 11月 16日 大羽真治学長の任期満了により，小谷信市教授が第２代学長に就任 

昭和36年 ３月 28日 プール竣功 

12月 25日 第二号館第１期工事竣功 

昭和37年 ４月 １日 学生入学定員増加    航海学科80名    機関学科80名 

昭和38年 １月 18日 実習学生寮竣功 

２月 15日 新寮竣功 

12月 21日 船舶実験整備室竣功 



１．沿  革 

 

 海洋政策科学部の前身である神戸商船大学は，わが国造船界の先覚者である川崎正蔵氏の遺志を継いで大

正６年９月に創設された私立川崎商船学校（設立者川崎芳太郎氏）に始まる。同校は，大正９年８月，国家

に献納され，官立神戸高等商船学校に昇格した。その後，戦時措置により，昭和20年４月，東京，清水の

両高等商船学校とともに統合され，高等商船学校（清水市）となった。 

 一方，旧神戸高等商船学校の校舎等は海技専門学院（現在の海技大学校）に引き継がれた。 

 戦後日本の講和独立，そして経済自立発展のため海運界の急速な整備拡充が要望され，その一環として神

戸商船大学が，第13回国会の議決に基づき，昭和27年５月，この由緒ある伝統の地に新制大学として発足

した。 

 

昭和27年 ５月 26日 国立学校設置法の一部を改正する法律（法律第149号）により神戸商船

大学を設置  
学生入学定員    航海科60名    機関科60名  
昭和27年度に神戸商船大学に入学した者は，昭和27年４月から神戸商

船大学に在学していたものとみなす。（国立学校設置法附則第12項）  
海技専門学院長大羽真治が初代学長に就任 

７月 18日 第１回入学式挙行 

10月 18日 開学式挙行 

10月 26日 模型館（後の海事参考館）竣功 

昭和28年 12月 ７日 第一号館（事務局・図書館・一般教育等研究室）竣功 

昭和29年 ４月 １日 航海科及び機関科の課程を教員免許状授与の所要資格を得させるための

課程として認定された。免許教科「商船」（文部省告示第３号） 

７月 29日 中寮竣功 

昭和30年 ３月 28日 磁気コンパス実験室，機関科３号館，水槽実験室竣功 

４月 １日 北寮竣功 

昭和31年 ９月 27日 第１回卒業式挙行 

昭和32年 ８月 31日 南寮竣功 

昭和33年 ３月 31日 補導厚生館，食堂，厨房，浴室竣功 

７月 ３日 模型館を海事参考館に名称変更 

11月 29日 体育館竣功 

昭和34年 ４月 １日 航海科を航海学科に，機関科を機関学科に改める。  
学生入学定員増加    航海学科70名    機関学科70名 

昭和35年 11月 16日 大羽真治学長の任期満了により，小谷信市教授が第２代学長に就任 

昭和36年 ３月 28日 プール竣功 

12月 25日 第二号館第１期工事竣功 

昭和37年 ４月 １日 学生入学定員増加    航海学科80名    機関学科80名 

昭和38年 １月 18日 実習学生寮竣功 

２月 15日 新寮竣功 

12月 21日 船舶実験整備室竣功 
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昭和39年 ２月 28日 実習船「白鴎」竣功 

４月 １日 神戸商船大学正規の課程を教員免許状授与の所要資格を得させるための

聴講生の課程として認定された。（文部省告示第63号） 

４月 １日 神戸商船大学商船学専攻科開設  
学生入学定員    航海学専攻10名    機関学専攻10名 

昭和40年 ２月 17日 練習船初代「進徳丸」の所管換を受けた。 

４月 １日 神戸商船大学専攻科の課程が教員免許状授与の所要資格を得させるため

の課程として認定された。（文部省告示第105号） 

昭和41年 ２月 10日 原子力実験棟竣功 

９月 29日 第二号館第４期工事竣功 

11月 16日 小谷信市学長の任期満了により，小田義士教授が第３代学長に就任 

12月 30日 第二号館天体観測室竣功 

昭和42年 ５月 23日 練習船初代「進徳丸」を神戸商船大学構内に設定 

６月 １日 商船学部附属船貨輸送研究施設が設置された（載貨部門）。（文部省令

第11号） 

９月 15日 海事資料館講堂竣功，海事参考館を海事資料館に改称 

９月 20日 図書館竣功 

12月 20日 保健管理センター竣功 

昭和43年 ３月 26日 実習船「深江丸」竣功 

12月 20日 武道場竣功 

12月 20日 艇庫竣功 

昭和44年 ４月 １日 保健管理センターが設置された。（文部省令第18号） 

５月 27日 小田義士学長辞任により平 勇登教授が学長事務取扱に就任 

６月 30日 第二号館空調設備完成 

昭和46年 １月 12日 学長事務取扱 平 勇登が第４代学長に就任 

２月 20日 船貨輸送研究施設竣功 

４月 １日 船貨輸送研究施設に防災研究部門が増設された。 

昭和47年 ４月 １日 原子動力学科が開設された。（文部省令第14号）  
学生入学定員 40名 

５月 １日 商船学部附属海洋実習施設が設置された。（文部省令第19号） 

昭和48年 ４月 12日 実習船「深江丸」が商船学部附属練習船「深江丸」として設置された。  
（文部省令第10号） 

昭和49年 ６月 ７日 国立学校設置法の一部を改正する法律（法律第81号）により大学院商船

学研究科（修士課程）が設置された（専攻科廃止）。  
学生入学定員 航海学専攻15名 機関学専攻15名 

６月 19日 大学院の課程（航海学専攻，機関学専攻）が教員免許状（高等学校教諭

一級普通免許状）の授与の所要資格を得させるための課程として認定さ

れた。  
（文部省告示第117号） 

10月 ９日 第1回大学院入学式挙行 

昭和50年 ５月 12日 原子動力学科の課程が教員免許状（高等学校教諭二級普通免許状）授与

の所要資格を得させるための課程として認定された。   
免許教科「工業」（文部省告示第68号） 

12月 12日 修業年限が４年に改正された（昭和51年度入学者から適用）。 

昭和51年 ４月 １日 乗船実習科を昭和55年度から設置することが決定（文部省令第12号） 

10月 30日 本部管理棟竣功 

昭和52年 １月 12日 平 勇登学長任期満了により後藤清市教授が第５代学長に就任 

４月 １日 大学院商船学研究科に原子動力学専攻が増設された。学生入学定員 8名 

10月 12日 後藤清市学長死去により南 正巳教授が学長事務取扱に就任 

昭和53年 １月 10日 学長事務取扱 南 正巳が第6代学長に就任 

５月 17日 原子動力学専攻の課程が教員免許状（高等学校教諭一級普通免許状）授

与の所要資格を得させるための課程として認定された。（文部省告示第

108号） 

昭和54年 ４月 １日 航海学科が航海学科と輸送科学科に改組された。  
学生入学定員 航海学科60名 輸送科学科20名（文部省令第10号） 

７月 30日 大学会館竣功 

昭和55年 ４月 １日 機関学科が機関学科と海洋機械管理学科に改組された。  
学生入学定員 機関学科60名 海洋機械管理学科20名（文部省令第６

号） 

４月 １日 乗船実習科設置  
学生入学定員 航海課程80名 機関課程120名 

５月 ９日 航海学科，輸送科学科が教員免許状（高等学校教諭二級普通免許状）授

与の所要資格を得させるための課程として認定された。  
免許教科 航海学科「商船」，輸送科学科「商業」（文部省告示第90

号） 

９月 30日 第１回乗船実習科修了式が挙行された。 

昭和56年 ３月 26日 機関学科，海洋機械管理学科が教員免許状（高等学校教諭二級普通免許

状）授与の所要資格を得させるための課程として認定された。  
免許教科 機関学科「商船」，海洋機械管理科学科「工業」  
（文部省告示第90号） 

７月 ９日 出願資格を改め，女子にも受験資格を与えることとした。 

９月 19日 海技実習センター棟竣功 

昭和57年 １月 10日 南 正巳学長任期満了により松本吉春教授が第７代学長に就任 

４月 １日 女子学生の受入開始 

昭和58年 ４月 １日 大学院商船学研究科航海学専攻が航海学専攻と輸送科学専攻（学生入学

定員・航海学専攻10名 輸送科学専攻５名）に改組された。（文部省令

第40号）  
乗船実習科入学定員改正  航海課程  60名 
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昭和39年 ２月 28日 実習船「白鴎」竣功 

４月 １日 神戸商船大学正規の課程を教員免許状授与の所要資格を得させるための

聴講生の課程として認定された。（文部省告示第63号） 

４月 １日 神戸商船大学商船学専攻科開設  
学生入学定員    航海学専攻10名    機関学専攻10名 

昭和40年 ２月 17日 練習船初代「進徳丸」の所管換を受けた。 

４月 １日 神戸商船大学専攻科の課程が教員免許状授与の所要資格を得させるため

の課程として認定された。（文部省告示第105号） 

昭和41年 ２月 10日 原子力実験棟竣功 

９月 29日 第二号館第４期工事竣功 

11月 16日 小谷信市学長の任期満了により，小田義士教授が第３代学長に就任 

12月 30日 第二号館天体観測室竣功 

昭和42年 ５月 23日 練習船初代「進徳丸」を神戸商船大学構内に設定 

６月 １日 商船学部附属船貨輸送研究施設が設置された（載貨部門）。（文部省令

第11号） 

９月 15日 海事資料館講堂竣功，海事参考館を海事資料館に改称 

９月 20日 図書館竣功 

12月 20日 保健管理センター竣功 

昭和43年 ３月 26日 実習船「深江丸」竣功 

12月 20日 武道場竣功 

12月 20日 艇庫竣功 

昭和44年 ４月 １日 保健管理センターが設置された。（文部省令第18号） 

５月 27日 小田義士学長辞任により平 勇登教授が学長事務取扱に就任 

６月 30日 第二号館空調設備完成 

昭和46年 １月 12日 学長事務取扱 平 勇登が第４代学長に就任 

２月 20日 船貨輸送研究施設竣功 

４月 １日 船貨輸送研究施設に防災研究部門が増設された。 

昭和47年 ４月 １日 原子動力学科が開設された。（文部省令第14号）  
学生入学定員 40名 

５月 １日 商船学部附属海洋実習施設が設置された。（文部省令第19号） 

昭和48年 ４月 12日 実習船「深江丸」が商船学部附属練習船「深江丸」として設置された。  
（文部省令第10号） 

昭和49年 ６月 ７日 国立学校設置法の一部を改正する法律（法律第81号）により大学院商船

学研究科（修士課程）が設置された（専攻科廃止）。  
学生入学定員 航海学専攻15名 機関学専攻15名 

６月 19日 大学院の課程（航海学専攻，機関学専攻）が教員免許状（高等学校教諭

一級普通免許状）の授与の所要資格を得させるための課程として認定さ

れた。  
（文部省告示第117号） 

10月 ９日 第1回大学院入学式挙行 

昭和50年 ５月 12日 原子動力学科の課程が教員免許状（高等学校教諭二級普通免許状）授与

の所要資格を得させるための課程として認定された。   
免許教科「工業」（文部省告示第68号） 

12月 12日 修業年限が４年に改正された（昭和51年度入学者から適用）。 

昭和51年 ４月 １日 乗船実習科を昭和55年度から設置することが決定（文部省令第12号） 

10月 30日 本部管理棟竣功 

昭和52年 １月 12日 平 勇登学長任期満了により後藤清市教授が第５代学長に就任 

４月 １日 大学院商船学研究科に原子動力学専攻が増設された。学生入学定員 8名 

10月 12日 後藤清市学長死去により南 正巳教授が学長事務取扱に就任 

昭和53年 １月 10日 学長事務取扱 南 正巳が第6代学長に就任 

５月 17日 原子動力学専攻の課程が教員免許状（高等学校教諭一級普通免許状）授

与の所要資格を得させるための課程として認定された。（文部省告示第

108号） 

昭和54年 ４月 １日 航海学科が航海学科と輸送科学科に改組された。  
学生入学定員 航海学科60名 輸送科学科20名（文部省令第10号） 

７月 30日 大学会館竣功 

昭和55年 ４月 １日 機関学科が機関学科と海洋機械管理学科に改組された。  
学生入学定員 機関学科60名 海洋機械管理学科20名（文部省令第６

号） 

４月 １日 乗船実習科設置  
学生入学定員 航海課程80名 機関課程120名 

５月 ９日 航海学科，輸送科学科が教員免許状（高等学校教諭二級普通免許状）授

与の所要資格を得させるための課程として認定された。  
免許教科 航海学科「商船」，輸送科学科「商業」（文部省告示第90

号） 

９月 30日 第１回乗船実習科修了式が挙行された。 

昭和56年 ３月 26日 機関学科，海洋機械管理学科が教員免許状（高等学校教諭二級普通免許

状）授与の所要資格を得させるための課程として認定された。  
免許教科 機関学科「商船」，海洋機械管理科学科「工業」  
（文部省告示第90号） 

７月 ９日 出願資格を改め，女子にも受験資格を与えることとした。 

９月 19日 海技実習センター棟竣功 

昭和57年 １月 10日 南 正巳学長任期満了により松本吉春教授が第７代学長に就任 

４月 １日 女子学生の受入開始 

昭和58年 ４月 １日 大学院商船学研究科航海学専攻が航海学専攻と輸送科学専攻（学生入学

定員・航海学専攻10名 輸送科学専攻５名）に改組された。（文部省令

第40号）  
乗船実習科入学定員改正  航海課程  60名 

3



８月 27日 大学院の課程（航海学専攻，輸送科学専攻）が教員免許状（高等学校教

諭一級普通免許状）の授与の所要資格を得させるための課程として認定

された。  
（文部省告示第105号）免許教科  航海学専攻「商船」，輸送科学専攻

「商業」 

昭和59年 ４月 １日 大学院商船学研究科機関学専攻が機関学専攻と海洋機械管理学専攻（学

生入学定員・機関学専攻10名 海洋機械管理学専攻５名）に改組され

た。  
乗船実習科入学定員改正  機関課程    100名  
大学院の課程（機関学専攻，海洋機械管理学専攻）が教員免許状（高等

学校教諭一級普通免許状）の授与の所要資格を得させるための課程とし

て認定された。  
免許教科   機関学専攻「商船」，海洋機械管理学専攻「工業」 

昭和60年 ８月 20日 第二号館別館竣功 

昭和61年 ４月 １日 学部入学定員改正  
 輸送科学科    25名  
 海洋機械管理学科    25名 

昭和62年 ４月 １日 学部入学定員改正  
 輸送科学科    30名  
 海洋機械管理学科    30名 

10月 １日 本年度をもって工場実習制度が廃止，練習船実習に統合 

10月 14日 練習船「深江丸」竣功 

昭和63年 １月 10日 松本吉春学長任期満了により前田文郎弓削商船高等専門学校長が第８代

学長に就任 

平成２年 ４月 １日 商船学部５学科が次の４課程に改組された。  
○商船システム学課程   （入学定員 110名）  
○輸送情報システム工学課程（入学定員  40名）  
○海洋電子機械工学課程  （入学定員  40名）  
○動力システム工学課程  （入学定員 30名） 

平成３年 １月 30日 体育館・保健管理センター竣功 

平成４年 １月 10日 前田文郎学長任期満了により井上篤次郎教授が第９代学長に就任 

11月 ４日 創基75周年記念式典を挙行 

平成５年 ４月 １日 一般教育と専門教育の区分を廃止し総合科目群と専門科目群を設けるカ

リキュラムの見直しが行われた。 

平成６年 ４月 １日 大学院商船学研究科５専攻が次の４専攻に改組された。  
○商船システム学専攻   （入学定員 ８名）  
○輸送情報システム工学専攻（入学定員 ８名）  
○海洋電子機械工学専攻  （入学定員11名）  
○動力システム工学専攻  （入学定員11名） 

７月 20日 武道館竣功 

７月 30日 プール竣功 

平成７年 １月 17日 阪神・淡路大震災により構内全般に被害を受ける。 

平成９年 ４月 １日 大学院商船学研究科（博士課程）が設置された。  
○海上輸送システム科学専攻  （入学定員 ４名）  
○海洋機械エネルギー工学専攻 （入学定員 ４名） 

４月 30日 海技実習棟・艇庫竣功 

平成10年 １月 10日 井上篤次郎学長任期満了により原   潔教授が第10代学長に就任 

４月 ９日 地域共同研究センター設置（文部省令第21号） 

平成11年 ４月 １日 ３年次編入学定員    10名 

平成12年 ４月 １日 学部入学定員改正商船システム学課程    90名 

11月 30日 総合学術交流棟竣功 

平成13年 ３月 30日 国際交流会館・東寮竣功 

４月 １日 学部カリキュラムを全課程共通科目と各課程の専門科目に分ける見直し

が行われた。 

12月 21日 北寮・中寮改修 

平成14年 11月 ２日 開学50周年・創基85周年記念式典を挙行 

１月 26日 南寮・新寮改修 

平成15年 ９月 30日 原   潔学長 神戸大学との統合に伴い辞職 

10月 １日 神戸大学と統合  
海事科学部が設置され，次の３つの課程が設置された。  
○海事技術マネジメント学課程（入学定員    90名）  
○海上輸送システム学課程  （入学定員    50名）  
○マリンエンジニアリング課程（入学定員    60名）  
大学院自然科学研究科に次の専攻が設置された。  
○博士課程前期課程  
 ・海事技術マネジメント学専攻（入学定員  12名）  
 ・海上輸送システム学専攻  （入学定員  16名）  
 ・マリンエンジニアリング専攻（入学定員  16名）  
○博士課程後期課程  
 ・海事科学専攻       （入学定員  11名）  
第１回大学院自然科学研究科（10月期）学生入学  
海事科学部附属国際海事教育研究センター設置  
附属図書館は神戸大学附属図書館海事科学分館となった。  
保健管理センターは神戸大学保健管理センター深江分室となった。  
地域共同研究センターは神戸大学連携創造センター深江地区となった。  
学部附属教育施設「船貨輸送研究施設」「海洋実習施設」廃止  
野上智行神戸大学長が神戸商船大学長を併任  
西田修身教授が初代海事科学部長に就任 

平成16年 ３月 31日 神戸商船大学廃止（野上智行神戸大学長の併任終了） 
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８月 27日 大学院の課程（航海学専攻，輸送科学専攻）が教員免許状（高等学校教

諭一級普通免許状）の授与の所要資格を得させるための課程として認定

された。  
（文部省告示第105号）免許教科  航海学専攻「商船」，輸送科学専攻

「商業」 

昭和59年 ４月 １日 大学院商船学研究科機関学専攻が機関学専攻と海洋機械管理学専攻（学

生入学定員・機関学専攻10名 海洋機械管理学専攻５名）に改組され

た。  
乗船実習科入学定員改正  機関課程    100名  
大学院の課程（機関学専攻，海洋機械管理学専攻）が教員免許状（高等

学校教諭一級普通免許状）の授与の所要資格を得させるための課程とし

て認定された。  
免許教科   機関学専攻「商船」，海洋機械管理学専攻「工業」 

昭和60年 ８月 20日 第二号館別館竣功 

昭和61年 ４月 １日 学部入学定員改正  
 輸送科学科    25名  
 海洋機械管理学科    25名 

昭和62年 ４月 １日 学部入学定員改正  
 輸送科学科    30名  
 海洋機械管理学科    30名 

10月 １日 本年度をもって工場実習制度が廃止，練習船実習に統合 

10月 14日 練習船「深江丸」竣功 

昭和63年 １月 10日 松本吉春学長任期満了により前田文郎弓削商船高等専門学校長が第８代

学長に就任 

平成２年 ４月 １日 商船学部５学科が次の４課程に改組された。  
○商船システム学課程   （入学定員 110名）  
○輸送情報システム工学課程（入学定員  40名）  
○海洋電子機械工学課程  （入学定員  40名）  
○動力システム工学課程  （入学定員 30名） 

平成３年 １月 30日 体育館・保健管理センター竣功 

平成４年 １月 10日 前田文郎学長任期満了により井上篤次郎教授が第９代学長に就任 

11月 ４日 創基75周年記念式典を挙行 

平成５年 ４月 １日 一般教育と専門教育の区分を廃止し総合科目群と専門科目群を設けるカ

リキュラムの見直しが行われた。 

平成６年 ４月 １日 大学院商船学研究科５専攻が次の４専攻に改組された。  
○商船システム学専攻   （入学定員 ８名）  
○輸送情報システム工学専攻（入学定員 ８名）  
○海洋電子機械工学専攻  （入学定員11名）  
○動力システム工学専攻  （入学定員11名） 

７月 20日 武道館竣功 

７月 30日 プール竣功 

平成７年 １月 17日 阪神・淡路大震災により構内全般に被害を受ける。 

平成９年 ４月 １日 大学院商船学研究科（博士課程）が設置された。  
○海上輸送システム科学専攻  （入学定員 ４名）  
○海洋機械エネルギー工学専攻 （入学定員 ４名） 

４月 30日 海技実習棟・艇庫竣功 

平成10年 １月 10日 井上篤次郎学長任期満了により原   潔教授が第10代学長に就任 

４月 ９日 地域共同研究センター設置（文部省令第21号） 

平成11年 ４月 １日 ３年次編入学定員    10名 

平成12年 ４月 １日 学部入学定員改正商船システム学課程    90名 

11月 30日 総合学術交流棟竣功 

平成13年 ３月 30日 国際交流会館・東寮竣功 

４月 １日 学部カリキュラムを全課程共通科目と各課程の専門科目に分ける見直し

が行われた。 

12月 21日 北寮・中寮改修 

平成14年 11月 ２日 開学50周年・創基85周年記念式典を挙行 

１月 26日 南寮・新寮改修 

平成15年 ９月 30日 原   潔学長 神戸大学との統合に伴い辞職 

10月 １日 神戸大学と統合  
海事科学部が設置され，次の３つの課程が設置された。  
○海事技術マネジメント学課程（入学定員    90名）  
○海上輸送システム学課程  （入学定員    50名）  
○マリンエンジニアリング課程（入学定員    60名）  
大学院自然科学研究科に次の専攻が設置された。  
○博士課程前期課程  
 ・海事技術マネジメント学専攻（入学定員  12名）  
 ・海上輸送システム学専攻  （入学定員  16名）  
 ・マリンエンジニアリング専攻（入学定員  16名）  
○博士課程後期課程  
 ・海事科学専攻       （入学定員  11名）  
第１回大学院自然科学研究科（10月期）学生入学  
海事科学部附属国際海事教育研究センター設置  
附属図書館は神戸大学附属図書館海事科学分館となった。  
保健管理センターは神戸大学保健管理センター深江分室となった。  
地域共同研究センターは神戸大学連携創造センター深江地区となった。  
学部附属教育施設「船貨輸送研究施設」「海洋実習施設」廃止  
野上智行神戸大学長が神戸商船大学長を併任  
西田修身教授が初代海事科学部長に就任 

平成16年 ３月 31日 神戸商船大学廃止（野上智行神戸大学長の併任終了） 
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４月 １日 国立大学法人法（平成15年７月16日法律第112号）により国立大学法

人神戸大学となった。  
神戸商船大学商船学部及び大学院商船学研究科学生は海事科学部及び大

学院自然科学研究科に移籍  
第１回海事科学部生入学 

10月 １日 海事資料館を海事博物館に改称 

平成17年 ２月 16日 西田修身学部長が神戸大学理事（副学長）就任に伴い辞職，井上欣三教

授が第２代学部長に就任 

10月 １日 井上欣三学部長任期満了により久保雅義教授が第３代学部長に就任 

平成19年 ４月 １日 大学院海事科学研究科が設置され，次の専攻が設置された。  
○博士課程前期課程 海事科学専攻（入学定員    60名）  
○博士課程後期課程 海事科学専攻（入学定員    11名）  
久保雅義教授が初代研究科長に就任  
武道館を改修し，水先教育研究棟竣功 

10月 １日 久保雅義研究科長任期満了により石田廣史教授が第２代研究科長に就任 

平成20年 ４月 １日 海事科学部３課程が次の３学科に改組された。  
○海事技術マネジメント学科    （入学定員    90名）  
○海洋ロジスティクス科学科    （入学定員    50名）  
○マリンエンジニアリング学科 （入学定員    60名） 

10月 25日 創基90周年記念式典を挙行 

平成21年 ４月 １日 石田廣史研究科長が神戸大学理事（副学長）就任に伴い辞任，小田啓二

教授が第３代研究科長に就任 

10月 １日 海事科学部附属国際海事教育研究センターが大学院海事科学研究科附属

国際海事研究センターに改組され，次の５部門が設置された。  
○海事教育研究部門  
○海事安全管理研究部門  
○海事政策科学研究部門  
○海事産業研究部門  
○海事環境エネルギー研究部門 

平成22年 ４月 １日 海技実習センターを海技教育センターに改組 

平成24年 ４月 １日 附属国際海事研究センターに次の部門が設置された。  
○海事輸送研究部門 

平成25年 ４月 １日 海事科学部３学科が次の３学科に改組された。  
○グローバル輸送科学科   （入学定員    80名）  
○海洋安全システム科学科  （入学定員    40名）  
○マリンエンジニアリング学科（入学定員    80名） 

10月 １日 小田啓二研究科長任期満了により林  祐司教授が第４代研究科長に就任 

10月 26日 海事科学部創立10周年記念式典を挙行 

平成27年 10月 １日 林  祐司研究科長任期満了により内田 誠教授が第５代研究科長に就任  
神戸大学海洋底探査センターが深江キャンパス内に設置された。 

平成29年 ４月 １日 大学院海事科学研究科入学定員改正 

 ○博士課程前期課程 海事科学専攻（入学定員  75名） 

 附属国際海事研究センターが改組され，次の４部門が設置された。 

 ○国際海事政策科学研究部門 

 ○輸送システム科学研究部門 

 ○海洋システム科学研究部門 

  ○海事輸送工学研究部門 

７月 １日 海技教育センターを海事科学教育開発センターに改組 

10月 28日 創基100周年記念式典を挙行 

平成31年 ４月 １日 神戸大学海洋教育研究基盤センターが深江キャンパス内に設置された。 

令和２年 ４月 １日 内田 誠研究科長任期満了により阿部晃久教授が第６代研究科長に就任 

令和３年 ４月 １日 海事科学部に替えて，海洋政策科学部が設置され，学科は次の１学科に

再編された。 

 ○海洋政策科学科 （入学定員 200名） 

令和４年 ３月 23日 練習船「海神丸」竣功 

４月 １日 海事科学教育開発センターを海事基盤センターに改組 
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４月 １日 国立大学法人法（平成15年７月16日法律第112号）により国立大学法

人神戸大学となった。  
神戸商船大学商船学部及び大学院商船学研究科学生は海事科学部及び大

学院自然科学研究科に移籍  
第１回海事科学部生入学 

10月 １日 海事資料館を海事博物館に改称 

平成17年 ２月 16日 西田修身学部長が神戸大学理事（副学長）就任に伴い辞職，井上欣三教

授が第２代学部長に就任 

10月 １日 井上欣三学部長任期満了により久保雅義教授が第３代学部長に就任 

平成19年 ４月 １日 大学院海事科学研究科が設置され，次の専攻が設置された。  
○博士課程前期課程 海事科学専攻（入学定員    60名）  
○博士課程後期課程 海事科学専攻（入学定員    11名）  
久保雅義教授が初代研究科長に就任  
武道館を改修し，水先教育研究棟竣功 

10月 １日 久保雅義研究科長任期満了により石田廣史教授が第２代研究科長に就任 

平成20年 ４月 １日 海事科学部３課程が次の３学科に改組された。  
○海事技術マネジメント学科    （入学定員    90名）  
○海洋ロジスティクス科学科    （入学定員    50名）  
○マリンエンジニアリング学科 （入学定員    60名） 

10月 25日 創基90周年記念式典を挙行 

平成21年 ４月 １日 石田廣史研究科長が神戸大学理事（副学長）就任に伴い辞任，小田啓二

教授が第３代研究科長に就任 

10月 １日 海事科学部附属国際海事教育研究センターが大学院海事科学研究科附属

国際海事研究センターに改組され，次の５部門が設置された。  
○海事教育研究部門  
○海事安全管理研究部門  
○海事政策科学研究部門  
○海事産業研究部門  
○海事環境エネルギー研究部門 

平成22年 ４月 １日 海技実習センターを海技教育センターに改組 

平成24年 ４月 １日 附属国際海事研究センターに次の部門が設置された。  
○海事輸送研究部門 

平成25年 ４月 １日 海事科学部３学科が次の３学科に改組された。  
○グローバル輸送科学科   （入学定員    80名）  
○海洋安全システム科学科  （入学定員    40名）  
○マリンエンジニアリング学科（入学定員    80名） 

10月 １日 小田啓二研究科長任期満了により林  祐司教授が第４代研究科長に就任 

10月 26日 海事科学部創立10周年記念式典を挙行 

平成27年 10月 １日 林  祐司研究科長任期満了により内田 誠教授が第５代研究科長に就任  
神戸大学海洋底探査センターが深江キャンパス内に設置された。 

平成29年 ４月 １日 大学院海事科学研究科入学定員改正 

○博士課程前期課程 海事科学専攻（入学定員  75名） 

附属国際海事研究センターが改組され，次の４部門が設置された。 

○国際海事政策科学研究部門 

○輸送システム科学研究部門 

○海洋システム科学研究部門 

 ○海事輸送工学研究部門 

７月 １日 海技教育センターを海事科学教育開発センターに改組 

10月 28日 創基100周年記念式典を挙行 

平成31年 ４月 １日 神戸大学海洋教育研究基盤センターが深江キャンパス内に設置された。 

令和２年 ４月 １日 内田 誠研究科長任期満了により阿部晃久教授が第６代研究科長に就任 

令和３年 ４月 １日 海事科学部に替えて，海洋政策科学部が設置され，学科は次の１学科に

再編された。 

○海洋政策科学科 （入学定員 200名） 

令和４年 ３月 23日 練習船「海神丸」竣功 

４月 １日 海事科学教育開発センターを海事基盤センターに改組 

 令和５年  11月   １日  神戸大学水素・未来エネルギー技術研究センターが深江キャンパス内に 

設置された。 

令和６年   ４月 １日  阿部晃久研究科長任期満了により平山勝敏教授が第７代研究科長に就任 

附属国際海事研究センターが改組され，次の４部門が設置された。 

○国際海事・海洋政策科学研究部門 

○流通・物流システム科学研究部門 

○海洋システム科学研究部門 

○海事輸送工学研究部門 

令和７年   ３月  19日  実習船「まや」竣功 
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１．神戸大学教学規則 

平成 16 年 4 月 1日制定 

目次 

第 1章 総則(第 1条－第 9条) 

第 2 章 学部 

第 1節 入学(第 10 条－第 21 条) 

第 2 節 修業年限，教育課程，課程の履修等(第 22 条－第 39 条) 

第 3 節 留学及び休学(第 40 条－第 44 条) 

第 4 節 退学及び除籍(第 45 条－第 47 条) 

第 5 節 卒業要件及び学士の学位(第 48 条・第 49 条) 

第 6 節 授業料(第 50 条－第 54 条) 

第 7 節 賞罰(第 55 条・第 55 条の 2) 

第 3 章 大学院 

第 1節 入学(第 56 条－第 62 条) 

第 2 節 修業年限，教育方法，修了要件等(第 63 条－第 71 条) 

第 3 節 準用規定(第 72 条－第 77 条) 

第 4 章 学位プログラム(第 77 条の 2) 

第 5 章 特別聴講学生，特別研究学生，科目等履修生，聴講生，研究生，専攻生及び外国人特別学生

(第 78 条－第 83 条) 

第 6 章 特別の課程(第 83 条の 2) 

第 7 章 授業料，入学料及び検定料の額(第 84 条・第 84 条の 2) 

第 8 章 教育職員免許状(第 85 条) 

附則 

 

第 1章 総則 

(趣旨) 

第 1 条 この規則は，国立大学法人神戸大学学則(平成 16 年 4 月 1 日制定。以下、「学則」という。)第

29 条の規定に基づき，学生の修学に関し必要な事項を定めるものとする。 

(教育憲章) 

第 2 条 本学の教育は，神戸大学教育憲章(平成 14 年 5 月 16 日制定)に則り，行うものとする。 

(学部) 

第 3 条 本学の学部に置く学科は，次のとおりとする。 

 文学部 人文学科 

 国際人間科学部 グローバル文化学科，発達コミュニティ学科，環境共生学科，子ども教育学科 

 法学部 法律学科 

 経済学部 経済学科 

 経営学部 経営学科 

 理学部 数学科，物理学科，化学科，生物学科，惑星学科 

 医学部 医学科，保健学科 

 工学部 建築学科，市民工学科，電気電子工学科，機械工学科，応用化学科，情報知能工学科 

 農学部 食料環境システム学科，資源生命科学科，生命機能科学科 

 海洋政策科学部 海洋政策科学科 

 



１．神戸大学教学規則 

（平成 16年 4 月 1日制定） 

最終改正 令和 8年 3月 31 日 

目次 

第 1章 総則(第 1条－第 9条) 

第 2 章 学部 

第 1節 入学(第 10 条－第 21 条) 

第 2 節 修業年限，教育課程，課程の履修等(第 22 条－第 39条) 

第 3 節 留学及び休学(第 40 条－第 44 条) 

第 4 節 退学及び除籍(第 45 条－第 47 条) 

第 5 節 卒業要件及び学士の学位(第 48 条・第 49条) 

第 6 節 授業料(第 50 条－第 54 条) 

第 7 節 賞罰(第 55 条・第 55 条の 2) 

第 3 章 大学院 

第 1節 入学(第 56 条－第 62 条) 

第 2 節 修業年限，教育方法，修了要件等(第 63条－第 71条) 

第 3 節 準用規定(第 72条－第 77条) 

第 4 章 学位プログラム(第 77 条の 2) 

第 5 章 特別聴講学生，特別研究学生，科目等履修生，聴講生，研究生，専攻生及び外国人特別学生

(第 78 条－第 83 条) 

第 6 章 特別の課程(第 83 条の 2) 

第 7 章 授業料，入学料及び検定料の額(第 84 条・第 84 条の 2) 

第 8 章 教育職員免許状(第 85 条) 

附則 

 

第 1章 総則 

(趣旨) 

第 1 条 この規則は，国立大学法人神戸大学学則(平成 16 年 4 月 1 日制定。以下、「学則」という。)第

29 条の規定に基づき，学生の修学に関し必要な事項を定めるものとする。 

(教育憲章) 

第 2 条 本学の教育は，神戸大学教育憲章(平成 14 年 5 月 16 日制定)に則り，行うものとする。 

(学部) 

第 3 条 本学の学部に置く学科は，次のとおりとする。 

 文学部 人文学科 

 国際人間科学部 グローバル文化学科，発達コミュニティ学科，環境共生学科，子ども教育学科 

 法学部 法律学科 

 経済学部 経済学科 

 経営学部 経営学科 

 理学部 数学科，物理学科，化学科，生物学科，惑星学科 

 医学部 医学科，医療創成工学科，保健学科 

 工学部 建築学科，市民工学科，電気電子工学科，機械工学科，応用化学科 

 システム情報学部 システム情報学科 

 農学部 食料環境システム学科，資源生命科学科，生命機能科学科 

9



 海洋政策科学部 海洋政策科学科 

 

(大学院) 

第 4 条 本学の大学院研究科に置く専攻及びその課程は，次の表に掲げるとおりとする。 

研究科名 専攻名 課程の別 

人文学研究科 文化構造専攻，社会動態専攻 博士課程 

国際文化学研究科 文化相関専攻，グローバル文化専攻 博士課程 

人間発達環境学研究科 人間発達専攻，人間環境学専攻 博士課程 

法学研究科 法学政治学専攻 博士課程 

実務法律専攻 専門職学位

課程 

経済学研究科 経済学専攻 博士課程 

経営学研究科 経営学専攻 博士課程 

現代経営学専攻 専門職学位

課程 

理学研究科 数学専攻，物理学専攻，化学専攻，生物学専攻，惑星学専攻 博士課程 

医学系研究科 医科学専攻 博士課程 

先進生命医科学系専攻 博士課程 

医療創成工学専攻 博士課程 

健康科学専攻 博士課程 

未来社会医学専攻 博士課程 

工学研究科 建築学専攻，市民工学専攻，電気電子工学専攻，機械工学専

攻，応用化学専攻 

博士課程 

システム情報学研究科  システム情報学専攻 博士課程  

農学研究科 食料共生システム学専攻，資源生命科学専攻，生命機能科学専

攻 

博士課程 

海事科学研究科 海事科学専攻 博士課程 

国際協力研究科 国際開発政策専攻，国際協力政策専攻，地域協力政策専攻 博士課程 

科学技術イノベーション

研究科 
科学技術イノベーション専攻 博士課程 

2 人文学研究科，国際文化学研究科，人間発達環境学研究科，法学研究科，経済学研究科，経営学研究

科，理学研究科，医学系研究科（医科学専攻を除く。），工学研究科，システム情報学研究科，農学研

究科，海事科学研究科，国際協力研究科及び科学技術イノベーション研究科の博士課程は，これを前期

2年の課程(以下「前期課程」という。)及び後期 3年の課程(以下「後期課程」という。)に区分し，前

期課程は，これを修士課程として取り扱うものとする。 

3 法学研究科実務法律専攻及び経営学研究科現代経営学専攻の専門職学位課程は，学校教育法(昭和 22

年法律第 26 号。以下「法」という。)第 99条第 2項に規定する専門職大学院の課程とし，法学研究科

の専門職学位課程は，専門職大学院設置基準(平成 15 年文部科学省令第 16 号)第 18 条第 1項に規定す

る法科大学院とする。 

(乗船実習科) 

第 5 条 本学に置く乗船実習科に関することは，神戸大学乗船実習科規則(平成 16 年 4 月 1 日制定)で定

める。 

(収容定員) 

第 6 条 本学の収容定員は，別表のとおりとする。 

(学年) 

第 7条 学年は，4月 1日に始まり，翌年 3月 31 日に終る。 

(学期・クォーター) 

第 8 条 学年を分けて，次の 2期とする。 

前期  4 月 1 日から 9月 30 日まで 

後期  10 月 1 日から翌年 3月 31 日まで 

2 前項に定める各学期に二つの期間（以下「クォーター」という。）を置くことができる。 

3 各クォーターの始期及び終期については，別に定める。 

(休業日) 

第 9 条 定期の休業日は，次のとおりとする。 

 日曜日及び土曜日 

 国民の祝日に関する法律(昭和 23年法律第 178 号)に規定する休日 

 夏季休業 8月 8 日から 9月 30日まで 

 冬季休業 12 月 25 日から翌年 1月 7日まで 

2 臨時の休業日は，学長が定める。 

3 教育上必要と認めるときは，第 1項の規定にかかわらず，夏季及び冬季休業の期間は，各学部及び各

研究科において学長の承認を得て変更することができる。 

4 教育上必要と認めるときは，第 1項から前項までの規定にかかわらず，休業日において授業等を行う

ことができる。 

第 2章 学部 

第 1節 入学 

(入学許可) 

第 10 条 学長は，次の各号のいずれかに該当し，入学試験に合格した者で，第 17 条に規定する入学手続

を完了した者(第 18 条の規定により入学料の免除を申請している者及び第 19 条の規定により入学料の

徴収猶予を申請している者を含む。)に対し，入学を許可する。 

(1) 高等学校又は中等教育学校を卒業した者 

(2) 通常の課程による 12 年の学校教育を修了した者又は通常の課程以外の課程により，前号に相当す

る学校教育を修了した者 

(3) 外国において学校教育における 12 年の課程を修了した者又はこれに準ずる者で文部科学大臣の指

定した者 

(4) 文部科学大臣が高等学校の課程と同等の課程を有するものとして認定した在外教育施設の当該課

程を修了した者 

(5) 専修学校の高等課程(修業年限が 3年以上であることその他の文部科学大臣が定める基準を満たす

ものに限る。)で文部科学大臣が別に指定するものを文部科学大臣が定める日以後に修了した者 

(6) 文部科学大臣の指定した者(昭和 23 年文部省告示第 47号) 

(7) 高等学校卒業程度認定試験規則(平成 17 年文部科学省令第 1号)による高等学校卒業程度認定試験

に合格した者(同規則附則第 2条の規定による廃止前の大学入学資格検定規程(昭和 26年文部省令第

13 号。以下「旧規程」という。)による大学入学資格検定(以下「旧検定」という。)に合格した者を

含む。) 

(8)  法第 90条第 2項の規定により大学に入学した者であって，高等学校卒業程度認定審査規則(令和

4 年文部科学省令第 18 号)による高等学校卒業程度認定審査に合格したもの 

(9) 法第 90 条第 2項の規定により大学に入学した者であって，本学において，大学における教育を受

けさせるにふさわしい学力があると認めたもの 
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 海洋政策科学部 海洋政策科学科 

 

(大学院) 

第 4 条 本学の大学院研究科に置く専攻及びその課程は，次の表に掲げるとおりとする。 

研究科名 専攻名 課程の別 

人文学研究科 文化構造専攻，社会動態専攻 博士課程 

国際文化学研究科 文化相関専攻，グローバル文化専攻 博士課程 

人間発達環境学研究科 人間発達専攻，人間環境学専攻 博士課程 

法学研究科 法学政治学専攻 博士課程 

実務法律専攻 専門職学位

課程 

経済学研究科 経済学専攻 博士課程 

経営学研究科 経営学専攻 博士課程 

現代経営学専攻 専門職学位

課程 

理学研究科 数学専攻，物理学専攻，化学専攻，生物学専攻，惑星学専攻 博士課程 

医学系研究科 医科学専攻 博士課程 

先進生命医科学系専攻 博士課程 

医療創成工学専攻 博士課程 

健康科学専攻 博士課程 

未来社会医学専攻 博士課程 

工学研究科 建築学専攻，市民工学専攻，電気電子工学専攻，機械工学専

攻，応用化学専攻 

博士課程 

システム情報学研究科  システム情報学専攻 博士課程  

農学研究科 食料共生システム学専攻，資源生命科学専攻，生命機能科学専

攻 

博士課程 

海事科学研究科 海事科学専攻 博士課程 

国際協力研究科 国際開発政策専攻，国際協力政策専攻，地域協力政策専攻 博士課程 

科学技術イノベーション

研究科 
科学技術イノベーション専攻 博士課程 

2 人文学研究科，国際文化学研究科，人間発達環境学研究科，法学研究科，経済学研究科，経営学研究

科，理学研究科，医学系研究科（医科学専攻を除く。），工学研究科，システム情報学研究科，農学研

究科，海事科学研究科，国際協力研究科及び科学技術イノベーション研究科の博士課程は，これを前期

2年の課程(以下「前期課程」という。)及び後期 3年の課程(以下「後期課程」という。)に区分し，前

期課程は，これを修士課程として取り扱うものとする。 

3 法学研究科実務法律専攻及び経営学研究科現代経営学専攻の専門職学位課程は，学校教育法(昭和 22

年法律第 26 号。以下「法」という。)第 99条第 2項に規定する専門職大学院の課程とし，法学研究科

の専門職学位課程は，専門職大学院設置基準(平成 15 年文部科学省令第 16 号)第 18 条第 1項に規定す

る法科大学院とする。 

(乗船実習科) 

第 5 条 本学に置く乗船実習科に関することは，神戸大学乗船実習科規則(平成 16 年 4 月 1 日制定)で定

める。 

(収容定員) 

第 6 条 本学の収容定員は，別表のとおりとする。 

(学年) 

第 7条 学年は，4月 1日に始まり，翌年 3月 31 日に終る。 

(学期・クォーター) 

第 8 条 学年を分けて，次の 2期とする。 

前期  4 月 1 日から 9月 30 日まで 

後期  10 月 1 日から翌年 3月 31 日まで 

2 前項に定める各学期に二つの期間（以下「クォーター」という。）を置くことができる。 

3 各クォーターの始期及び終期については，別に定める。 

(休業日) 

第 9 条 定期の休業日は，次のとおりとする。 

 日曜日及び土曜日 

 国民の祝日に関する法律(昭和 23年法律第 178 号)に規定する休日 

 夏季休業 8月 8 日から 9月 30日まで 

 冬季休業 12 月 25 日から翌年 1 月 7日まで 

2 臨時の休業日は，学長が定める。 

3 教育上必要と認めるときは，第 1 項の規定にかかわらず，夏季及び冬季休業の期間は，各学部及び各

研究科において学長の承認を得て変更することができる。 

4 教育上必要と認めるときは，第 1 項から前項までの規定にかかわらず，休業日において授業等を行う

ことができる。 

第 2章 学部 

第 1節 入学 

(入学許可) 

第 10 条 学長は，次の各号のいずれかに該当し，入学試験に合格した者で，第 17 条に規定する入学手続

を完了した者(第 18 条の規定により入学料の免除を申請している者及び第 19 条の規定により入学料の

徴収猶予を申請している者を含む。)に対し，入学を許可する。 

(1) 高等学校又は中等教育学校を卒業した者 

(2) 通常の課程による 12 年の学校教育を修了した者又は通常の課程以外の課程により，前号に相当す

る学校教育を修了した者 

(3) 外国において学校教育における 12 年の課程を修了した者又はこれに準ずる者で文部科学大臣の指

定した者 

(4) 文部科学大臣が高等学校の課程と同等の課程を有するものとして認定した在外教育施設の当該課

程を修了した者 

(5) 専修学校の高等課程(修業年限が 3年以上であることその他の文部科学大臣が定める基準を満たす

ものに限る。)で文部科学大臣が別に指定するものを文部科学大臣が定める日以後に修了した者 

(6) 文部科学大臣の指定した者(昭和 23 年文部省告示第 47号) 

(7) 高等学校卒業程度認定試験規則(平成 17 年文部科学省令第 1号)による高等学校卒業程度認定試験

に合格した者(同規則附則第 2 条の規定による廃止前の大学入学資格検定規程(昭和 26年文部省令第

13 号。以下「旧規程」という。)による大学入学資格検定(以下「旧検定」という。)に合格した者を

含む。) 

(8)  法第 90条第 2項の規定により大学に入学した者であって，高等学校卒業程度認定審査規則(令和

4 年文部科学省令第 18 号)による高等学校卒業程度認定審査に合格したもの 

(9) 法第 90 条第 2項の規定により大学に入学した者であって，本学において，大学における教育を受

けさせるにふさわしい学力があると認めたもの 
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(10) 本学において，個別の入学資格審査により，高等学校を卒業した者と同等以上の学力があると認

めた者で，18 歳に達したもの 

 

(早期入学) 

第 11 条 前条の規定にかかわらず，次の各号のいずれかに該当する者であって，本学の定める分野にお

いて特に優れた資質を有すると認めるものを，教授会の議を経て，入学させることができる。 

(1) 高等学校に 2年以上在学した者 

(2) 中等教育学校の後期課程，高等専門学校又は特別支援学校の高等部に 2年以上在学した者 

(3) 外国において，学校教育における 9年の課程に引き続く学校教育の課程に 2年以上在学した者 

(4) 文部科学大臣が高等学校の課程と同等の課程を有するものとして認定した在外教育施設(高等学校

の課程に相当する課程を有する者として指定したものを含む。)の当該課程に 2年以上在学した者 

(5) 学校教育法施行規則(昭和 22 年文部省令第 11号。以下「施行規則」という。)第 150 条第 3号の

規定により文部科学大臣が別に指定する専修学校の高等課程に同号に規定する文部科学大臣が定め

る日以後において 2年以上在学した者 

(6) 文部科学大臣が指定した者(平成 13 年文部科学省告示第 167 号) 

(7) 高等学校卒業程度認定試験規則第 4条に定める試験科目の全部(試験の免除を受けた試験科目を除

く。)について合格点を得た者(旧規程第 4条に規定する受検科目の全部(旧検定の一部免除を受けた

者については，その免除を受けた科目を除く。)について合格点を得た者を含む。)で，17 歳に達し

たもの 

2 前項に関して必要な事項は，関係の学部規則で定める。 

(入学期) 

第 12 条 入学の時期は，学年の初めとする。ただし，学年の途中においても，学期の区分に従い，学生

を入学させることができる。 

(編入学) 

第 13 条 次の各号のいずれかに該当する者で，本学に編入学を志望する者があるときは，第 10 条の規定

にかかわらず，学期の初めにおいて，教授会の議を経て，入学を許可することがある。 

(1) 大学を卒業した者 

(2) 法第 104 条第 7項の規定により学士の学位を授与された者 

(3) 施行規則附則第 7条に定める従前の規定による学校の課程を修了し，又は卒業した者 

2 前項に規定する者のほか，次の各号のいずれかに該当する者で法学部，経済学部，経営学部又は工学

部電気電子工学科に編入学を志望する者があるときは，教授会の議を経て，入学を許可することがあ

る。 

(1) 大学に 2年以上在学し，所定の単位を修得した者 

(2) 短期大学を卒業した者 

(3) 高等専門学校を卒業した者 

(4) 外国において，前 3号と同程度の課程を修了した者 

3 第 1 項に規定する者のほか，次の各号のいずれかに該当する者で国際人間科学部，理学部，医学部医

療創成工学科，農学部又は海洋政策科学部に編入学を志望する者があるときは，教授会の議を経て，入

学を許可することがある。 

(1) 大学に 2年以上在学し，所定の単位を修得した者 

(2) 短期大学を卒業した者 

(3) 高等専門学校を卒業した者 

(4) 外国において，前 3号と同程度の課程を修了した者 

(5) 専修学校の専門課程(修業年限が 2年以上であることその他の文部科学大臣の定める基準を満たす

ものに限る。)を修了した者(第 10 条各号のいずれかに該当する者に限る。) 

(6)  高等学校(中等教育学校の後期課程及び特別支援学校の高等部を含む。)の専攻科の課程(修業年限

が 2年以上であることその他の文部科学大臣の定める基準を満たすものに限る。)を修了した者(第 10

条各号のいずれかに該当する者に限る。) 

4 第 1項に規定する者のほか，次の各号のいずれかに該当する者で工学部建築学科，市民工学科，機械工

学科又は応用化学科に編入学を志望する者があるときは，教授会の議を経て，入学を許可することがあ

る。 

(1) 高等専門学校を卒業した者 

(2) 外国において，前号と同程度の課程を修了した者 

第 13 条の 2 高等専門学校を卒業した者で，システム情報学部に編入学を志望する者があるときは，第 1

0 条の規定にかかわらず，学期の初めにおいて，教授会の議を経て，入学を許可することがある。 

(転入学) 

第 14 条 他の大学に現に在学する者で，本学に転入学を志望する者があるときは，第 10 条の規定にかか

わらず，学期の初めにおいて，教授会の議を経て，入学を許可することがある。 

(再入学) 

第 15 条 本学を第 45 条の規定により中途退学した者又は除籍された者で，再び同一の学部に入学を志望

する者があるときは，第 10 条の規定にかかわらず，学期の初めにおいて，教授会の議を経て，入学を

許可することがある。 

(入学志願) 

第 16 条 入学を志願する者は，所定の日までに，検定料を納付したうえ，入学願書，検定料払込証明書

及び別に指定する書類を提出しなければならない。 

2 既納の検定料は，還付しない。ただし，次の各号のいずれかに該当するときは，当該額に相当する額

を還付するものとする。 

(1) 学部の入学試験において出願書類等により第一段階目の選抜を行い，その合格者に限り学力検査

その他により第二段階目の選抜を行う場合において，第一段階目の選抜で不合格となった者が第二

段階目の選抜に係る額の返還を申し出たとき。 

(2) 学部の入学試験において入学の出願を受理した後に本学が大学入学共通テストにおいて受験する

ことを課した教科・科目を受験していないことにより，出願の資格がないことが判明した者が第二

段階目の選抜に係る額の返還を申し出たとき。 

(3) 検定料を納付した者が，所定の日までに入学願書を提出しなかった場合において，返還を申し出

たとき。 

(4) 検定料を納付し，入学願書を提出した者が，受験を認められなかった場合において，返還を申し

出たとき。 

(入学者選抜) 

第 16 条の 2 入学者の選抜は，学則第 27 条の 2 第 3 号の規定により定める方針に基づき，公正かつ妥

当な方法により，適切な体制を整えて行うものとする。 

(入学手続) 

第 17条 入学試験に合格した者は，所定の期日までに，入学料を添えて入学手続を行わなければならない。 

2 既納の入学料は，還付しない。 

(入学料の免除) 

第 18 条 入学料の納付が困難な者に対しては，本人の申請により入学料の全部又は一部を免除すること

がある。 
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(10) 本学において，個別の入学資格審査により，高等学校を卒業した者と同等以上の学力があると認

めた者で，18 歳に達したもの 

 

(早期入学) 

第 11 条 前条の規定にかかわらず，次の各号のいずれかに該当する者であって，本学の定める分野にお

いて特に優れた資質を有すると認めるものを，教授会の議を経て，入学させることができる。 

(1) 高等学校に 2年以上在学した者 

(2) 中等教育学校の後期課程，高等専門学校又は特別支援学校の高等部に 2年以上在学した者 

(3) 外国において，学校教育における 9年の課程に引き続く学校教育の課程に 2年以上在学した者 

(4) 文部科学大臣が高等学校の課程と同等の課程を有するものとして認定した在外教育施設(高等学校

の課程に相当する課程を有する者として指定したものを含む。)の当該課程に 2 年以上在学した者 

(5) 学校教育法施行規則(昭和 22 年文部省令第 11号。以下「施行規則」という。)第 150 条第 3号の

規定により文部科学大臣が別に指定する専修学校の高等課程に同号に規定する文部科学大臣が定め

る日以後において 2年以上在学した者 

(6) 文部科学大臣が指定した者(平成 13 年文部科学省告示第 167 号) 

(7) 高等学校卒業程度認定試験規則第 4条に定める試験科目の全部(試験の免除を受けた試験科目を除

く。)について合格点を得た者(旧規程第 4条に規定する受検科目の全部(旧検定の一部免除を受けた

者については，その免除を受けた科目を除く。)について合格点を得た者を含む。)で，17 歳に達し

たもの 

2 前項に関して必要な事項は，関係の学部規則で定める。 

(入学期) 

第 12 条 入学の時期は，学年の初めとする。ただし，学年の途中においても，学期の区分に従い，学生

を入学させることができる。 

(編入学) 

第 13 条 次の各号のいずれかに該当する者で，本学に編入学を志望する者があるときは，第 10 条の規定

にかかわらず，学期の初めにおいて，教授会の議を経て，入学を許可することがある。 

(1) 大学を卒業した者 

(2) 法第 104 条第 7項の規定により学士の学位を授与された者 

(3) 施行規則附則第 7条に定める従前の規定による学校の課程を修了し，又は卒業した者 

2 前項に規定する者のほか，次の各号のいずれかに該当する者で法学部，経済学部，経営学部又は工学

部電気電子工学科に編入学を志望する者があるときは，教授会の議を経て，入学を許可することがあ

る。 

(1) 大学に 2年以上在学し，所定の単位を修得した者 

(2) 短期大学を卒業した者 

(3) 高等専門学校を卒業した者 

(4) 外国において，前 3号と同程度の課程を修了した者 

3 第 1 項に規定する者のほか，次の各号のいずれかに該当する者で国際人間科学部，理学部，医学部医

療創成工学科，農学部又は海洋政策科学部に編入学を志望する者があるときは，教授会の議を経て，入

学を許可することがある。 

(1) 大学に 2年以上在学し，所定の単位を修得した者 

(2) 短期大学を卒業した者 

(3) 高等専門学校を卒業した者 

(4) 外国において，前 3号と同程度の課程を修了した者 

(5) 専修学校の専門課程(修業年限が 2年以上であることその他の文部科学大臣の定める基準を満たす

ものに限る。)を修了した者(第 10 条各号のいずれかに該当する者に限る。) 

(6)  高等学校(中等教育学校の後期課程及び特別支援学校の高等部を含む。)の専攻科の課程(修業年限

が 2年以上であることその他の文部科学大臣の定める基準を満たすものに限る。)を修了した者(第 10

条各号のいずれかに該当する者に限る。) 

4 第 1項に規定する者のほか，次の各号のいずれかに該当する者で工学部建築学科，市民工学科，機械工

学科又は応用化学科に編入学を志望する者があるときは，教授会の議を経て，入学を許可することがあ

る。 

(1) 高等専門学校を卒業した者 

(2) 外国において，前号と同程度の課程を修了した者 

第 13 条の 2 高等専門学校を卒業した者で，システム情報学部に編入学を志望する者があるときは，第 1

0 条の規定にかかわらず，学期の初めにおいて，教授会の議を経て，入学を許可することがある。 

(転入学) 

第 14 条 他の大学に現に在学する者で，本学に転入学を志望する者があるときは，第 10 条の規定にかか

わらず，学期の初めにおいて，教授会の議を経て，入学を許可することがある。 

(再入学) 

第 15 条 本学を第 45 条の規定により中途退学した者又は除籍された者で，再び同一の学部に入学を志望

する者があるときは，第 10 条の規定にかかわらず，学期の初めにおいて，教授会の議を経て，入学を

許可することがある。 

(入学志願) 

第 16 条 入学を志願する者は，所定の日までに，検定料を納付したうえ，入学願書，検定料払込証明書

及び別に指定する書類を提出しなければならない。 

2 既納の検定料は，還付しない。ただし，次の各号のいずれかに該当するときは，当該額に相当する額

を還付するものとする。 

(1) 学部の入学試験において出願書類等により第一段階目の選抜を行い，その合格者に限り学力検査

その他により第二段階目の選抜を行う場合において，第一段階目の選抜で不合格となった者が第二

段階目の選抜に係る額の返還を申し出たとき。 

(2) 学部の入学試験において入学の出願を受理した後に本学が大学入学共通テストにおいて受験する

ことを課した教科・科目を受験していないことにより，出願の資格がないことが判明した者が第二

段階目の選抜に係る額の返還を申し出たとき。 

(3) 検定料を納付した者が，所定の日までに入学願書を提出しなかった場合において，返還を申し出

たとき。 

(4) 検定料を納付し，入学願書を提出した者が，受験を認められなかった場合において，返還を申し

出たとき。 

(入学者選抜) 

第 16 条の 2 入学者の選抜は，学則第 27 条の 2 第 3 号の規定により定める方針に基づき，公正かつ妥

当な方法により，適切な体制を整えて行うものとする。 

(入学手続) 

第 17条 入学試験に合格した者は，所定の期日までに，入学料を添えて入学手続を行わなければならない。 

2 既納の入学料は，還付しない。 

(入学料の免除) 

第 18 条 入学料の納付が困難な者に対しては，本人の申請により入学料の全部又は一部を免除すること

がある。 
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2 入学料の免除の取扱いについては，別に定める。 

(入学料の徴収猶予等) 

第 19 条 入学料の納付期限までに納付が困難な者に対しては，本人の申請により入学料の徴収を猶予す

ることがある。 

2 前条第 1項の入学料の免除又は前項の入学料の徴収猶予を申請した者に係る入学料は，免除又は徴収

猶予を許可し，又は不許可とするまでの間は，徴収を猶予する。 

3 入学料の免除若しくは徴収猶予を不許可とされた者又は一部免除の許可をされた者(次項により徴収猶

予の申請をした者を除く。)は，免除若しくは徴収猶予の不許可又は一部免除の許可を告知した日から

起算して 14 日以内に納付すべき入学料を納付しなければならない。 

4 入学料の免除を不許可とされた者又は一部免除の許可をされた者が，第 1項に規定する徴収猶予を受

けようとする場合は，免除の不許可又は一部免除の許可を告知した日から起算して 14 日以内に徴収猶

予の申請を行わなければならない。 

5 大学等における修学の支援に関する法律(令和元年法律第 8号。以下「修学支援法」という。)第 12 条

第 1 項の規定により入学料減免の認定を取り消された者は，取消しを告知した日から起算して 14 日以

内に納付すべき入学料を納付しなければならない。 

6 入学料の徴収猶予の取扱いについては，別に定める。 

(死亡等による入学料の免除) 

第 20 条 前条第 1項又は前条第 2項の規定により入学料の徴収を猶予されている者が，その期間内にお

いて死亡したことにより除籍された場合は，未納の入学料の全部を免除する。 

2 入学料の免除若しくは徴収猶予を不許可とされた者又は一部免除を許可された者が，前条第 3項に規

定する入学料の納付期間内において死亡したことにより除籍された場合又は第 47 条第 1項第 1号の規

定により除籍された場合は，その者に係る未納の入学料の全部を免除する。 

3 修学支援法第 12 条第 1 項の規定により入学料減免の認定を取り消された者が，前条第 5 項に規定する

入学料の納付期間内において死亡したことにより除籍された場合又は第 47 条第 2 項の規定により除籍

された場合は，その者に係る未納の入学料の全部を免除する。 

(宣誓) 

第 21 条 入学者は，所定の方法により宣誓を行わなければならない。 

第 2節 修業年限，教育課程，課程の履修等 

(修業年限) 

第 22 条 学部の修業年限は，4年とする。ただし，本学に 3年以上在学した者(施行規則第 149 条に規定

する者を含む。)が，卒業の要件として学部規則に定める単位を優秀な成績で修得したものと認めら

れ，かつ，学生が卒業を希望する場合には卒業することができる。 

2 前項ただし書に規定する卒業の認定の基準は，学部規則において定め，公表するものとする。 

3 医学部医学科については，第 1項の規定にかかわらず，その修業年限は 6年とする。 

4 学生が，職業を有している等の事情により，修業年限を超えて一定の期間にわたり計画的に教育課程

を履修し卒業することを希望する旨を申し出たときは，教授会の議を経て，その計画的な履修を認める

ことができる。 

5 前項に関して必要な事項は，関係の学部規則で定める。 

(修業年限の通算) 

第 23 条 大学の学生以外の者のうち科目等履修生又は第 83条の 2に規定する特別の課程の履修生(以下

「特別の課程履修生」という。)として本学において一定の単位を修得した者が本学に入学する場合に

おいては，当該単位の修得により本学の教育課程の一部を履修したと認められるときは，教授会の議を

経て，修得した単位数その他の事項を勘案して前条の修業年限の 2分の 1を超えない期間を修業年限に

通算することができる。 

(在学年限) 

第 24 条 学生は，修業年限の 2倍を超えて在学することはできない。 

2 第 22 条第 4項の規定により履修を認められた学生(以下「長期履修学生」という。)の在学年限につい

ては，関係の学部規則で定める。 

(教育課程) 

第 25 条 学部は，学則第 27 条の 2 第 1 号及び第 2 号の規定により定める方針に基づき，必要な授業科

目を次条第 1項に定める区分に従って開設し，体系的に教育課程を編成するものとする。 

(授業科目の区分) 

第 26 条 授業科目の区分は，次のとおりとする。 

 教養科目 

 専門科目(専門基礎科目及び共通専門基礎科目を含む。) 

 関連科目 

 資格免許のための科目 

 その他必要と認める科目 

2 前項に規定するもののほか，外国人留学生のための授業科目として，日本語及び日本事情に関する科

目を置くことができる。 

(授業の方法) 

第 27 条 授業は，講義，演習，実験，実習若しくは実技のいずれかにより又はこれらの併用により行う

ものとする。 

2 前項に規定する授業は，文部科学大臣が別に定めるところにより，多様なメディアを高度に利用し

て，当該授業を行う教室等以外の場所で履修させることができる。 

3 第 1 項に規定する授業は，外国において履修させることができる。前項の規定により，多様なメディ

アを高度に利用して，当該授業を行う教室等以外の場所で履修させる場合についても，同様とする。 

4 第 1 項に規定する授業の一部は，文部科学大臣が別に定めるところにより，校舎及び附属施設以外の

場所で行うことができる。 

5 前 4 項に関して必要な事項は，関係の学部規則で定める。 

(履修方法及び試験) 

第 28 条 第 26 条第 1項の区分に従って開設される授業科目及びその履修方法並びに試験に関すること

は，各学部規則及び神戸大学全学共通授業科目履修規則(平成 16 年 4 月 1日制定。以下「履修規則」と

いう。)で定める。 

2 第 26 条第 2項の規定により開設される授業科目(以下「日本語等授業科目」という。)及びその履修方

法並びに試験に関することは，各学部規則及び神戸大学日本語等授業科目履修規則(平成 16年 4 月 1 日

制定)で定める。 

(履修科目の登録の上限) 

第 29 条 学生が各年次にわたって適切に授業科目を履修するため，卒業の要件として学生が修得すべき

単位数について，学生が 1年間に履修科目として登録することができる単位数の上限は各学部規則にお

いて定めるものとする。 

2 各学部規則の定めるところにより，所定の単位を優れた成績をもって修得した学生については，前項

に定める上限を超えて履修科目の登録を認めることができる。 

(成績評価基準) 
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2 入学料の免除の取扱いについては，別に定める。 

(入学料の徴収猶予等) 

第 19 条 入学料の納付期限までに納付が困難な者に対しては，本人の申請により入学料の徴収を猶予す

ることがある。 

2 前条第 1項の入学料の免除又は前項の入学料の徴収猶予を申請した者に係る入学料は，免除又は徴収

猶予を許可し，又は不許可とするまでの間は，徴収を猶予する。 

3 入学料の免除若しくは徴収猶予を不許可とされた者又は一部免除の許可をされた者(次項により徴収猶

予の申請をした者を除く。)は，免除若しくは徴収猶予の不許可又は一部免除の許可を告知した日から

起算して 14 日以内に納付すべき入学料を納付しなければならない。 

4 入学料の免除を不許可とされた者又は一部免除の許可をされた者が，第 1項に規定する徴収猶予を受

けようとする場合は，免除の不許可又は一部免除の許可を告知した日から起算して 14 日以内に徴収猶

予の申請を行わなければならない。 

5 大学等における修学の支援に関する法律(令和元年法律第 8号。以下「修学支援法」という。)第 12 条

第 1 項の規定により入学料減免の認定を取り消された者は，取消しを告知した日から起算して 14 日以

内に納付すべき入学料を納付しなければならない。 

6 入学料の徴収猶予の取扱いについては，別に定める。 

(死亡等による入学料の免除) 

第 20 条 前条第 1項又は前条第 2項の規定により入学料の徴収を猶予されている者が，その期間内にお

いて死亡したことにより除籍された場合は，未納の入学料の全部を免除する。 

2 入学料の免除若しくは徴収猶予を不許可とされた者又は一部免除を許可された者が，前条第 3項に規

定する入学料の納付期間内において死亡したことにより除籍された場合又は第 47 条第 1項第 1号の規

定により除籍された場合は，その者に係る未納の入学料の全部を免除する。 

3 修学支援法第 12 条第 1 項の規定により入学料減免の認定を取り消された者が，前条第 5 項に規定する

入学料の納付期間内において死亡したことにより除籍された場合又は第 47 条第 2 項の規定により除籍

された場合は，その者に係る未納の入学料の全部を免除する。 

(宣誓) 

第 21 条 入学者は，所定の方法により宣誓を行わなければならない。 

第 2節 修業年限，教育課程，課程の履修等 

(修業年限) 

第 22 条 学部の修業年限は，4年とする。ただし，本学に 3年以上在学した者(施行規則第 149 条に規定

する者を含む。)が，卒業の要件として学部規則に定める単位を優秀な成績で修得したものと認めら

れ，かつ，学生が卒業を希望する場合には卒業することができる。 

2 前項ただし書に規定する卒業の認定の基準は，学部規則において定め，公表するものとする。 

3 医学部医学科については，第 1項の規定にかかわらず，その修業年限は 6年とする。 

4 学生が，職業を有している等の事情により，修業年限を超えて一定の期間にわたり計画的に教育課程

を履修し卒業することを希望する旨を申し出たときは，教授会の議を経て，その計画的な履修を認める

ことができる。 

5 前項に関して必要な事項は，関係の学部規則で定める。 

(修業年限の通算) 

第 23 条 大学の学生以外の者のうち科目等履修生又は第 83条の 2に規定する特別の課程の履修生(以下

「特別の課程履修生」という。)として本学において一定の単位を修得した者が本学に入学する場合に

おいては，当該単位の修得により本学の教育課程の一部を履修したと認められるときは，教授会の議を

経て，修得した単位数その他の事項を勘案して前条の修業年限の 2分の 1を超えない期間を修業年限に

通算することができる。 

(在学年限) 

第 24 条 学生は，修業年限の 2倍を超えて在学することはできない。 

2 第 22 条第 4項の規定により履修を認められた学生(以下「長期履修学生」という。)の在学年限につい

ては，関係の学部規則で定める。 

(教育課程) 

第 25 条 学部は，学則第 27 条の 2 第 1 号及び第 2 号の規定により定める方針に基づき，必要な授業科

目を次条第 1項に定める区分に従って開設し，体系的に教育課程を編成するものとする。 

(授業科目の区分) 

第 26 条 授業科目の区分は，次のとおりとする。 

 教養科目 

 専門科目(専門基礎科目及び共通専門基礎科目を含む。) 

 関連科目 

 資格免許のための科目 

 その他必要と認める科目 

2 前項に規定するもののほか，外国人留学生のための授業科目として，日本語及び日本事情に関する科

目を置くことができる。 

(授業の方法) 

第 27 条 授業は，講義，演習，実験，実習若しくは実技のいずれかにより又はこれらの併用により行う

ものとする。 

2 前項に規定する授業は，文部科学大臣が別に定めるところにより，多様なメディアを高度に利用し

て，当該授業を行う教室等以外の場所で履修させることができる。 

3 第 1 項に規定する授業は，外国において履修させることができる。前項の規定により，多様なメディ

アを高度に利用して，当該授業を行う教室等以外の場所で履修させる場合についても，同様とする。 

4 第 1 項に規定する授業の一部は，文部科学大臣が別に定めるところにより，校舎及び附属施設以外の

場所で行うことができる。 

5 前 4 項に関して必要な事項は，関係の学部規則で定める。 

(履修方法及び試験) 

第 28 条 第 26 条第 1項の区分に従って開設される授業科目及びその履修方法並びに試験に関すること

は，各学部規則及び神戸大学全学共通授業科目履修規則(平成 16 年 4 月 1日制定。以下「履修規則」と

いう。)で定める。 

2 第 26 条第 2項の規定により開設される授業科目(以下「日本語等授業科目」という。)及びその履修方

法並びに試験に関することは，各学部規則及び神戸大学日本語等授業科目履修規則(平成 16年 4 月 1 日

制定)で定める。 

(履修科目の登録の上限) 

第 29 条 学生が各年次にわたって適切に授業科目を履修するため，卒業の要件として学生が修得すべき

単位数について，学生が 1年間に履修科目として登録することができる単位数の上限は各学部規則にお

いて定めるものとする。 

2 各学部規則の定めるところにより，所定の単位を優れた成績をもって修得した学生については，前項

に定める上限を超えて履修科目の登録を認めることができる。 

(成績評価基準) 
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第 30 条 各学部は，各授業における学修目標や目標達成のための授業の方法及び計画を明示するととも

に，学生の授業への取組状況等を考慮した多元的な成績評価基準を定め，公表するものとする。 

(単位の授与) 

第 31 条 一の授業科目を履修した者に対しては，試験その他の適切な方法により学修の成果を評価し

て，単位を与える。 

(単位の基準) 

第 32 条 各授業科目の単位数を定めるに当たっては，1単位の授業科目を 45 時間の学修を必要とする内

容をもって構成することを標準とし，第 27 条第 1項に規定する授業の方法に応じ，当該授業による教

育効果，授業時間外に必要な学修等を考慮して，おおむね 15 時間から 45時間までの範囲で各学部規則

で定める時間の授業をもって 1単位として単位数を計算するものとする。ただし，芸術等の分野におけ

る個人指導による実技の授業については，当該学部規則で定める時間の授業をもって 1単位とすること

ができる。 

2 全学共通授業科目(履修規則で定める全学に共通する授業科目をいう。)については，次の基準により

単位数を計算するものとする。 

(1) 講義については，15 時間の授業をもって 1単位とする。 

(2) 演習，実験，実習及び実技については，30時間の授業をもって 1単位とする。 

(3) 一の授業について，講義，演習，実験，実習又は実技のうち 2以上の方法の併用により行う場合

については，その組み合わせに応じ，前 2号に規定する基準を考慮して別に定める時間の授業をも

って 1単位とする。 

3 日本語等授業科目については，30 時間の授業をもって 1単位とする。 

4 第 1 項の規定にかかわらず，卒業論文，卒業研究，卒業制作等の授業科目については，これらの学修

の成果を評価して単位を授与することが適当と認められる場合には，これらに必要な学修等を考慮し

て，単位数を各学部規則で定めることができる。 

(他学部の授業科目の履修) 

第 33 条 学生は，他の学部の授業科目を履修することができる。この場合は，所属学部長を経て，当該

学部長の許可を受けなければならない。 

(大学院授業科目の履修) 

第 33 条の 2  教育上有益と認めるときは，学生に本学の大学院(博士課程後期課程及び医学系研究科医科

学専攻の博士課程を除く。)の授業科目を履修させることがある。 

2  前項の履修は，大学院の科目等履修生として行うものとする。 

3  前 2 項に関して必要な事項は，神戸大学における大学院授業科目の先行履修に関する規程(令和 5年 9

月 26 日制定)で定める。 

(他の大学又は短期大学における授業科目の履修) 

第 34 条 教育上有益と認めるときは，他の大学又は短期大学(外国の大学又は短期大学を含む。)との協

定に基づき，学生に当該大学又は短期大学の授業科目を履修させることがある。 

2 前項の規定にかかわらず，やむを得ない事情があるときは，教授会の議を経て，協定に基づかずに学

生に外国の大学又は短期大学の授業科目を履修させることがある。 

3 前 2 項の規定により履修した授業科目について修得した単位は，60 単位を超えない範囲で本学におい

て修得したものとみなすことがある。 

4 前 3 項の規定は，外国の大学又は短期大学が行う通信教育における授業科目を我が国において履修さ

せる場合及び外国の大学又は短期大学の教育課程を有するものとして当該外国の学校教育制度において

位置付けられた教育施設であって，文部科学大臣が別に指定するものの当該教育課程における授業科目

を我が国において履修させる場合について準用する。 

5 前 4 項に関して必要な事項は，協定に定めるもののほか，関係の学部規則で定める。 

(休学期間中に外国の大学又は短期大学において履修した授業科目の単位の取扱い) 

第 34 条の 2 教育上有益と認めるときは，学生が休学期間中に本学と協定を締結している外国の大学又

は短期大学において履修した授業科目について修得した単位を，本学において修得したものとみなすこ

とができる。 

2 前項の規定にかかわらず，やむを得ない事情があるときは，教授会の議を経て，学生が休学期間中に

協定に基づかずに外国の大学又は短期大学において履修した授業科目について修得した単位を，本学に

おいて修得したものとみなすことができる。 

3 前 2 項により修得したものとみなすことができる単位数は，前条第 3項及び第 4項により本学におい

て修得したものとみなす単位数と合わせて 60 単位を超えないものとする。 

4 前 3 項に関して必要な事項は，関係の学部規則で定める。 

(大学以外の教育施設等における学修) 

第 35 条 教育上有益と認めるときは，学生が行う短期大学又は高等専門学校の専攻科における学修その他

文部科学大臣が別に定める学修を，本学における授業科目の履修とみなし，単位を与えることができる。 

2 前項により与えることができる単位数は，第 34条第 3項及び第 4項並びに前条第 1項及び第 2項によ

り本学において修得したものとみなす単位数と合わせて 60単位を超えないものとする。 

3 前 2 項に関して必要な事項は，関係の学部規則で定める。 

(入学前の既修得単位等の認定) 

第 36 条 教育上有益と認めるときは，学生が本学に入学する前に大学又は短期大学 (外国の大学又は短

期大学を含む。)において履修した授業科目について修得した単位(科目等履修生又は特別の課程履修生

として修得した単位を含む。以下「既修得単位」という。)を，本学に入学した後の本学における授業

科目の履修により修得したものとみなすことができる。 

2 教育上有益と認めるときは，学生が本学に入学する前に行った前条第 1項に規定する学修を，本学に

おける授業科目の履修とみなし，単位を与えることができる。 

3 前 2 項により修得したものとみなし，又は与えることのできる単位数は，編入学，転入学及び再入学

の場合を除き，本学において修得した単位以外のものについては，第 34条第 3項及び第 4項，第 34条

の 2第 1項及び第 2項並びに前条第 1項により本学において修得したものとみなし，又は与えることの

できる単位数と合わせて 60 単位を超えないものとする。 

4 前 3 項に関して必要な事項は，関係の学部規則で定める。 

(編入学，転入学，再入学者の修業年数等) 

第 37 条 第 13 条から第 15 条までの規定により入学する者の修業すべき年数，履修すべき科目及びその

単位については，教授会の議を経て，これを定める。 

(転学部) 

第 38 条 学長は，学生で所属学部長の承認を得て転学部を希望する者があるときは，志望学部の教授会

の議を経て，許可することがある。 

(転学科) 

第 39 条 学長は，学生で転学科を希望する者があるときは，教授会の議を経て，許可することがある。 

第 3節 留学及び休学 

(留学) 

第 40 条 第 34 条第 1項又は第 2項の規定に基づき，外国の大学又は短期大学に留学しようとする者は，

所属学部長の許可を受けなければならない。 

2 前項の許可を受けて留学した期間は，第 22 条の修業年限に算入するものとする。 

(休学の許可) 
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第 30 条 各学部は，各授業における学修目標や目標達成のための授業の方法及び計画を明示するととも

に，学生の授業への取組状況等を考慮した多元的な成績評価基準を定め，公表するものとする。 

(単位の授与) 

第 31 条 一の授業科目を履修した者に対しては，試験その他の適切な方法により学修の成果を評価し

て，単位を与える。 

(単位の基準) 

第 32 条 各授業科目の単位数を定めるに当たっては，1単位の授業科目を 45 時間の学修を必要とする内

容をもって構成することを標準とし，第 27 条第 1項に規定する授業の方法に応じ，当該授業による教

育効果，授業時間外に必要な学修等を考慮して，おおむね 15 時間から 45時間までの範囲で各学部規則

で定める時間の授業をもって 1単位として単位数を計算するものとする。ただし，芸術等の分野におけ

る個人指導による実技の授業については，当該学部規則で定める時間の授業をもって 1単位とすること

ができる。 

2 全学共通授業科目(履修規則で定める全学に共通する授業科目をいう。)については，次の基準により

単位数を計算するものとする。 

(1) 講義については，15 時間の授業をもって 1単位とする。 

(2) 演習，実験，実習及び実技については，30時間の授業をもって 1単位とする。 

(3) 一の授業について，講義，演習，実験，実習又は実技のうち 2以上の方法の併用により行う場合

については，その組み合わせに応じ，前 2号に規定する基準を考慮して別に定める時間の授業をも

って 1単位とする。 

3 日本語等授業科目については，30 時間の授業をもって 1単位とする。 

4 第 1 項の規定にかかわらず，卒業論文，卒業研究，卒業制作等の授業科目については，これらの学修

の成果を評価して単位を授与することが適当と認められる場合には，これらに必要な学修等を考慮し

て，単位数を各学部規則で定めることができる。 

(他学部の授業科目の履修) 

第 33 条 学生は，他の学部の授業科目を履修することができる。この場合は，所属学部長を経て，当該

学部長の許可を受けなければならない。 

(大学院授業科目の履修) 

第 33 条の 2  教育上有益と認めるときは，学生に本学の大学院(博士課程後期課程及び医学系研究科医科

学専攻の博士課程を除く。)の授業科目を履修させることがある。 

2  前項の履修は，大学院の科目等履修生として行うものとする。 

3  前 2 項に関して必要な事項は，神戸大学における大学院授業科目の先行履修に関する規程(令和 5年 9

月 26 日制定)で定める。 

(他の大学又は短期大学における授業科目の履修) 

第 34 条 教育上有益と認めるときは，他の大学又は短期大学(外国の大学又は短期大学を含む。)との協

定に基づき，学生に当該大学又は短期大学の授業科目を履修させることがある。 

2 前項の規定にかかわらず，やむを得ない事情があるときは，教授会の議を経て，協定に基づかずに学

生に外国の大学又は短期大学の授業科目を履修させることがある。 

3 前 2 項の規定により履修した授業科目について修得した単位は，60 単位を超えない範囲で本学におい

て修得したものとみなすことがある。 

4 前 3 項の規定は，外国の大学又は短期大学が行う通信教育における授業科目を我が国において履修さ

せる場合及び外国の大学又は短期大学の教育課程を有するものとして当該外国の学校教育制度において

位置付けられた教育施設であって，文部科学大臣が別に指定するものの当該教育課程における授業科目

を我が国において履修させる場合について準用する。 

5 前 4 項に関して必要な事項は，協定に定めるもののほか，関係の学部規則で定める。 

(休学期間中に外国の大学又は短期大学において履修した授業科目の単位の取扱い) 

第 34 条の 2 教育上有益と認めるときは，学生が休学期間中に本学と協定を締結している外国の大学又

は短期大学において履修した授業科目について修得した単位を，本学において修得したものとみなすこ

とができる。 

2 前項の規定にかかわらず，やむを得ない事情があるときは，教授会の議を経て，学生が休学期間中に

協定に基づかずに外国の大学又は短期大学において履修した授業科目について修得した単位を，本学に

おいて修得したものとみなすことができる。 

3 前 2 項により修得したものとみなすことができる単位数は，前条第 3項及び第 4項により本学におい

て修得したものとみなす単位数と合わせて 60 単位を超えないものとする。 

4 前 3 項に関して必要な事項は，関係の学部規則で定める。 

(大学以外の教育施設等における学修) 

第 35 条 教育上有益と認めるときは，学生が行う短期大学又は高等専門学校の専攻科における学修その他

文部科学大臣が別に定める学修を，本学における授業科目の履修とみなし，単位を与えることができる。 

2 前項により与えることができる単位数は，第 34条第 3項及び第 4項並びに前条第 1項及び第 2項によ

り本学において修得したものとみなす単位数と合わせて 60単位を超えないものとする。 

3 前 2 項に関して必要な事項は，関係の学部規則で定める。 

(入学前の既修得単位等の認定) 

第 36 条 教育上有益と認めるときは，学生が本学に入学する前に大学又は短期大学 (外国の大学又は短

期大学を含む。)において履修した授業科目について修得した単位(科目等履修生又は特別の課程履修生

として修得した単位を含む。以下「既修得単位」という。)を，本学に入学した後の本学における授業

科目の履修により修得したものとみなすことができる。 

2 教育上有益と認めるときは，学生が本学に入学する前に行った前条第 1項に規定する学修を，本学に

おける授業科目の履修とみなし，単位を与えることができる。 

3 前 2 項により修得したものとみなし，又は与えることのできる単位数は，編入学，転入学及び再入学

の場合を除き，本学において修得した単位以外のものについては，第 34条第 3項及び第 4項，第 34条

の 2第 1項及び第 2項並びに前条第 1 項により本学において修得したものとみなし，又は与えることの

できる単位数と合わせて 60 単位を超えないものとする。 

4 前 3 項に関して必要な事項は，関係の学部規則で定める。 

(編入学，転入学，再入学者の修業年数等) 

第 37 条 第 13 条から第 15 条までの規定により入学する者の修業すべき年数，履修すべき科目及びその

単位については，教授会の議を経て，これを定める。 

(転学部) 

第 38 条 学長は，学生で所属学部長の承認を得て転学部を希望する者があるときは，志望学部の教授会

の議を経て，許可することがある。 

(転学科) 

第 39 条 学長は，学生で転学科を希望する者があるときは，教授会の議を経て，許可することがある。 

第 3節 留学及び休学 

(留学) 

第 40 条 第 34 条第 1項又は第 2項の規定に基づき，外国の大学又は短期大学に留学しようとする者は，

所属学部長の許可を受けなければならない。 

2 前項の許可を受けて留学した期間は，第 22 条の修業年限に算入するものとする。 

(休学の許可) 
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第 41 条 学生が，疾病その他の理由により，3か月以上修学を休止しようとするときは，所属学部長の

許可を得て休学することができる。 

2 前項の休学期間は，1年以内とする。ただし，特別の理由があると認めるときは，学部長は，更に１

年を超えない範囲内において休学期間の延長を認めることができる。当該延長に係る期間が満了した場

合において，これを更に延長しようとするときも，同様とする。 

第 41 条の 2 前条の規定にかかわらず，医学部医学科の学生であって，第 60 条第 1項の規定により医学

系研究科医科学専攻の博士課程に早期入学するときは，医学部長の許可を得て，休学することができ

る。 

2 前項の休学期間は，4年以内とする。ただし，特別の理由があると認めるときは，医学部長は，更に 1

年を超えない範囲内において休学期間の延長を認めることができる。当該延長に係る期間が満了した場

合において，これを更に延長しようとするときも，同様とする。 

(休学の解除) 

第 42 条 前条の休学期間中にその理由が消滅したときは，所属学部長の許可を得て，復学することがで

きる。 

(休学の命令) 

第 43 条 学生で，疾病により 3か月以上修学を休止させることが適当と認められる者があるときは，学

部長の申請により，学長が休学を命ずる。 

(休学期間の取扱い) 

第 44 条 休学の期間は，通算して 3 年を超えることはできない。ただし，第 41 条の 2に規定する学生の

休学期間の通算については，8年を限度として，医学部において別に定める。 

2 休学期間は，在学年数に算入しない。 

第 4節 退学及び除籍 

(退学) 

第 45 条 学生が，退学しようとするときは，その理由を具し，所属学部長に願い出て許可を受けなけれ

ばならない。 

(疾病等による除籍) 

第 46 条 学生が，疾病その他の理由により，成業の見込みがないと認められるときは，学部長の申請に

より，学長がこれを除籍する。 

(入学料等未納による除籍) 

第 47 条 学生が次の各号のいずれかに該当するときは，学部長がこれを除籍する。 

(1) 第 18 条又は第 19 条の規定により入学料の免除又は徴収猶予を申請した者で，免除若しくは徴収

猶予が不許可になったもの又は一部免除若しくは徴収猶予が許可になったものが，その者に係る納

付すべき入学料を納付期限内に納付しないとき。 

(2) 授業料の納付を怠り，督促を受けても，納付期限の属する学期の末日までに納付しないとき。 

2 修学支援法第 12 条第 1 項の規定により入学料又は授業料の減免の認定を取り消された者が，その者に

係る納付すべき入学料又は授業料を納付期限内に納付しないときは，当該認定に係る年度末をもって学

部長がこれを除籍するものとする。 

第 5節 卒業要件及び学士の学位 

(卒業要件) 

第 48 条 卒業の要件は，第 22 条に定める期間在学し，124 単位(医学部医学科にあっては，188 単位。以

下同じ。)以上を各学部規則の定めるところにより修得することとする。 

2 前項の規定により卒業の要件として修得すべき 124 単位のうち，第 27 条第 2項の授業の方法により修

得する単位数は 60 単位を超えないものとする。ただし，124 単位を超える単位数を卒業の要件として

いる場合においては，同条第 1項に規定する授業により 64 単位(医学部医学科にあっては，128 単位)

以上を修得しているときは，60 単位を超えることができることとする。 

 

(学士の学位授与) 

第 49 条 前条の規定により，学部所定の課程を修めて本学を卒業した者に対しては，学士の学位を授与

する。 

第 6節 授業料 

(授業料の納期) 

第 50 条 授業料は，次の 2期に分け，年額の 2分の 1に相当する額をそれぞれその納付期間中に納付し

なければならない。 

期別  納付期間 

前期(4 月から 9月まで)  4 月 1 日から 4月 30 日まで 

後期(10 月から 3月まで)  10 月 1 日から 10月 31 日まで 

2 前項の規定にかかわらず，前期に係る授業料を納付するときに，当該年度の後期に係る授業料を併せ

て納付することができる。 

3 入学年度の前期又は前期及び後期に係る授業料については，第 1項の規定にかかわらず，入学を許可

されるときに納付することができる。 

4 第 1 項の納付期間を経過した後において入学した者のその期の授業料は，入学の日の属する月に納付

しなければならない。 

5 学年の中途において卒業する者の授業料は，その卒業の月までの分を，月割をもって在学する期の納

付期間内に納付しなければならない。 

6 修学支援法第 12 条第 1項の規定により授業料減免の認定を取り消された者の授業料は，取消しを告知

した日から起算して 14 日以内に納付しなければならない。 

7 既納の授業料は，還付しない。ただし，第 2項又は第 3項の規定により授業料を納付した者が，次の

各号のいずれかに該当する場合は，納付した者の申出により当該各号に定める授業料相当額を還付する

ものとする。 

(1) 第 2 項の規定により授業料を納付した者が，後期に係る授業料の納付期間前に休学又は第 45条の

規定により退学した場合 後期分の授業料に相当する額 

(2) 第 3 項の規定により授業料を納付した者が，入学年度の前年度の末日までに入学を辞退した場合

 入学年度の前期分又は前期分及び後期分の授業料に相当する額 

(3) 第 3 項の規定により授業料を納付した者が，入学年度の前年度の末日までに入学年度の初日から

の休学を申し出，第 41条第 1項の規定により休学を許可された場合 入学年度の前期分又は前期分

及び後期分の授業料に相当する額 

(授業料の免除) 

第 51 条 経済的理由により授業料を納付することが困難であり，かつ，学業が優秀である者その他特別

な事情がある者に対しては，本人の申請により授業料の全部又は一部を免除することがある。 

2 前項に規定する授業料の免除の取扱いについては，別に定める。 

(授業料の徴収猶予及び月割分納) 

第 52 条 経済的理由により授業料の納付期限までに授業料を納付することが困難であり，かつ，学業が

優秀である者その他特別な事情がある者に対しては，本人の申請により授業料の徴収猶予又は月割分納

を許可することがある。 

2 前項に規定する授業料の徴収猶予及び月割分納の取扱いについては，別に定める。 

(休学者の授業料) 
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第 41 条 学生が，疾病その他の理由により，3か月以上修学を休止しようとするときは，所属学部長の

許可を得て休学することができる。 

2 前項の休学期間は，1年以内とする。ただし，特別の理由があると認めるときは，学部長は，更に１

年を超えない範囲内において休学期間の延長を認めることができる。当該延長に係る期間が満了した場

合において，これを更に延長しようとするときも，同様とする。 

第 41 条の 2 前条の規定にかかわらず，医学部医学科の学生であって，第 60 条第 1項の規定により医学

系研究科医科学専攻の博士課程に早期入学するときは，医学部長の許可を得て，休学することができ

る。 

2 前項の休学期間は，4年以内とする。ただし，特別の理由があると認めるときは，医学部長は，更に 1

年を超えない範囲内において休学期間の延長を認めることができる。当該延長に係る期間が満了した場

合において，これを更に延長しようとするときも，同様とする。 

(休学の解除) 

第 42 条 前条の休学期間中にその理由が消滅したときは，所属学部長の許可を得て，復学することがで

きる。 

(休学の命令) 

第 43 条 学生で，疾病により 3か月以上修学を休止させることが適当と認められる者があるときは，学

部長の申請により，学長が休学を命ずる。 

(休学期間の取扱い) 

第 44 条 休学の期間は，通算して 3年を超えることはできない。ただし，第 41 条の 2 に規定する学生の

休学期間の通算については，8年を限度として，医学部において別に定める。 

2 休学期間は，在学年数に算入しない。 

第 4節 退学及び除籍 

(退学) 

第 45 条 学生が，退学しようとするときは，その理由を具し，所属学部長に願い出て許可を受けなけれ

ばならない。 

(疾病等による除籍) 

第 46 条 学生が，疾病その他の理由により，成業の見込みがないと認められるときは，学部長の申請に

より，学長がこれを除籍する。 

(入学料等未納による除籍) 

第 47 条 学生が次の各号のいずれかに該当するときは，学部長がこれを除籍する。 

(1) 第 18 条又は第 19 条の規定により入学料の免除又は徴収猶予を申請した者で，免除若しくは徴収

猶予が不許可になったもの又は一部免除若しくは徴収猶予が許可になったものが，その者に係る納

付すべき入学料を納付期限内に納付しないとき。 

(2) 授業料の納付を怠り，督促を受けても，納付期限の属する学期の末日までに納付しないとき。 

2 修学支援法第 12 条第 1 項の規定により入学料又は授業料の減免の認定を取り消された者が，その者に

係る納付すべき入学料又は授業料を納付期限内に納付しないときは，当該認定に係る年度末をもって学

部長がこれを除籍するものとする。 

第 5節 卒業要件及び学士の学位 

(卒業要件) 

第 48 条 卒業の要件は，第 22 条に定める期間在学し，124 単位(医学部医学科にあっては，188 単位。以

下同じ。)以上を各学部規則の定めるところにより修得することとする。 

2 前項の規定により卒業の要件として修得すべき 124 単位のうち，第 27 条第 2項の授業の方法により修

得する単位数は 60 単位を超えないものとする。ただし，124 単位を超える単位数を卒業の要件として

いる場合においては，同条第 1項に規定する授業により 64 単位(医学部医学科にあっては，128 単位)

以上を修得しているときは，60 単位を超えることができることとする。 

 

(学士の学位授与) 

第 49 条 前条の規定により，学部所定の課程を修めて本学を卒業した者に対しては，学士の学位を授与

する。 

第 6節 授業料 

(授業料の納期) 

第 50 条 授業料は，次の 2期に分け，年額の 2分の 1に相当する額をそれぞれその納付期間中に納付し

なければならない。 

期別  納付期間 

前期(4 月から 9月まで)  4 月 1 日から 4月 30 日まで 

後期(10 月から 3月まで)  10 月 1 日から 10月 31 日まで 

2 前項の規定にかかわらず，前期に係る授業料を納付するときに，当該年度の後期に係る授業料を併せ

て納付することができる。 

3 入学年度の前期又は前期及び後期に係る授業料については，第 1項の規定にかかわらず，入学を許可

されるときに納付することができる。 

4 第 1 項の納付期間を経過した後において入学した者のその期の授業料は，入学の日の属する月に納付

しなければならない。 

5 学年の中途において卒業する者の授業料は，その卒業の月までの分を，月割をもって在学する期の納

付期間内に納付しなければならない。 

6 修学支援法第 12 条第 1項の規定により授業料減免の認定を取り消された者の授業料は，取消しを告知

した日から起算して 14 日以内に納付しなければならない。 

7 既納の授業料は，還付しない。ただし，第 2項又は第 3項の規定により授業料を納付した者が，次の

各号のいずれかに該当する場合は，納付した者の申出により当該各号に定める授業料相当額を還付する

ものとする。 

(1) 第 2 項の規定により授業料を納付した者が，後期に係る授業料の納付期間前に休学又は第 45条の

規定により退学した場合 後期分の授業料に相当する額 

(2) 第 3 項の規定により授業料を納付した者が，入学年度の前年度の末日までに入学を辞退した場合

 入学年度の前期分又は前期分及び後期分の授業料に相当する額 

(3) 第 3 項の規定により授業料を納付した者が，入学年度の前年度の末日までに入学年度の初日から

の休学を申し出，第 41条第 1 項の規定により休学を許可された場合 入学年度の前期分又は前期分

及び後期分の授業料に相当する額 

(授業料の免除) 

第 51 条 経済的理由により授業料を納付することが困難であり，かつ，学業が優秀である者その他特別

な事情がある者に対しては，本人の申請により授業料の全部又は一部を免除することがある。 

2 前項に規定する授業料の免除の取扱いについては，別に定める。 

(授業料の徴収猶予及び月割分納) 

第 52 条 経済的理由により授業料の納付期限までに授業料を納付することが困難であり，かつ，学業が

優秀である者その他特別な事情がある者に対しては，本人の申請により授業料の徴収猶予又は月割分納

を許可することがある。 

2 前項に規定する授業料の徴収猶予及び月割分納の取扱いについては，別に定める。 

(休学者の授業料) 
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第 53 条 学生が授業料の納付期限までに休学を許可された場合又は授業料の徴収猶予を受けていた者が

休学を許可された場合は，月割計算により休学当月の翌月(休学を開始する日が月の初日に当たる場合

は，その月)から復学当月の前月までの授業料を免除する。 

2 休学中の者が復学した場合は，復学当月以後のその期の授業料を月割をもって復学の際に納付しなけ

ればならない。 

(退学者等の授業料) 

第 54 条 第 50 条に定める期の中途において，第 45 条の規定により退学し，第 55 条の 2第 1項の規定に

より停学若しくは懲戒退学を命ぜられ，又は除籍された者は，その期の授業料を納付しなければならな

い。ただし，死亡し，若しくは行方不明となったことにより除籍された場合又は第 47 条の規定により

除籍された場合は，その者に係る未納の授業料の全額を免除することがある。 

2 授業料の徴収猶予又は月割分納を許可されている者が退学を許可された場合は，月割計算により退学

の翌月以後に納付すべき授業料の全額を免除することがある。 

第 7節 賞罰 

(表彰) 

第 55 条 学生として表彰に値する行為があったときは，所属学部長等の推薦により，学長は，これを表

彰することがある。 

2 前項に関し必要な事項は，神戸大学学生表彰規程(平成 17年 2 月 17 日制定)で定める。 

(懲戒) 

第 55 条の 2 本学の規定に違背し，学生の本分を守らない者があるときは，所定の手続により学長が懲

戒する。 

2 懲戒は，訓告，停学及び懲戒退学とする。 

3 停学 3か月以上にわたるときは，その期間は，第 22 条の修業年限に算入しない。 

4 前 3 項に関し必要な事項は，神戸大学学生懲戒規則(平成 16 年 4月 1 日制定)で定める。 

第 3章 大学院 

第 1節 入学 

(修士課程，前期課程及び専門職学位課程の入学資格) 

第 56 条 修士課程，前期課程及び専門職学位課程に入学することのできる者は，次の各号のいずれかに

該当する者とする。 

(1) 大学を卒業した者 

(2) 法第 104 条第 7項の規定により学士の学位を授与された者 

(3) 外国において，学校教育における 16年の課程を修了した者 

(4) 外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することにより当該外国の学

校教育における 16 年の課程を修了した者 

(5) 我が国において，外国の大学の課程(その修了者が当該外国の学校教育における 16 年の課程を修

了したとされるものに限る。)を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた

教育施設であって，文部科学大臣が別に指定するものの当該課程を修了した者 

(6) 外国の大学その他の外国の学校（その教育研究活動等の総合的な状況について，当該外国の政府

又は関係機関の認証を受けた者による評価を受けたもの又はこれに準ずるものとして文部科学大臣

が別に指定するものに限る。）において，修業年限が 3年以上である課程を修了すること（当該外

国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することにより当該課程を修了す

ること及び当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって前号の指定を受けた

ものにおいて課程を修了することを含む。）により，学士の学位に相当する学位を授与された者 

(7) 専修学校の専門課程(修業年限が 4年以上であることその他の文部科学大臣が定める基準を満たす

ものに限る。)で文部科学大臣が別に指定するものを文部科学大臣が定める日以後に修了した者 

(8) 文部科学大臣の指定した者(昭和 28 年文部省告示第 5号) 

(9) 法第 102 条第 2項の規定により大学院に入学した者であって，本学において，大学院における教

育を受けるにふさわしい学力があると認めたもの 

(10) 本学において，個別の入学資格審査により，大学を卒業した者と同等以上の学力があると認めた

者で，22歳に達したもの 

(修士課程，前期課程及び専門職学位課程への早期入学) 

第 57 条 前条の規定にかかわらず，次の各号のいずれかに該当する者であって，本学の定める単位を優

秀な成績で修得したと認めるものを，教授会の議を経て，入学させることができる。 

(1) 大学に 3年以上在学した者 

(2) 外国において学校教育における 15 年の課程を修了した者 

(3) 外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することにより当該外国の学

校教育における 15 年の課程を修了した者 

(4) 我が国において，外国の大学の課程(その修了者が当該外国の学校教育における 15 年の課程を修

了したとされるものに限る。)を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた

教育施設であって，文部科学大臣が別に指定するものの当該課程を修了した者 

2 前項に関して必要な事項は，関係の研究科規則で定める。 

(後期課程の入学資格) 

第 58 条 後期課程に入学することのできる者は，次の各号のいずれかに該当する者とする。 

(1) 修士の学位又は専門職学位(法第 104 条第 3項の規定に基づき学位規則(昭和 28 年文部省令第 9

号)第 5条の 2に規定する専門職学位をいう。以下同じ。)を有する者 

(2) 外国において修士の学位又は専門職学位に相当する学位を授与された者 

(3) 外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修し，修士の学位又は専門職学

位に相当する学位を授与された者 

(4) 我が国において，外国の大学院の課程を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置

付けられた教育施設であって，文部科学大臣が別に指定するものの当該課程を修了し，修士の学位

又は専門職学位に相当する学位を授与された者 

(5) 国際連合大学本部に関する国際連合と日本国との間の協定の実施に伴う特別措置法（昭和 51年法

律第 72 号）第 1条第 2項に規定する 1972 年 12 月 11 日の国際連合総会決議に基づき設立された国

際連合大学（次号及び第 74 条において「国際連合大学」という。）の課程を修了し，修士の学位に

相当する学位を授与された者 

(6) 外国の学校，第 4号の指定を受けた教育施設又は国際連合大学の教育課程を履修し，大学院設置

基準(昭和 49 年文部省令第 28 号)第 16 条の 2に規定する試験及び審査に相当するものに合格し，修

士の学位を有する者と同等以上の学力があると認められた者 

(7) 文部科学大臣の指定した者(平成元年文部省告示第 118 号) 

(8) 本学において，個別の入学資格審査により，修士の学位又は専門職学位を有する者と同等以上の

学力があると認めた者で，24 歳に達したもの 

(医学系研究科医科学専攻の博士課程の入学資格) 

第 59 条 医学系研究科医科学専攻の博士課程に入学することのできる者は，次の各号のいずれかに該当

する者とする。 

(1) 大学の医学，歯学，薬学（修業年限が 6年であるものに限る。以下同じ。）又は獣医学（修業年

限が 6年であるものに限る。以下同じ。）を履修する課程を卒業した者 
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第 53 条 学生が授業料の納付期限までに休学を許可された場合又は授業料の徴収猶予を受けていた者が

休学を許可された場合は，月割計算により休学当月の翌月(休学を開始する日が月の初日に当たる場合

は，その月)から復学当月の前月までの授業料を免除する。 

2 休学中の者が復学した場合は，復学当月以後のその期の授業料を月割をもって復学の際に納付しなけ

ればならない。 

(退学者等の授業料) 

第 54 条 第 50 条に定める期の中途において，第 45 条の規定により退学し，第 55 条の 2第 1項の規定に

より停学若しくは懲戒退学を命ぜられ，又は除籍された者は，その期の授業料を納付しなければならな

い。ただし，死亡し，若しくは行方不明となったことにより除籍された場合又は第 47 条の規定により

除籍された場合は，その者に係る未納の授業料の全額を免除することがある。 

2 授業料の徴収猶予又は月割分納を許可されている者が退学を許可された場合は，月割計算により退学

の翌月以後に納付すべき授業料の全額を免除することがある。 

第 7節 賞罰 

(表彰) 

第 55 条 学生として表彰に値する行為があったときは，所属学部長等の推薦により，学長は，これを表

彰することがある。 

2 前項に関し必要な事項は，神戸大学学生表彰規程(平成 17年 2 月 17 日制定)で定める。 

(懲戒) 

第 55 条の 2 本学の規定に違背し，学生の本分を守らない者があるときは，所定の手続により学長が懲

戒する。 

2 懲戒は，訓告，停学及び懲戒退学とする。 

3 停学 3か月以上にわたるときは，その期間は，第 22 条の修業年限に算入しない。 

4 前 3 項に関し必要な事項は，神戸大学学生懲戒規則(平成 16 年 4月 1 日制定)で定める。 

第 3章 大学院 

第 1節 入学 

(修士課程，前期課程及び専門職学位課程の入学資格) 

第 56 条 修士課程，前期課程及び専門職学位課程に入学することのできる者は，次の各号のいずれかに

該当する者とする。 

(1) 大学を卒業した者 

(2) 法第 104 条第 7項の規定により学士の学位を授与された者 

(3) 外国において，学校教育における 16年の課程を修了した者 

(4) 外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することにより当該外国の学

校教育における 16 年の課程を修了した者 

(5) 我が国において，外国の大学の課程(その修了者が当該外国の学校教育における 16 年の課程を修

了したとされるものに限る。)を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた

教育施設であって，文部科学大臣が別に指定するものの当該課程を修了した者 

(6) 外国の大学その他の外国の学校（その教育研究活動等の総合的な状況について，当該外国の政府

又は関係機関の認証を受けた者による評価を受けたもの又はこれに準ずるものとして文部科学大臣

が別に指定するものに限る。）において，修業年限が 3年以上である課程を修了すること（当該外

国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することにより当該課程を修了す

ること及び当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって前号の指定を受けた

ものにおいて課程を修了することを含む。）により，学士の学位に相当する学位を授与された者 

(7) 専修学校の専門課程(修業年限が 4年以上であることその他の文部科学大臣が定める基準を満たす

ものに限る。)で文部科学大臣が別に指定するものを文部科学大臣が定める日以後に修了した者 

(8) 文部科学大臣の指定した者(昭和 28 年文部省告示第 5号) 

(9) 法第 102 条第 2項の規定により大学院に入学した者であって，本学において，大学院における教

育を受けるにふさわしい学力があると認めたもの 

(10) 本学において，個別の入学資格審査により，大学を卒業した者と同等以上の学力があると認めた

者で，22歳に達したもの 

(修士課程，前期課程及び専門職学位課程への早期入学) 

第 57 条 前条の規定にかかわらず，次の各号のいずれかに該当する者であって，本学の定める単位を優

秀な成績で修得したと認めるものを，教授会の議を経て，入学させることができる。 

(1) 大学に 3年以上在学した者 

(2) 外国において学校教育における 15 年の課程を修了した者 

(3) 外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することにより当該外国の学

校教育における 15 年の課程を修了した者 

(4) 我が国において，外国の大学の課程(その修了者が当該外国の学校教育における 15 年の課程を修

了したとされるものに限る。)を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた

教育施設であって，文部科学大臣が別に指定するものの当該課程を修了した者 

2 前項に関して必要な事項は，関係の研究科規則で定める。 

(後期課程の入学資格) 

第 58 条 後期課程に入学することのできる者は，次の各号のいずれかに該当する者とする。 

(1) 修士の学位又は専門職学位(法第 104 条第 3項の規定に基づき学位規則(昭和 28 年文部省令第 9

号)第 5条の 2に規定する専門職学位をいう。以下同じ。)を有する者 

(2) 外国において修士の学位又は専門職学位に相当する学位を授与された者 

(3) 外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修し，修士の学位又は専門職学

位に相当する学位を授与された者 

(4) 我が国において，外国の大学院の課程を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置

付けられた教育施設であって，文部科学大臣が別に指定するものの当該課程を修了し，修士の学位

又は専門職学位に相当する学位を授与された者 

(5) 国際連合大学本部に関する国際連合と日本国との間の協定の実施に伴う特別措置法（昭和 51年法

律第 72 号）第 1条第 2項に規定する 1972 年 12 月 11 日の国際連合総会決議に基づき設立された国

際連合大学（次号及び第 74 条において「国際連合大学」という。）の課程を修了し，修士の学位に

相当する学位を授与された者 

(6) 外国の学校，第 4号の指定を受けた教育施設又は国際連合大学の教育課程を履修し，大学院設置

基準(昭和 49 年文部省令第 28 号)第 16 条の 2に規定する試験及び審査に相当するものに合格し，修

士の学位を有する者と同等以上の学力があると認められた者 

(7) 文部科学大臣の指定した者(平成元年文部省告示第 118 号) 

(8) 本学において，個別の入学資格審査により，修士の学位又は専門職学位を有する者と同等以上の

学力があると認めた者で，24 歳に達したもの 

(医学系研究科医科学専攻の博士課程の入学資格) 

第 59 条 医学系研究科医科学専攻の博士課程に入学することのできる者は，次の各号のいずれかに該当

する者とする。 

(1) 大学の医学，歯学，薬学（修業年限が 6年であるものに限る。以下同じ。）又は獣医学（修業年

限が 6年であるものに限る。以下同じ。）を履修する課程を卒業した者 
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(2) 外国において，学校教育における 18 年の課程(最終の課程は医学，歯学，薬学又は獣医学)を修了

した者 

(3) 外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することにより当該外国の学

校教育における 18 年の課程(最終の課程は医学，歯学，薬学又は獣医学)を修了した者 

(4) 我が国において，外国の大学の課程(その修了者が当該外国の学校教育における 18 年の課程(最終

の課程は，医学，歯学，薬学又は獣医学)を修了したとされるものに限る。)を有するものとして当

該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって，文部科学大臣が別に指定するも

のの当該課程を修了した者 

(5) 外国の大学その他の外国の学校（その教育研究活動等の総合的な状況について，当該外国の政府

又は関係機関の認証を受けた者による評価を受けたもの又はこれに準ずるものとして文部科学大臣

が別に指定するものに限る。）において，修業年限が 5年以上である課程(医学，歯学，薬学又は獣

医学を履修する課程に限る。)を修了すること（当該外国の学校が行う通信教育における授業科目を

我が国において履修することにより当該課程を修了すること及び当該外国の学校教育制度において

位置付けられた教育施設であって前号の指定を受けたものにおいて課程を修了することを含む。）

により，学士の学位に相当する学位を授与された者 

(6) 文部科学大臣の指定した者(昭和 30 年文部省告示第 39号) 

(7) 法第 102 条第 2項の規定により大学院に入学した者であって，本学において，大学院における教

育を受けるにふさわしい学力があると認めたもの 

(8) 本学において，個別の入学資格審査により，大学の医学，歯学，薬学又は獣医学を履修する課程

を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者で，24 歳に達したもの 

(医学系研究科医科学専攻の博士課程への早期入学) 

第 60 条 前条の規定にかかわらず，次の各号のいずれかに該当する者であって，本学の定める単位を優

秀な成績で修得したと認めるものを，教授会の議を経て，入学させることができる。 

(1) 大学(医学，歯学，薬学又は獣医学を履修する課程に限る。)に 4年以上在学した者 

(2) 外国において学校教育における 16 年の課程(医学，歯学，薬学又は獣医学を履修する課程を含む

ものに限る。)を修了した者 

(3) 外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することにより当該外国の学

校教育における 16 年の課程(医学，歯学，薬学又は獣医学を履修する課程を含むものに限る。)を修

了した者 

(4) 我が国において，外国の大学の課程(その修了者が当該外国の学校教育における 16 年の課程(最終

の課程は，医学，歯学，薬学又は獣医学)を修了したとされるものに限る。)を有するものとして当

該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって，文部科学大臣が別に指定するも

のの当該課程を修了した者 

2 前項に関して必要な事項は，関係の研究科規則で定める。 

(進学) 

第 61 条 本学大学院の修士課程，前期課程又は専門職学位課程を修了し，引き続き後期課程又は医学系

研究科医科学専攻の博士課程に進学を志望する者については，当該研究科の定めるところにより，選考

の上，進学を許可する。 

(入学者選抜) 

第 62 条 大学院の入学者の選抜は，学則第 27 条の 2第 3号の規定により定める方針に基づき，公正かつ

妥当な方法により，適切な体制を整えて行うものとする。 

2 大学院の入学志願者に対する選考方法は，各研究科において別に定める。 

第 2節 修業年限，教育方法，修了要件等 

(標準修業年限) 

第 63 条 修士課程の標準修業年限は，2年とする。 

2 前項の規定にかかわらず，修士課程においては，主として実務の経験を有する者に対して教育を行う

場合であって，教育研究上の必要があり，かつ，昼間と併せて夜間その他特定の時間又は時期において

授業又は研究指導を行う等の適切な方法により教育上支障を生じないときは，各研究科の定めるところ

により，専攻又は学生の履修上の区分に応じ，標準修業年限を 1年以上 2年未満の期間とすることがで

きる。 

3 前項に規定する修士課程を置く研究科，専攻又は学生の履修上の区分及びその標準修業年限は，次の

とおりとする。 

 人間発達環境学研究科 人間発達専攻(1 年履修コース)1年 

4 人文学研究科，国際文化学研究科，人間発達環境学研究科，法学研究科，経済学研究科，経営学研究

科，理学研究科，医学系研究科（医科学専攻を除く。），工学研究科，システム情報学研究科，農学研

究科，海事科学研究科，国際協力研究科及び科学技術イノベーション研究科の博士課程の標準修業年限

は，前期課程 2年，後期課程 3年の 5年とする。 

5 医学系研究科医科学専攻の博士課程の標準修業年限は，4年とする。 

6 経営学研究科現代経営学専攻の専門職学位課程の標準修業年限は，2年とする。ただし，教育研究上

の必要があると認められるときは，研究科の定めるところにより，学生の履修上の区分に応じ，標準修

業年限を 1年以上 2年未満の期間とすることができる。 

7 法学研究科実務法律専攻の専門職学位課程(以下「法科大学院」という。)の標準修業年限は，3年とする。 

(教育課程) 

第 63 条の 2 大学院(専門職大学院を除く。)は，学則第 27条の 2第 1号及び第 2号の規定により定める

方針に基づき，必要な授業科目を自ら開設するとともに学位論文の作成等に対する指導(以下「研究指

導」という。)の計画を策定し，体系的に教育課程を編成するものとする。 

2 専門職大学院は，学則第 27 条の 2第 1号及び第 2号の規定により定める方針に基づき，必要な授業科

目を，産業界等と連携しつつ，自ら開設し，体系的に教育課程を編成するものとする。 

(教育方法等) 

第 64 条 大学院の教育は，授業科目の授業及び研究指導によって行うものとする。 

2 専門職大学院においては，その目的を達成し得る実践的な教育を行うよう専攻分野に応じ事例研究，

現地調査，双方向又は多方向に行われる討論又は質疑応答その他の適切な方法により授業を行うものと

する。 

3 研究科において教育上特別の必要があると認められる場合には，夜間その他特定の時間又は時期にお

いて授業又は研究指導を行う等の適当な方法により教育を行うことができる。 

4 各研究科における授業科目，その単位数及び研究指導並びにそれらの履修方法については，当該研究

科規則で定める。 

(他大学大学院等の研究指導) 

第 65 条 教育上有益と認めるときは，他大学(外国の大学を含む。)の大学院又は研究所等(外国の研究機

関を含む。)との協定に基づき，学生に当該大学の大学院又は当該研究所等において必要な研究指導を

受けさせることがある。ただし，修士課程及び前期課程の学生については，当該研究指導を受けさせる

期間は，1年を超えないものとする。 

2 教育上有益と認めるときは，外国の大学院又は研究所等との協定に基づき，後期課程の学生に，本学

と当該外国の大学院又は研究所等において，共同の研究指導を受けさせることがある。 

(研究指導のための留学) 
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(2) 外国において，学校教育における 18 年の課程(最終の課程は医学，歯学，薬学又は獣医学)を修了

した者 

(3) 外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することにより当該外国の学

校教育における 18 年の課程(最終の課程は医学，歯学，薬学又は獣医学)を修了した者 

(4) 我が国において，外国の大学の課程(その修了者が当該外国の学校教育における 18 年の課程(最終

の課程は，医学，歯学，薬学又は獣医学)を修了したとされるものに限る。)を有するものとして当

該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって，文部科学大臣が別に指定するも

のの当該課程を修了した者 

(5) 外国の大学その他の外国の学校（その教育研究活動等の総合的な状況について，当該外国の政府

又は関係機関の認証を受けた者による評価を受けたもの又はこれに準ずるものとして文部科学大臣

が別に指定するものに限る。）において，修業年限が 5年以上である課程(医学，歯学，薬学又は獣

医学を履修する課程に限る。)を修了すること（当該外国の学校が行う通信教育における授業科目を

我が国において履修することにより当該課程を修了すること及び当該外国の学校教育制度において

位置付けられた教育施設であって前号の指定を受けたものにおいて課程を修了することを含む。）

により，学士の学位に相当する学位を授与された者 

(6) 文部科学大臣の指定した者(昭和 30 年文部省告示第 39号) 

(7) 法第 102 条第 2項の規定により大学院に入学した者であって，本学において，大学院における教

育を受けるにふさわしい学力があると認めたもの 

(8) 本学において，個別の入学資格審査により，大学の医学，歯学，薬学又は獣医学を履修する課程

を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者で，24 歳に達したもの 

(医学系研究科医科学専攻の博士課程への早期入学) 

第 60 条 前条の規定にかかわらず，次の各号のいずれかに該当する者であって，本学の定める単位を優

秀な成績で修得したと認めるものを，教授会の議を経て，入学させることができる。 

(1) 大学(医学，歯学，薬学又は獣医学を履修する課程に限る。)に 4年以上在学した者 

(2) 外国において学校教育における 16 年の課程(医学，歯学，薬学又は獣医学を履修する課程を含む

ものに限る。)を修了した者 

(3) 外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することにより当該外国の学

校教育における 16 年の課程(医学，歯学，薬学又は獣医学を履修する課程を含むものに限る。)を修

了した者 

(4) 我が国において，外国の大学の課程(その修了者が当該外国の学校教育における 16 年の課程(最終

の課程は，医学，歯学，薬学又は獣医学)を修了したとされるものに限る。)を有するものとして当

該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって，文部科学大臣が別に指定するも

のの当該課程を修了した者 

2 前項に関して必要な事項は，関係の研究科規則で定める。 

(進学) 

第 61 条 本学大学院の修士課程，前期課程又は専門職学位課程を修了し，引き続き後期課程又は医学系

研究科医科学専攻の博士課程に進学を志望する者については，当該研究科の定めるところにより，選考

の上，進学を許可する。 

(入学者選抜) 

第 62 条 大学院の入学者の選抜は，学則第 27 条の 2第 3号の規定により定める方針に基づき，公正かつ

妥当な方法により，適切な体制を整えて行うものとする。 

2 大学院の入学志願者に対する選考方法は，各研究科において別に定める。 

第 2節 修業年限，教育方法，修了要件等 

(標準修業年限) 

第 63 条 修士課程の標準修業年限は，2 年とする。 

2 前項の規定にかかわらず，修士課程においては，主として実務の経験を有する者に対して教育を行う

場合であって，教育研究上の必要があり，かつ，昼間と併せて夜間その他特定の時間又は時期において

授業又は研究指導を行う等の適切な方法により教育上支障を生じないときは，各研究科の定めるところ

により，専攻又は学生の履修上の区分に応じ，標準修業年限を 1年以上 2年未満の期間とすることがで

きる。 

3 前項に規定する修士課程を置く研究科，専攻又は学生の履修上の区分及びその標準修業年限は，次の

とおりとする。 

 人間発達環境学研究科 人間発達専攻(1 年履修コース)1年 

4 人文学研究科，国際文化学研究科，人間発達環境学研究科，法学研究科，経済学研究科，経営学研究

科，理学研究科，医学系研究科（医科学専攻を除く。），工学研究科，システム情報学研究科，農学研

究科，海事科学研究科，国際協力研究科及び科学技術イノベーション研究科の博士課程の標準修業年限

は，前期課程 2年，後期課程 3年の 5 年とする。 

5 医学系研究科医科学専攻の博士課程の標準修業年限は，4年とする。 

6 経営学研究科現代経営学専攻の専門職学位課程の標準修業年限は，2年とする。ただし，教育研究上

の必要があると認められるときは，研究科の定めるところにより，学生の履修上の区分に応じ，標準修

業年限を 1年以上 2年未満の期間とすることができる。 

7 法学研究科実務法律専攻の専門職学位課程(以下「法科大学院」という。)の標準修業年限は，3年とする。 

(教育課程) 

第 63 条の 2 大学院(専門職大学院を除く。)は，学則第 27条の 2第 1号及び第 2号の規定により定める

方針に基づき，必要な授業科目を自ら開設するとともに学位論文の作成等に対する指導(以下「研究指

導」という。)の計画を策定し，体系的に教育課程を編成するものとする。 

2 専門職大学院は，学則第 27 条の 2 第 1 号及び第 2号の規定により定める方針に基づき，必要な授業科

目を，産業界等と連携しつつ，自ら開設し，体系的に教育課程を編成するものとする。 

(教育方法等) 

第 64 条 大学院の教育は，授業科目の授業及び研究指導によって行うものとする。 

2 専門職大学院においては，その目的を達成し得る実践的な教育を行うよう専攻分野に応じ事例研究，

現地調査，双方向又は多方向に行われる討論又は質疑応答その他の適切な方法により授業を行うものと

する。 

3 研究科において教育上特別の必要があると認められる場合には，夜間その他特定の時間又は時期にお

いて授業又は研究指導を行う等の適当な方法により教育を行うことができる。 

4 各研究科における授業科目，その単位数及び研究指導並びにそれらの履修方法については，当該研究

科規則で定める。 

(他大学大学院等の研究指導) 

第 65 条 教育上有益と認めるときは，他大学(外国の大学を含む。)の大学院又は研究所等(外国の研究機

関を含む。)との協定に基づき，学生に当該大学の大学院又は当該研究所等において必要な研究指導を

受けさせることがある。ただし，修士課程及び前期課程の学生については，当該研究指導を受けさせる

期間は，1年を超えないものとする。 

2 教育上有益と認めるときは，外国の大学院又は研究所等との協定に基づき，後期課程の学生に，本学

と当該外国の大学院又は研究所等において，共同の研究指導を受けさせることがある。 

(研究指導のための留学) 
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第 66 条 前条の規定に基づき，外国の大学又は研究機関に留学しようとする者は，所属研究科長の許可

を受けなければならない。 

2 前項の許可を受けて留学した期間は，第 63 条の標準修業年限に算入する。 

(修士課程及び前期課程の修了要件) 

第 67 条 修士課程及び前期課程の修了要件は，当該課程に 2年(人間発達環境学研究科人間発達専攻(1

年履修コース)にあっては，1年)以上在学し，所定の単位を修得し，かつ，必要な研究指導を受けた

上，当該課程の目的に応じ修士論文又は特定の課題についての研究の成果の審査及び最終試験に合格す

ることとする。ただし，在学期間に関しては，優れた業績を上げた者については，当該課程に 1年以上

在学すれば足りるものとする。 

2 第 75 条において読み替えて準用する第 36 条（第 2項を除く。）の規定により本学に入学する前に修

得した単位（第 56 条又は第 57 条の規定により入学資格を有した後，修得したものに限る。）を本学に

おいて修得したものとみなす場合であって，当該単位の修得により本学の修士課程又は前期課程の教育

課程の一部を履修したと認めるときは，当該単位数，その修得に要した期間その他を勘案して 1年を超

えない範囲で研究科が定める期間在学したものとみなすことができる。ただし，この場合においても，

当該課程に少なくとも 1年以上在学するものとする。 

(博士課程の修了要件) 

第 68 条 博士課程(医学系研究科医科学専攻の博士課程を除く。)の修了要件は，後期課程に 3年以上在

学し，所定の単位を修得し，かつ，必要な研究指導を受けた上，博士論文の審査及び最終試験に合格す

ることとする。ただし，在学期間に関しては，優れた研究業績を上げた者については，当該課程に 1年

(2 年未満の在学期間をもって修士課程又は前期課程を修了した者にあっては，当該在学期間を含めて 3

年)以上在学すれば足りるものとする。 

2 前項の規定にかかわらず，施行規則第 156 条の規定により大学院への入学資格に関し修士の学位若し

くは専門職学位を有する者と同等以上の学力があると認められた者又は専門職学位課程を修了した者

が，博士課程の後期 3年の課程に入学した場合の博士課程の修了の要件は，大学院(専門職大学院を除

く。以下この項において同じ。)に 3 年(専門職大学院設置基準第 18 条第 1項の法科大学院の課程を修

了した者にあっては，2年)以上在学し，必要な研究指導を受けた上，当該大学院の行う博士論文の審

査及び試験に合格することとする。ただし，在学期間に関しては，優れた研究業績を上げた者について

は，大学院に 1年(標準修業年限が 1 年以上 2年未満の専門職学位課程を修了した者にあっては，3年

から当該 1年以上 2年未満の期間を減じた期間)以上在学すれば足りるものとする。 

3 医学系研究科医科学専攻の博士課程の修了要件は，当該課程に4年以上在学し，所定の単位を修得し，か

つ，必要な研究指導を受けた上，博士論文の審査及び最終試験に合格することとする。ただし，在学期間

に関しては，優れた研究業績を上げた者については，当該課程に3年以上在学すれば足りるものとする。 

4 第 75 条において読み替えて準用する第 36条（第 2項を除く。）の規定により医学系研究科医科学専攻

の博士課程に入学する前に修得した単位（第 59条又は第 60条の規定により入学資格を有した後，修得

したものに限る。）を本学において修得したものとみなす場合であって，当該単位の修得により医学系

研究科医科学専攻の博士課程の教育課程の一部を履修したと認めるときは，当該単位数，その修得に要

した期間その他を勘案して 1年を超えない範囲で研究科が定める期間在学したものとみなすことができ

る。 

(専門職学位課程の修了要件) 

第 69 条 専門職学位課程(法科大学院を除く。以下この条において同じ。)の修了要件は，当該課程に 2

年(2 年以外の標準修業年限を定める研究科，専攻又は学生の履修上の区分にあっては，当該標準修業

年限)以上在学し，所定の単位を修得することとする。 

2 専門職学位課程の在学期間に関しては，第 75 条の規定により認定された入学前の既修得単位(法第 10

2 条第 1項の規定により入学資格を有した後，修得したものに限る。)を，当該単位数，その修得に要

した期間その他を勘案して当該課程の標準修業年限の 2分の 1を超えない範囲で研究科が定める期間在

学したものとみなすことができる。ただし，この場合においても，当該課程に少なくとも 1年以上在学

するものとする。 

3 法科大学院の修了要件は，当該課程に 3年以上在学し，所定の単位を修得することとする。 

4 法科大学院の在学期間については，第 75 条の規定により認定された入学前の既修得単位(法第 102 条

第 1項の規定により入学資格を有した後，修得したものに限る。)を，当該単位数，その修得に要した

期間その他を勘案して 1年を超えない範囲で研究科が定める期間在学したものとみなすことができる。 

5 法科大学院は，法学の基礎的な学識を有すると認める者に関しては，第 3項に規定する在学期間につ

いては，前項の規定により在学したものとみなす期間と合わせて 1年を超えない範囲で研究科が認める

期間在学したものと，第 3項に規定する単位については，第 74 条，第 74条の 2，第 74 条の 3及び第 7

5 条の規定により修得したものとみなす単位数と合わせて 30 単位を超えない範囲で研究科が認める単

位を修得したものとみなすことができる。ただし，93 単位を超える単位の修得を修了要件とする場合

は，その超える部分の単位数に限り，研究科が認める範囲で，30単位を超えてみなすことができる。 

6 認定連携法曹基礎課程（本学法科大学院以外の法科大学院のみと認定法曹養成連携協定を締結してい

る大学の課程を含む。）を修了して法科大学院に入学した者又はこれらの者と同等の学識を有すると研

究科が認める者に関する前項の規定の適用については，「30 単位」とあるのは, 「46 単位」とする。 

(学位論文及び最終試験) 

第 70 条 学位論文及び最終試験に関することは，学位規程に定めるところによる。 

(修士及び博士の学位並びに専門職学位の授与) 

第 71 条 各研究科において，所定の課程を修了した者に対しては，その課程に応じて修士若しくは博士

の学位又は専門職学位を授与する。 

2 前項の学位に関することは，学位規程に定めるところによる。 

第 3節 準用規定 

(準用規定) 

第 72 条 第 12 条(入学期)，第 14 条(転入学)，第 15 条(再入学)，第 16 条(入学志願)，第 17条(入学手

続)，第 18条(入学料の免除)(第 2 項を除く。)，第 19 条(入学料の徴収猶予等)，第 20 条(死亡等によ

る入学料の免除)，第 21条(宣誓)，第 22 条(修業年限)(第 1項，第 2項及び第 3項を除く。)，第 24条

(在学年限)，第 27条(授業の方法)，第 31条(単位の授与)，第 32 条(単位の基準)(第 2項及び第 3項を

除く。)，第 33 条(他学部の授業科目の履修)，第 38 条(転学部)，第 39 条(転学科)，第 45 条(退学)，

第 46 条(疾病等による除籍)，第 47条(入学料等未納による除籍)，第 50 条から第 54条まで(授業料)，

第 55 条(表彰)及び第 55条の 2(懲戒)の規定は，大学院に準用する。ただし，第 24条を準用する場合

において，医学系研究科医科学専攻の博士課程以外の博士課程にあっては，標準修業年限を前期課程と

後期課程に分ける。 

(履修科目の登録の上限) 

第 73 条 専門職大学院学生の履修科目の登録の上限に関しては，第 29 条第 1項を準用する。この場合に

おいて，「学部規則」とあるのは「研究科規則」と読み替えるものとする。 

(成績評価基準) 

第 73 条の 2 大学院(専門職大学院を除く。)の成績評価基準に関しては，第 30 条を準用する。この場合

において，「各学部」とあるのは「各研究科」と，「授業の方法及び計画」とあるのは「授業及び研究

指導の方法及び計画」と読み替えるものとする。 
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第 66 条 前条の規定に基づき，外国の大学又は研究機関に留学しようとする者は，所属研究科長の許可

を受けなければならない。 

2 前項の許可を受けて留学した期間は，第 63 条の標準修業年限に算入する。 

(修士課程及び前期課程の修了要件) 

第 67 条 修士課程及び前期課程の修了要件は，当該課程に 2年(人間発達環境学研究科人間発達専攻(1

年履修コース)にあっては，1年)以上在学し，所定の単位を修得し，かつ，必要な研究指導を受けた

上，当該課程の目的に応じ修士論文又は特定の課題についての研究の成果の審査及び最終試験に合格す

ることとする。ただし，在学期間に関しては，優れた業績を上げた者については，当該課程に 1年以上

在学すれば足りるものとする。 

2 第 75 条において読み替えて準用する第 36 条（第 2項を除く。）の規定により本学に入学する前に修

得した単位（第 56 条又は第 57 条の規定により入学資格を有した後，修得したものに限る。）を本学に

おいて修得したものとみなす場合であって，当該単位の修得により本学の修士課程又は前期課程の教育

課程の一部を履修したと認めるときは，当該単位数，その修得に要した期間その他を勘案して 1年を超

えない範囲で研究科が定める期間在学したものとみなすことができる。ただし，この場合においても，

当該課程に少なくとも 1年以上在学するものとする。 

(博士課程の修了要件) 

第 68 条 博士課程(医学系研究科医科学専攻の博士課程を除く。)の修了要件は，後期課程に 3年以上在

学し，所定の単位を修得し，かつ，必要な研究指導を受けた上，博士論文の審査及び最終試験に合格す

ることとする。ただし，在学期間に関しては，優れた研究業績を上げた者については，当該課程に 1年

(2 年未満の在学期間をもって修士課程又は前期課程を修了した者にあっては，当該在学期間を含めて 3

年)以上在学すれば足りるものとする。 

2 前項の規定にかかわらず，施行規則第 156 条の規定により大学院への入学資格に関し修士の学位若し

くは専門職学位を有する者と同等以上の学力があると認められた者又は専門職学位課程を修了した者

が，博士課程の後期 3年の課程に入学した場合の博士課程の修了の要件は，大学院(専門職大学院を除

く。以下この項において同じ。)に 3年(専門職大学院設置基準第 18 条第 1項の法科大学院の課程を修

了した者にあっては，2年)以上在学し，必要な研究指導を受けた上，当該大学院の行う博士論文の審

査及び試験に合格することとする。ただし，在学期間に関しては，優れた研究業績を上げた者について

は，大学院に 1年(標準修業年限が 1年以上 2年未満の専門職学位課程を修了した者にあっては，3年

から当該 1年以上 2年未満の期間を減じた期間)以上在学すれば足りるものとする。 

3 医学系研究科医科学専攻の博士課程の修了要件は，当該課程に4年以上在学し，所定の単位を修得し，か

つ，必要な研究指導を受けた上，博士論文の審査及び最終試験に合格することとする。ただし，在学期間

に関しては，優れた研究業績を上げた者については，当該課程に3年以上在学すれば足りるものとする。 

4 第 75 条において読み替えて準用する第 36条（第 2項を除く。）の規定により医学系研究科医科学専攻

の博士課程に入学する前に修得した単位（第 59条又は第 60条の規定により入学資格を有した後，修得

したものに限る。）を本学において修得したものとみなす場合であって，当該単位の修得により医学系

研究科医科学専攻の博士課程の教育課程の一部を履修したと認めるときは，当該単位数，その修得に要

した期間その他を勘案して 1年を超えない範囲で研究科が定める期間在学したものとみなすことができ

る。 

(専門職学位課程の修了要件) 

第 69 条 専門職学位課程(法科大学院を除く。以下この条において同じ。)の修了要件は，当該課程に 2

年(2 年以外の標準修業年限を定める研究科，専攻又は学生の履修上の区分にあっては，当該標準修業

年限)以上在学し，所定の単位を修得することとする。 

2 専門職学位課程の在学期間に関しては，第 75 条の規定により認定された入学前の既修得単位(法第 10

2 条第 1項の規定により入学資格を有した後，修得したものに限る。)を，当該単位数，その修得に要

した期間その他を勘案して当該課程の標準修業年限の 2分の 1を超えない範囲で研究科が定める期間在

学したものとみなすことができる。ただし，この場合においても，当該課程に少なくとも 1年以上在学

するものとする。 

3 法科大学院の修了要件は，当該課程に 3年以上在学し，所定の単位を修得することとする。 

4 法科大学院の在学期間については，第 75 条の規定により認定された入学前の既修得単位(法第 102 条

第 1項の規定により入学資格を有した後，修得したものに限る。)を，当該単位数，その修得に要した

期間その他を勘案して 1年を超えない範囲で研究科が定める期間在学したものとみなすことができる。 

5 法科大学院は，法学の基礎的な学識を有すると認める者に関しては，第 3項に規定する在学期間につ

いては，前項の規定により在学したものとみなす期間と合わせて 1年を超えない範囲で研究科が認める

期間在学したものと，第 3項に規定する単位については，第 74 条，第 74条の 2，第 74 条の 3及び第 7

5 条の規定により修得したものとみなす単位数と合わせて 30 単位を超えない範囲で研究科が認める単

位を修得したものとみなすことができる。ただし，93 単位を超える単位の修得を修了要件とする場合

は，その超える部分の単位数に限り，研究科が認める範囲で，30単位を超えてみなすことができる。 

6 認定連携法曹基礎課程（本学法科大学院以外の法科大学院のみと認定法曹養成連携協定を締結してい

る大学の課程を含む。）を修了して法科大学院に入学した者又はこれらの者と同等の学識を有すると研

究科が認める者に関する前項の規定の適用については，「30 単位」とあるのは, 「46 単位」とする。 

(学位論文及び最終試験) 

第 70 条 学位論文及び最終試験に関することは，学位規程に定めるところによる。 

(修士及び博士の学位並びに専門職学位の授与) 

第 71 条 各研究科において，所定の課程を修了した者に対しては，その課程に応じて修士若しくは博士

の学位又は専門職学位を授与する。 

2 前項の学位に関することは，学位規程に定めるところによる。 

第 3節 準用規定 

(準用規定) 

第 72 条 第 12 条(入学期)，第 14 条(転入学)，第 15 条(再入学)，第 16 条(入学志願)，第 17条(入学手

続)，第 18条(入学料の免除)(第 2 項を除く。)，第 19 条(入学料の徴収猶予等)，第 20 条(死亡等によ

る入学料の免除)，第 21条(宣誓)，第 22 条(修業年限)(第 1項，第 2項及び第 3項を除く。)，第 24条

(在学年限)，第 27条(授業の方法)，第 31条(単位の授与)，第 32 条(単位の基準)(第 2項及び第 3項を

除く。)，第 33 条(他学部の授業科目の履修)，第 38 条(転学部)，第 39 条(転学科)，第 45 条(退学)，

第 46 条(疾病等による除籍)，第 47条(入学料等未納による除籍)，第 50 条から第 54条まで(授業料)，

第 55 条(表彰)及び第 55条の 2(懲戒)の規定は，大学院に準用する。ただし，第 24条を準用する場合

において，医学系研究科医科学専攻の博士課程以外の博士課程にあっては，標準修業年限を前期課程と

後期課程に分ける。 

(履修科目の登録の上限) 

第 73 条 専門職大学院学生の履修科目の登録の上限に関しては，第 29 条第 1項を準用する。この場合に

おいて，「学部規則」とあるのは「研究科規則」と読み替えるものとする。 

(成績評価基準) 

第 73 条の 2 大学院(専門職大学院を除く。)の成績評価基準に関しては，第 30 条を準用する。この場合

において，「各学部」とあるのは「各研究科」と，「授業の方法及び計画」とあるのは「授業及び研究

指導の方法及び計画」と読み替えるものとする。 

25



2 専門職大学院の成績評価基準に関しては，第 30 条を準用する。この場合において，「各学部」とある

のは「専門職大学院」と読み替えるものとする。 

(他大学大学院の授業科目の履修) 

第 74 条 大学院学生の他大学(外国の大学を含む。)の大学院の授業科目の履修に関しては，第 34 条を準

用する。この場合において，同条第 3 項中「60 単位」とあるのは，「15単位(法科大学院学生にあって

は 30 単位(ただし，93 単位を超える単位の修得を修了要件とする場合は，その超える部分の単位数に

限り，研究科が認める範囲で，30単位を超えてみなすことができる。))」と，同条第 4項中「及び外

国の」とあるのは「，外国の」と，「当該教育課程における授業科目を我が国において」とあるのは

「当該教育課程における授業科目を我が国において履修させる場合及び国際連合大学の教育課程におけ

る授業科目を」と，同条第 5項中「学部規則」とあるのは「研究科規則」と読み替えるものとする。 

(休学期間中に外国の大学の大学院において履修した授業科目の単位の取扱い) 

第 74 条の 2 大学院学生が休学期間中に外国の大学において履修した授業科目について修得した単位に

関しては，第 34条の 2を準用する。この場合において，同条第 1項及び第 2項中「外国の大学又は短

期大学」とあるのは「外国の大学の大学院」と，同条第 3項中「60単位」とあるのは，「15 単位(法科

大学院学生にあっては 30単位(ただし，93単位を超える単位の修得を修了要件とする場合は，その超

える部分の単位数に限り，研究科が認める範囲で，30 単位を超えてみなすことができる。))」と，同

条第 4項中「学部規則」とあるのは「研究科規則」と読み替えるものとする。 

(大学院が編成する特別の課程における学修) 

第 74 条の 3  第 83 条の 2 の規定により大学院が編成する特別の課程における学修については，第 35 

条を準用する。この場合において，同条第 1 項中「短期大学又は高等専門学校の専攻科における学修

その他文部科学大臣が別に定める学修」とあるのは「第 83 条の 2 の規定により大学院が編成する特別

の課程(履修資格を有する者が，第 56 条の規定により大学院に入学することができる者であるものに

限る。)における学修」と，同条第 2 項中「第 34 条第 3 項及び第 4 項並びに前条第 1 項及び第 2 

項」とあるのは「第 74 条の 3 において読み替えて準用する第 34 条第 3 項及び第 4 項並びに前条第 1

 項及び第 2 項」と，「60 単位」とあるのは「15 単位(法科大学院学生にあっては 30単位(ただし，9

3 単位を超える単位の修得を修了要件とする場合は，その超える部分の単位数に限り，研究科が認める

範囲で，30 単位を超えてみなすことができる。))」と，同条第 3 項中「学部規則」とあるのは「研究

科規則」と読み替えるものとする。 

(入学前の既修得単位の認定) 

第 75 条 大学院学生の入学前の既修得単位の認定に関しては，第 36 条(第 2 項を除く。)を準用する。こ

の場合において，同条第 1項中「大学又は短期大学」とあるのは「大学院」と，同条第 3項中「前 2 

項」とあるのは「第 75 条において読み替えて準用する第 1 項」と，「第 34 条第 3項及び第 4項，第

34 条の 2第 1項及び第 2項並びに前条第 1項により本学において修得したものとみなし，又は与える

ことのできる単位数と合わせて 60単位」とあるのは，「15単位を超えないものとし，かつ，第 74 条

において読み替えて準用する第 34条第 3 項及び第 4 項，第 74 条の 2において読み替えて準用する第

34 条の 2 第 1 項及び第 2 項並びに第 74 条の 3において読み替えて準用する前条第 1 項の規定により

本学において修得したものとみなす単位数と合わせて 20 単位(ただし，専門職大学院学生(法科大学院

学生を除く。)にあっては 15 単位，法科大学院学生にあっては 30単位(第 74 条，第 74 条の 2及び第 7

4 条の 3の規定により 30単位を超えてみなす単位を除く。))」と，同条第 4項中「前 3 項」とあるの

は「第 75 条において読み替えて準用する第 1 項及び前項」と，「学部規則」とあるのは「研究科規

則」と読み替えるものとする。 

(留学) 

第 76 条 大学院学生の外国の大学への留学に関しては，第 40 条を準用する。この場合において，同条第

1項中「第 34 条第 1項又は第 2項」とあるのは「第 74 条」と，「所属学部長」とあるのは「所属研究

科長」と，同条第 2項中「第 22 条」とあるのは「第 63 条」と読み替えるものとする。 

(休学) 

第 77 条 大学院学生の休学に関しては，第 41 条第 1項，第 42 条，第 43条及び第 44 条第 2項を準用す

るほか，各研究科規則で定める。 

第 4章 学位プログラム 

(学位プログラム) 

第 77 条の 2 各学部及び各研究科において編成する教育課程のほか，明確な人材養成目的に基づき，学

部又は研究科の枠を超えた組織的な指導体制で展開される体系性・一貫性ある教育を実施するため，学

位の取得を目的とする学位プログラムを置くことができる。 

2 学位プログラムの実施に関し必要な事項は，別に定める。 

第 5章 特別聴講学生，特別研究学生，科目等履修生，聴講生，研究生，専攻生及び外国人特別

学生 

(特別聴講学生) 

第 78 条 他の大学，短期大学(外国の大学又は短期大学を含む。)又は高等専門学校との協定に基づき，

当該大学(大学院を含む。)，短期大学又は高等専門学校の学生で，本学の授業科目又は別に定める教育

プログラムを履修しようとする者があるときは，特別聴講学生として許可することがある。 

2 特別聴講学生については，協定に定めるもののほか，関係の学部規則，研究科規則等で定める。 

(特別研究学生) 

第 79 条 他大学(外国の大学を含む。)の大学院との協定に基づき，当該大学院の学生で，本学において

研究指導を受けようとする者があるときは，特別研究学生として許可することがある。 

2 特別研究学生については，協定に定めるもののほか，関係の研究科規則で定める。 

(科目等履修生) 

第 80 条 本学が開設する 1又は複数の授業科目を履修しようとする者があるときは，科目等履修生とし

て許可することがある。 

2 科目等履修生に対しては，単位を与えることができる。 

3 科目等履修生については，関係の学部規則及び研究科規則で定める。 

(聴講生，研究生及び専攻生) 

第 81 条 本学が開設する 1又は複数の授業科目を聴講しようとする者があるときは，聴講生として許可

することがある。 

2 特定の事項について研究しようとする者があるときは，研究生として許可することがある。 

3 本学学部卒業者で，特定の専門事項について攻究しようとする者があるときは，専攻生として許可す

ることがある。 

4 聴講生，研究生及び専攻生については，それぞれ関係の学部規則，研究科規則及び専攻生規則で定め

る。 

(授業料の納期) 

第 82 条 特別聴講学生，特別研究学生，科目等履修生，聴講生，研究生及び専攻生の授業料について

は，それぞれの在学予定期間に応じ，3か月分又は 6か月分に相当する額を当該期間における当初の月

に納付するものとし，在学予定期間が 3か月未満又は 6か月未満であるときは，その期間分に相当する

額を当該期間における当初の月に納付しなければならない。 

(外国人特別学生) 
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2 専門職大学院の成績評価基準に関しては，第 30 条を準用する。この場合において，「各学部」とある

のは「専門職大学院」と読み替えるものとする。 

(他大学大学院の授業科目の履修) 

第 74 条 大学院学生の他大学(外国の大学を含む。)の大学院の授業科目の履修に関しては，第 34 条を準

用する。この場合において，同条第 3項中「60 単位」とあるのは，「15単位(法科大学院学生にあって

は 30 単位(ただし，93 単位を超える単位の修得を修了要件とする場合は，その超える部分の単位数に

限り，研究科が認める範囲で，30単位を超えてみなすことができる。))」と，同条第 4項中「及び外

国の」とあるのは「，外国の」と，「当該教育課程における授業科目を我が国において」とあるのは

「当該教育課程における授業科目を我が国において履修させる場合及び国際連合大学の教育課程におけ

る授業科目を」と，同条第 5項中「学部規則」とあるのは「研究科規則」と読み替えるものとする。 

(休学期間中に外国の大学の大学院において履修した授業科目の単位の取扱い) 

第 74 条の 2 大学院学生が休学期間中に外国の大学において履修した授業科目について修得した単位に

関しては，第 34条の 2を準用する。この場合において，同条第 1項及び第 2項中「外国の大学又は短

期大学」とあるのは「外国の大学の大学院」と，同条第 3項中「60単位」とあるのは，「15 単位(法科

大学院学生にあっては 30単位(ただし，93単位を超える単位の修得を修了要件とする場合は，その超

える部分の単位数に限り，研究科が認める範囲で，30 単位を超えてみなすことができる。))」と，同

条第 4項中「学部規則」とあるのは「研究科規則」と読み替えるものとする。 

(大学院が編成する特別の課程における学修) 

第 74 条の 3  第 83 条の 2 の規定により大学院が編成する特別の課程における学修については，第 35 

条を準用する。この場合において，同条第 1 項中「短期大学又は高等専門学校の専攻科における学修

その他文部科学大臣が別に定める学修」とあるのは「第 83 条の 2 の規定により大学院が編成する特別

の課程(履修資格を有する者が，第 56 条の規定により大学院に入学することができる者であるものに

限る。)における学修」と，同条第 2 項中「第 34 条第 3 項及び第 4 項並びに前条第 1 項及び第 2 

項」とあるのは「第 74 条の 3 において読み替えて準用する第 34 条第 3 項及び第 4 項並びに前条第 1

 項及び第 2 項」と，「60 単位」とあるのは「15 単位(法科大学院学生にあっては 30単位(ただし，9

3 単位を超える単位の修得を修了要件とする場合は，その超える部分の単位数に限り，研究科が認める

範囲で，30 単位を超えてみなすことができる。))」と，同条第 3 項中「学部規則」とあるのは「研究

科規則」と読み替えるものとする。 

(入学前の既修得単位の認定) 

第 75 条 大学院学生の入学前の既修得単位の認定に関しては，第 36 条(第 2 項を除く。)を準用する。こ

の場合において，同条第 1項中「大学又は短期大学」とあるのは「大学院」と，同条第 3項中「前 2 

項」とあるのは「第 75 条において読み替えて準用する第 1 項」と，「第 34 条第 3項及び第 4項，第

34 条の 2第 1項及び第 2項並びに前条第 1項により本学において修得したものとみなし，又は与える

ことのできる単位数と合わせて 60単位」とあるのは，「15単位を超えないものとし，かつ，第 74 条

において読み替えて準用する第 34条第 3 項及び第 4 項，第 74 条の 2において読み替えて準用する第

34 条の 2 第 1 項及び第 2 項並びに第 74 条の 3において読み替えて準用する前条第 1 項の規定により

本学において修得したものとみなす単位数と合わせて 20 単位(ただし，専門職大学院学生(法科大学院

学生を除く。)にあっては 15 単位，法科大学院学生にあっては 30単位(第 74 条，第 74 条の 2及び第 7

4 条の 3の規定により 30単位を超えてみなす単位を除く。))」と，同条第 4項中「前 3 項」とあるの

は「第 75 条において読み替えて準用する第 1 項及び前項」と，「学部規則」とあるのは「研究科規

則」と読み替えるものとする。 

(留学) 

第 76 条 大学院学生の外国の大学への留学に関しては，第 40 条を準用する。この場合において，同条第

1項中「第 34 条第 1項又は第 2項」とあるのは「第 74 条」と，「所属学部長」とあるのは「所属研究

科長」と，同条第 2項中「第 22 条」とあるのは「第 63 条」と読み替えるものとする。 

(休学) 

第 77 条 大学院学生の休学に関しては，第 41 条第 1項，第 42 条，第 43条及び第 44 条第 2項を準用す

るほか，各研究科規則で定める。 

第 4章 学位プログラム 

(学位プログラム) 

第 77 条の 2 各学部及び各研究科において編成する教育課程のほか，明確な人材養成目的に基づき，学

部又は研究科の枠を超えた組織的な指導体制で展開される体系性・一貫性ある教育を実施するため，学

位の取得を目的とする学位プログラムを置くことができる。 

2 学位プログラムの実施に関し必要な事項は，別に定める。 

第 5章 特別聴講学生，特別研究学生，科目等履修生，聴講生，研究生，専攻生及び外国人特別

学生 

(特別聴講学生) 

第 78 条 他の大学，短期大学(外国の大学又は短期大学を含む。)又は高等専門学校との協定に基づき，

当該大学(大学院を含む。)，短期大学又は高等専門学校の学生で，本学の授業科目又は別に定める教育

プログラムを履修しようとする者があるときは，特別聴講学生として許可することがある。 

2 特別聴講学生については，協定に定めるもののほか，関係の学部規則，研究科規則等で定める。 

(特別研究学生) 

第 79 条 他大学(外国の大学を含む。)の大学院との協定に基づき，当該大学院の学生で，本学において

研究指導を受けようとする者があるときは，特別研究学生として許可することがある。 

2 特別研究学生については，協定に定めるもののほか，関係の研究科規則で定める。 

(科目等履修生) 

第 80 条 本学が開設する 1又は複数の授業科目を履修しようとする者があるときは，科目等履修生とし

て許可することがある。 

2 科目等履修生に対しては，単位を与えることができる。 

3 科目等履修生については，関係の学部規則及び研究科規則で定める。 

(聴講生，研究生及び専攻生) 

第 81 条 本学が開設する 1又は複数の授業科目を聴講しようとする者があるときは，聴講生として許可

することがある。 

2 特定の事項について研究しようとする者があるときは，研究生として許可することがある。 

3 本学学部卒業者で，特定の専門事項について攻究しようとする者があるときは，専攻生として許可す

ることがある。 

4 聴講生，研究生及び専攻生については，それぞれ関係の学部規則，研究科規則及び専攻生規則で定め

る。 

(授業料の納期) 

第 82 条 特別聴講学生，特別研究学生，科目等履修生，聴講生，研究生及び専攻生の授業料について

は，それぞれの在学予定期間に応じ，3 か月分又は 6か月分に相当する額を当該期間における当初の月

に納付するものとし，在学予定期間が 3か月未満又は 6か月未満であるときは，その期間分に相当する

額を当該期間における当初の月に納付しなければならない。 

(外国人特別学生) 
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第 83 条 外国人で，第 10 条，第 56条，第 58 条又は第 59条の規定によらないで，外国人特別学生とし

て本学の学部又は大学院に入学を志願する者があるときは，教授会の議を経て許可する。 

2 前項の学生で，学部又は大学院の課程を修了した者には，第 49条又は第 71 条に定める学位を授与す

る。 

第 6章 特別の課程 

第 83 条の 2 本学の学生以外の者を対象として，法第 105 条に規定する特別の課程（以下「特別の課

程」という。）を編成することができる。 

2 特別の課程の編成及び実施に関し必要な事項は，別に定める。 

第 7章 授業料，入学料及び検定料の額 

(授業料，入学料及び検定料の額) 

第 84 条 本学の授業料，入学料及び検定料(以下「授業料等」という。)の額は，神戸大学における授業

料，入学料，検定料及び寄宿料の額に関する規程(平成 16 年 4 月 1 日制定)に定められた額とする。 

(授業料等の不徴収) 

第 84 条の 2 国費外国人留学生制度実施要項(昭和 29 年 3月 31 日文部大臣裁定)に基づく国費外国人留

学生の授業料等については，前条の規定にかかわらず，不徴収とする。 

2 特別聴講学生及び特別研究学生の授業料等については，第 82 条及び前条の規定にかかわらず，第 78

条第 1項又は第 79 条第 1項の協定に基づき，不徴収とすることができる。 

3 科目等履修生のうち，教育公務員特例法(昭和 24 年法律第 1号)第 22 条第 2項又は第 3項の規定に基

づき本学に派遣された教育職員(以下「現職教育職員」という。)の入学料及び検定料については，前条

の規定にかかわらず，不徴収とすることができる。 

4  科目等履修生のうち，第 33 条の 2 第 2 項の規定に基づき大学院の授業科目を履修する者の授業料等

については，第 82 条及び前条の規定にかかわらず，不徴収とする。 

5 聴講生及び研究生のうち，現職教育職員の授業料等については，第 82条及び前条の規定にかかわら

ず，不徴収とすることができる。 

6 学長の承認に基づき現職のままで科目等履修生，聴講生又は研究生として入学した本学の附属学校教

員の授業料等については，第 82 条及び前条の規定にかかわらず，不徴収とする。 

7 外国人特別学生の授業料等については，学長が認めたときは，前条の規定にかかわらず，不徴収とす

ることができる。 

第 8章 教育職員免許状 

(教員の免許状授与の所要資格の取得) 

第 85 条 教員の免許状授与の所要資格を取得しようとする者は，教育職員免許法(昭和 24 年法律第 147

号)及び教育職員免許法施行規則(昭和 29 年文部省令第 26 号)に定める所要の単位を修得しなければな

らない。 

2 前項の規定により所要資格を取得できる教員の免許状の種類等については，関係の学部規則及び研究

科規則の定めるところによる。 

附 則 

(この間の附則は省略) 

 

附 則(令和 8年 3月 31 日) 

1 この規則は，令和 8年 4月 1日から施行する。 

2 医学研究科バイオメディカルサイエンス専攻，医科学専攻，医療創成工学専攻及び保健学研究科保健

学専攻は，改正後の第 4条第 1項の規定にかかわらず，令和 8年 3月 31 日に当該専攻に在学する者が

当該専攻に在学しなくなる日までの間，存続するものとする。 

3 令和 8年度から令和 13 年度までの医学部及び医学部医学科並びに全学部の入学定員及び総定員は，別

表の規定にかかわらず，附則別表第 1のとおりとする。 

4 令和 8年度から令和 10年度までの別表の改正規定により入学定員を改める専攻の総定員並びに修士課

程及び博士課程の総定員の合計は，改正後の別表の規定にかかわらず，附則別表第 2のとおりとする。 

 

附則別表第 1（附則第 3項関係） 

 

年度 区分 入学定員 総定員 

令和 8年度 

医学部 医学科 113 699 

計 288 1,369 

全学部合計 2,574 10,727 

令和 9年度 

医学部 医学科 100 687 

計 275 1,377 

全学部合計 2,561 10,758 

令和 10 年度 

医学部 医学科 100 675 

計 275 1,385 

全学部合計 2,561 10,789 

令和 11 年度 

医学部 医学科 100 663 

計 275 1,373 

全学部合計 2,561 10,777 

令和 12 年度 

医学部 医学科 100 651 

計 275 1,361 

全学部合計 2,561 10,765 

令和 13 年度 

医学部 医学科 100 638 

計 275 1,348 

全学部合計 2,561 10,752 

 

附則別表第 2（附則第 4項関係） 

 

年度 区分 

総定員 

修士 

課程 

博士課程 

前期 後期  

専攻別 専攻別 専攻別 専攻別 

令和 8年度 

医学研究科 

バイオメディカルサイエンス専攻 25    

医科学専攻    340 

医療創成工学専攻  15 16  

研究科計 25 15 16 340 

医学系研究科 

医科学専攻    120 

先進生命医科学系専攻  119   

医療創成工学専攻   8  

健康科学専攻   17  

未来社会医学専攻   5  

研究科計  119 30 120 

保健学研究科 保健学専攻  79 50  
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第 83 条 外国人で，第 10 条，第 56条，第 58 条又は第 59条の規定によらないで，外国人特別学生とし

て本学の学部又は大学院に入学を志願する者があるときは，教授会の議を経て許可する。 

2 前項の学生で，学部又は大学院の課程を修了した者には，第 49条又は第 71 条に定める学位を授与す

る。 

第 6章 特別の課程 

第 83 条の 2 本学の学生以外の者を対象として，法第 105 条に規定する特別の課程（以下「特別の課

程」という。）を編成することができる。 

2 特別の課程の編成及び実施に関し必要な事項は，別に定める。 

第 7章 授業料，入学料及び検定料の額 

(授業料，入学料及び検定料の額) 

第 84 条 本学の授業料，入学料及び検定料(以下「授業料等」という。)の額は，神戸大学における授業

料，入学料，検定料及び寄宿料の額に関する規程(平成 16 年 4 月 1 日制定)に定められた額とする。 

(授業料等の不徴収) 

第 84 条の 2 国費外国人留学生制度実施要項(昭和 29 年 3月 31 日文部大臣裁定)に基づく国費外国人留

学生の授業料等については，前条の規定にかかわらず，不徴収とする。 

2 特別聴講学生及び特別研究学生の授業料等については，第 82 条及び前条の規定にかかわらず，第 78

条第 1項又は第 79 条第 1項の協定に基づき，不徴収とすることができる。 

3 科目等履修生のうち，教育公務員特例法(昭和 24 年法律第 1号)第 22 条第 2項又は第 3項の規定に基

づき本学に派遣された教育職員(以下「現職教育職員」という。)の入学料及び検定料については，前条

の規定にかかわらず，不徴収とすることができる。 

4  科目等履修生のうち，第 33 条の 2 第 2 項の規定に基づき大学院の授業科目を履修する者の授業料等

については，第 82 条及び前条の規定にかかわらず，不徴収とする。 

5 聴講生及び研究生のうち，現職教育職員の授業料等については，第 82条及び前条の規定にかかわら

ず，不徴収とすることができる。 

6 学長の承認に基づき現職のままで科目等履修生，聴講生又は研究生として入学した本学の附属学校教

員の授業料等については，第 82 条及び前条の規定にかかわらず，不徴収とする。 

7 外国人特別学生の授業料等については，学長が認めたときは，前条の規定にかかわらず，不徴収とす

ることができる。 

第 8章 教育職員免許状 

(教員の免許状授与の所要資格の取得) 

第 85 条 教員の免許状授与の所要資格を取得しようとする者は，教育職員免許法(昭和 24 年法律第 147

号)及び教育職員免許法施行規則(昭和 29 年文部省令第 26 号)に定める所要の単位を修得しなければな

らない。 

2 前項の規定により所要資格を取得できる教員の免許状の種類等については，関係の学部規則及び研究

科規則の定めるところによる。 

附 則 

(この間の附則は省略) 

 

附 則(令和 8年 3月 31 日) 

1 この規則は，令和 8年 4月 1日から施行する。 

2 医学研究科バイオメディカルサイエンス専攻，医科学専攻，医療創成工学専攻及び保健学研究科保健

学専攻は，改正後の第 4条第 1項の規定にかかわらず，令和 8年 3月 31 日に当該専攻に在学する者が

当該専攻に在学しなくなる日までの間，存続するものとする。 

3 令和 8年度から令和 13 年度までの医学部及び医学部医学科並びに全学部の入学定員及び総定員は，別

表の規定にかかわらず，附則別表第 1 のとおりとする。 

4 令和 8年度から令和 10年度までの別表の改正規定により入学定員を改める専攻の総定員並びに修士課

程及び博士課程の総定員の合計は，改正後の別表の規定にかかわらず，附則別表第 2のとおりとする。 

 

附則別表第 1（附則第 3項関係） 

 

年度 区分 入学定員 総定員 

令和 8年度 

医学部 医学科 113 699 

計 288 1,369 

全学部合計 2,574 10,727 

令和 9年度 

医学部 医学科 100 687 

計 275 1,377 

全学部合計 2,561 10,758 

令和 10 年度 

医学部 医学科 100 675 

計 275 1,385 

全学部合計 2,561 10,789 

令和 11 年度 

医学部 医学科 100 663 

計 275 1,373 

全学部合計 2,561 10,777 

令和 12 年度 

医学部 医学科 100 651 

計 275 1,361 

全学部合計 2,561 10,765 

令和 13 年度 

医学部 医学科 100 638 

計 275 1,348 

全学部合計 2,561 10,752 

 

附則別表第 2（附則第 4項関係） 

 

年度 区分 

総定員 

修士 

課程 

博士課程 

前期 後期  

専攻別 専攻別 専攻別 専攻別 

令和 8年度 

医学研究科 

バイオメディカルサイエンス専攻 25    

医科学専攻    340 

医療創成工学専攻  15 16  

研究科計 25 15 16 340 

医学系研究科 

医科学専攻    120 

先進生命医科学系専攻  119   

医療創成工学専攻   8  

健康科学専攻   17  

未来社会医学専攻   5  

研究科計  119 30 120 

保健学研究科 保健学専攻  79 50  
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機械工学科 100 4 4 408 

応用化学科 103 3 3 418 

システム情報学部 システム情報学科 150 150   3 3 606 606 

農学部 食料環境システム学科 36 160 

    

学科共通 10 144 660 

資源生命科学科 55 10 220 

生命機能科学科 69 276 

海洋政策科学部 海洋政策科学科 200 200     10 10 820 820 

合計   2,561   5   135   10,739 

 

2 大学院 

区分 

入学定員 総定員 

修士課

程 

博士課程   専門職学

位課程 

修士課

程 

博士課程   専門職学

位課程 前期 後期   前期 後期   

専攻

別 
計 

専攻

別 
計 

専攻

別 
計 

専攻

別 
計 

専攻

別 
計 

専攻

別 
計 

専攻

別 
計 

専攻

別 
計 

専攻

別 
計 

専攻

別 
計 

人文学研究科 文化構造専攻   17 44 8 20       34 88 24 60     

社会動態専攻 27 12 54 36 

国際文化学研究科 文化相関専攻   18 47 6 15       36 94 18 45     

グローバル文化専攻 29 9 58 27 

人間発達環境学研

究科 

人間発達専攻   51 91 11 17       102 178 33 51     

(1 年履修コース) 4   4   

人間環境学専攻 36 6 72 18 

法学研究科 法学政治学専攻   37 37 18 18       74 74 54 54     

実務法律専攻   80 80     240 240 

経済学研究科 経済学専攻   83 83 20 20       166 166 60 60     

経営学研究科 経営学専攻   51 51 32 32       102 102 96 96     

現代経営学専攻   69 69     138 138 

理学研究科 数学専攻   22 122 4 27      44 244 12 81     

物理学専攻 24 5 48 15 

化学専攻 28 6 56 18 

生物学専攻 24 6 48 18 

惑星学専攻 24 6 48 18 

医学系研究科 医科学専攻      120 120       480 480  

先進生命医科学系専

攻 

 119 119       238 238     
 

医療創成工学専攻    8 8       24 24    

健康科学専攻    17 17       51 51    

未来社会医学専攻    5 5       15 15    

工学研究科 建築学専攻   64 316 8 42       128 632 24 126     

市民工学専攻 42 6 84 18 

電気電子工学専攻 64 8 128 24 

機械工学専攻 76 10 152 30 

応用化学専攻 70 10 140 30 

システム情報学研

究科 
システム情報学専攻   

103 103 12 12 
      

206 206 36 36 
    

農学研究科 食料共生システム学

専攻 

  28 132 5 23       56 264 15 69     

資源生命科学専攻 46 8 92 24 

生命機能科学専攻 58 10 116 30 

海事科学研究科 海事科学専攻   75 75 11 11       150 150 33 33     

国際協力研究科 国際開発政策専攻   26 70 8 23       52 140 24 69     

国際協力政策専攻 22 7 44 21 

地域協力政策専攻 22 8 44 24 

科学技術イノベー

ション研究科 

科学技術イノベーシ

ョン専攻 
  40 40 10 10       80 80 30 30         

合計  1,330 300 120 149 50 2,656 900 480 378 

農学研究科 

食料共生システム学専攻  54   

資源生命科学専攻  88   

生命機能科学専攻  110   

研究科計  252   

全博士課程合計  25 2,619 906 460 

令和 9年度 

医学研究科 

医科学専攻    240 

医療創成工学専攻   8  

研究科計   8 240 

医学系研究科 

医科学専攻    240 

医療創成工学専攻   16  

健康科学専攻   34  

未来社会医学専攻   10  

研究科計   60 240 

保健学研究科 保健学専攻   25  

全博士課程合計    903 480 

令和 10 年度 
医学研究科 

医科学専攻    120 

研究科計    120 

医学系研究科 
医科学専攻    360 

研究科計    360 

全博士課程合計     480 

 

別表 

収容定員 

1 学部 

区分 
入学定員 2 年次編入学定員 3 年次編入学定員 総定員 

学科別 計 学科別  計 学科別 計 学科別 計 

文学部 人文学科 100 100         400 400 

国際人間科学部 グローバル文化学科 140 370 

  

   560 1,490 

発達コミュニティ学科 100 

 

2 2 404 

環境共生学科 80 3 3 326 

子ども教育学科 50   200 

法学部 法律学科 180 180     20 20 760 760 

経済学部 経済学科 270 270     20 20 1,120 1,120 

経営学部 経営学科 260 260     20 20 1,080 1,080 

理学部 数学科 28 153 

    

学科共通 25 112 662 

物理学科 35 25 140 

化学科 30 120 

生物学科 25 100 

惑星学科 35 140 

医学部 医学科 100 275 5 5    625 1,335 

医療創成工学科 25  5 5 110 

保健学科 看護学専攻 70     600 

検査技術科学専攻 40     

理学療法学専攻 20     

作業療法学専攻 20     

工学部 建築学科 90 443 

    

3 3 366 1,806 

市民工学科 60 3 3 246 

電気電子工学科 90 4 4 368 
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機械工学科 100 4 4 408 

応用化学科 103 3 3 418 

システム情報学部 システム情報学科 150 150   3 3 606 606 

農学部 食料環境システム学科 36 160 

    

学科共通 10 144 660 

資源生命科学科 55 10 220 

生命機能科学科 69 276 

海洋政策科学部 海洋政策科学科 200 200     10 10 820 820 

合計   2,561   5   135   10,739 

 

2 大学院 

区分 

入学定員 総定員 

修士課

程 

博士課程   専門職学

位課程 

修士課

程 

博士課程   専門職学

位課程 前期 後期   前期 後期   

専攻

別 
計 

専攻

別 
計 

専攻

別 
計 

専攻

別 
計 

専攻

別 
計 

専攻

別 
計 

専攻

別 
計 

専攻

別 
計 

専攻

別 
計 

専攻

別 
計 

人文学研究科 文化構造専攻   17 44 8 20       34 88 24 60     

社会動態専攻 27 12 54 36 

国際文化学研究科 文化相関専攻   18 47 6 15       36 94 18 45     

グローバル文化専攻 29 9 58 27 

人間発達環境学研

究科 

人間発達専攻   51 91 11 17       102 178 33 51     

(1 年履修コース) 4   4   

人間環境学専攻 36 6 72 18 

法学研究科 法学政治学専攻   37 37 18 18       74 74 54 54     

実務法律専攻   80 80     240 240 

経済学研究科 経済学専攻   83 83 20 20       166 166 60 60     

経営学研究科 経営学専攻   51 51 32 32       102 102 96 96     

現代経営学専攻   69 69     138 138 

理学研究科 数学専攻   22 122 4 27      44 244 12 81     

物理学専攻 24 5 48 15 

化学専攻 28 6 56 18 

生物学専攻 24 6 48 18 

惑星学専攻 24 6 48 18 

医学系研究科 医科学専攻      120 120       480 480  

先進生命医科学系専

攻 

 119 119       238 238     
 

医療創成工学専攻    8 8       24 24    

健康科学専攻    17 17       51 51    

未来社会医学専攻    5 5       15 15    

工学研究科 建築学専攻   64 316 8 42       128 632 24 126     

市民工学専攻 42 6 84 18 

電気電子工学専攻 64 8 128 24 

機械工学専攻 76 10 152 30 

応用化学専攻 70 10 140 30 

システム情報学研

究科 
システム情報学専攻   

103 103 12 12 
      

206 206 36 36 
    

農学研究科 食料共生システム学

専攻 

  28 132 5 23       56 264 15 69     

資源生命科学専攻 46 8 92 24 

生命機能科学専攻 58 10 116 30 

海事科学研究科 海事科学専攻   75 75 11 11       150 150 33 33     

国際協力研究科 国際開発政策専攻   26 70 8 23       52 140 24 69     

国際協力政策専攻 22 7 44 21 

地域協力政策専攻 22 8 44 24 

科学技術イノベー

ション研究科 

科学技術イノベーシ

ョン専攻 
  40 40 10 10       80 80 30 30         

合計  1,330 300 120 149 50 2,656 900 480 378 

農学研究科 

食料共生システム学専攻  54   

資源生命科学専攻  88   

生命機能科学専攻  110   

研究科計  252   

全博士課程合計  25 2,619 906 460 

令和 9年度 

医学研究科 

医科学専攻    240 

医療創成工学専攻   8  

研究科計   8 240 

医学系研究科 

医科学専攻    240 

医療創成工学専攻   16  

健康科学専攻   34  

未来社会医学専攻   10  

研究科計   60 240 

保健学研究科 保健学専攻   25  

全博士課程合計    903 480 

令和 10 年度 
医学研究科 

医科学専攻    120 

研究科計    120 

医学系研究科 
医科学専攻    360 

研究科計    360 

全博士課程合計     480 

 

別表 

収容定員 

1 学部 

区分 
入学定員 2 年次編入学定員 3 年次編入学定員 総定員 

学科別 計 学科別  計 学科別 計 学科別 計 

文学部 人文学科 100 100         400 400 

国際人間科学部 グローバル文化学科 140 370 

  

   560 1,490 

発達コミュニティ学科 100 

 

2 2 404 

環境共生学科 80 3 3 326 

子ども教育学科 50   200 

法学部 法律学科 180 180     20 20 760 760 

経済学部 経済学科 270 270     20 20 1,120 1,120 

経営学部 経営学科 260 260     20 20 1,080 1,080 

理学部 数学科 28 153 

    

学科共通 25 112 662 

物理学科 35 25 140 

化学科 30 120 

生物学科 25 100 

惑星学科 35 140 

医学部 医学科 100 275 5 5    625 1,335 

医療創成工学科 25  5 5 110 

保健学科 看護学専攻 70     600 

検査技術科学専攻 40     

理学療法学専攻 20     

作業療法学専攻 20     

工学部 建築学科 90 443 

    

3 3 366 1,806 

市民工学科 60 3 3 246 

電気電子工学科 90 4 4 368 
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２．神戸大学共通細則 
 

（平成 16 年 4 月 1 日制定） 

最終改正 令和 7 年 11 月 27 日 

 

(入学志願) 

第 1 条 入学志願者は，所定の期日までに次の書類を提出しなければならない。 

   入学願書 

   出身学校長の調査書又はこれに代わる書類 

   写真 

   その他の書類 

(合否の判定) 

第 2 条 入学試験の合否の判定は，学力試験及び出身学校長の調査書又はこれに代わる書類の成績

等を総合して行う。 

(宣 誓) 

第 3 条 入学者は，次の誓詞により学長に対し宣誓書を提出しなければならない。  

  私は，神戸大学の学生として学業に励み，本学の規律を守ることを誓います。 

(成 績) 

第 4 条 授業科目の成績は，100 点を満点として次の区分により評価し，秀，優，良及び可を合格，

不可を不合格とする。 

  秀（90 点以上） 

  優（80 点以上 90 点未満） 

  良（70 点以上 80 点未満） 

  可（60 点以上 70 点未満） 

  不可（60 点未満） 

2 秀，優，良，可及び不可の評価基準は，次の各号のとおりとする。 

 (1) 秀 学修の目標を達成し，特に優れた成果を収めている。 

 (2) 優 学修の目標を達成し，優れた成果を収めている。 

 (3) 良 学修の目標を達成し，良好な成果を収めている。 

 (4) 可 学修の目標を達成している。 

 (5) 不可 学修の目標を達成していない。 

(学生証) 

第 5 条 学生は，学生証の交付を受け，これを携行し本学職員の請求があったときは，いつでも，

これを提示しなければならない。 

2 学生証は，入学したときに学長が発行する。 

3 学生証を携帯しない場合には，教室，研究室，図書館その他学内施設の利用を許さないことがあ

る。 

4 学生証を紛失したとき若しくは使用に耐えなくなったとき，又は休学等によりその有効期間が

経過したときは，速やかに発行者に届け出て再交付を受けなければならない。 

5 学生は，卒業，退学等により学籍を離れた場合は，速やかに学生証を発行者に返納しなければな

らない。 

6 学生証の再交付手続き及び返納は，学生の所属学部又は研究科において行うものとする。 

(欠席届) 

第 6 条 学生が，2 週間以上欠席するときは，理由を具し，欠席届を学部長又は研究科長に提出し

なければならない。 

(学生登録票) 

第 7 条 学生は，入学したときは，速やかに学生登録票を学部長又は研究科長に提出しなければな

らない。 

(身上異動・住所変更届) 

第 8 条 学生は，改姓，改名等，身上に異動があったとき，又は住所(保護者等の住所等を含む。)

を変更したときは，速やかに身上異動・住所変更届を学部長又は研究科長に提出しなければなら

ない。 

第 9 条 大学院における入学志願及び合否の判定については，第 1 条及び第 2 条の規定にかかわら

ず，各研究科において定めるものとする。 

2 大学院における授業科目の成績については，第 4 条に定めるもののほか，必要があると認めると

きは，各研究科において定めることができる。 

(健康診断) 

第 10 条 学生は，毎年本学で行う健康診断を受けなければならない。 

(様 式) 

第 11 条 諸願届等の様式は，別紙様式のとおりとする。ただし，インターネットを利用した登録

に係る入力項目等については，別紙様式に準じて別に定める。 

 

    附 則 

（この間の附則は省略） 

 

    附 則(令和 7 年 11 月 27 日) 

この細則は，令和 7 年 12 月 1 日から施行する。 

 

 

様式 1 号（入学許可書） 省略 

様式 2 号（宣誓書） 省略 
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２．神戸大学共通細則 
 

（平成 16 年 4 月 1 日制定） 

最終改正 令和 7 年 11 月 27 日 

 

(入学志願) 

第 1 条 入学志願者は，所定の期日までに次の書類を提出しなければならない。 

   入学願書 

   出身学校長の調査書又はこれに代わる書類 

   写真 

   その他の書類 

(合否の判定) 

第 2 条 入学試験の合否の判定は，学力試験及び出身学校長の調査書又はこれに代わる書類の成績

等を総合して行う。 

(宣 誓) 

第 3 条 入学者は，次の誓詞により学長に対し宣誓書を提出しなければならない。  

  私は，神戸大学の学生として学業に励み，本学の規律を守ることを誓います。 

(成 績) 

第 4 条 授業科目の成績は，100 点を満点として次の区分により評価し，秀，優，良及び可を合格，

不可を不合格とする。 

  秀（90 点以上） 

  優（80 点以上 90 点未満） 

  良（70 点以上 80 点未満） 

  可（60 点以上 70 点未満） 

  不可（60 点未満） 

2 秀，優，良，可及び不可の評価基準は，次の各号のとおりとする。 

 (1) 秀 学修の目標を達成し，特に優れた成果を収めている。 

 (2) 優 学修の目標を達成し，優れた成果を収めている。 

 (3) 良 学修の目標を達成し，良好な成果を収めている。 

 (4) 可 学修の目標を達成している。 

 (5) 不可 学修の目標を達成していない。 

(学生証) 

第 5 条 学生は，学生証の交付を受け，これを携行し本学職員の請求があったときは，いつでも，

これを提示しなければならない。 

2 学生証は，入学したときに学長が発行する。 

3 学生証を携帯しない場合には，教室，研究室，図書館その他学内施設の利用を許さないことがあ

る。 

4 学生証を紛失したとき若しくは使用に耐えなくなったとき，又は休学等によりその有効期間が

経過したときは，速やかに発行者に届け出て再交付を受けなければならない。 

5 学生は，卒業，退学等により学籍を離れた場合は，速やかに学生証を発行者に返納しなければな

らない。 

6 学生証の再交付手続き及び返納は，学生の所属学部又は研究科において行うものとする。 

(欠席届) 

第 6 条 学生が，2 週間以上欠席するときは，理由を具し，欠席届を学部長又は研究科長に提出し

なければならない。 

(学生登録票) 

第 7 条 学生は，入学したときは，速やかに学生登録票を学部長又は研究科長に提出しなければな

らない。 

(身上異動・住所変更届) 

第 8 条 学生は，改姓，改名等，身上に異動があったとき，又は住所(保護者等の住所等を含む。)

を変更したときは，速やかに身上異動・住所変更届を学部長又は研究科長に提出しなければなら

ない。 

第 9 条 大学院における入学志願及び合否の判定については，第 1 条及び第 2 条の規定にかかわら

ず，各研究科において定めるものとする。 

2 大学院における授業科目の成績については，第 4 条に定めるもののほか，必要があると認めると

きは，各研究科において定めることができる。 

(健康診断) 

第 10 条 学生は，毎年本学で行う健康診断を受けなければならない。 

(様 式) 

第 11 条 諸願届等の様式は，別紙様式のとおりとする。ただし，インターネットを利用した登録

に係る入力項目等については，別紙様式に準じて別に定める。 

 

    附 則 

（この間の附則は省略） 

 

    附 則(令和 7 年 11 月 27 日) 

この細則は，令和 7 年 12 月 1 日から施行する。 

 

 

様式 1 号（入学許可書） 省略 

様式 2 号（宣誓書） 省略 
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別紙 

 

 様式第3号                   様式第4号 

 
         年  月  日  

神戸大学  殿 

                               学部  

学科  

   学籍番号        番  

住 所           

氏 名           

 

休 学 願 

 

下記のとおり休学したいので御許可願います｡ 

 

記 

 

1 理 由 

 

2 期 間   自  年  月  日 

         至  年  月  日 

 

 

                           

 注 病気の場合は診断書添付のこと｡A4(297mm×210mm)   注 病気の場合は健康診断書(復学意見書)添付のこと｡ 

                                  A4(297mm×210mm)                 

 

 

 様式第5号                   様式第7号         

                          

 注 病気の場合は診断書添付のこと｡A4(297mm×210mm)    注 疾病の場合は診断書添付のこと｡A4(297mm×210mm)

                                                      

 
         年  月  日  

神戸大学  殿 

                               学部  

学科  

学籍番号        番  

住 所           

氏 名           

 

復 学 願 

 

下記のとおり復学したいので御許可願います｡ 

 

記 

 

1 理 由  

 

2 復学年月日     年  月  日 

 

 

 

 

年  月  日  

神戸大学  殿 

                               学部  

学科  

   学籍番号        番  

住 所           

氏 名           

 

退 学 願 

 

下記のとおり退学したいので御許可願います｡ 

 

記 

 

1 理 由 

 

2 退学年月日     年  月  日 

 

年  月  日  

神戸大学  殿 

                               学部  

学科  

   学籍番号        番  

住 所           

氏 名           

 

欠 席 届 

 

下記のとおり欠席しますからお届けします｡ 

 

記 

 

1 理 由 

 

2 期 間   自  年  月  日 

         至  年  月  日 

様式第8号 

学 生 登 録 票 
  年  月  日提出 

学 部 

学 科 

20  (令和  )年  月  日入学・進学 学籍番号         
 

フ リ ガ ナ                

研究科 

課 程 

専 攻 

左詰で記入してください。(姓と名の間は1マス空け，濁音・半濁音文字は1マスに記入) 

ロ ー マ 字 
                    

                    
 

左詰で記入してください。(姓の全て及び名の頭文字は大文字とし，姓と名の間は1マス空けて記入) 

氏  名 
                          

 

戸籍どおり楷書で記入してください。(学籍及び学位記の字体として使用) 外国籍 指導教員（該当者のみ）  

生年月日      (     )年  月  日生 

 

現 住 所 
（入学後の住所） 

                 Eﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ  

自宅・下宿・寮・その他(   ) 携帯 

ＰＣ 

       ＠ 
  

〒
  

   －     
 

       ＠ 

大学が付与するアドレス以外を記入してください。 

住  所 
都道 

府県   

〔固定電話〕      －     －     
 

 

※留学生のみ○を入れてください。 

単身 ・ 夫婦 ・ 家族 
〔携帯電話〕      －     －     

 

本人の勤務先等 
(該 当 者 の み) 

名称               電話 
                 

  
     －     －     

 

 

履

歴 

学 歴 

  年  月  立         高等学校卒業        

・   

・   

・   

認定試験等 ・ 高等学校卒業程度認定試験，大学入学資格検定試験   年度 合格 

職 歴

そ の 他 

 ． ～  ．   

 ． ～  ．   

保護者等の住所
等  

※学生本人が 

独立生計者の場 

合は，世帯主の 

氏名・住所等を 

記入してくださ 

い。 

フリガナ                
 

左詰で記入してください。(姓と名の間は1マス空け，濁音・半濁音文字は1マスに記入)  

氏 名                       
本人との続柄(    ) 

 〒    －     
 

住 所 
都道 

府県 
 

〔固定電話〕      －     －     
 

〔携帯電話〕      －     －     
 

緊急時の連絡先 
※該当する□に 

チェックしてく

ださい。 

 □ 上記（保護者等の住所等）と同じ。（以下の記入不要） 

 □ 上記（保護者等の住所等）以外の連絡先がある。（以下に記入） 

  氏  名
フ リ ガ ナ

                   本人との続柄（      ） 

〔固定電話〕      －     －     
 

□ 勤務先 
□ 自宅 

〔携帯電話〕      －     －     
 

 

注 1 本人の氏名，生年月日は戸籍どおり(外国人は住民票どおり)正確に記入してください。 
  2 高校卒業後の学歴を有する者は，最終出身学校名・学部・学科等(中退を含む。)まで記入してください。 
    3 在学中に，改姓・改名，現住所変更，保護者等の住所変更等があった場合は，速やかに身上異動・住所変更届を，

所属学部又は研究科の担当係に提出してください。 
4 この学生登録票に記載された個人情報については，個人情報保護法等を遵守の上，適切に取り扱うこととし，在学
中において，授業料関係書類の送付，広報誌等資料の送付など本学から連絡(発信)する場合のほか，教学上の名簿
作成，修学指導，大学運営や教育活動のために利用します。また，個人が特定されない形で学術研究のために提供
することがあります。 

昭和 

平成 

19 

20 

34



別紙 

 

 様式第3号                   様式第4号 

 
         年  月  日  

神戸大学  殿 

                               学部  

学科  

   学籍番号        番  

住 所           

氏 名           

 

休 学 願 

 

下記のとおり休学したいので御許可願います｡ 

 

記 

 

1 理 由 

 

2 期 間   自  年  月  日 

         至  年  月  日 

 

 

                           

 注 病気の場合は診断書添付のこと｡A4(297mm×210mm)   注 病気の場合は健康診断書(復学意見書)添付のこと｡ 

                                  A4(297mm×210mm)                 

 

 

 様式第5号                   様式第7号         

                          

 注 病気の場合は診断書添付のこと｡A4(297mm×210mm)    注 疾病の場合は診断書添付のこと｡A4(297mm×210mm)

                                                      

 
         年  月  日  

神戸大学  殿 

                               学部  

学科  

学籍番号        番  

住 所           

氏 名           

 

復 学 願 

 

下記のとおり復学したいので御許可願います｡ 

 

記 

 

1 理 由  

 

2 復学年月日     年  月  日 

 

 

 

 

年  月  日  

神戸大学  殿 

                               学部  

学科  

   学籍番号        番  

住 所           

氏 名           

 

退 学 願 

 

下記のとおり退学したいので御許可願います｡ 

 

記 

 

1 理 由 

 

2 退学年月日     年  月  日 

 

年  月  日  

神戸大学  殿 

                               学部  

学科  

   学籍番号        番  

住 所           

氏 名           

 

欠 席 届 

 

下記のとおり欠席しますからお届けします｡ 

 

記 

 

1 理 由 

 

2 期 間   自  年  月  日 

         至  年  月  日 

様式第8号 

学 生 登 録 票 
  年  月  日提出 

学 部 

学 科 

20  (令和  )年  月  日入学・進学 学籍番号         
 

フ リ ガ ナ                

研究科 

課 程 

専 攻 

左詰で記入してください。(姓と名の間は1マス空け，濁音・半濁音文字は1マスに記入) 

ロ ー マ 字 
                    

                    
 

左詰で記入してください。(姓の全て及び名の頭文字は大文字とし，姓と名の間は1マス空けて記入) 

氏  名 
                          

 

戸籍どおり楷書で記入してください。(学籍及び学位記の字体として使用) 外国籍 指導教員（該当者のみ）  

生年月日      (     )年  月  日生 

 

現 住 所 
（入学後の住所） 

                 Eﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ  

自宅・下宿・寮・その他(   ) 携帯 

ＰＣ 

       ＠ 
  

〒
  

   －     
 

       ＠ 

大学が付与するアドレス以外を記入してください。 

住  所 
都道 

府県   

〔固定電話〕      －     －     
 

 

※留学生のみ○を入れてください。 

単身 ・ 夫婦 ・ 家族 
〔携帯電話〕      －     －     

 

本人の勤務先等 
(該 当 者 の み) 

名称               電話 
                 

  
     －     －     

 

 

履

歴 

学 歴 

  年  月  立         高等学校卒業        

・   

・   

・   

認定試験等 ・ 高等学校卒業程度認定試験，大学入学資格検定試験   年度 合格 

職 歴

そ の 他 

 ． ～  ．   

 ． ～  ．   

保護者等の住所
等  

※学生本人が 

独立生計者の場 

合は，世帯主の 

氏名・住所等を 

記入してくださ 

い。 

フリガナ                
 

左詰で記入してください。(姓と名の間は1マス空け，濁音・半濁音文字は1マスに記入)  

氏 名                       
本人との続柄(    ) 

 〒    －     
 

住 所 
都道 

府県 
 

〔固定電話〕      －     －     
 

〔携帯電話〕      －     －     
 

緊急時の連絡先 
※該当する□に 

チェックしてく

ださい。 

 □ 上記（保護者等の住所等）と同じ。（以下の記入不要） 

 □ 上記（保護者等の住所等）以外の連絡先がある。（以下に記入） 

  氏  名
フ リ ガ ナ

                   本人との続柄（      ） 

〔固定電話〕      －     －     
 

□ 勤務先 
□ 自宅 

〔携帯電話〕      －     －     
 

 

注 1 本人の氏名，生年月日は戸籍どおり(外国人は住民票どおり)正確に記入してください。 
  2 高校卒業後の学歴を有する者は，最終出身学校名・学部・学科等(中退を含む。)まで記入してください。 
    3 在学中に，改姓・改名，現住所変更，保護者等の住所変更等があった場合は，速やかに身上異動・住所変更届を，

所属学部又は研究科の担当係に提出してください。 
4 この学生登録票に記載された個人情報については，個人情報保護法等を遵守の上，適切に取り扱うこととし，在学

中において，授業料関係書類の送付，広報誌等資料の送付など本学から連絡(発信)する場合のほか，教学上の名簿
作成，修学指導，大学運営や教育活動のために利用します。また，個人が特定されない形で学術研究のために提供
することがあります。 

昭和 

平成 

19 

20 

35



様式第9号 

身 上 異 動 ・ 住 所 変 更 届 

  年  月  日届出 
神戸大学      学 部 長 殿 

研究科長 殿 

学 部 学 科 課 程 

研究科 専 攻 課 程 

 学籍番号 

 

 

フリガナ 

氏 名 

戸籍どおり楷書で記入してください。(学籍及び学位記の字体として使用) 

下記のとおり身上異動・住所変更等がありましたのでお届けします。 

記 

□改姓 □改名 □現住所等変更 □保護者等の住所等変更 □その他の変更(        ) 

(以下は，変更した事項のみ記入してください。) 

身 上 異 動 

(改姓，改名等) 

現 住 所 

 

ローマ字                       
                    

左詰めで記入してください。(姓の全て及び名の頭文字は大文字とし，姓と
名の間は1マス空けて記入) 

新 異動年月日    年  月  日 

※証明書類を必ず添付してください。 旧 

自宅・学生寮・その他(     ) Eメールアドレス（□携帯 □ＰＣ） 

      ＠ 

大学が付与するアドレス以外を記

入してください。 
郵便番号     － 

住  所 
都道 

府県 

〔固定電話〕    －     － 
※留学生のみ○を入れてください。 

単身 ・ 夫婦 ・ 家族 
〔携帯電話〕    －     － 

本人の勤務先等 

(該当者のみ) 

勤務先名                          

  電話      －     －      

保護者等の住所等  

※ 学生本人が独
立生計者の場合
は，世帯主の氏
名・住所等を記
入 し て く だ さ
い。 

フリガナ 

氏 名 
本人との続柄 

郵便番号 

   － 

〔固定電話〕    －     － 

〔携帯電話〕    －     － 

住

所 
都道 

府県 

緊急時の連絡先 

 

□ 保護者等の住所等と同じ。（以下の記入不要） 

□ 保護者等の住所等以外の連絡先がある。（以下に記入） 

フリガナ 
氏 名 

本人との続柄 

〔固定電話〕      －     － 
□ 勤務先 

□ 自宅 

〔携帯電話〕      －     － 

注 この身上異動・住所変更届に記載された個人情報については，個人情報保護法等を遵守の上，適切に取り扱うこ

ととし，在学中において，授業料関係書類の送付，広報誌等資料の送付など本学から連絡(発信)する場合のほか，

教学上の名簿作成，修学指導，大学運営や教育活動のために利用します。また，個人が特定されない形で学術研究

のために提供することがあります。 

３．神戸大学学生表彰規程 
 

（平成 17 年 2 月 17 日制定） 

最終改正 令和 8 年 3 月 日 

 

（趣旨) 

第 1 条 この規程は，神戸大学教学規則(平成 16 年 4 月 1 日制定)第 55 条第 2 項の規定に基づき，

神戸大学(以下「本学」という。)の学生及び学生団体の表彰に関し必要な事項を定めるものとす

る。 

 (表彰の基準) 

第 2 条 表彰は，学生及び学生団体のうち，次の各号のいずれかに該当するものについて行うもの

とする。 

 (1) 学術研究活動において，次のいずれかに該当すると認められるもの 

  イ 国際的規模又は全国的規模の学会から賞を受けたもの 

  ロ その他これらに準ずる学会等から高い評価を受けたもの 

 (2) 本学公認課外活動団体の活動において，次のいずれかに該当すると認められるもの 

イ 国際的規模の競技会，公演会，展覧会等(以下「競技会等」という。)において優秀な成績   

を修め，又は高い評価を受けたもの 

  ロ 全国的又は地区的規模の競技会等において優秀な成績を修めたもの 

  ハ 公的機関等から表彰を受ける等高い評価を受けたもの 

  ニ 卒業年度に当たる者で，在学中の課外活動において特に顕著な功労があったもの 

 (3) 社会活動において，次のいずれかに該当すると認められるもの 

  イ ボランティア活動等において，公的機関等から表彰を受ける等社会的に特に高い評価を受

   けたもの 

  ロ 人命救助，犯罪防止，災害救助等に貢献したことにより，公的機関等から表彰を受ける等

   社会的に特に高い評価を受けたもの 

  ハ その他社会活動において特に高い評価を受けたもの 

 (4) 前各号に掲げるもののほか，特に優れた業績，功績等があったと認められるもの 

（表彰候補者の推薦) 

第 3 条 各学部長，各研究科長，各課外活動団体の顧問教員等は，前条各号のいずれかに該当する

と認められる学生又は学生団体(以下「表彰候補者」という。)がある場合は，別記様式第 1 によ

り学長に推薦するものとする。 

  (被表彰者の選考及び決定) 

第 4 条 学長は，前条の規定に基づき推薦された表彰候補者について，高等教育推進機構全学教育

協議会の議を経て，表彰される者(以下「被表彰者」という。)を決定する。 

（表彰の方法) 

第 5 条 表彰は，学長が別記様式第 2 の表彰状を授与することにより行う。 

2 前項の表彰状に添えて，記念品を贈呈することができる。 

（表彰の時期) 
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様式第9号 

身 上 異 動 ・ 住 所 変 更 届 

  年  月  日届出 
神戸大学      学 部 長 殿 

研究科長 殿 

学 部 学 科 課 程 

研究科 専 攻 課 程 

 学籍番号 

 

 

フリガナ 

氏 名 

戸籍どおり楷書で記入してください。(学籍及び学位記の字体として使用) 

下記のとおり身上異動・住所変更等がありましたのでお届けします。 

記 

□改姓 □改名 □現住所等変更 □保護者等の住所等変更 □その他の変更(        ) 

(以下は，変更した事項のみ記入してください。) 

身 上 異 動 

(改姓，改名等) 

現 住 所 

 

ローマ字                       
                    

左詰めで記入してください。(姓の全て及び名の頭文字は大文字とし，姓と
名の間は1マス空けて記入) 

新 異動年月日    年  月  日 

※証明書類を必ず添付してください。 旧 

自宅・学生寮・その他(     ) Eメールアドレス（□携帯 □ＰＣ） 

      ＠ 

大学が付与するアドレス以外を記

入してください。 
郵便番号     － 

住  所 
都道 

府県 

〔固定電話〕    －     － 
※留学生のみ○を入れてください。 

単身 ・ 夫婦 ・ 家族 
〔携帯電話〕    －     － 

本人の勤務先等 

(該当者のみ) 

勤務先名                          

  電話      －     －      

保護者等の住所等  

※ 学生本人が独
立生計者の場合
は，世帯主の氏
名・住所等を記
入 し て く だ さ
い。 

フリガナ 

氏 名 
本人との続柄 

郵便番号 

   － 

〔固定電話〕    －     － 

〔携帯電話〕    －     － 

住

所 
都道 

府県 

緊急時の連絡先 

 

□ 保護者等の住所等と同じ。（以下の記入不要） 

□ 保護者等の住所等以外の連絡先がある。（以下に記入） 

フリガナ 
氏 名 

本人との続柄 

〔固定電話〕      －     － 
□ 勤務先 

□ 自宅 

〔携帯電話〕      －     － 

注 この身上異動・住所変更届に記載された個人情報については，個人情報保護法等を遵守の上，適切に取り扱うこ

ととし，在学中において，授業料関係書類の送付，広報誌等資料の送付など本学から連絡(発信)する場合のほか，

教学上の名簿作成，修学指導，大学運営や教育活動のために利用します。また，個人が特定されない形で学術研究

のために提供することがあります。 

３．神戸大学学生表彰規程 
 

（平成 17 年 2 月 17 日制定） 

最終改正 令和 8 年 3 月 31 日 

 

（趣旨) 

第 1 条 この規程は，神戸大学教学規則(平成 16 年 4 月 1 日制定)第 55 条第 2 項の規定に基づき，

神戸大学(以下「本学」という。)の学生及び学生団体の表彰に関し必要な事項を定めるものとす

る。 

 (表彰の基準) 

第 2 条 表彰は，学生及び学生団体のうち，次の各号のいずれかに該当するものについて行うもの

とする。 

 (1) 学術研究活動において，次のいずれかに該当すると認められるもの 

  イ 国際的規模又は全国的規模の学会から賞を受けたもの 

  ロ その他これらに準ずる学会等から高い評価を受けたもの 

 (2) 本学公認課外活動団体の活動において，次のいずれかに該当すると認められるもの 

イ 国際的規模の競技会，公演会，展覧会等(以下「競技会等」という。)において優秀な成績   

を修め，又は高い評価を受けたもの 

  ロ 全国的又は地区的規模の競技会等において優秀な成績を修めたもの 

  ハ 公的機関等から表彰を受ける等高い評価を受けたもの 

  ニ 卒業年度に当たる者で，在学中の課外活動において特に顕著な功労があったもの 

 (3) 社会活動において，次のいずれかに該当すると認められるもの 

  イ ボランティア活動等において，公的機関等から表彰を受ける等社会的に特に高い評価を受

   けたもの 

  ロ 人命救助，犯罪防止，災害救助等に貢献したことにより，公的機関等から表彰を受ける等

   社会的に特に高い評価を受けたもの 

  ハ その他社会活動において特に高い評価を受けたもの 

 (4) 前各号に掲げるもののほか，特に優れた業績，功績等があったと認められるもの 

（表彰候補者の推薦) 

第 3 条 各学部長，各研究科長，各課外活動団体の顧問教員等は，前条各号のいずれかに該当する

と認められる学生又は学生団体(以下「表彰候補者」という。)がある場合は，別記様式第 1 によ

り学長に推薦するものとする。 

  (被表彰者の選考及び決定) 

第 4 条 学長は，前条の規定に基づき推薦された表彰候補者について，高等教育推進機構全学教育

協議会の議を経て，表彰される者(以下「被表彰者」という。)を決定する。 

（表彰の方法) 

第 5 条 表彰は，学長が別記様式第 2 の表彰状を授与することにより行う。 

2 前項の表彰状に添えて，記念品を贈呈することができる。 

（表彰の時期) 
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第 6条 表彰は，被表彰者が決定された後，速やかに行うものとする。ただし，第 2 条第 2 号に該

当する表彰については，原則として毎年 3 月に行うものとする。 

（事務) 

第 7 条 表彰に関する事務は，学務部学生支援課において処理する。 

（雑則) 

第 8 条 この規程に定めるもののほか，学生及び学生団体の表彰の実施に関し必要な事項は，別に

定める。 

 

     附 則 

（この間の附則は省略） 

 

    附 則(令和 8 年 3 月 31 日) 

 この規程は，令和 8 年 4 月 1 日から施行する。 

 

４．神戸大学学生懲戒規則 
 

（平成 16年 4月 1日制定） 

最終改正 令和 8年 3月 31 日 

 

(趣旨) 

第 1条 この規則は，神戸大学教学規則(平成 16年 4月 1日制定)第 55条の 2(第 72 条において準用

する場合を含む。)に規定する学生の懲戒について必要な事項を定めるものとする。 

(定義) 

第 2条 この規則において，「部局等」とは，学部，研究科その他学生の所属する組織をいう。 

(学生懲戒の基本的な考え方) 

第 3条 懲戒は，学生による事件事故等に係る行為の悪質性，結果の重大性等を踏まえ，教育的指導

の観点から慎重かつ総合的に勘案して決定するものとする。 

(懲戒の対象となる行為) 

第 4条 懲戒の対象となりうる行為は，次の行為とする。 

(1) 刑罰法令に触れる行為 

(2) 本学の教育・研究活動及び管理運営に対する重大な妨害行為 

(3) 本学の名誉・信用を著しく失墜させる行為 

(4) その他前各号に準ずる不適切な行為 

(試験等における不正行為) 

第 5条 試験等において不正行為を行った場合の取扱いについては，高等教育推進機構教養教育院及

び部局等の定めるところによる。ただし，当該行為が懲戒の対象となりうる行為と判断された場合

にこの規則を適用することを妨げない。 

(懲戒の内容) 

第 6条 懲戒の内容は，次のとおりとする。 

(1) 訓告 文書により注意を与え，将来を戒めること。 

(2) 停学 次のとおり登校を停止させること。 

イ 有期の停学 期限を付すもの 

ロ 無期の停学 期限を付さず，指導による効果等の状況を勘案しながらその解除の時期を決定す

るもの 

(3) 懲戒退学 命令により退学させ，再入学を認めないこと。 

(停学期間中の措置) 

第 7条 停学期間中における次に掲げる事項は，認めない。 

(1) 授業科目の履修及び定期試験の受験 

(2) 学位論文審査の受審 

(3) 本学の施設及び設備の利用 

(4) 課外活動団体での活動 

2 前項の規定にかかわらず，次に掲げる事項については，停学期間中であっても認めるものとす

る。 

(1) 停学期間終了後の授業科目履修及び学位論文審査受審のために必要な手続 
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第 6条 表彰は，被表彰者が決定された後，速やかに行うものとする。ただし，第 2 条第 2 号に該

当する表彰については，原則として毎年 3 月に行うものとする。 

（事務) 

第 7 条 表彰に関する事務は，学務部学生支援課において処理する。 

（雑則) 

第 8 条 この規程に定めるもののほか，学生及び学生団体の表彰の実施に関し必要な事項は，別に

定める。 

 

     附 則 

（この間の附則は省略） 

 

    附 則(令和 8 年 3 月 31 日) 

 この規程は，令和 8 年 4 月 1 日から施行する。 

 

４．神戸大学学生懲戒規則 
 

（平成 16年 4月 1日制定） 

最終改正 令和 8年 3月 31 日 

 

(趣旨) 

第 1条 この規則は，神戸大学教学規則(平成 16年 4月 1日制定)第 55条の 2(第 72 条において準用

する場合を含む。)に規定する学生の懲戒について必要な事項を定めるものとする。 

(定義) 

第 2条 この規則において，「部局等」とは，学部，研究科その他学生の所属する組織をいう。 

(学生懲戒の基本的な考え方) 

第 3条 懲戒は，学生による事件事故等に係る行為の悪質性，結果の重大性等を踏まえ，教育的指導

の観点から慎重かつ総合的に勘案して決定するものとする。 

(懲戒の対象となる行為) 

第 4条 懲戒の対象となりうる行為は，次の行為とする。 

(1) 刑罰法令に触れる行為 

(2) 本学の教育・研究活動及び管理運営に対する重大な妨害行為 

(3) 本学の名誉・信用を著しく失墜させる行為 

(4) その他前各号に準ずる不適切な行為 

(試験等における不正行為) 

第 5条 試験等において不正行為を行った場合の取扱いについては，高等教育推進機構教養教育院及

び部局等の定めるところによる。ただし，当該行為が懲戒の対象となりうる行為と判断された場合

にこの規則を適用することを妨げない。 

(懲戒の内容) 

第 6条 懲戒の内容は，次のとおりとする。 

(1) 訓告 文書により注意を与え，将来を戒めること。 

(2) 停学 次のとおり登校を停止させること。 

イ 有期の停学 期限を付すもの 

ロ 無期の停学 期限を付さず，指導による効果等の状況を勘案しながらその解除の時期を決定す

るもの 

(3) 懲戒退学 命令により退学させ，再入学を認めないこと。 

(停学期間中の措置) 

第 7条 停学期間中における次に掲げる事項は，認めない。 

(1) 授業科目の履修及び定期試験の受験 

(2) 学位論文審査の受審 

(3) 本学の施設及び設備の利用 

(4) 課外活動団体での活動 

2 前項の規定にかかわらず，次に掲げる事項については，停学期間中であっても認めるものとす

る。 

(1) 停学期間終了後の授業科目履修及び学位論文審査受審のために必要な手続 
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(2) 特に退去を命ぜられない場合の本学の学生寮又は外国人留学生宿舎への居住 

(3) 部局等の長が特に必要と認める本学の施設及び設備の利用 

(4) 本学学生であることを資格要件としない課外活動団体での活動 

3 当該学生が所属する部局等は，停学期間中の学生に対し，面談等により，更生に向けた指導を

適宜行うものとする。 

(無期の停学の解除) 

第 8条 無期の停学の処分を下された学生が所属する部局等の教授会(教授会としての運営委員会等

を含む。以下同じ)は，当該学生について，その発効日から起算して 6月を経過した後，前条第 3

項の規定による指導の結果，停学の解除が妥当であると認めたときは，学長に停学の解除を発議す

ることができる。 

2 学長は，前項の発議に基づき，停学を解除する。 

(登校の停止) 

第 9条 部局等の長は，学生の行為が懲戒対象行為に該当することが明白であり，かつ，懲戒処分が

なされることが確実である場合は，懲戒処分の決定前に当該学生に対して登校の停止を命ずること

ができる。この場合において，登校停止の期間は，停学期間に算入することができる。 

2 登校停止期間中の措置は，第 7条の規定に準ずるものとする。 

(部局等の長の指導) 

第 10 条 学生による事件事故等が懲戒に至らない程度のものである場合は，部局等の長は，学生に対

し，教育的措置として文書又は口頭により厳重注意その他の指導を行うことができる。 

(自主退学・休学) 

第 11 条 部局等の長は，懲戒の対象となる行為を行ったとされる学生が，懲戒処分の決定前に退学を

願い出た場合は，これを受理しないものとする。 

2 部局等の長は，懲戒処分の決定後は，休学期間が停学期間と重複する休学の願い出は，受理しない

ものとする。 

(懲戒の発議) 

第 12 条 部局等の長は，懲戒の対象となりうる行為があったと認めるときは，速やかに学長に報告す

るものとする。 

2 前項の行為を行った学生の所属する部局等の教授会は，当該行為に係る事実関係を調査し，懲戒処

分の要否等について審議するものとする。 

3 国立大学法人神戸大学におけるハラスメントの防止等に関する規程(平成 18年 1月 24 日制定。以

下「規程」という。)第 2条第 1号に規定する行為を行った場合は，規程第 6条第 8項に定める調

査報告をもって事実関係の調査に代えるものとする。 

4 学長が指名した理事は，第 2項の調査及び審議に際し，必要に応じて，教授会に対し意見を述べる

ことができる。 

5 教授会は，懲戒処分の必要があると認めたときは，事実関係についての調査報告書及び懲戒処分案

を作成し，学長に懲戒の発議を行わなければならない。 

(複数の部局等に係わる場合の懲戒手続) 

第 13 条 懲戒の対象となりうる行為が，異なる部局等に所属する複数の学生によって引き起こされた

場合は，教授会は，事実関係の調査及び審議に際して，相互に連絡し，調整するものとする。 

(弁明) 

第 14 条 教授会は，第 12条第 2項の事実関係の調査を行うに当たり，当該学生にその旨を告知し，

口頭又は文書による弁明の機会を与えなければならない。 

2 当該学生は，弁明の際，必要な証拠を提出し，証人の喚問を求めることができるとともに，補佐人

を指名し，その補佐を受けることができる。 

3 弁明の機会を与えられたにもかかわらず，正当な理由もなく当該学生が欠席し，又は弁明書を提出

しなかった場合は，この権利を放棄したものとみなす。 

(懲戒処分の決定) 

第 15 条 学長は，第 12条第 5項により教授会から発議があったときは，教育研究評議会(以下「評議

会」という。)の議を経て，懲戒処分を決定する。 

2 評議会は，前項の審議において必要があると認め，改めて事実関係の調査及び審議を行う場合にお

いては，前条の規定を準用する。 

(懲戒処分の通知) 

第 16 条 学長は，懲戒処分を決定した場合は，当該学生に通知しなければならない。 

2 懲戒処分の通知は，処分理由を記載した懲戒処分書を当該学生に交付することにより行う。ただし，

交付の不可能な場合には，他の適当な方法により通知する。 

(懲戒の発効) 

第 17 条 懲戒の発効日は，懲戒処分書の交付日とする。ただし，やむをえない場合は，この限りでな

い。 

(懲戒に関する記録) 

第 18 条 懲戒を行った場合は，当該学生の学籍簿にその内容を記録するものとする。 

2 証明書その他修学状況に関する文書については，原則として懲戒の内容を記載しないものとする。 

(異議申立て) 

第 19 条 懲戒処分を受けた者は，事実誤認，新事実の発見その他の正当な理由があるときは，懲戒の

発効日から起算して 14日以内に，文書により学長に異議申立てを行うことができる。 

2 学長は，前項の異議申立てがあったときは，再審査の要否を評議会に付議するものとする。 

3 評議会が再審査の必要があると認めたときは，学長は，教授会に再審査を要請するものとする。 

(守秘義務) 

第 20 条 学生の懲戒に関する事項に関わった職員は，その地位にあることから知り得た情報に関する

守秘義務を負う。この義務は，その地位を解かれた後も継続する。 

(雑則) 

第 21 条 この規則に定めるもののほか，学生の懲戒に関し必要な事項は，別に定める。 

附 則 

（この間の附則は省略） 

 

附 則(令和 6年 3月 25 日) 

1 この規則は，令和 6年 4月 1日から施行する。 

2 この規則の施行前に行われた学生の行為に対する懲戒処分の適用については，なお従前の例による。 
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(2) 特に退去を命ぜられない場合の本学の学生寮又は外国人留学生宿舎への居住 

(3) 部局等の長が特に必要と認める本学の施設及び設備の利用 

(4) 本学学生であることを資格要件としない課外活動団体での活動 

3 当該学生が所属する部局等は，停学期間中の学生に対し，面談等により，更生に向けた指導を

適宜行うものとする。 

(無期の停学の解除) 

第 8条 無期の停学の処分を下された学生が所属する部局等の教授会(教授会としての運営委員会等

を含む。以下同じ)は，当該学生について，その発効日から起算して 6月を経過した後，前条第 3

項の規定による指導の結果，停学の解除が妥当であると認めたときは，学長に停学の解除を発議す

ることができる。 

2 学長は，前項の発議に基づき，停学を解除する。 

(登校の停止) 

第 9条 部局等の長は，学生の行為が懲戒対象行為に該当することが明白であり，かつ，懲戒処分が

なされることが確実である場合は，懲戒処分の決定前に当該学生に対して登校の停止を命ずること

ができる。この場合において，登校停止の期間は，停学期間に算入することができる。 

2 登校停止期間中の措置は，第 7条の規定に準ずるものとする。 

(部局等の長の指導) 

第 10 条 学生による事件事故等が懲戒に至らない程度のものである場合は，部局等の長は，学生に対

し，教育的措置として文書又は口頭により厳重注意その他の指導を行うことができる。 

(自主退学・休学) 

第 11 条 部局等の長は，懲戒の対象となる行為を行ったとされる学生が，懲戒処分の決定前に退学を

願い出た場合は，これを受理しないものとする。 

2 部局等の長は，懲戒処分の決定後は，休学期間が停学期間と重複する休学の願い出は，受理しない

ものとする。 

(懲戒の発議) 

第 12 条 部局等の長は，懲戒の対象となりうる行為があったと認めるときは，速やかに学長に報告す

るものとする。 

2 前項の行為を行った学生の所属する部局等の教授会は，当該行為に係る事実関係を調査し，懲戒処

分の要否等について審議するものとする。 

3 国立大学法人神戸大学におけるハラスメントの防止等に関する規程(平成 18年 1月 24 日制定。以

下「規程」という。)第 2条第 1号に規定する行為を行った場合は，規程第 6条第 8項に定める調

査報告をもって事実関係の調査に代えるものとする。 

4 学長が指名した理事は，第 2項の調査及び審議に際し，必要に応じて，教授会に対し意見を述べる

ことができる。 

5 教授会は，懲戒処分の必要があると認めたときは，事実関係についての調査報告書及び懲戒処分案

を作成し，学長に懲戒の発議を行わなければならない。 

(複数の部局等に係わる場合の懲戒手続) 

第 13 条 懲戒の対象となりうる行為が，異なる部局等に所属する複数の学生によって引き起こされた

場合は，教授会は，事実関係の調査及び審議に際して，相互に連絡し，調整するものとする。 

(弁明) 

第 14 条 教授会は，第 12条第 2項の事実関係の調査を行うに当たり，当該学生にその旨を告知し，

口頭又は文書による弁明の機会を与えなければならない。 

2 当該学生は，弁明の際，必要な証拠を提出し，証人の喚問を求めることができるとともに，補佐人

を指名し，その補佐を受けることができる。 

3 弁明の機会を与えられたにもかかわらず，正当な理由もなく当該学生が欠席し，又は弁明書を提出

しなかった場合は，この権利を放棄したものとみなす。 

(懲戒処分の決定) 

第 15 条 学長は，第 12条第 5項により教授会から発議があったときは，教育研究評議会(以下「評議

会」という。)の議を経て，懲戒処分を決定する。 

2 評議会は，前項の審議において必要があると認め，改めて事実関係の調査及び審議を行う場合にお

いては，前条の規定を準用する。 

(懲戒処分の通知) 

第 16 条 学長は，懲戒処分を決定した場合は，当該学生に通知しなければならない。 

2 懲戒処分の通知は，処分理由を記載した懲戒処分書を当該学生に交付することにより行う。ただし，

交付の不可能な場合には，他の適当な方法により通知する。 

(懲戒の発効) 

第 17 条 懲戒の発効日は，懲戒処分書の交付日とする。ただし，やむをえない場合は，この限りでな

い。 

(懲戒に関する記録) 

第 18 条 懲戒を行った場合は，当該学生の学籍簿にその内容を記録するものとする。 

2 証明書その他修学状況に関する文書については，原則として懲戒の内容を記載しないものとする。 

(異議申立て) 

第 19 条 懲戒処分を受けた者は，事実誤認，新事実の発見その他の正当な理由があるときは，懲戒の

発効日から起算して 14日以内に，文書により学長に異議申立てを行うことができる。 

2 学長は，前項の異議申立てがあったときは，再審査の要否を評議会に付議するものとする。 

3 評議会が再審査の必要があると認めたときは，学長は，教授会に再審査を要請するものとする。 

(守秘義務) 

第 20 条 学生の懲戒に関する事項に関わった職員は，その地位にあることから知り得た情報に関する

守秘義務を負う。この義務は，その地位を解かれた後も継続する。 

(雑則) 

第 21 条 この規則に定めるもののほか，学生の懲戒に関し必要な事項は，別に定める。 

附 則 

（この間の附則は省略） 

 

附 則(令和 8年 3月 31 日) 

この規則は，令和 8年 4月 1日から施行する。 
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５．神戸大学学位規程 

（平成 16年 4 月 1日制定） 

最終改正 令和 8年 3月 31 日 

(趣旨) 

第 1 条 学位規則(昭和 28 年文部省令第 9号)第 13 条第 1項の規定により，神戸大学(以下「本学」とい

う。)が授与する学位については，神戸大学教学規則(平成 16年 4 月 1 日制定。以下「教学規則」とい

う。)に定めるもののほか，この規程の定めるところによる。 

(学位) 

第 2 条 本学において授与する学位は，学士，修士，博士及び専門職学位とする。 

(学士の学位の授与の要件) 

第 3 条 学士の学位は，本学を卒業した者に授与する。 

(修士の学位の授与の要件) 

第 4 条 修士の学位は，次の各号のいずれかに該当する者に授与する。 

(1) 本学大学院研究科(以下「研究科」という。)の修士課程を修了した者 

(2) 研究科の博士課程の前期課程を修了した者 

(博士の学位の授与の要件) 

第 5 条 博士の学位は，研究科の博士課程を修了した者に授与する。 

2 博士の学位は，次の要件を満たす者にも授与する。 

(1) 研究科において前項に該当する者と同等以上の学力があると確認されたこと。(この確認を以下

「学力の確認」という。) 

(2) 研究科において行う博士論文の審査及び試験に合格したこと。 

(専門職学位の授与の要件) 

第 6 条 専門職学位は，次の各号のいずれかに該当する者に授与する。 

(1) 研究科の専門職大学院の課程(次号の課程を除く。)を修了した者 

(2) 研究科の法科大学院の課程を修了した者 

(研究科の在学者の論文等提出手続) 

第 7 条 研究科に在学する者の学位論文又は教学規則第 67条に規定する特定の課題についての研究の成

果（以下「研究の成果という。」）は，当該研究科長に提出するものとする。 

2 博士論文は，学位論文審査願，論文目録及び履歴書とともに提出しなければならない。 

3 学位論文の提出は，1編とする。ただし，参考として他の論文を付加して提出することを妨げない。 

4 審査のため必要があるときは，提出論文の数を増加し，又は論文の訳本，模型若しくは標本等の資料

その他を提出させることがある。 

5 本条に定めるもののほか，学位論文及び研究の成果の提出に関することは，各研究科において別に定

める。 

(研究科の在学者の論文等審査) 

第 8 条 研究科長は，前条の規定による博士論文の提出があったときは，教授会において当該研究科の教

授のうちから 2人以上の審査委員を選定して，博士論文の審査を行わせるものとする。 

2 研究科長は，前条の規定による修士論文又は研究の成果の提出があったときは，教授会において当該

研究科の教授及び准教授のうちから 2 人以上の審査委員を選定して，修士論文又は研究の成果の審査を

行わせるものとする。ただし，少なくとも教授 1人を含めなければならない。 

3 教授会において審査のため必要があると認めるときは，博士論文の審査にあっては第 1項の審査委員

のほか，当該研究科の教授以外の研究科の教員又は他の大学院若しくは研究所等の教員等を，修士論文

又は研究の成果の審査にあっては前項の審査委員のほか，当該研究科の教授及び准教授以外の研究科の

教員又は他の大学院若しくは研究所等の教員等を審査委員に加えることができる。 

4 教授会において審査のため必要があると認めるときは，当該研究科の教授以外の者(修士論文又は研究

の成果の審査のため必要があると認めるときは，当該研究科の教授及び准教授以外の者)にも調査を委

嘱することができる。 

(研究科の在学者の最終試験) 

第 9 条 審査委員及び前条第 4項の規定により調査を委嘱された者は，学位論文又は研究の成果を中心と

して，これに関連ある科目について，筆答又は口頭により最終試験を行う。 

2 最終試験の期日は，その都度公示する。 

(博士課程を経ない者の学位論文の提出手続) 

第 10 条 第 5 条第 2項の規定による学位申請者の学位論文は，論文審査料 57,000 円を添え，学位申請

書，論文目録及び履歴書とともに，その申請に応じた研究科長を経て学長に提出するものとする。 

2 本条の規定による論文の提出については，第 7条第 3項及び第 4項の規定を準用する。 

(博士課程を経ない者の論文審査及び試験) 

第 11 条 学長は，前条第 1項の規定による学位論文の提出があったときは，当該研究科長にその論文の

審査を付託し，研究科長は，第 8条の規定に準じて論文の審査を，第 9条の規定に準じて試験を行わせ

るものとする。 

2 前項の学位論文は，それを受理した日から 1年以内に審査を終了するものとする。ただし，特別の理

由があるときは，研究科長は，教授会の議を経て審査期限を延長することができる。 

(博士課程を経ない者の学力の確認) 

第 12 条 研究科長は，前条第 1項の規定により学長から論文審査を付託されたときは，教授会において

学位申請者の学力の確認を行わせるものとする。 

2 学力の確認は，筆答又は口頭による試問の結果に基づいて行う。ただし，学位申請者の学歴，業績等

に基づいて学力の確認を行うことができる場合は，試問を省略することができる。 

3 学力の確認のため必要があるときは，学位申請者にその著書，論文その他を提出させることがある。 

4 教授会が学力の確認の議決をする場合には，第 15 条第 2項の規定を準用する。 

(退学者の学位論文の提出手続，論文審査，試験及び学力の確認) 

第 13 条 研究科の博士課程において所定の期間在学し，所定の単位を修得し，かつ，必要な博士論文の

作成等に対する指導を受けて退学した者が，再入学しないで学位の授与を受けようとするときは，前 3

条の規定による。 

2 前項に該当する者が，退学後 5年以内に学位論文を提出して審査を受けるときは，第 5条第 1項に該

当する者と同等以上の学力を有するものとみなす。 

(論文及び審査料の不返還) 

第 14 条 提出された修士論文又は博士論文及び納入した審査料は，その理由のいかんを問わず返還しな

い。 

2 提出された研究の成果の返還に関することは，各研究科において別に定める。 

(修士及び博士の学位授与の審議) 

第 15 条 研究科長は，研究科に在学する者については，論文審査及び最終試験の結果報告に基づいて，

また第 12条の規定により学力を確認された者及び第 13 条第 2項に該当する者については，論文審査及

び試験の結果報告に基づいて，教授会において学位を授与すべきか否かの審議を行わせるものとする。 

2 前項の教授会は，当該教授会構成員の 3分の 2以上の出席があることを要し，学位を授与すべきもの

と議決するには，無記名投票の方法により，出席者の 3分の 2以上の賛成があることを要する。 

(学位授与の申請) 
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５．神戸大学学位規程 

（平成 16年 4 月 1日制定） 

最終改正 令和 8年 月 日 

(趣旨) 

第 1 条 学位規則(昭和 28 年文部省令第 9号)第 13 条第 1項の規定により，神戸大学(以下「本学」とい

う。)が授与する学位については，神戸大学教学規則(平成 16年 4 月 1 日制定。以下「教学規則」とい

う。)に定めるもののほか，この規程の定めるところによる。 

(学位) 

第 2 条 本学において授与する学位は，学士，修士，博士及び専門職学位とする。 

(学士の学位の授与の要件) 

第 3 条 学士の学位は，本学を卒業した者に授与する。 

(修士の学位の授与の要件) 

第 4 条 修士の学位は，次の各号のいずれかに該当する者に授与する。 

(1) 本学大学院研究科(以下「研究科」という。)の修士課程を修了した者 

(2) 研究科の博士課程の前期課程を修了した者 

(博士の学位の授与の要件) 

第 5 条 博士の学位は，研究科の博士課程を修了した者に授与する。 

2 博士の学位は，次の要件を満たす者にも授与する。 

(1) 研究科において前項に該当する者と同等以上の学力があると確認されたこと。(この確認を以下

「学力の確認」という。) 

(2) 研究科において行う博士論文の審査及び試験に合格したこと。 

(専門職学位の授与の要件) 

第 6 条 専門職学位は，次の各号のいずれかに該当する者に授与する。 

(1) 研究科の専門職大学院の課程(次号の課程を除く。)を修了した者 

(2) 研究科の法科大学院の課程を修了した者 

(研究科の在学者の論文等提出手続) 

第 7 条 研究科に在学する者の学位論文又は教学規則第 67条に規定する特定の課題についての研究の成

果（以下「研究の成果という。」）は，当該研究科長に提出するものとする。 

2 博士論文は，学位論文審査願，論文目録及び履歴書とともに提出しなければならない。 

3 学位論文の提出は，1編とする。ただし，参考として他の論文を付加して提出することを妨げない。 

4 審査のため必要があるときは，提出論文の数を増加し，又は論文の訳本，模型若しくは標本等の資料

その他を提出させることがある。 

5 本条に定めるもののほか，学位論文及び研究の成果の提出に関することは，各研究科において別に定

める。 

(研究科の在学者の論文等審査) 

第 8 条 研究科長は，前条の規定による博士論文の提出があったときは，教授会において当該研究科の教

授のうちから 2人以上の審査委員を選定して，博士論文の審査を行わせるものとする。 

2 研究科長は，前条の規定による修士論文又は研究の成果の提出があったときは，教授会において当該

研究科の教授及び准教授のうちから 2人以上の審査委員を選定して，修士論文又は研究の成果の審査を

行わせるものとする。ただし，少なくとも教授 1人を含めなければならない。 

3 教授会において審査のため必要があると認めるときは，博士論文の審査にあっては第 1項の審査委員

のほか，当該研究科の教授以外の研究科の教員又は他の大学院若しくは研究所等の教員等を，修士論文

又は研究の成果の審査にあっては前項の審査委員のほか，当該研究科の教授及び准教授以外の研究科の

教員又は他の大学院若しくは研究所等の教員等を審査委員に加えることができる。 

4 教授会において審査のため必要があると認めるときは，当該研究科の教授以外の者(修士論文又は研究

の成果の審査のため必要があると認めるときは，当該研究科の教授及び准教授以外の者)にも調査を委

嘱することができる。 

(研究科の在学者の最終試験) 

第 9 条 審査委員及び前条第 4項の規定により調査を委嘱された者は，学位論文又は研究の成果を中心と

して，これに関連ある科目について，筆答又は口頭により最終試験を行う。 

2 最終試験の期日は，その都度公示する。 

(博士課程を経ない者の学位論文の提出手続) 

第 10 条 第 5 条第 2項の規定による学位申請者の学位論文は，論文審査料 57,000 円を添え，学位申請

書，論文目録及び履歴書とともに，その申請に応じた研究科長を経て学長に提出するものとする。 

2 本条の規定による論文の提出については，第 7条第 3項及び第 4項の規定を準用する。 

(博士課程を経ない者の論文審査及び試験) 

第 11 条 学長は，前条第 1項の規定による学位論文の提出があったときは，当該研究科長にその論文の

審査を付託し，研究科長は，第 8条の規定に準じて論文の審査を，第 9条の規定に準じて試験を行わせ

るものとする。 

2 前項の学位論文は，それを受理した日から 1年以内に審査を終了するものとする。ただし，特別の理

由があるときは，研究科長は，教授会の議を経て審査期限を延長することができる。 

(博士課程を経ない者の学力の確認) 

第 12 条 研究科長は，前条第 1項の規定により学長から論文審査を付託されたときは，教授会において

学位申請者の学力の確認を行わせるものとする。 

2 学力の確認は，筆答又は口頭による試問の結果に基づいて行う。ただし，学位申請者の学歴，業績等

に基づいて学力の確認を行うことができる場合は，試問を省略することができる。 

3 学力の確認のため必要があるときは，学位申請者にその著書，論文その他を提出させることがある。 

4 教授会が学力の確認の議決をする場合には，第 15 条第 2項の規定を準用する。 

(退学者の学位論文の提出手続，論文審査，試験及び学力の確認) 

第 13 条 研究科の博士課程において所定の期間在学し，所定の単位を修得し，かつ，必要な博士論文の

作成等に対する指導を受けて退学した者が，再入学しないで学位の授与を受けようとするときは，前 3

条の規定による。 

2 前項に該当する者が，退学後 5年以内に学位論文を提出して審査を受けるときは，第 5条第 1項に該

当する者と同等以上の学力を有するものとみなす。 

(論文及び審査料の不返還) 

第 14 条 提出された修士論文又は博士論文及び納入した審査料は，その理由のいかんを問わず返還しな

い。 

2 提出された研究の成果の返還に関することは，各研究科において別に定める。 

(修士及び博士の学位授与の審議) 

第 15 条 研究科長は，研究科に在学する者については，論文審査及び最終試験の結果報告に基づいて，

また第 12条の規定により学力を確認された者及び第 13 条第 2項に該当する者については，論文審査及

び試験の結果報告に基づいて，教授会において学位を授与すべきか否かの審議を行わせるものとする。 

2 前項の教授会は，当該教授会構成員の 3分の 2以上の出席があることを要し，学位を授与すべきもの

と議決するには，無記名投票の方法により，出席者の 3分の 2以上の賛成があることを要する。 

(学位授与の申請) 
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第 16 条 研究科長は，修士若しくは博士の学位又は専門職学位を授与すべきものについて，教授会の議

を経て，学長に申請するものとする。 

2 前項の申請に当たっては，次に掲げる事項を記載した書類を添えるものとする。 

(1) 授与しようとする学位(専攻分野の名称を付記したもの) 

(2) 授与しようとする年月日 

(3) 博士の場合は，第 5条第 1項又は第 2項のいずれの規定によるかの別 

(4) 博士の場合は，論文審査及び最終試験又は試験の結果の要旨 

(5) 博士の場合は，論文審査及び最終試験又は試験を担当した機関に関する事項 

(6) 第 5 条第 2項による博士の場合は，学力の確認の結果及び学力の確認を担当した機関に関する事

項 

3 研究科長は，修士若しくは博士の学位又は専門職学位を授与すべきでない者については，教授会の議

を経て，その旨を学長に申請するものとする。 

(学位の授与) 

第 17 条 学長は，第 3条に規定する者に対しては，学位記を交付して学士の学位を授与する。 

2 学長は，前条に規定する申請に基づき，修士若しくは博士の学位又は専門職学位の授与をすべきか否

かを決定し，当該学位を授与すべきものと決定した者に対しては，学位記を交付して当該学位を授与

し，当該学位を授与できないと決定した者に対しては，その旨を通知する。 

3 前項の規定により博士の学位を授与したときは，学位簿に登録し，文部科学大臣に報告する。 

(審査要旨の公表) 

第 18 条 本学は，博士の学位を授与したときは，当該博士の学位を授与した日から 3月以内に，当該博

士の学位の授与に係る論文の内容の要旨及び論文審査の結果の要旨をインターネットの利用により公表

する。 

(学位論文の公表) 

第 19 条 博士の学位を授与された者は，当該博士の学位を授与された日から 1年以内に，当該博士の学

位の授与に係る論文の全文を公表しなければならない。ただし，当該博士の学位を授与される前に既に

公表したときは，この限りではない。 

2 前項の規定にかかわらず，博士の学位を授与された者は，当該教授会の議を経て，やむを得ない理由

があると認められた場合は，当該博士の学位の授与に係る論文の全文に代えてその内容を要約したもの

を公表することができる。この場合において，本学は，その論文の全文を求めに応じて閲覧に供するも

のとする。 

3 博士の学位を授与された者が行う前 2項の規定による公表は，原則として神戸大学学術成果リポジト

リの利用により行うものとする。 

(専攻分野等の名称等) 

第 20 条 学士の学位を授与するに当たっては，別表第 1に掲げる専攻分野の名称を付記するものとす

る。 

2 修士又は博士の学位を授与するに当たっては，別表第 2に掲げる専攻分野の名称を付記するものとす

る。 

3 専門職学位の名称は，別表第 3に掲げるとおりとする。 

4 教学規則第 65条第 2項の規定に基づき，共同の研究指導を受けた者に博士の学位を授与するに当たっ

ては，博士論文共同指導により授与する旨を付記するものとする。 

(学位の名称) 

第 21 条 本学において学位の授与を受けた者が，学位の名称を用いるときは，神戸大学の文字を付記す

るものとする。 

(修士及び博士の学位並びに専門職学位の取消し) 

第 22 条 修士若しくは博士の学位又は専門職学位を授与された者が，不正の方法により当該学位の授与

を受けた事実が判明したときは，学長は，当該教授会及び教育研究評議会の議を経て，その学位を取り

消し，学位記を返還させ，かつ，その旨を公表する。 

2 修士若しくは博士の学位又は専門職学位を授与された者が，その名誉を汚す行為があったときは，前

項の規定に準じてその学位を取り消すことができる。 

3 教授会が前 2項の規定による議決をする場合には，第 15条第 2項の規定を準用する。 

(様式) 

第 23 条 学位記，学位簿その他の様式は，別記様式のとおりとする。 

(補則) 

第 24 条 この規程の施行に必要な事項は，各学部又は各研究科においてこれを定める。 

附 則 

（この間の附則は省略） 

 

附 則(令和 年 月  日) 

1 この規程は，令和 8年 4月 1日から施行する。 

2 この規程施行の際現に在学する者（以下「在学者」という。）及び令和 8年 4月 1日以後において在

学者の属する年次に転入学又は再入学する者については，改正後の別表第 2の規定にかかわらず，なお

従前の例による。 
 

別表第 1(第 20 条第 1項関係) 

学士の学位に付記する専攻分野の名称 

学部名等 専攻分野の名称 

文学部 文学 

国際人間科学部 学術又は教育学 

法学部 法学 

経済学部 経済学 

経営学部 経営学又は商学 

理学部 理学 

医学部医学科 医学 

医学部医療創成工学科 医工学 

医学部保健学科 看護学，保健衛生学又は保健学 

工学部 工学 

システム情報学部 システム情報学 

農学部 農学 

海洋政策科学部 海洋政策科学又は商船学 
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第 16 条 研究科長は，修士若しくは博士の学位又は専門職学位を授与すべきものについて，教授会の議

を経て，学長に申請するものとする。 

2 前項の申請に当たっては，次に掲げる事項を記載した書類を添えるものとする。 

(1) 授与しようとする学位(専攻分野の名称を付記したもの) 

(2) 授与しようとする年月日 

(3) 博士の場合は，第 5条第 1項又は第 2項のいずれの規定によるかの別 

(4) 博士の場合は，論文審査及び最終試験又は試験の結果の要旨 

(5) 博士の場合は，論文審査及び最終試験又は試験を担当した機関に関する事項 

(6) 第 5 条第 2項による博士の場合は，学力の確認の結果及び学力の確認を担当した機関に関する事

項 

3 研究科長は，修士若しくは博士の学位又は専門職学位を授与すべきでない者については，教授会の議

を経て，その旨を学長に申請するものとする。 

(学位の授与) 

第 17 条 学長は，第 3条に規定する者に対しては，学位記を交付して学士の学位を授与する。 

2 学長は，前条に規定する申請に基づき，修士若しくは博士の学位又は専門職学位の授与をすべきか否

かを決定し，当該学位を授与すべきものと決定した者に対しては，学位記を交付して当該学位を授与

し，当該学位を授与できないと決定した者に対しては，その旨を通知する。 

3 前項の規定により博士の学位を授与したときは，学位簿に登録し，文部科学大臣に報告する。 

(審査要旨の公表) 

第 18 条 本学は，博士の学位を授与したときは，当該博士の学位を授与した日から 3 月以内に，当該博

士の学位の授与に係る論文の内容の要旨及び論文審査の結果の要旨をインターネットの利用により公表

する。 

(学位論文の公表) 

第 19 条 博士の学位を授与された者は，当該博士の学位を授与された日から 1年以内に，当該博士の学

位の授与に係る論文の全文を公表しなければならない。ただし，当該博士の学位を授与される前に既に

公表したときは，この限りではない。 

2 前項の規定にかかわらず，博士の学位を授与された者は，当該教授会の議を経て，やむを得ない理由

があると認められた場合は，当該博士の学位の授与に係る論文の全文に代えてその内容を要約したもの

を公表することができる。この場合において，本学は，その論文の全文を求めに応じて閲覧に供するも

のとする。 

3 博士の学位を授与された者が行う前 2項の規定による公表は，原則として神戸大学学術成果リポジト

リの利用により行うものとする。 

(専攻分野等の名称等) 

第 20 条 学士の学位を授与するに当たっては，別表第 1に掲げる専攻分野の名称を付記するものとす

る。 

2 修士又は博士の学位を授与するに当たっては，別表第 2に掲げる専攻分野の名称を付記するものとす

る。 

3 専門職学位の名称は，別表第 3に掲げるとおりとする。 

4 教学規則第 65条第 2項の規定に基づき，共同の研究指導を受けた者に博士の学位を授与するに当たっ

ては，博士論文共同指導により授与する旨を付記するものとする。 

(学位の名称) 

第 21 条 本学において学位の授与を受けた者が，学位の名称を用いるときは，神戸大学の文字を付記す

るものとする。 

(修士及び博士の学位並びに専門職学位の取消し) 

第 22 条 修士若しくは博士の学位又は専門職学位を授与された者が，不正の方法により当該学位の授与

を受けた事実が判明したときは，学長は，当該教授会及び教育研究評議会の議を経て，その学位を取り

消し，学位記を返還させ，かつ，その旨を公表する。 

2 修士若しくは博士の学位又は専門職学位を授与された者が，その名誉を汚す行為があったときは，前

項の規定に準じてその学位を取り消すことができる。 

3 教授会が前 2項の規定による議決をする場合には，第 15条第 2項の規定を準用する。 

(様式) 

第 23 条 学位記，学位簿その他の様式は，別記様式のとおりとする。 

(補則) 

第 24 条 この規程の施行に必要な事項は，各学部又は各研究科においてこれを定める。 

附 則 

（この間の附則は省略） 

 

附 則(令和8年3月31日) 

1 この規程は，令和 8年 4月 1日から施行する。 

2 この規程施行の際現に在学する者（以下「在学者」という。）及び令和 8年 4月 1日以後において在

学者の属する年次に転入学又は再入学する者については，改正後の別表第 2の規定にかかわらず，なお

従前の例による。 
 

別表第 1(第 20 条第 1項関係) 

学士の学位に付記する専攻分野の名称 

学部名等 専攻分野の名称 

文学部 文学 

国際人間科学部 学術又は教育学 

法学部 法学 

経済学部 経済学 

経営学部 経営学又は商学 

理学部 理学 

医学部医学科 医学 

医学部医療創成工学科 医工学 

医学部保健学科 看護学，保健衛生学又は保健学 

工学部 工学 

システム情報学部 システム情報学 

農学部 農学 

海洋政策科学部 海洋政策科学又は商船学 
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別表第 2(第 20 条第 2項関係) 

修士又は博士の学位に付記する専攻分野の名称 

研究科名 
専攻分野の名称 

修士 博士 

人文学研究科 文学 文学又は学術 

国際文化学研究科 学術 学術 

人間発達環境学研究科 学術，教育学又は理学 学術，教育学又は理学 

法学研究科 法学又は政治学 法学又は政治学 

経済学研究科 経済学 経済学 

経営学研究科 経営学又は商学 経営学又は商学 

理学研究科 理学 理学又は学術 

医学系研究科 
バイオメディカルサイエンス，医工

学，保健学又は公衆衛生学 
医学，医工学，保健学又は公衆衛生学 

工学研究科 工学 工学又は学術 

システム情報学研究科 システム情報学又は工学 
システム情報学，工学，学術又は計算

科学 

農学研究科 農学 農学又は学術 

海事科学研究科 海事科学 海事科学，工学又は学術 

国際協力研究科 国際学，経済学，法学又は政治学 学術，法学，政治学又は経済学 

科学技術イノベーショ

ン研究科 
科学技術イノベーション 科学技術イノベーション  

別表第 3(第 20 条第 3項関係) 

専門職学位の名称 

研究科名 学位の名称 

法学研究科 法務博士(専門職) 

経営学研究科 経営学修士(専門職) 

 

別記様式第1(第3条により学位を授与する場合)  別記様式第3(第4条第2号により学位を授与する 

                       場合) 

 

別記様式第5(第5条第1項により学位を授与する   別記様式第6(第5条第1号により学位を授与する 

場合)                      場合で，外国の大学院等との博士論文共同指導により

                        学位を授与する旨を付記するもの) 

○第    号 

 

学 位 記 

 

 氏 名 

 

  
大
学
印 

  年  月  日生  

 

本学○○学部○○○○所定の課程を修め本

学を卒業したので学士(○○)の学位を授与す

る 

 

    年  月  日 

 

 

 

神 戸 大 学 長 氏 名 □印 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

年 
 

月 
 

日
生 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

本
学
大
学
院
○
○
研
究
科
○
○
専
攻
の
博
士
課
程
の
前
期
課
程 

 

を
修
了
し
た
の
で
修
士(

○
○)

の
学
位
を
授
与
す
る 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

年 
 

月 
 

日 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

神

戸

大

学 

 

 

修 

第 
 

号 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

学

位

記 

大
学
印 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

氏

名 

  
 

本
学
大
学
院
○
○
研
究
科
○
○
専
攻
の
博
士
課
程
を
修
了
し

た
の
で
博
士(

○
○)

の
学
位
を
授
与
す
る 

  
 
 
 

 
 

年 
 

月 
 

日 

 

神

戸

大

学 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
  
  
 

学

位

記 

 

博
い
第 

 
 
 

号 

大
学
印 

氏

名 
 

 
 

年 
 

月 
 

日
生 

 

  
 

本
学
大
学
院
○
○
研
究
科
○
○
専
攻
の
博
士
課
程
を
修
了
し
た
の

で
博
士(

○
○)

の
学
位
を
授
与
す
る 

 
 

こ
の
学
位
は 

 
 

 
 

と
の
博
士
論
文
共
同
指
導
に
よ
る
も

の
で
あ
る 

 
 
 
 
 
 

 
   

   
   

   
 

年 
 

月 
 

日 神 

戸 

大 

学 
 

 
 

 
 
 

 

 

 

博
い
第 

 
 
 

号 

 

学

位

記 

大
学
印 

氏

名 
 

 
 

年 
 

月 
 

日
生 
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別表第 2(第 20 条第 2項関係) 

修士又は博士の学位に付記する専攻分野の名称 

研究科名 
専攻分野の名称 

修士 博士 

人文学研究科 文学 文学又は学術 

国際文化学研究科 学術 学術 

人間発達環境学研究科 学術，教育学又は理学 学術，教育学又は理学 

法学研究科 法学又は政治学 法学又は政治学 

経済学研究科 経済学 経済学 

経営学研究科 経営学又は商学 経営学又は商学 

理学研究科 理学 理学又は学術 

医学系研究科 
バイオメディカルサイエンス，医工

学，保健学又は公衆衛生学 
医学，医工学，保健学又は公衆衛生学 

工学研究科 工学 工学又は学術 

システム情報学研究科 システム情報学又は工学 
システム情報学，工学，学術又は計算

科学 

農学研究科 農学 農学又は学術 

海事科学研究科 海事科学 海事科学，工学又は学術 

国際協力研究科 国際学，経済学，法学又は政治学 学術，法学，政治学又は経済学 

科学技術イノベーショ

ン研究科 
科学技術イノベーション 科学技術イノベーション  

別表第 3(第 20 条第 3項関係) 

専門職学位の名称 

研究科名 学位の名称 

法学研究科 法務博士(専門職) 

経営学研究科 経営学修士(専門職) 

 

別記様式第1(第3条により学位を授与する場合)  別記様式第3(第4条第2号により学位を授与する 

                       場合) 

 

別記様式第5(第5条第1項により学位を授与する   別記様式第6(第5条第1号により学位を授与する 

場合)                      場合で，外国の大学院等との博士論文共同指導により

                        学位を授与する旨を付記するもの) 

○第    号 

 

学 位 記 

 

 氏 名 

 

  
大
学
印 

  年  月  日生  

 

本学○○学部○○○○所定の課程を修め本

学を卒業したので学士(○○)の学位を授与す

る 

 

    年  月  日 

 

 

 

神 戸 大 学 長 氏 名 □印 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

年 
 

月 
 

日
生 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

本
学
大
学
院
○
○
研
究
科
○
○
専
攻
の
博
士
課
程
の
前
期
課
程 

 

を
修
了
し
た
の
で
修
士(

○
○)

の
学
位
を
授
与
す
る 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

年 
 

月 
 

日 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

神

戸

大

学 

 

 

修 

第 
 

号 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

学

位

記 

大
学
印 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

氏

名 

  
 

本
学
大
学
院
○
○
研
究
科
○
○
専
攻
の
博
士
課
程
を
修
了
し

た
の
で
博
士(

○
○)

の
学
位
を
授
与
す
る 

  
 
 
 

 
 

年 
 

月 
 

日 

 

神

戸

大

学 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
  
  
 

学

位

記 

 

博
い
第 

 
 
 

号 

大
学
印 

氏

名 
 

 
 

年 
 

月 
 

日
生 

 

  
 

本
学
大
学
院
○
○
研
究
科
○
○
専
攻
の
博
士
課
程
を
修
了
し
た
の

で
博
士(

○
○)

の
学
位
を
授
与
す
る 

 
 

こ
の
学
位
は 

 
 

 
 

と
の
博
士
論
文
共
同
指
導
に
よ
る
も

の
で
あ
る 

 
 
 
 
 
 

 
   

   
   

   
 

年 
 

月 
 

日 神 

戸 

大 

学 
 

 
 

 
 
 

 

 

 

博
い
第 

 
 
 

号 

 

学

位

記 

大
学
印 

氏

名 
 

 
 

年 
 

月 
 

日
生 
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別記様式第7(第5条第2項により学位を授与する 

場合)  

本
学
に
学
位
論
文
を
提
出
し
所
定
の
審
査
及
び
試
験
に
合
格
し
た

の
で
博
士(

○
○)

の
学
位
を
授
与
す
る 

  
 
 
 
 
 

年 
 

月 
 

日 

 

神

戸

大

学 
 
 

 
 
 
 
 
 

  
博 

ろ
第 

 
 
 

号 

 

学

位

記 

大
学
印 

氏

名 
 

 
 

年 
 

月 
 

日
生 

 

 

 

別記様式第10(第4条から第6条により学位を授与する場合(英文学位記)) 

  

  
学 章 

  

KOBE UNIVERSITY 

HEREBY CONFERS THE DEGREE OF 

○○○○○○○ of ○○○○○○○○ 

UPON 

○○○○ ○○○○ 

 

FOR HAVING SUCCESSFULLY COMPLETED THE ○○○○ PROGRAM 

IN THE FIELD OF ○○○○○○○○ 

ADMINISTERED BY THE GRADUATE SCHOOL OF 

○○○○○○○○ 

ON THIS ○○○○ DAY OF ○○○○ IN THE YEAR ○○○○ 

○○○○ ○○○○ 

President of   

Kobe University  

大学印 
○○○○ ○○○○ 

Dean of Graduate School of 

○○○○○○○○ 

  

 

別記様式第12(第5条第1号により学位を授与する場合で，外国の大学院等との博士論文共同指導によ

り学位を授与する旨を付記するもの(英文学位記)) 

  

  
学 章 

  

KOBE UNIVERSITY 

HEREBY CONFERS THE DEGREE OF 

○○○○○○○ of ○○○○○○○○ 

UPON 

○○○○ ○○○○ 

 

FOR HAVING SUCCESSFULLY COMPLETED THE ○○○○ PROGRAM 

IN THE FIELD OF ○○○○○○○○ 

ADMINISTERED BY THE GRADUATE SCHOOL OF 

○○○○○○○○  

THIS DEGREE IS THE RESULT OF JOINT SUPERVISION WITH ○○○○ 

ON THIS ○○○○ DAY OF ○○○○ IN THE YEAR ○○○○ 

○○○○ ○○○○ 

President of   

Kobe University  

大学印 
○○○○ ○○○○ 

Dean of Graduate School of 

○○○○○○○○ 

  

 

 

別記様式第13 

 

  年  月  日  

 

○○研究科長  殿 

 

学籍番号         

 

氏 名    

 

学 位 論 文 審 査 願 

 

神戸大学学位規程第7条の規定により下記の書類を提出いたしますから審査をお願いし

ます｡ 

 

記 

 

学 位 論 文     通 

 

論 文 目 録     通 
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別記様式第7(第5条第2項により学位を授与する 

場合)  

本
学
に
学
位
論
文
を
提
出
し
所
定
の
審
査
及
び
試
験
に
合
格
し
た

の
で
博
士(

○
○)

の
学
位
を
授
与
す
る 

  
 
 
 
 
 

年 
 

月 
 

日 

 

神

戸

大

学 
 
 

 
 
 
 
 
 

  
博 

ろ
第 

 
 
 

号 

 

学

位

記 

大
学
印 

氏

名 
 

 
 

年 
 

月 
 

日
生 

 

 

 

別記様式第10(第4条から第6条により学位を授与する場合(英文学位記)) 

  

  
学 章 

  

KOBE UNIVERSITY 

HEREBY CONFERS THE DEGREE OF 

○○○○○○○ of ○○○○○○○○ 

UPON 

○○○○ ○○○○ 

 

FOR HAVING SUCCESSFULLY COMPLETED THE ○○○○ PROGRAM 

IN THE FIELD OF ○○○○○○○○ 

ADMINISTERED BY THE GRADUATE SCHOOL OF 

○○○○○○○○ 

ON THIS ○○○○ DAY OF ○○○○ IN THE YEAR ○○○○ 

○○○○ ○○○○ 

President of   

Kobe University  

大学印 
○○○○ ○○○○ 

Dean of Graduate School of 

○○○○○○○○ 

  

 

別記様式第12(第5条第1号により学位を授与する場合で，外国の大学院等との博士論文共同指導によ

り学位を授与する旨を付記するもの(英文学位記)) 

  

  
学 章 

  

KOBE UNIVERSITY 

HEREBY CONFERS THE DEGREE OF 

○○○○○○○ of ○○○○○○○○ 

UPON 

○○○○ ○○○○ 

 

FOR HAVING SUCCESSFULLY COMPLETED THE ○○○○ PROGRAM 

IN THE FIELD OF ○○○○○○○○ 

ADMINISTERED BY THE GRADUATE SCHOOL OF 

○○○○○○○○  

THIS DEGREE IS THE RESULT OF JOINT SUPERVISION WITH ○○○○ 

ON THIS ○○○○ DAY OF ○○○○ IN THE YEAR ○○○○ 

○○○○ ○○○○ 

President of   

Kobe University  

大学印 
○○○○ ○○○○ 

Dean of Graduate School of 

○○○○○○○○ 

  

 

 

別記様式第13 

 

  年  月  日  

 

○○研究科長  殿 

 

学籍番号         

 

氏 名    

 

学 位 論 文 審 査 願 

 

神戸大学学位規程第7条の規定により下記の書類を提出いたしますから審査をお願いし

ます｡ 

 

記 

 

学 位 論 文     通 

 

論 文 目 録     通 
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別記様式第14 

 

  年  月  日  

 

神戸大学長    殿 

 

氏 名     

 

学 位 申 請 書 

 

 

 

 

神戸大学学位規程第10条の規定により学位論文に論文目録及び履歴書を添え博士(○

○)の学位の授与を申請いたします｡ 

 

 

 

備考 退学者が再入学しないで学位を申請する場合には「第10条」を「第13条」に読み

替えるものとする｡ 

 

 

 

別記様式第15 

 

  年  月  日  

論 文 目 録 

 

氏 名    

 

論 文 

1 題 目 

2 公表の方法及び時期 

方 法 

時 期 

3 冊 数      冊 

 

参考論文 

1 題 目 

2 冊 数      冊 

 

別記様式第16 

備
考 

学
位
簿
の
表
紙
に
は
，
学
位
簿
と
標
記
し
，
博
士
の
専

攻
分
野
の
名
称
の
順
に
登
録
す
る
。 

 
        契

印 

学

位

簿 

博
士(

○
○) 

 
        番

号 

 

        
授

与

年
月
日 

 

        

氏

名 

 

        

論

文

題

目 
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別記様式第14 

 

  年  月  日  

 

神戸大学長    殿 

 

氏 名     

 

学 位 申 請 書 

 

 

 

 

神戸大学学位規程第10条の規定により学位論文に論文目録及び履歴書を添え博士(○

○)の学位の授与を申請いたします｡ 

 

 

 

備考 退学者が再入学しないで学位を申請する場合には「第10条」を「第13条」に読み

替えるものとする｡ 

 

 

 

別記様式第15 

 

  年  月  日  

論 文 目 録 

 

氏 名    

 

論 文 

1 題 目 

2 公表の方法及び時期 

方 法 

時 期 

3 冊 数      冊 

 

参考論文 

1 題 目 

2 冊 数      冊 

 

別記様式第16 

備
考 

学
位
簿
の
表
紙
に
は
，
学
位
簿
と
標
記
し
，
博
士
の
専

攻
分
野
の
名
称
の
順
に
登
録
す
る
。 

 
        契

印 

学

位

簿 

博
士(

○
○) 

 
        番

号 

 

        
授

与

年
月
日 

 

        

氏

名 

 

        

論

文

題

目 
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(1) 学位記の日付に関する申合せ 
 

平成 16 年 12 月 9 日 

部局長会議決定 

 

1．学位の日付は 次のとおりとする。 

 

（1）3 月に卒業又は修了する者にあっては 3 月 25 日とする。ただし，医学部医学科を 3 月に卒業

する者にあっては 3 月 10 日と，法学研究科実務法律専攻を 3 月に修了する者にあっては 3 月

18 日とする。 

 

（2）9 月に卒業又は修了する者にあっては 9 月 25 日とする。 

 

2．この申合わせは  令和 5 年 4 月 1 日から実施する。 

６．神戸大学乗船実習科規則 
 

平成 16 年 4 月 1 日制定 

 

（趣 旨) 

第 1 条 この規則は，神戸大学教学規則（平成 16 年 4 月 1 日制定。以下「教学規則」という。）第

5 条の規定に基づき，神戸大学乗船実習科(以下「乗船実習科」という。)について必要な事項を

定めるものとする。 

（目 的) 

第 2 条 乗船実習科は，神戸大学海洋政策科学部(以下「海洋政策科学部」という。)を卒業した者

で海技士の免許を受けようとするものに対し乗船実習を行い，もって船舶職員としての資質をか

ん養するとともに船舶運航技術を総合的に習得させることを目的とする。 

（課 程) 

第 3 条 乗船実習科に次の課程を置く。 

  航海課程 

  機関課程 

（学生定員) 

第 4 条 乗船実習科の入学定員は，次のとおりとする。 

  航海課程 50 名 

  機関課程 40 名 

（管理運営) 

第 5 条 乗船実習科の管理運営に関する事項は，海洋政策科学部教授会(以下「教授会」という。)

において審議する。 

（乗船実習科長) 

第 6 条 乗船実習科に乗船実習科長を置く。 

2 乗船実習科長は，乗船実習科に関する事項を総括する。 

3 乗船実習科長の選考に関し必要な事項は，別に定める。 

（修業年限) 

第 7 条 乗船実習科の修業年限は，6 か月とする。 

（在学年限) 

第 8 条 学生は，2 年を超えて在学することができない。 

（入学の時期) 

第 9 条 入学の時期は，4 月 1 日とする。 

（入学資格) 

第 10 条 乗船実習科に入学することのできる者は，海洋政策科学部を卒業した者であって，次に掲

げる要件のすべてに該当するものとする。 

(1) 船舶職員及び小型船舶操縦者法(昭和 26 年法律第 149 号)に定める海技士国家試験の三級海

技士(航海)又は三級海技士(機関)の筆記試験免除に必要な授業科目の単位を修得しているこ

と。 
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(1) 学位記の日付に関する申合せ 
 

平成 16 年 12 月 9 日 

部局長会議決定 

 

1．学位の日付は 次のとおりとする。 

 

（1）3 月に卒業又は修了する者にあっては 3 月 25 日とする。ただし，医学部医学科を 3 月に卒業

する者にあっては 3 月 10 日と，法学研究科実務法律専攻を 3 月に修了する者にあっては 3 月

18 日とする。 

 

（2）9 月に卒業又は修了する者にあっては 9 月 25 日とする。 

 

2．この申合わせは  令和 5 年 4 月 1 日から実施する。 

６．神戸大学乗船実習科規則 
 

平成 16 年 4 月 1 日制定 

 

（趣 旨) 

第 1 条 この規則は，神戸大学教学規則（平成 16 年 4 月 1 日制定。以下「教学規則」という。）第

5 条の規定に基づき，神戸大学乗船実習科(以下「乗船実習科」という。)について必要な事項を

定めるものとする。 

（目 的) 

第 2 条 乗船実習科は，神戸大学海洋政策科学部(以下「海洋政策科学部」という。)を卒業した者

で海技士の免許を受けようとするものに対し乗船実習を行い，もって船舶職員としての資質をか

ん養するとともに船舶運航技術を総合的に習得させることを目的とする。 

（課 程) 

第 3 条 乗船実習科に次の課程を置く。 

  航海課程 

  機関課程 

（学生定員) 

第 4 条 乗船実習科の入学定員は，次のとおりとする。 

  航海課程 50 名 

  機関課程 40 名 

（管理運営) 

第 5 条 乗船実習科の管理運営に関する事項は，海洋政策科学部教授会(以下「教授会」という。)

において審議する。 

（乗船実習科長) 

第 6 条 乗船実習科に乗船実習科長を置く。 

2 乗船実習科長は，乗船実習科に関する事項を総括する。 

3 乗船実習科長の選考に関し必要な事項は，別に定める。 

（修業年限) 

第 7 条 乗船実習科の修業年限は，6 か月とする。 

（在学年限) 

第 8 条 学生は，2 年を超えて在学することができない。 

（入学の時期) 

第 9 条 入学の時期は，4 月 1 日とする。 

（入学資格) 

第 10 条 乗船実習科に入学することのできる者は，海洋政策科学部を卒業した者であって，次に掲

げる要件のすべてに該当するものとする。 

(1) 船舶職員及び小型船舶操縦者法(昭和 26 年法律第 149 号)に定める海技士国家試験の三級海

技士(航海)又は三級海技士(機関)の筆記試験免除に必要な授業科目の単位を修得しているこ

と。 
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(2) 独立行政法人海技教育機構(以下「機構」という。)において実施する船舶実習-1 及び船舶

実習-2 の単位を修得していること。 

(3) 船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則(昭和 26 年運輸省令第 91 号)第 40 条に定める身体

検査基準を満たしていること。 

（入学の出願) 

第 11 条 乗船実習科に入学を志願する者は，入学願書を所定の期日までに提出しなければならない。 

（入学許可) 

第 12 条 学長は，前条の入学志願者が第 10 条に規定する入学資格を有するときは，教授会の議を

経て，入学を許可する。 

（実習科目) 

第 13 条 乗船実習科における実習科目は，別表のとおりとする。 

 (履修の認定) 

第 14 条 乗船実習科の実習科目履修の認定は，機構又は海上運送法(昭和 24 年法律第 187 号)に定

める船舶運航事業者等で国土交通大臣の認定を受けたもの(以下｢機構等｣という。)の練習船にお

ける実習を経て，当該機構等からの実習修了報告，成績評価及び実習訓練履修の認定通知書に基

づいて乗船実習科長が行う。 

（修 了) 

第 15 条 乗船実習科に 6 か月以上在学して所定の実習科目を履修し，その課程を修めたと認められ

る者については，教授会の議を経て，修了を認定する。 

2 修了の時期は，前項の修了の要件を満たした日とする。 

（修了証書) 

第 16 条 学長は，前条により修了を認定された者に修了証書を授与する。 

（休 学) 

第 17 条 学生は，疾病その他やむを得ない理由により，引き続き 1 か月以上修学することができな

いときは，乗船実習科長の許可を得て休学することができる。 

2 休学期間は，通算して 1 年を超えることができない。 

3 前項の休学期間は，第 8 条の在学年数に算入しない。 

 (授業料等) 

第 18 条 乗船実習科の検定料，入学料及び授業料の額は，神戸大学における授業料，入学料，検定

料及び寄宿料の額に関する規程(平成 16 年 4 月 1 日制定)の定めるところによる。 

2 海洋政策科学部を卒業し，引き続き乗船実習科に入学する者の入学料及び検定料については，こ

れを徴収しない。 

（教学規則の準用) 

第 18 条の 2 第 11 条，第 17 条及び前条に定めるもののほか，休学，退学，除籍，賞罰，入学料，

検定料及び授業料に関することについては，教学規則第 16 条（第 2 項ただし書を除く。），第

17 条から第 20 条まで，第 42 条，第 43 条，第 45 条から第 47 条まで，第 50 条（第 2 項，第 3 項，

第 4 項及び第 6 項ただし書を除く。）及び第 51 条から第 55 条の 2 までの規定を準用する。この

場合において，「所属学部長」又は「学部長」とあるのは「乗船実習科長」と，第 43 条中「3 か

月」とあるのは「1 か月」と，第 50 条第 1 項中「年額の 2 分の１に相当する額」とあるのは「6

か月の額」と，同条第 5 項中「学年」とあるのは「学期」と，「卒業」とあるのは「修了」と，

第 55 条の 2 第 3 項中「第 22 条」とあるのは「乗船実習科規則第 7 条」と読み替えるものとする。 

（雑 則) 

第 19 条 この規則に定めるもののほか，この規則の実施に関し必要な事項は，教授会の議を経て，

乗船実習科長が定める。 

 

    附 則 

1．この規則は，平成 16 年 4 月 1 日から施行する。 

2．平成 16 年 3 月 31 日に神戸商船大学を卒業した者で海技従事者の免許を受けようとする者に対 

する乗船実習は，乗船実習科が行うものとする。 

3．前項の規定により乗船実習科に入学する者に対するこの規則の規定の適用については，第 2 条 

中「神戸大学海事科学部(以下「海事科学部」という。)」とあるのは「神戸商船大学商船学部」

と，第 10 条中「海事科学部を」とあるのは「神戸商船大学商船学部商船システム学課程の教育

課程を修めて」と，第 18 条第 2 項中「海事科学部」とあるのは「神戸商船大学商船学部」とす

る。 

4．神戸大学教学規則附則第 4 項の規定により海事科学部に置かれる課程を卒業する者で乗船実習 

科に入学する者に対する第 10 条の規定の適用については，同条中「海事科学部を」とあるのは，

「海事科学部商船システム学課程の教育課程を修めて」とする。 

5．平成 16 年 3 月 31 日に神戸商船大学を卒業した者及び神戸大学教学規則附則第 4 項の規定によ 

り海事科学部に置かれる課程を卒業する者で，引き続き乗船実習科に入学する者のうち，平成

10 年度以前に神戸商船大学に入学したものの乗船実習科における授業料については，第 18 条第

1 項の規定にかかわらず，神戸大学における授業料，入学料，検定料及び寄宿料の額に関する規

程第2条第8項に規定する入学年度に応じた学部の授業料年額の2分の1に相当する額とする。 

 

    附 則 

 この規則は，平成 21 年 4 月 1 日から施行する。 

 

    附 則 

 この規則は，平成 23 年 4 月 1 日から施行する。 

 

    附 則 

 この規則は，平成 27 年 4 月 1 日から施行する。 

 

附 則 

この規則は，平成 28 年 4 月 1 日から施行する。 

 

附 則 

1 この規則は，令和 3 年 4 月 1 日から施行する。 
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(2) 独立行政法人海技教育機構(以下「機構」という。)において実施する船舶実習-1 及び船舶

実習-2 の単位を修得していること。 

(3) 船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則(昭和 26 年運輸省令第 91 号)第 40 条に定める身体

検査基準を満たしていること。 

（入学の出願) 

第 11 条 乗船実習科に入学を志願する者は，入学願書を所定の期日までに提出しなければならない。 

（入学許可) 

第 12 条 学長は，前条の入学志願者が第 10 条に規定する入学資格を有するときは，教授会の議を

経て，入学を許可する。 

（実習科目) 

第 13 条 乗船実習科における実習科目は，別表のとおりとする。 

 (履修の認定) 

第 14 条 乗船実習科の実習科目履修の認定は，機構又は海上運送法(昭和 24 年法律第 187 号)に定

める船舶運航事業者等で国土交通大臣の認定を受けたもの(以下｢機構等｣という。)の練習船にお

ける実習を経て，当該機構等からの実習修了報告，成績評価及び実習訓練履修の認定通知書に基

づいて乗船実習科長が行う。 

（修 了) 

第 15 条 乗船実習科に 6 か月以上在学して所定の実習科目を履修し，その課程を修めたと認められ

る者については，教授会の議を経て，修了を認定する。 

2 修了の時期は，前項の修了の要件を満たした日とする。 

（修了証書) 

第 16 条 学長は，前条により修了を認定された者に修了証書を授与する。 

（休 学) 

第 17 条 学生は，疾病その他やむを得ない理由により，引き続き 1 か月以上修学することができな

いときは，乗船実習科長の許可を得て休学することができる。 

2 休学期間は，通算して 1 年を超えることができない。 

3 前項の休学期間は，第 8 条の在学年数に算入しない。 

 (授業料等) 

第 18 条 乗船実習科の検定料，入学料及び授業料の額は，神戸大学における授業料，入学料，検定

料及び寄宿料の額に関する規程(平成 16 年 4 月 1 日制定)の定めるところによる。 

2 海洋政策科学部を卒業し，引き続き乗船実習科に入学する者の入学料及び検定料については，こ

れを徴収しない。 

（教学規則の準用) 

第 18 条の 2 第 11 条，第 17 条及び前条に定めるもののほか，休学，退学，除籍，賞罰，入学料，

検定料及び授業料に関することについては，教学規則第 16 条（第 2 項ただし書を除く。），第

17 条から第 20 条まで，第 42 条，第 43 条，第 45 条から第 47 条まで，第 50 条（第 2 項，第 3 項，

第 4 項及び第 6 項ただし書を除く。）及び第 51 条から第 55 条の 2 までの規定を準用する。この

場合において，「所属学部長」又は「学部長」とあるのは「乗船実習科長」と，第 43 条中「3 か

月」とあるのは「1 か月」と，第 50 条第 1 項中「年額の 2 分の１に相当する額」とあるのは「6

か月の額」と，同条第 5 項中「学年」とあるのは「学期」と，「卒業」とあるのは「修了」と，

第 55 条の 2 第 3 項中「第 22 条」とあるのは「乗船実習科規則第 7 条」と読み替えるものとする。 

（雑 則) 

第 19 条 この規則に定めるもののほか，この規則の実施に関し必要な事項は，教授会の議を経て，

乗船実習科長が定める。 

 

    附 則 

1．この規則は，平成 16 年 4 月 1 日から施行する。 

2．平成 16 年 3 月 31 日に神戸商船大学を卒業した者で海技従事者の免許を受けようとする者に対 

する乗船実習は，乗船実習科が行うものとする。 

3．前項の規定により乗船実習科に入学する者に対するこの規則の規定の適用については，第 2 条 

中「神戸大学海事科学部(以下「海事科学部」という。)」とあるのは「神戸商船大学商船学部」

と，第 10 条中「海事科学部を」とあるのは「神戸商船大学商船学部商船システム学課程の教育

課程を修めて」と，第 18 条第 2 項中「海事科学部」とあるのは「神戸商船大学商船学部」とす

る。 

4．神戸大学教学規則附則第 4 項の規定により海事科学部に置かれる課程を卒業する者で乗船実習 

科に入学する者に対する第 10 条の規定の適用については，同条中「海事科学部を」とあるのは，

「海事科学部商船システム学課程の教育課程を修めて」とする。 

5．平成 16 年 3 月 31 日に神戸商船大学を卒業した者及び神戸大学教学規則附則第 4 項の規定によ 

り海事科学部に置かれる課程を卒業する者で，引き続き乗船実習科に入学する者のうち，平成

10 年度以前に神戸商船大学に入学したものの乗船実習科における授業料については，第 18 条第

1 項の規定にかかわらず，神戸大学における授業料，入学料，検定料及び寄宿料の額に関する規

程第2条第8項に規定する入学年度に応じた学部の授業料年額の2分の1に相当する額とする。 

 

    附 則 

 この規則は，平成 21 年 4 月 1 日から施行する。 

 

    附 則 

 この規則は，平成 23 年 4 月 1 日から施行する。 

 

    附 則 

 この規則は，平成 27 年 4 月 1 日から施行する。 

 

附 則 

この規則は，平成 28 年 4 月 1 日から施行する。 

 

附 則 

1 この規則は，令和 3 年 4 月 1 日から施行する。 
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2 神戸大学海事科学部を卒業した者，この規則施行の際に在学する者（以下「在学者」という。）

及び令和 3 年 4 月 1 日以後において在学者の属する年次に編入学，転入学又は再入学する者につい

ては，なお従前の例による。 

 

 

 

 

別表(第 13 条関係)  

実 習 科 目 

航海課程 機関課程 

船橋当直 機関当直 

航  海 機関運転 

運  用 機関保守 

運航要務 機関要務 

船舶要務 船舶要務 

 

(1)神戸大学乗船実習科の修了証書についての申合せ 
平成 17 年 9 月 16 日改正 

 

 神戸大学乗船実習科規則第 16 条により授与する修了証書は下記様式のとおりとする。 

 

 

 

     様 式 

 

大学印 

乗実第 

修 了 証 書 

氏 名 

年 月 日生 

本学乗船実習科の○○課程を修了したことを証する。 

年 月 日 

神戸大学長 氏    名      印 

号 
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2 神戸大学海事科学部を卒業した者，この規則施行の際に在学する者（以下「在学者」という。）

及び令和 3 年 4 月 1 日以後において在学者の属する年次に編入学，転入学又は再入学する者につい

ては，なお従前の例による。 

 

 

 

 

別表(第 13 条関係)  

実 習 科 目 

航海課程 機関課程 

船橋当直 機関当直 

航  海 機関運転 

運  用 機関保守 

運航要務 機関要務 

船舶要務 船舶要務 

 

(1)神戸大学乗船実習科の修了証書についての申合せ 
平成 17 年 9 月 16 日改正 

 

 神戸大学乗船実習科規則第 16 条により授与する修了証書は下記様式のとおりとする。 

 

 

 

     様 式 

 

大学印 

乗実第 

修 了 証 書 

氏 名 

年 月 日生 

本学乗船実習科の○○課程を修了したことを証する。 

年 月 日 

神戸大学長 氏    名      印 

号 
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７．神戸大学高等教育推進機構関係規則等 

(1) 神戸大学全学共通授業科目履修規則 

（平成 16年 4月 1日 制定） 

最終改正 令和 8年 3月 31 日 

 

（趣旨） 

第 1 条 この規則は，神戸大学教学規則(平成 16 年 4 月 1 日制定。以下「教学規則」という。)第

28 条第 1項の規定に基づき，全学に共通する授業科目(以下「全学共通授業科目」という。)の履

修方法，試験等に関し必要な事項を定めるものとする。 

第 2条 削除 

 (全学共通授業科目及び単位数) 

第 3条 全学共通授業科目及び単位数は，別表のとおりとする。 

2 前項に規定するもののほか，臨時に全学共通授業科目を開設することがある。 

3 前項の授業科目及び単位数は，開設の都度定める。 

 (全学共通授業科目の年次配当) 

第 4条 全学共通授業科目の各年次の配当は，各学部規則の定めるところによる。 

 (履修要件) 

第 5条 全学共通授業科目の履修要件は，各学部規則の定めるところによる。 

 (履修手続) 

第 6条 学生は，毎学期指定の期日までに，履修しようとする全学共通授業科目を所属学部長に届

け出なければならない。 

 (試験) 

第 7条 試験は，授業が終了した学期末又はクォーター末に行う。ただし，必要がある場合は，学

期末及びクォーター末以外の時期に行うことがある。 

2 前項の規定にかかわらず，平常の成績をもって試験に代えることがある。 

3 不合格となった全学共通授業科目については，再試験を行わない。ただし，別に定める条件を満

たす場合は，この限りでない。 

4 試験に欠席した者に対しては，追試験を行わない。ただし，神戸大学高等教育推進機構教養教育

院において特別の理由があると認めた場合は，この限りでない。 

 (成績評価基準) 

第 8条 教学規則第 30条に規定する成績評価基準については，別に定める。 

 (雑則) 

第 9条 この規則に定めるもののほか，この規則の実施に関し必要な事項は，神戸大学高等教育推

進機構教養教育院長が定める。 

   附 則 

（この間の附則は省略） 

附 則（令和 8年 3月 31 日） 

 この規則は，令和 8 年 4 月 1 日から施行する。 
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７．神戸大学大学教育推進機構関係規則等 

(1) 神戸大学全学共通授業科目履修規則 

（ 平成 16年 4月 1日 制定） 

最終改正 令和 7年 3月 24 日 

 

（趣旨） 

第 1 条 この規則は，神戸大学教学規則(平成 16 年 4 月 1 日制定。以下「教学規則」という。)第

28 条第 1項の規定に基づき，全学に共通する授業科目(以下「全学共通授業科目」という。)の履

修方法，試験等に関し必要な事項を定めるものとする。 

第 2条 削除 

 (全学共通授業科目及び単位数) 

第 3条 全学共通授業科目及び単位数は，別表のとおりとする。 

2 前項に規定するもののほか，臨時に全学共通授業科目を開設することがある。 

3 前項の授業科目及び単位数は，開設の都度定める。 

 (全学共通授業科目の年次配当) 

第 4条 全学共通授業科目の各年次の配当は，各学部規則の定めるところによる。 

 (履修要件) 

第 5条 全学共通授業科目の履修要件は，各学部規則の定めるところによる。 

 (履修手続) 

第 6条 学生は，毎学期指定の期日までに，履修しようとする全学共通授業科目を所属学部長に届

け出なければならない。 

 (試験) 

第 7条 試験は，授業が終了した学期末又はクォーター末に行う。ただし，必要がある場合は，学

期末及びクォーター末以外の時期に行うことがある。 

2 前項の規定にかかわらず，平常の成績をもって試験に代えることがある。 

3 不合格となった全学共通授業科目については，再試験を行わない。ただし，別に定める条件を満

たす場合は，この限りでない。 

4 試験に欠席した者に対しては，追試験を行わない。ただし，神戸大学大学教育推進機構教養教育

院において特別の理由があると認めた場合は，この限りでない。 

 (成績評価基準) 

第 8条 教学規則第 30条に規定する成績評価基準については，別に定める。 

 (雑則) 

第 9条 この規則に定めるもののほか，この規則の実施に関し必要な事項は，神戸大学大学教育推

進機構教養教育院長が定める。 

   附 則 

（この間の附則は省略） 

附 則 

1 この規則は，令和 7 年 4 月 1 日から施行する。 

2 この規則施行の際現に在学する者(以下「在学者」という。)及び令和7年 4 月 1 日以後において 

在学者の属する年次に編入学，転入学又は再入学する者については，なお従前の例による。 

別表（第３条関係）

　全学共通授業科目及び単位数

授　　業　　科　　目 単位 備考

教養とは何か 1

多言語と多文化の世界 1

情報基礎 1

データサイエンス基礎学 1

哲学 1

論理学 1

倫理学 1

科学技術と倫理 1

心理学A 1

心理学B 1

教育学A 1

教育学B 1

教育と人間形成 1

言語科学A 1

言語科学B 1

文学A 1

文学B 1

芸術と文化A 1

芸術と文化B 1

芸術史A 1

芸術史B 1

美術史A 1

美術史B 1

科学史A 1

科学史B 1

日本史A 1

日本史B 1

東洋史A 1

東洋史B 1

アジア史A 1

アジア史B 1

西洋史A 1

西洋史B 1

考古学A 1

考古学B 1

法学A 1

法学B 1

社会生活と法 1

国家と法 1

政治学A 1

政治学B 1

政治と社会 1

経済学A 1

経済学B 1

現代の経済A 1

現代の経済B 1

経済社会の発展 1

経営学 1

社会学 1

教育と社会 1

地理学 1

社会思想史 1

文化人類学 1

現代社会論A 1

現代社会論B 1

越境する文化 1

生活環境と技術 1

授業科目の区分等

教
養
科
目

社
会
系

人
文
系

基
盤
系

数学A 1

数学B 1

数学C 1

数学D 1

統計学A 1

統計学B 1

物理学A 1

物理学B 1

現代物理学が描く世界 1

身近な物理法則 1

化学A 1

化学B 1

生物学A 1

生物学B 1

生物学C 1

生物学D 1

生命科学A 1

生命科学B 1

医学A 1

医学B 1

保健学A 1

保健学B 1

健康科学A 1

健康科学B 1

惑星学A 1

惑星学B 1

情報学A 1

情報学B 1

ESD論(持続可能な社会
づくり)基礎

1

ESD論(持続可能な社会
づくり)A

1

ESD論(持続可能な社会
づくり)B

1

環境学入門A 1

環境学入門B 1

海への誘い 2

瀬戸内海学入門 2

社会と人権A 1

社会と人権B 1

社会と人権C 1

ジェンダーとセクシュアリティA 1

ジェンダーとセクシュアリティB 1

阪神・淡路大震災と都市の安全 1

ボランティアと社会貢献活動A 1

ボランティアと社会貢献活動B 1

地域社会形成基礎論 1

ひょうご神戸学 1

日本酒学入門 1

神戸大学史 1

神戸大学研究最前線 1

社会基礎学 2

職業と学び-キャリアデザ
インを考えるA

1

職業と学び-キャリアデザ
インを考えるB

1

価値創造論基礎 1

価値創造論A 1

価値創造論B 1

価値創造論C 1

アントレプレナーシップ入門 1

教
養
科
目

自
然
系

総
合
系

社
会
と
環
境

価
値
と
創
造
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食と健康A 1

食と健康B 1

生物資源と農業A 1

生物資源と農業B 1

生物資源と農業C 1

生物資源と農業D 1

科学技術と社会A 1

科学技術と社会B 1

科学技術と社会C 1

科学技術と社会D 1

カタチの文化学 1

カタチの自然学A 1

カタチの自然学B 1

カタチの科学 1

放射線科学 2

データサイエンス概論A 1

データサイエンス概論B 1

データサイエンス基礎演習 1

データサイエンスPBL演習 1

外国語セミナーA(英語) 1

外国語セミナーB(英語) 1

外国語セミナーC(英語) 1

外国語セミナーD(英語) 1

外国語セミナーA(ドイツ語) 1

外国語セミナーB(ドイツ語) 1

外国語セミナーC(ドイツ語) 1

外国語セミナーD(ドイツ語) 1

外国語セミナーE(ドイツ語) 1

外国語セミナーF(ドイツ語) 1

外国語セミナーA(フランス語) 1

外国語セミナーB(フランス語) 1

外国語セミナーC(フランス語) 1

外国語セミナーD(フランス語) 1

外国語セミナーE(フランス語) 1

外国語セミナーF(フランス語) 1

外国語セミナーA(中国語) 1

外国語セミナーB(中国語) 1

外国語セミナーC(中国語) 1

外国語セミナーD(中国語) 1

外国語セミナーE(中国語) 1

外国語セミナーF(中国語) 1

外国語セミナーA(ロシア語) 1

外国語セミナーB(ロシア語) 1

外国語セミナーC(ロシア語) 1

外国語セミナーD(ロシア語) 1

外国語セミナーE(ロシア語) 1

外国語セミナーF(ロシア語) 1

多言語セミナー1(スペイン語) 1

多言語セミナー2(スペイン語) 1

多言語セミナー3(スペイン語) 1

多言語セミナー4(スペイン語) 1

多言語セミナー1(イタリア語) 1

多言語セミナー2(イタリア語) 1

多言語セミナー3(イタリア語) 1

多言語セミナー4(イタリア語) 1

多言語セミナー1(韓国語) 1

多言語セミナー2(韓国語) 1

多言語セミナー3(韓国語) 1

多言語セミナー4(韓国語) 1

多言語セミナー1(ラテン語) 1

教
養
科
目

科
学
と
技
術

総
合
系

世
界
と
日
本

多言語セミナー2(ラテン語) 1

多言語セミナー3(ラテン語) 1

多言語セミナー4(ラテン語) 1

複言語共修セミナー(タ
ンデム)

1

複言語共修セミナー(外
国語としての日本語)

1

グローバルリーダーシッ
プ育成基礎演習

2

多文化共生のための日
本語コミュニケーション

1

海外留学のすすめA 1

海外留学のすすめB 1

グローバルラーニングスキルズ 1

グローバルエキスパートセミナー 1

グローバルチャレンジ実習 1又は2

国際共修プロジェクト 1又は2

国際協力の現状と課題A 1

国際協力の現状と課題B 1

国際協力アクティブ・ラー
ニングA

2

国際協力アクティブ・ラー
ニングB

2

国際協力アクティブ・ラー
ニングC

2

Academic English
Communication A1

0.5

Academic English
Communication A2

0.5

Academic English
Communication B1

0.5

Academic English
Communication B2

0.5

Academic English
Communication B1（ACE）

0.5

Academic English
Communication B2（ACE）

0.5

Academic English Literacy A1 0.5

Academic English Literacy A2 0.5

Academic English Literacy B1 0.5

Academic English Literacy B2 0.5

Academic English
Literacy B1（ACE）

0.5

Academic English
Literacy B2（ACE）

0.5

ドイツ語初級A1 0.5

ドイツ語初級A2 0.5

ドイツ語初級B1 0.5

ドイツ語初級B2 0.5

ドイツ語初級A3 0.5

ドイツ語初級A4 0.5

ドイツ語初級B3 0.5

ドイツ語初級B4 0.5

ドイツ語初級SA3 0.5

ドイツ語初級SA4 0.5

ドイツ語初級SB3 0.5

ドイツ語初級SB4 0.5

ドイツ語中級C1 0.5

ドイツ語中級C2 0.5

フランス語初級A1 0.5

フランス語初級A2 0.5

フランス語初級B1 0.5

フランス語初級B2 0.5

フランス語初級A3 0.5

フランス語初級A4 0.5

フランス語初級B3 0.5

教
養
科
目

外
国
語
系

世
界
と
日
本

総
合
系

外
国
語
第
Ⅰ

外
国
語
第
Ⅱ
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食と健康A 1

食と健康B 1

生物資源と農業A 1

生物資源と農業B 1

生物資源と農業C 1

生物資源と農業D 1

科学技術と社会A 1

科学技術と社会B 1

科学技術と社会C 1

科学技術と社会D 1

カタチの文化学 1

カタチの自然学A 1

カタチの自然学B 1

カタチの科学 1

放射線科学 2

データサイエンス概論A 1

データサイエンス概論B 1

データサイエンス基礎演習 1

データサイエンスPBL演習 1

外国語セミナーA(英語) 1

外国語セミナーB(英語) 1

外国語セミナーC(英語) 1

外国語セミナーD(英語) 1

外国語セミナーA(ドイツ語) 1

外国語セミナーB(ドイツ語) 1

外国語セミナーC(ドイツ語) 1

外国語セミナーD(ドイツ語) 1

外国語セミナーE(ドイツ語) 1

外国語セミナーF(ドイツ語) 1

外国語セミナーA(フランス語) 1

外国語セミナーB(フランス語) 1

外国語セミナーC(フランス語) 1

外国語セミナーD(フランス語) 1

外国語セミナーE(フランス語) 1

外国語セミナーF(フランス語) 1

外国語セミナーA(中国語) 1

外国語セミナーB(中国語) 1

外国語セミナーC(中国語) 1

外国語セミナーD(中国語) 1

外国語セミナーE(中国語) 1

外国語セミナーF(中国語) 1

外国語セミナーA(ロシア語) 1

外国語セミナーB(ロシア語) 1

外国語セミナーC(ロシア語) 1

外国語セミナーD(ロシア語) 1

外国語セミナーE(ロシア語) 1

外国語セミナーF(ロシア語) 1

多言語セミナー1(スペイン語) 1

多言語セミナー2(スペイン語) 1

多言語セミナー3(スペイン語) 1

多言語セミナー4(スペイン語) 1

多言語セミナー1(イタリア語) 1

多言語セミナー2(イタリア語) 1

多言語セミナー3(イタリア語) 1

多言語セミナー4(イタリア語) 1

多言語セミナー1(韓国語) 1

多言語セミナー2(韓国語) 1

多言語セミナー3(韓国語) 1

多言語セミナー4(韓国語) 1

多言語セミナー1(ラテン語) 1

教
養
科
目

科
学
と
技
術

総
合
系

世
界
と
日
本

フランス語初級B4 0.5

フランス語初級SA3 0.5

フランス語初級SA4 0.5

フランス語初級SB3 0.5

フランス語初級SB4 0.5

フランス語中級C1 0.5

フランス語中級C2 0.5

中国語初級A1 0.5

中国語初級A2 0.5

中国語初級B1 0.5

中国語初級B2 0.5

中国語初級A3 0.5

中国語初級A4 0.5

中国語初級B3 0.5

中国語初級B4 0.5

中国語初級SA3 0.5

中国語初級SA4 0.5

中国語初級SB3 0.5

中国語初級SB4 0.5

中国語中級C1 0.5

中国語中級C2 0.5

ロシア語初級A1 0.5

ロシア語初級A2 0.5

ロシア語初級B1 0.5

ロシア語初級B2 0.5

ロシア語初級A3 0.5

ロシア語初級A4 0.5

ロシア語初級B3 0.5

ロシア語初級B4 0.5

ロシア語中級C1 0.5

ロシア語中級C2 0.5

第三外国語（ドイツ語）T1 0.5

第三外国語（ドイツ語）T2 0.5

第三外国語（ドイツ語）T3 0.5

第三外国語（ドイツ語）T4 0.5

第三外国語（フランス語）T1 0.5

第三外国語（フランス語）T2 0.5

第三外国語（フランス語）T3 0.5

第三外国語（フランス語）T4 0.5

健康・スポーツ科学講義A 1

健康・スポーツ科学講義B 1

健康・スポーツ科学実習基礎 1

健康・スポーツ科学実習1 0.5

健康・スポーツ科学実習2 0.5

情報科学1 1

情報科学2 1

心と行動 2

線形代数入門1 1

線形代数入門2 1

線形代数1 1

線形代数2 1

線形代数3 1

線形代数4 1

微分積分入門1 1

微分積分入門2 1

微分積分1 1

微分積分2 1

微分積分3 1

微分積分4 1

数理統計1 1

数理統計2 1

外
国
語
系

健
康
・
ス
ポ

－
ツ
科
学
系

外
国
語
第
Ⅲ

教
養
科
目

外
国
語
第
Ⅱ

共
通
専
門
基
礎
科
目

物理学入門 1

力学基礎1 1

力学基礎2 1

電磁気学基礎1 1

電磁気学基礎2 1

連続体力学基礎 1

熱力学基礎 1

量子力学基礎 1

相対論基礎 1

物理学実験基礎 1

物理学実験 2

基礎無機化学1 1

基礎無機化学2 1

基礎物理化学1 1

基礎物理化学2 1

基礎有機化学1 1

基礎有機化学2 1

化学実験1 1

化学実験2 1

生物学概論A1 1

生物学概論A2 1

生物学概論B1 1

生物学概論B2 1

生物学概論C1 1

生物学概論C2 1

生物学概論D1 1

生物学概論D2 1

生物学各論A1 1

生物学各論A2 1

生物学各論C1 1

生物学各論C2 1

生物学各論D1 1

生物学各論D2 1

生物学各論E1 1

生物学各論E2 1

生物学実験1 1

生物学実験2 1

基礎地学1 1

基礎地学2 1

日本国憲法1 1

日本国憲法2 1

資格免許のため
の科目

共
通
専
門
基
礎
科
目
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(2) 全学共通授業科目の再受験制度に関する内規等 

 

（平成 16年 4月 1日制定）  

最終改正 令和 6年 11月 28日 

 

第1条 神戸大学全学共通授業科目履修規則(平成 16年 4月 1日制定)第 7条第3項の規定に基づき，再

試験制度に関する事項について定める。 

第 2 条 再試験制度とは，別紙に掲げる再試験できる授業科目の定期試験を受験した者のうち，次条の

条件を満たす場合に限り，同一科目の再試験を受験できる制度をいう。 

第3条 再試験の受験資格は，次の各号の条件をすべて満たしていなければならない。 

 (1) 受験した科目の成績が，50点(5割)以上であること。 

 (2) 科目への出席日数が，所定の3分の 2以上であること。 

 (3) 再試験実施時に休学していないこと。 

第4条 再試験の実施時期及び実施方法は，次のとおりとする。 

 (1) 再試験は，当該授業科目が開講された学期中に実施する。 

  (2) 再試験該当者の発表は，原則として当該定期試験終了後の2週間以内に掲示等により発表する。 

 (3) 再試験は，当該授業科目の開講曜日・時限にかかわらず，別に行うことがある。 

 (4) 試験時間は，45分とする。 

 (5) 再試験の問題作成及び採点は，原則として授業担当教員が行う。 

 (6) 再試験の監督は，当該授業科目を担当する教育部会の教員が行う。 

第5条 再試験で合格した場合の成績評価は60点とする。 

 

    附 則 

（この間の附則は省略） 

 

附 則 

1 この内規は，令和7年4月 1日から施行する。 

2 この内規施行の際現に在学する者（以下「在学生」という。）及び令和7年 4月 1日以後において 

在学者の属する年次に編入学,転入学又は再入学する者については，なお従前の例による。 

 

    

別別紙紙  再再試試験験ででききるる授授業業科科目目（（学学部部別別））  
  
①①   22002255年年度度以以降降入入学学者者用用  
  
医 学 部  医学科         外国語第Ⅰ，外国語第Ⅱ，力学基礎１，力学基礎２， 

基礎物理化学１，基礎物理化学２，基礎有機化学１， 
基礎有機化学２，生物学各論Ｅ１，生物学各論Ｅ２ 

 
保健学科        外国語第Ⅰ，外国語第Ⅱ 

  
医療創成工学科     外国語第Ⅱ 

  
海洋政策科学部            外国語第Ⅱ  
  
②②   22002244年年度度入入学学者者用用  
  
医 学 部  医学科         外国語科目，力学基礎１，力学基礎２， 

基礎物理化学１，基礎物理化学２，基礎有機化学１， 
基礎有機化学２，生物学各論Ｅ１，生物学各論Ｅ２ 

 
保健学科        外国語科目 

  
海洋政策科学部            外国語第Ⅱ  
  
③③   22002211年年度度以以降降入入学学者者用用  
 
医 学 部  医学科         外国語科目，微分積分１，微分積分２，微分積分３， 

微分積分４，力学基礎１，力学基礎２， 
基礎物理化学１，基礎物理化学２，基礎有機化学１， 
基礎有機化学２，生物学各論Ｅ１，生物学各論Ｅ２ 
 

 
       保健学科        外国語科目 
 
工 学 部  電気電子工学科     力学基礎１，力学基礎２，連続体力学基礎，熱力学基礎 
 
       機械工学科       線形代数１，線形代数２，微分積分１，微分積分２ 
 
       応用化学科            線形代数１，線形代数２，線形代数３，線形代数４， 

微分積分１，微分積分２ 
 
       情報知能工学科        線形代数１，線形代数２，線形代数３，線形代数４， 

微分積分１，微分積分２，微分積分３，微分積分４， 
基礎力学１，基礎力学２，電磁気学基礎１， 
電磁気学基礎２ 

 
農 学 部  食料環境システム学科     
               生産環境工学コース   線形代数１，線形代数２，微分積分１，微分積分２ 
 
       資源生命科学科 
        応用動物学コース   基礎無機化学１，基礎無機化学２，基礎有機化学１ 

基礎有機化学２，生物学各論Ｂ１，生物学各論Ｂ２， 
生物学各論Ｄ１，生物学各論Ｄ２ 

 
       生命機能科学科  
        応用生命化学コース  基礎無機化学１，基礎無機化学２，基礎物理化学１， 

基礎物理化学２ 
 
海洋政策科学部            外国語科目，線形代数１，線形代数２，線形代数３， 

線形代数４，微分積分１，微分積分２，微分積分３， 
微分積分４，数理統計１，数理統計２， 
力学基礎１，力学基礎２，電磁気学基礎１， 
電磁気学基礎２，連続体力学基礎， 
基礎有機化学１，基礎有機化学２，基礎物理化学１， 
基礎物理化学２ 
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(2) 全学共通授業科目の再受験制度に関する内規等 

 

（平成 16年 4月 1日制定）  

最終改正 令和 6年 11月 28日 

 

第1条 神戸大学全学共通授業科目履修規則(平成 16年 4月 1日制定)第 7条第3項の規定に基づき，再

試験制度に関する事項について定める。 

第 2 条 再試験制度とは，別紙に掲げる再試験できる授業科目の定期試験を受験した者のうち，次条の

条件を満たす場合に限り，同一科目の再試験を受験できる制度をいう。 

第3条 再試験の受験資格は，次の各号の条件をすべて満たしていなければならない。 

 (1) 受験した科目の成績が，50点(5割)以上であること。 

 (2) 科目への出席日数が，所定の3分の 2以上であること。 

 (3) 再試験実施時に休学していないこと。 

第4条 再試験の実施時期及び実施方法は，次のとおりとする。 

 (1) 再試験は，当該授業科目が開講された学期中に実施する。 

  (2) 再試験該当者の発表は，原則として当該定期試験終了後の2週間以内に掲示等により発表する。 

 (3) 再試験は，当該授業科目の開講曜日・時限にかかわらず，別に行うことがある。 

 (4) 試験時間は，45分とする。 

 (5) 再試験の問題作成及び採点は，原則として授業担当教員が行う。 

 (6) 再試験の監督は，当該授業科目を担当する教育部会の教員が行う。 

第5条 再試験で合格した場合の成績評価は60点とする。 

 

    附 則 

（この間の附則は省略） 

 

附 則 

1 この内規は，令和7年4月 1日から施行する。 

2 この内規施行の際現に在学する者（以下「在学生」という。）及び令和7年 4月 1日以後において 

在学者の属する年次に編入学,転入学又は再入学する者については，なお従前の例による。 

 

    

別別紙紙  再再試試験験ででききるる授授業業科科目目（（学学部部別別））  
  
①①   22002255年年度度以以降降入入学学者者用用  
  
医 学 部  医学科         外国語第Ⅰ，外国語第Ⅱ，力学基礎１，力学基礎２， 

基礎物理化学１，基礎物理化学２，基礎有機化学１， 
基礎有機化学２，生物学各論Ｅ１，生物学各論Ｅ２ 

 
保健学科        外国語第Ⅰ，外国語第Ⅱ 

  
医療創成工学科     外国語第Ⅱ 

  
海洋政策科学部            外国語第Ⅱ  
  
②②   22002244年年度度入入学学者者用用  
  
医 学 部  医学科         外国語科目，力学基礎１，力学基礎２， 

基礎物理化学１，基礎物理化学２，基礎有機化学１， 
基礎有機化学２，生物学各論Ｅ１，生物学各論Ｅ２ 

 
保健学科        外国語科目 

  
海洋政策科学部            外国語第Ⅱ  
  
③③   22002211年年度度以以降降入入学学者者用用  
 
医 学 部  医学科         外国語科目，微分積分１，微分積分２，微分積分３， 

微分積分４，力学基礎１，力学基礎２， 
基礎物理化学１，基礎物理化学２，基礎有機化学１， 
基礎有機化学２，生物学各論Ｅ１，生物学各論Ｅ２ 
 

 
       保健学科        外国語科目 
 
工 学 部  電気電子工学科     力学基礎１，力学基礎２，連続体力学基礎，熱力学基礎 
 
       機械工学科       線形代数１，線形代数２，微分積分１，微分積分２ 
 
       応用化学科            線形代数１，線形代数２，線形代数３，線形代数４， 

微分積分１，微分積分２ 
 
       情報知能工学科        線形代数１，線形代数２，線形代数３，線形代数４， 

微分積分１，微分積分２，微分積分３，微分積分４， 
基礎力学１，基礎力学２，電磁気学基礎１， 
電磁気学基礎２ 

 
農 学 部  食料環境システム学科     
               生産環境工学コース   線形代数１，線形代数２，微分積分１，微分積分２ 
 
       資源生命科学科 
        応用動物学コース   基礎無機化学１，基礎無機化学２，基礎有機化学１ 

基礎有機化学２，生物学各論Ｂ１，生物学各論Ｂ２， 
生物学各論Ｄ１，生物学各論Ｄ２ 

 
       生命機能科学科  
        応用生命化学コース  基礎無機化学１，基礎無機化学２，基礎物理化学１， 

基礎物理化学２ 
 
海洋政策科学部            外国語科目，線形代数１，線形代数２，線形代数３， 

線形代数４，微分積分１，微分積分２，微分積分３， 
微分積分４，数理統計１，数理統計２， 
力学基礎１，力学基礎２，電磁気学基礎１， 
電磁気学基礎２，連続体力学基礎， 
基礎有機化学１，基礎有機化学２，基礎物理化学１， 
基礎物理化学２ 
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(3) 教養教育院開講科目の追試験に関する内規等 

 

教養教育院開講科目の追試験に関する内規 

(平成16年 4月 1日 制定) 

最終改正 令和 8年 1月 22日 

 

第1条 神戸大学全学共通授業科目履修規則(平成 16年 4月 1日制定)第 7条第4項の規定に基づき，追

試験に関する事項について定める。 

第 2 条 追試験は原則として行わないが，次の各号の一に該当する場合は，高等教育推進機構教養教育

院教養教育委員会の議を経て行うことがある。 

 (1) 急性の病気 

 (2) 忌引(配偶者，二親等内の親族) 

 (3) 不慮の事故(自損，他損を問わない。) 

  (4) 公共交通機関の運休又は大幅な遅延 

  (5) 大学の授業科目として行われる実習（教育実習，介護体験，学外での調査・見学等） 

  (6) その他やむを得ない事由 

2 前項第1号に規定する「急性の病気」については，医師の診断書（治療期間の明記されたものに限る）

又は診断書に準ずるものが提出された場合，あるいは提出することを条件に，これを認めるものとする。 

3 第 1項第2号の忌引の期間は，次の各号に掲げる親族に応じ，当該各号に定める期間とする。 

 (1) 配偶者又は父母 7日以内 

 (2) 子 5日以内 

 (3) 配偶者の父母 3日以内 

 (4) 二親等の親族 3日以内 

第 3 条 追試験受験の願い出は，事由を明記した追試験受験願(所定の用紙)に診断書又は証明書等を添

付して教養教育院長に提出するものとする。 

第4条 追試験受験願の提出期限は当該定期試験終了後1週間以内とする。 

第5条 追試験の実施時期は原則として，許可後1週間以内とする。 

第6条 定期試験期間以外に実施される期末試験についても取扱いを同じとする。 

第7条 休学及び欠席届の期間中に実施された試験科目については，追試験を行わない。 

 

    附 則 

（この間の附則は省略） 

    附 則 

 この内規は，令和8年 4月 1日から施行する。 

 

 

全学共通授業科目追試験受験願（所定の様式） 

  年  月  日 

 

 神戸大学高等教育推進機構教養教育院長 殿 

 

学 部 名  

学籍番号 

住  所 

電  話 （    ）    － 

氏  名 

 

全 学 共 通 授 業 科 目 追 試 験 受 験 願 

 

 

下記のとおり期末試験を受験することができなかったので，追試験の受験をご許可  

くださるようお願いします。 

 

記 

１．事    由 

２．添付書類 

３．試験科目等 

 試 験 科 目 名 実施月日（曜日）・時限 担 当 教 員 名  

      月  日（  ）  時限  

      月  日（  ）  時限  

      月  日（  ）  時限  

      月  日（  ）  時限  

      月  日（  ）  時限  

      月  日（  ）  時限  

      月  日（  ）  時限  
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(3) 教養教育院開講科目の追試験に関する内規等 

 

教養教育院開講科目の追試験に関する内規 

(平成16年 4月 1日 制定) 

最終改正 令和 8年 1月 22日 

 

第1条 神戸大学全学共通授業科目履修規則(平成 16年 4月 1日制定)第 7条第4項の規定に基づき，追

試験に関する事項について定める。 

第 2 条 追試験は原則として行わないが，次の各号の一に該当する場合は，高等教育推進機構教養教育

院教養教育委員会の議を経て行うことがある。 

 (1) 急性の病気 

 (2) 忌引(配偶者，二親等内の親族) 

 (3) 不慮の事故(自損，他損を問わない。) 

  (4) 公共交通機関の運休又は大幅な遅延 

  (5) 大学の授業科目として行われる実習（教育実習，介護体験，学外での調査・見学等） 

  (6) その他やむを得ない事由 

2 前項第1号に規定する「急性の病気」については，医師の診断書（治療期間の明記されたものに限る）

又は診断書に準ずるものが提出された場合，あるいは提出することを条件に，これを認めるものとする。 

3 第 1項第2号の忌引の期間は，次の各号に掲げる親族に応じ，当該各号に定める期間とする。 

 (1) 配偶者又は父母 7日以内 

 (2) 子 5日以内 

 (3) 配偶者の父母 3日以内 

 (4) 二親等の親族 3日以内 

第 3 条 追試験受験の願い出は，事由を明記した追試験受験願(所定の用紙)に診断書又は証明書等を添

付して教養教育院長に提出するものとする。 

第4条 追試験受験願の提出期限は当該定期試験終了後1週間以内とする。 

第5条 追試験の実施時期は原則として，許可後1週間以内とする。 

第6条 定期試験期間以外に実施される期末試験についても取扱いを同じとする。 

第7条 休学及び欠席届の期間中に実施された試験科目については，追試験を行わない。 

 

    附 則 

（この間の附則は省略） 

    附 則 

 この内規は，令和8年 4月 1日から施行する。 

 

 

全学共通授業科目追試験受験願（所定の様式） 

  年  月  日 

 

 神戸大学高等教育推進機構教養教育院長 殿 

 

学 部 名  

学籍番号 

住  所 

電  話 （    ）    － 

氏  名 

 

全 学 共 通 授 業 科 目 追 試 験 受 験 願 

 

 

下記のとおり期末試験を受験することができなかったので，追試験の受験をご許可  

くださるようお願いします。 

 

記 

１．事    由 

２．添付書類 

３．試験科目等 

 試 験 科 目 名 実施月日（曜日）・時限 担 当 教 員 名  

      月  日（  ）  時限  

      月  日（  ）  時限  

      月  日（  ）  時限  

      月  日（  ）  時限  

      月  日（  ）  時限  

      月  日（  ）  時限  

      月  日（  ）  時限  
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(4) 協定に基づき留学する学生の全学共通授業科目の定期試験の取扱いに関する申合せ 

(平成 16年 4月 1 日 制定) 

最終改正 令和 8年 1月 22 日 

 

l．協定に基づき留学（短期海外研修等を含む。）する学生または神戸大学の教育プログラム（海外

で実施されるものに限る。）に参加する学生が，教養教育院開講科目の定期試験を受験できない場

合には，定期試験の実施日の変更を認めることがある。 

2．前項に該当する学生で定期試験の実施日の変更を希望する者は，原則として出発日の属する月の

前々月の 10 日までに大学教育推進機構教養教育院長に別紙様式により申し出るものとする。なお，

特別な事情により，期日までに申し出ることができない場合は，理由書（様式自由）を添付し，

その旨を申し出るものとする。 

3．定期試験の実施日の変更は，高等教育推進機構教養教育院教養教育委員会の了承を経て，行うも

のとする。 

4．定期試験の実施は，担当教員の指示する方法によるものとする。 

 

   附 則 

（この間の附則は省略） 

   附 則 

この申合せは，令和 8年 4月 1日から施行する。 

 

別紙様式 

令和  年  月  日 

 
高等教育推進機構教養教育院長 殿 

 

                         学 部 名 
                              

学籍番号 
 

                         氏  名 
 
                     電話番号 

 

協定等に基づく留学に伴う教養教育院開講科目の 

定期試験実施日変更願 
 
このことについて，下記のとおり定期試験の実施日を変更していただきますよう 

お願いします。 
 

記 
 

1．留学先（国名・機関名） 
 
2．留学目的 
 
3．留学期間 
  自令和   年   月   日 ～ 至令和   年   月   日 
    （令和   年   月   日出国予定） 
                                
4．教養教育院開講科目 

開 講 曜 日／時 限 授 業 科 目 名 担 当 教 員 名 

     ／     

    ／      

    ／      

    ／      

    ／      

【所属学部事務担当者・教育プログラム実施責任者記入欄】 

協定大学・教育プログラム欄にチェックを入れ，協定大学・教育プログラム名を記入の上，

署名・押印をお願いいたします。 

協定大学・教育プログラム 
所属学部事務担当者・教育プログラム実施責任者 

署名及び確認印 

□協定大学： 大学  所属： 

□教育プログラム：  印  
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(4) 協定に基づき留学する学生の全学共通授業科目の定期試験の取扱いに関する申合せ 

(平成 16年 4月 1 日 制定) 

最終改正 令和 8年 1月 22 日 

 

l．協定に基づき留学（短期海外研修等を含む。）する学生または神戸大学の教育プログラム（海外

で実施されるものに限る。）に参加する学生が，教養教育院開講科目の定期試験を受験できない場

合には，定期試験の実施日の変更を認めることがある。 

2．前項に該当する学生で定期試験の実施日の変更を希望する者は，原則として出発日の属する月の

前々月の 10 日までに大学教育推進機構教養教育院長に別紙様式により申し出るものとする。なお，

特別な事情により，期日までに申し出ることができない場合は，理由書（様式自由）を添付し，

その旨を申し出るものとする。 

3．定期試験の実施日の変更は，高等教育推進機構教養教育院教養教育委員会の了承を経て，行うも

のとする。 

4．定期試験の実施は，担当教員の指示する方法によるものとする。 

 

   附 則 

（この間の附則は省略） 

   附 則 

この申合せは，令和 8年 4月 1日から施行する。 

 

別紙様式 

令和  年  月  日 

 
高等教育推進機構教養教育院長 殿 

 

                         学 部 名 
                              

学籍番号 
 

                         氏  名 
 
                     電話番号 

 

協定等に基づく留学に伴う教養教育院開講科目の 

定期試験実施日変更願 
 
このことについて，下記のとおり定期試験の実施日を変更していただきますよう 

お願いします。 
 

記 
 

1．留学先（国名・機関名） 
 
2．留学目的 
 
3．留学期間 
  自令和   年   月   日 ～ 至令和   年   月   日 
    （令和   年   月   日出国予定） 
                                
4．教養教育院開講科目 

開 講 曜 日／時 限 授 業 科 目 名 担 当 教 員 名 

     ／     

    ／      

    ／      

    ／      

    ／      

【所属学部事務担当者・教育プログラム実施責任者記入欄】 

協定大学・教育プログラム欄にチェックを入れ，協定大学・教育プログラム名を記入の上，

署名・押印をお願いいたします。 

協定大学・教育プログラム 
所属学部事務担当者・教育プログラム実施責任者 

署名及び確認印 

□協定大学： 大学  所属： 

□教育プログラム：  印  
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(5) 授業時間及び授業時限に関する申合せ 

 

平成 16 年 12 月 9 日部局長会議決定 

平成 28 年 3 月 10 日部局長会議一部改正 

令和 7 年 12 月 4 日大学教育推進委員会一部改正 

 

 

１．授業時間は，90 分とする。 

 

２．授業時限は，次のとおりとする。 

 

      １時限  ８：５０～１０：２０ 

      ２時限 １０：４０～１２：１０ 

      ３時限 １３：２０～１４：５０ 

      ４時限 １５：１０～１６：４０ 

      ５時限 １７：００～１８：３０ 

６時限 １８：５０～２０：２０ 

 

３．人間発達環境学研究科，経済学研究科及び経営学研究科の授業時限は，別に定める。 

 

４．法学研究科，医学系研究科（先進生命医科学系専攻医療創成工学領域及び医療創成工学専攻を

除く。）及び医学部（医療創成工学科を除く。）の授業時間及び授業時限は，別に定める。 

 

    附 則 

（この間の附則は省略） 

 

    附 則 

 この申合せは，令和 8 年 4 月 1 日から実施する。 

 

(6) 交通機関の運休，気象警報の発表，避難指示・緊急安全確保の発令時における授業，定期試 

験の休講措置について 

平成28年1月27日 全学教務委員会 決定 

最終改正 令和8年2月18日 全学教務委員会 

 

交通機関の運休，気象警報の発表，避難指示・緊急安全確保の発令時における授業，定期試験 

の休講については，下記のとおり取り扱うものとする。 

記 

1． 交通機関の運休の場合  

各地区において，次の＜１＞から＜４＞のとおり交通機関が運休した場合は，当日のその後に

予定されている授業(定期試験を含む。以下同じ。)を休講とする。 

ただし，交通機関が運行を再開した場合は，次のとおり授業を実施する。 

① 午前6時までに，交通機関が運行を再開した場合は，1時限目の授業から実施する。 

② 午前10時までに，交通機関が運行を再開した場合は，午後1時以降に開始する授業から

実施する。 

③ 午後2時までに，交通機関が運行を再開した場合は，午後5時以降に開始する授業から実

施する。 

 

＜１＞六甲台地区  

次の(1)又は(2)のいずれかに該当する場合 

(1) JR西日本（神戸線(大阪駅～姫路駅）），阪急電鉄（神戸本線（大阪梅田駅～神戸三宮駅））

及び阪神電気鉄道（阪神本線（大阪梅田駅～元町駅））のうち2線が同時に運休した場合 

 (2) 神戸市バス16系統及び36系統が同時に運休した場合 

 

＜２＞楠地区 

次の(1)又は(2)のいずれかに該当する場合 

(1) JR西日本（神戸線(大阪駅～姫路駅）），阪急電鉄（神戸本線（大阪梅田駅～神戸三宮駅）），

阪神電気鉄道（阪神本線（大阪梅田駅～元町駅））が全て同時に運休した場合 

(2) JR西日本（神戸線(大阪駅～姫路駅）），神戸市営地下鉄（西神・山手線（谷上駅～西神

中央駅））が同時に運休した場合 

 

＜３＞名谷地区 

次の(1) 又は(2)のいずれかに該当する場合 

(1) JR西日本（神戸線(大阪駅～姫路駅）），阪急電鉄（神戸本線（大阪梅田駅～神戸三宮駅））

及び阪神電気鉄道（阪神本線（大阪梅田駅～元町駅））が全て同時に運休した場合 

 (2) 神戸市営地下鉄（西神・山手線（谷上駅～西神中央駅））が運休した場合  

 

＜４＞深江地区 

JR西日本（神戸線(大阪駅～姫路駅）），阪急電鉄（神戸本線（大阪梅田駅～神戸三宮駅）），

阪神電気鉄道（阪神本線（大阪梅田駅～元町駅））が全て同時に運休した場合 

 

2．気象警報の発表の場合  

各地区において，次の＜１＞から＜４＞のとおり警報（ただし暴風，大雪，暴風雪に限る）又

は特別警報が発表された場合，当日のその後に予定されている授業を休講とする。 

なお，気象警報が広域に発表された場合は，神戸市が含まれている場合にこの取扱いを適用す

る。 

ただし，気象警報が解除された場合は，次のとおり授業を実施する。 

(1) 午前6時までに，気象警報が解除された場合は，1時限目の授業から実施する。 

(2) 午前 10 時までに，気象警報が解除された場合は，午後 1時以降に開始する授業から実施

する。 
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(5) 授業時間及び授業時限に関する申合せ 

 

平成 16 年 12 月 9 日部局長会議決定 

平成 28 年 3 月 10 日部局長会議一部改正 

令和 7 年 月 日大学教育推進委員会一部改正 

 

 

１．授業時間は，90 分とする。 

 

２．授業時限は，次のとおりとする。 

 

      １時限  ８：５０～１０：２０ 

      ２時限 １０：４０～１２：１０ 

      ３時限 １３：２０～１４：５０ 

      ４時限 １５：１０～１６：４０ 

      ５時限 １７：００～１８：３０ 

６時限 １８：５０～２０：２０ 

 

３．人間発達環境学研究科，経済学研究科及び経営学研究科の授業時限は，別に定める。 

 

４．法学研究科，医学系研究科（先進生命医科学系専攻医療創成工学領域及び医療創成工学専攻を

除く。）及び医学部（医療創成工学科を除く。）の授業時間及び授業時限は，別に定める。 

 

    附 則 

（この間の附則は省略） 

 

    附 則 

 この申し合わせは，令和 8 年 4 月 1 日から実施する。 

 

(6) 交通機関の運休，気象警報の発表，避難指示・緊急安全確保の発令時における授業，定期試 

験の休講措置について 

平成28年1月27日 全学教務委員会 決定 

最終改正 令和8年2月18日 全学教務委員会 

 

交通機関の運休，気象警報の発表，避難指示・緊急安全確保の発令時における授業，定期試験 

の休講については，下記のとおり取り扱うものとする。 

記 

1． 交通機関の運休の場合  

各地区において，次の＜１＞から＜４＞のとおり交通機関が運休した場合は，当日のその後に

予定されている授業(定期試験を含む。以下同じ。)を休講とする。 

ただし，交通機関が運行を再開した場合は，次のとおり授業を実施する。 

① 午前6時までに，交通機関が運行を再開した場合は，1時限目の授業から実施する。 

② 午前10時までに，交通機関が運行を再開した場合は，午後1時以降に開始する授業から

実施する。 

③ 午後2時までに，交通機関が運行を再開した場合は，午後5時以降に開始する授業から実

施する。 

 

＜１＞六甲台地区  

次の(1)又は(2)のいずれかに該当する場合 

(1) JR西日本（神戸線(大阪駅～姫路駅）），阪急電鉄（神戸本線（大阪梅田駅～神戸三宮駅））

及び阪神電気鉄道（阪神本線（大阪梅田駅～元町駅））のうち2線が同時に運休した場合 

 (2) 神戸市バス16系統及び36系統が同時に運休した場合 

 

＜２＞楠地区 

次の(1)又は(2)のいずれかに該当する場合 

(1) JR西日本（神戸線(大阪駅～姫路駅）），阪急電鉄（神戸本線（大阪梅田駅～神戸三宮駅）），

阪神電気鉄道（阪神本線（大阪梅田駅～元町駅））が全て同時に運休した場合 

(2) JR西日本（神戸線(大阪駅～姫路駅）），神戸市営地下鉄（西神・山手線（谷上駅～西神

中央駅））が同時に運休した場合 

 

＜３＞名谷地区 

次の(1) 又は(2)のいずれかに該当する場合 

(1) JR西日本（神戸線(大阪駅～姫路駅）），阪急電鉄（神戸本線（大阪梅田駅～神戸三宮駅））

及び阪神電気鉄道（阪神本線（大阪梅田駅～元町駅））が全て同時に運休した場合 

 (2) 神戸市営地下鉄（西神・山手線（谷上駅～西神中央駅））が運休した場合  

 

＜４＞深江地区 

JR西日本（神戸線(大阪駅～姫路駅）），阪急電鉄（神戸本線（大阪梅田駅～神戸三宮駅）），

阪神電気鉄道（阪神本線（大阪梅田駅～元町駅））が全て同時に運休した場合 

 

2．気象警報の発表の場合  

各地区において，次の＜１＞から＜４＞のとおり警報（ただし暴風，大雪，暴風雪に限る）又

は特別警報が発表された場合，当日のその後に予定されている授業を休講とする。 

なお，気象警報が広域に発表された場合は，神戸市が含まれている場合にこの取扱いを適用す

る。 

ただし，気象警報が解除された場合は，次のとおり授業を実施する。 

(1) 午前6時までに，気象警報が解除された場合は，1時限目の授業から実施する。 

(2) 午前 10 時までに，気象警報が解除された場合は，午後 1時以降に開始する授業から実施

する。 
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(3) 午後2時までに，気象警報が解除された場合は，午後5時以降に開始する授業から実施す

る。 

 

＜１＞六甲台地区 

神戸市灘区に警報又は特別警報が発表された場合 

 

＜２＞楠地区 

神戸市中央区に警報又は特別警報が発表された場合 

 

＜３＞名谷地区 

神戸市須磨区に警報又は特別警報が発表された場合 

 

＜４＞深江地区 

神戸市東灘区に警報又は特別警報が発表された場合 

 

3．避難指示・緊急安全確保の発令の場合 

各地区（六甲台地区，楠地区，名谷地区，深江地区）の所在地に市町村等から避難指示・緊急

安全確保が発令された場合，当該地区で当日のその後に予定されている全ての授業を休講とする。

ただし，午前6時までに避難指示・緊急安全確保が解除された場合は，１時限目の授業から実施

する。  

 

4. 休講措置の特例 

上記1～3の場合にかかわらず，授業開講部局の長が，学生の安全確保のため必要があると判

断した場合は，当該部局の授業等について，休講等の措置をとることがある。 

 

5．休講の周知方法 

交通機関の運休，気象警報の発表，避難指示・緊急安全確保の発令が事前に予想される場合は，

学内掲示板，うりぼーネット，各部局のホームページ等により，あらかじめ周知する。  

 

(注) 1.交通機関の運休とは，事故，気象現象，地震，その他の理由により交通機関が運行休止と

なる場合をいう。  

2.気象警報は，「神戸地方気象台が発表する警報」による。  

3.気象警報の発表及び解除，避難指示・緊急安全確保の発令及び解除の確認は，テレビ・ラ

ジオ・インターネット等の報道による。  

4.演習又は研究指導等の少人数の授業については，授業を行うことがある。ただし，避難指

示・緊急安全確保の発令の場合は除く。  

5.このほか，必要な事項は各部局において別に定める。 

6.この取扱いは，対面授業及び一部対面授業の実施にあたって適用する。 

7.この取扱いは，令和 8年 3月 17 日から適用する。 

(7) 学生からの成績評価に対する申し立て手続きに関する申合せ 

（平成 26年 1月 23 日 制定） 

最終改正 令和 4年 1月 27 日 

 

 この申合せは，学生から成績評価に対する申し立てがあった場合，成績評価の透明性，厳格性を確

保するため，その手続きについて定める。 

 

（申し立ての理由） 

 学生は受講した教養教育院開講科目に関する成績評価について，当該授業科目の成績評価基準に

照らして疑義がある場合は，教養教育院長に申し立てを行い，成績評価について，担当教員に説明

を求めることができるものとする。 

 

（申し立ての手続き） 

 成績評価に対する申し立ては，所属学部での成績発表後１週間以内に行うこととし，申し立てを

行う授業科目名，担当教員名，申し立ての内容及びその理由等を所定の用紙に記入し，学務課共通

教育グループに提出することとする。 

 

（申し立てへの対応） 

 申し立てを受けた当該授業科目の担当教員は，申し立てた学生に対し成績評価について速やかに

学務課共通教育グループを通じ，回答を行うものとする。 

また，その結果については，授業担当教員等は書面により，教養教育院長に報告することとする。 

 

附 則 

（この間の附則は省略） 

 

附 則 

この申合せは，令和 4年 4月 1日から施行する。 
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(3) 午後2時までに，気象警報が解除された場合は，午後5時以降に開始する授業から実施す

る。 

 

3．避難指示・緊急安全確保の発令の場合 

各地区（六甲台地区，楠地区，名谷地区，深江地区）の所在地に市町村等から避難指示・緊急

安全確保が発令された場合，当該地区で当日のその後に予定されている全ての授業を休講とする。

ただし，午前6時までに避難指示・緊急安全確保が解除された場合は，１時限目の授業から実施

する。  

 

4. 休講措置の特例 

上記1～3の場合にかかわらず，授業開講部局の長が，学生の安全確保のため必要があると判

断した場合は，当該部局の授業等について，休講等の措置をとることがある。 

 

5．休講の周知方法 

交通機関の運休，気象警報の発表，避難指示・緊急安全確保の発令が事前に予想される場合は，

学内掲示板，うりぼーネット，各部局のホームページ等により，あらかじめ周知する。  

 

(注) 1.交通機関の運休とは，事故，気象現象，地震，その他の理由により交通機関が運行休止と

なる場合をいう。  

2.気象警報は，「神戸地方気象台が発表する警報」による。  

3.気象警報の発表及び解除，避難指示・緊急安全確保の発令及び解除の確認は，テレビ・ラ

ジオ・インターネット等の報道による。  

4.演習又は研究指導等の少人数の授業については，授業を行うことがある。ただし，避難指

示・緊急安全確保の発令の場合は除く。  

5.このほか，必要な事項は各部局において別に定める。 

6.この取扱いは，対面授業及び一部対面授業の実施にあたって適用する。 

7.この取扱いは，令和 5年 7月 26 日から適用する。 

(7) 学生からの成績評価に対する申し立て手続きに関する申合せ 

（平成 26年 1月 23 日 制定） 

最終改正 令和 4年 1月 27 日 

 

 この申合せは，学生から成績評価に対する申し立てがあった場合，成績評価の透明性，厳格性を確

保するため，その手続きについて定める。 

 

（申し立ての理由） 

 学生は受講した教養教育院開講科目に関する成績評価について，当該授業科目の成績評価基準に

照らして疑義がある場合は，教養教育院長に申し立てを行い，成績評価について，担当教員に説明

を求めることができるものとする。 

 

（申し立ての手続き） 

 成績評価に対する申し立ては，所属学部での成績発表後１週間以内に行うこととし，申し立てを

行う授業科目名，担当教員名，申し立ての内容及びその理由等を所定の用紙に記入し，学務課共通

教育グループに提出することとする。 

 

（申し立てへの対応） 

 申し立てを受けた当該授業科目の担当教員は，申し立てた学生に対し成績評価について速やかに

学務課共通教育グループを通じ，回答を行うものとする。 

また，その結果については，授業担当教員等は書面により，教養教育院長に報告することとする。 

 

附 則 

（この間の附則は省略） 

 

附 則 

この申合せは，令和 4年 4月 1日から施行する。 
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(8)教養教育院開講科目の定期試験等における不正行為に関する申合せ 

                              (平成 16 年 4月 1日 制定) 

最終改正 令和 5年 1月 26 日 

 

1.定義 

この申合せにおいて「不正行為」とは，次に掲げる場合をいう。 

(1) 定期試験または授業中における試験において，試験時間中に次の行為を実行した場合 

①受験のために許可された物品以外（筆箱，下敷き，パソコン及び携帯電話等の通信機器を含む） 

を机上，または机の中に置いていた場合 

②持ち込みが許可されていないノート，教科書，配付資料，参考書，メモ等を参照していた場合 

③他人の答案を写す，または他人に答案を写させた場合 

④受験者本人に代わって受験した，または他人に代理受験を依頼した場合 

⑤試験内容について私語を交わす，または試験の妨害をした場合 

⑥試験監督者の指示に従わなかった場合 

⑦その他，試験の公正性を損なう行為や成績評価を妨げる行為を行った場合 

(2) 成績評価のために課すレポート等において，次の行為を実行した場合 

①他人の作成したレポート等の内容を書き写す（内容の一部書き換えを含む），または他人にレ 

ポート等の内容を作成させた場合 

②故意に他人にレポート等の内容を書き写させる，または他人に作成したレポート等を提供した 

場合 

③レポート等の作成において剽窃（他人の著作物の内容等について出典を明記せず，自分の作成 

した内容とする等）した場合 

④レポート等の作成においてデータや画像の改ざん，捏造を行った場合 

⑤その他，レポート等の公正性を損なう行為や成績評価を妨げる行為を行った場合 

2. 不正行為の認定等 

(l) 授業・定期試験期間内に実施する定期試験については監督責任者が面談を行い，不正行為か否

かの認定を行う。 

(2) 授業・定期試験期間以外に実施する定期試験並びに授業中における試験または成績評価のため

に課すレポート等については，授業担当教員及び教務専門委員会委員が面談を行い，不正行為か

否かの認定を行う。 

(3) 授業担当教員が非常勤講師の場合は，当該授業科目を提供する教育部会構成員が代わって面談 

を行い，不正行為か否かの認定を行うことができる。 

(4) (1)(2)及び(3)において，不正行為を認定した場合は，当該学生に事実確認書を提出させ，反 

省を促す。 

(5) 高等教育推進機構教養教育院長は，不正行為者の事実確認書を添付の上，所属学部へ通知する。 

(6) 不正行為があった学期の教養教育院開講科目の履修科目の成績を無効とする。その処置につい

ては，所属学部教授会が行う。 

3. その他 

この申合せに定めるもののほか，不正行為等に関し必要な事項については，別に定める。 

  
附 則 

（この間の附則は省略） 

   附 則 

1 この申合せは，令和 5年 4月 1日から施行する。 

2 教養教育院開講科目における不正行為について（平成 29年 4月 1日制定）は，廃止する。 

 
 

(9) 全学共通授業科目におけるＧＰＡの対象外科目について 

 （令和７年度入学者から適用） 

 

    （平成 24 年 5月 31 日 運営協議会決定） 

最 終 改 正  令 和 6 年 1 2 月 2 6 日 

適用年月日  令 和 7 年 0 4 月 0 1 日 

            

全学共通授業科目におけるＧＰＡの対象外科目は，次の表のとおりとする。 

 

授業科目の区分等 授 業 科 目 単位 備 考 

教養科目 基盤系 教養とは何か 1 合否評価 

多言語と多文化の世界 1 合否評価 

情報基礎 1 合否評価 

総合系 世界と日本 国際共修プロジェクト 1 認定科目 

共通専門基礎科目 物理学入門 1 合否評価 

資格免許のための科目 日本国憲法 1 1  

日本国憲法 2 1  
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(8)教養教育院開講科目の定期試験等における不正行為に関する申合せ 

                              (平成 16 年 4月 1日 制定) 

最終改正 令和 5年 1月 26 日 

 

1.定義 

この申合せにおいて「不正行為」とは，次に掲げる場合をいう。 

(1) 定期試験または授業中における試験において，試験時間中に次の行為を実行した場合 

①受験のために許可された物品以外（筆箱，下敷き，パソコン及び携帯電話等の通信機器を含む） 

を机上，または机の中に置いていた場合 

②持ち込みが許可されていないノート，教科書，配付資料，参考書，メモ等を参照していた場合 

③他人の答案を写す，または他人に答案を写させた場合 

④受験者本人に代わって受験した，または他人に代理受験を依頼した場合 

⑤試験内容について私語を交わす，または試験の妨害をした場合 

⑥試験監督者の指示に従わなかった場合 

⑦その他，試験の公正性を損なう行為や成績評価を妨げる行為を行った場合 

(2) 成績評価のために課すレポート等において，次の行為を実行した場合 

①他人の作成したレポート等の内容を書き写す（内容の一部書き換えを含む），または他人にレ 

ポート等の内容を作成させた場合 

②故意に他人にレポート等の内容を書き写させる，または他人に作成したレポート等を提供した 

場合 

③レポート等の作成において剽窃（他人の著作物の内容等について出典を明記せず，自分の作成 

した内容とする等）した場合 

④レポート等の作成においてデータや画像の改ざん，捏造を行った場合 

⑤その他，レポート等の公正性を損なう行為や成績評価を妨げる行為を行った場合 

2. 不正行為の認定等 

(l) 授業・定期試験期間内に実施する定期試験については監督責任者が面談を行い，不正行為か否

かの認定を行う。 

(2) 授業・定期試験期間以外に実施する定期試験並びに授業中における試験または成績評価のため

に課すレポート等については，授業担当教員及び教務専門委員会委員が面談を行い，不正行為か

否かの認定を行う。 

(3) 授業担当教員が非常勤講師の場合は，当該授業科目を提供する教育部会構成員が代わって面談 

を行い，不正行為か否かの認定を行うことができる。 

(4) (1)(2)及び(3)において，不正行為を認定した場合は，当該学生に事実確認書を提出させ，反 

省を促す。 

(5) 大学教育推進機構教養教育院長は，不正行為者の事実確認書を添付の上，所属学部へ通知する。 

(6) 不正行為があった学期の教養教育院開講科目の履修科目の成績を無効とする。その処置につい

ては，所属学部教授会が行う。 

3. その他 

この申合せに定めるもののほか，不正行為等に関し必要な事項については，別に定める。 

  
附 則 

（この間の附則は省略） 

   附 則 

1 この申合せは，令和 5年 4月 1日から施行する。 

2 教養教育院開講科目における不正行為について（平成 29年 4月 1日制定）は，廃止する。 

 
 

(9) 全学共通授業科目におけるＧＰＡの対象外科目について 

 （令和７年度入学者から適用） 

 

    （平成 24 年 5月 31 日 運営協議会決定） 

最 終 改 正  令 和 6 年 1 2 月 2 6 日 

適用年月日  令 和 7 年 0 4 月 0 1 日 

            

全学共通授業科目におけるＧＰＡの対象外科目は，次の表のとおりとする。 

 

授業科目の区分等 授 業 科 目 単位 備 考 

教養科目 基盤系 教養とは何か 1 合否評価 

多言語と多文化の世界 1 合否評価 

情報基礎 1 合否評価 

総合系 世界と日本 国際共修プロジェクト 1 認定科目 

共通専門基礎科目 物理学入門 1 合否評価 

資格免許のための科目 日本国憲法 1 1  

日本国憲法 2 1  
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８．神戸大学日本語等授業科目履修規則 

（平成 16 年４月１日制定） 

最終改正 令和 8 年 3 月 31 日 

 

（趣旨) 

第 1 条 この規則は，神戸大学教学規則(平成 16 年 4 月 1 日制定)第 28 条第 2 項の規定に基づき， 

日本語及び日本事情に関する科目(以下「日本語等授業科目」という。)の履修方法，試験等に関

し必要な事項を定めるものとする。 

（日本語等授業科目及び単位数) 

第 2 条 日本語等授業科目及び単位数は，別表のとおりとする。 

（履修手続) 

第 3 条 学生は，毎学期指定の期日までに，履修しようとする日本語等授業科目を所属学部長に届

け出なければならない。 

（試験) 

第 4 条 試験は，授業が終了した学期末又はクォーター末に行う。ただし，必要がある場合は，学

期末及びクォーター末以外の時期に行うことがある。 

2 前項の規定にかかわらず，平常の成績をもって試験に代えることがある。 

3 不合格となった日本語等授業科目については，再試験を行わない。ただし，別に定める条件を満

たす場合は，この限りでない。 

4 試験に欠席した者に対しては，追試験を行わない。ただし，高等教育推進機構グローバルエンゲー

ジメントセンターにおいて特別の理由があると認めた場合は，この限りでない。 

（単位の取扱) 

第 5 条 日本語等授業科目の単位の取扱については，各学部規則の定めるところによる。 

（雑則) 

第 6 条 この規則に定めるもののほか，この規則の実施に関し必要な事項は，高等教育推進機構グ

ローバルエンゲージメントセンター長が定める。 

 

附 則 

（この間の附則は省略） 

 

附 則（令和 8 年 3 月 31 日） 

この規則は，令和 8 年 4 月 1 日から施行する。 

  

別表(第 2 条関係) 

授業科目 単位 

日本語 IA 0.5 

日本語 IB 0.5 

日本語 IIA 0.5 

日本語 IIB 0.5 

日本語 IIIA 0.5 

日本語 IIIB 0.5 

日本語 IVA 0.5 

日本語 IVB 0.5 

日本語 VA 0.5 

日本語 VB 0.5 

日本語 VIA 0.5 

日本語 VIB 0.5 

日本語 VIIA 0.5 

日本語 VIIB 0.5 

日本語 VIIIA 0.5 

日本語 VIIIB 0.5 

日本事情 IA 0.5 

日本事情 IB 0.5 

日本事情 IIA 0.5 

日本事情 IIB 0.5 
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８．神戸大学日本語等授業科目履修規則 

（平成 16 年４月１日制定） 

最終改正 令和 4 年 3 月 31 日 

 

（趣旨) 

第 1 条 この規則は，神戸大学教学規則(平成 16 年 4 月 1 日制定)第 28 条第 2 項の規定に基づき， 

日本語及び日本事情に関する科目(以下「日本語等授業科目」という。)の履修方法，試験等に関

し必要な事項を定めるものとする。 

（日本語等授業科目及び単位数) 

第 2 条 日本語等授業科目及び単位数は，別表のとおりとする。 

（履修手続) 

第 3 条 学生は，毎学期指定の期日までに，履修しようとする日本語等授業科目を所属学部長に届

け出なければならない。 

（試験) 

第 4 条 試験は，授業が終了した学期末又はクォーター末に行う。ただし，必要がある場合は，学

期末及びクォーター末以外の時期に行うことがある。 

2 前項の規定にかかわらず，平常の成績をもって試験に代えることがある。 

3 不合格となった日本語等授業科目については，再試験を行わない。ただし，別に定める条件を満

たす場合は，この限りでない。 

4 試験に欠席した者に対しては，追試験を行わない。ただし，大学教育推進機構グローバル教育セ

ンター留学生教育部門において特別の理由があると認めた場合は，この限りでない。 

（単位の取扱) 

第 5 条 日本語等授業科目の単位の取扱については，各学部規則の定めるところによる。 

（雑則) 

第 6 条 この規則に定めるもののほか，この規則の実施に関し必要な事項は，グローバル教育セン

ター留学生教育部門長が定める。 

 

附 則 

（この間の附則は省略） 

 

附 則 

この規則は，令和 4 年 4 月 1 日から施行する。 

  

別表(第 2 条関係) 

授業科目 単位 

日本語 IA 0.5 

日本語 IB 0.5 

日本語 IIA 0.5 

日本語 IIB 0.5 

日本語 IIIA 0.5 

日本語 IIIB 0.5 

日本語 IVA 0.5 

日本語 IVB 0.5 

日本語 VA 0.5 

日本語 VB 0.5 

日本語 VIA 0.5 

日本語 VIB 0.5 

日本語 VIIA 0.5 

日本語 VIIB 0.5 

日本語 VIIIA 0.5 

日本語 VIIIB 0.5 

日本事情 IA 0.5 

日本事情 IB 0.5 

日本事情 IIA 0.5 

日本事情 IIB 0.5 
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９．神戸大学における授業料，入学料，検定料及び寄宿料の額に関する規程 
 

（平成 16 年 4 月 1 日制定） 

最終改正 令和 2 年 3 月 24 日 

 

（趣旨) 

第 1 条 この規程は，国立大学法人神戸大学会計規則(平成 16 年 4 月 1 日制定)第 52 条の規定に基

づき，神戸大学(以下「本学」という。)における授業料，入学料，検定料及び寄宿料の額に関し

必要な事項を定めるものとする。 

 (授業料，入学料及び検定料の額) 

第 2 条 本学において徴収する授業料(幼稚園にあっては，保育料。以下同じ。)，入学料(幼稚園に

あっては，入園料。以下同じ。)及び検定料の額は，次の表のとおりとする。 

区     分 授 業 料 入学料 検定料 

学部 年 額  535,800 円 282,000 円 17,000 円 

大学院の研究科(法学研究科実務法

律専攻を除く。) 
年 額  535,800 円 282,000 円 30,000 円 

法学研究科実務法律専攻 年 額  804,000 円 282,000 円 30,000 円 

乗船実習科 6 か月につき  267,900 円 169,200 円 18,000 円 

幼稚園 年 額  73,200 円 31,200 円 1,600 円 

中等教育学校の後期課程 年 額  115,200 円 56,400 円 9,800 円 

特別支援学校の高等部 年 額  4,800 円 2,000 円 2,500 円 

科目等履修生・聴講生 1 単位につき  14,800 円 28,200 円 9,800 円 

研究生 月 額  29,700 円 84,600 円 9,800 円 

特別聴講学生 1 単位につき  14,800 円   

特別研究学生 月 額  29,700 円   

2 神戸大学教学規則(以下「教学規則」という。)第 22 条第 4 項(教学規則第 72 条において準用す

る場合を含む。)の規定により，本学の修業年限又は標準修業年限を超えて一定の期間にわたり

計画的に教育課程を履修して卒業又は課程を修了することを認められた者から徴収する授業料

の年額は，当該在学を認められた期間(以下「長期在学期間」という。)に限り，前項の規定にか

かわらず，同項に規定する授業料の年額に本学の修業年限又は標準修業年限に相当する年数を乗

じて得た額を長期在学期間の年数で除した額(その額に 10 円未満の端数があるときは，これを切

り上げるものとする。)とする。 

3 学部において，出願書類等による選抜(以下「第一段階目の選抜」という。)を行い，その合格者

に限り学力検査その他による選抜(以下「第二段階目の選抜」という。)を行う場合の検定料の額

については，第 1 項の規定にかかわらず，第一段階目の選抜に係る額は 4,000 円とし，第二段階

目の選抜に係る額は 13,000 円とする。 

4 法学研究科実務法律専攻において，第一段階目の選抜を行い，その合格者に限り第二段階目の選

抜を行う場合の検定料の額については，第 1 項の規定にかかわらず，第一段階目の選抜に係る額

は 7,000 円とし，第二段階目の選抜に係る額は 23,000 円とする。 

5 小学校及び中等教育学校の前期課程並びに特別支援学校の小学部及び中学部において，入学を許

可するための試験，健康診断，書面その他による選考等を行った場合に徴収する検定料の額は，

次の表のとおりとする。 

区  分 検定料 

小学校 3,300 円 

中等教育学校の前期課程 5,000 円 

特別支援学校の小学部 1,000 円 

特別支援学校の中学部 1,500 円 

6 第 1 項に規定する幼稚園，中等教育学校の後期課程及び特別支援学校の高等部並びに前項に規定

する小学校及び中等教育学校の前期課程並びに特別支援学校の小学部及び中学部の入学を許可

するための選考等において，抽選等(以下この項において「試験等」という。)を行う場合の検定

料の額については，第 1 項及び前項の規定にかかわらず，抽選による選考等に係る額は，次の表

の第 2 欄に掲げるとおりとし，試験等に係る額は，同表の第 3 欄に掲げる額とする。 

区  分 抽選による選考等に係る額 試験等に係る額 

幼稚園 700 円 900 円 

小学校 1,100 円 2,200 円 

中等教育学校の前期課程 1,300 円 3,700 円 

中等教育学校の後期課程 2,400 円 7,400 円 

特別支援学校の小学部 500 円 500 円 

特別支援学校の中学部 600 円 900 円 

特別支援学校の高等部 700 円 1,800 円 

7 学部の転学，編入学又は再入学に係る検定料の額は，第 1 項の規定にかかわらず，30,000 円と

する。ただし，編入学において，第一段階目の選抜を行い，その合格者に限り第二段階目の選抜

を行う場合の検定料の額については，第一段階目の選抜に係る額は 7,000 円とし，第二段階目の

選抜に係る額は 23,000 円とする。 

8 編入学，転入学又は再入学をした者に係る授業料の額は，当該者の属する年次の在学者に係る額

と同額とする。 

9 大学院設置基準(昭和 49 年文部省令第 28 号)第 16 条ただし書の規定により，大学院研究科の修

士課程を修了し，引き続き当該大学大学院研究科の博士課程に進学した者の授業料の額について

は，当該者の属する年次の在学者に係る額と同額とする。 
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９．神戸大学における授業料，入学料，検定料及び寄宿料の額に関する規程 
 

（平成 16 年 4 月 1 日制定） 

最終改正 令和 2 年 3 月 24 日 

 

（趣旨) 

第 1 条 この規程は，国立大学法人神戸大学会計規則(平成 16 年 4 月 1 日制定)第 52 条の規定に基

づき，神戸大学(以下「本学」という。)における授業料，入学料，検定料及び寄宿料の額に関し

必要な事項を定めるものとする。 

 (授業料，入学料及び検定料の額) 

第 2 条 本学において徴収する授業料(幼稚園にあっては，保育料。以下同じ。)，入学料(幼稚園に

あっては，入園料。以下同じ。)及び検定料の額は，次の表のとおりとする。 

区     分 授 業 料 入学料 検定料 

学部 年 額  535,800 円 282,000 円 17,000 円 

大学院の研究科(法学研究科実務法

律専攻を除く。) 
年 額  535,800 円 282,000 円 30,000 円 

法学研究科実務法律専攻 年 額  804,000 円 282,000 円 30,000 円 

乗船実習科 6 か月につき  267,900 円 169,200 円 18,000 円 

幼稚園 年 額  73,200 円 31,200 円 1,600 円 

中等教育学校の後期課程 年 額  115,200 円 56,400 円 9,800 円 

特別支援学校の高等部 年 額  4,800 円 2,000 円 2,500 円 

科目等履修生・聴講生 1 単位につき  14,800 円 28,200 円 9,800 円 

研究生 月 額  29,700 円 84,600 円 9,800 円 

特別聴講学生 1 単位につき  14,800 円   

特別研究学生 月 額  29,700 円   

2 神戸大学教学規則(以下「教学規則」という。)第 22 条第 4 項(教学規則第 72 条において準用す

る場合を含む。)の規定により，本学の修業年限又は標準修業年限を超えて一定の期間にわたり

計画的に教育課程を履修して卒業又は課程を修了することを認められた者から徴収する授業料

の年額は，当該在学を認められた期間(以下「長期在学期間」という。)に限り，前項の規定にか

かわらず，同項に規定する授業料の年額に本学の修業年限又は標準修業年限に相当する年数を乗

じて得た額を長期在学期間の年数で除した額(その額に 10 円未満の端数があるときは，これを切

り上げるものとする。)とする。 

3 学部において，出願書類等による選抜(以下「第一段階目の選抜」という。)を行い，その合格者

に限り学力検査その他による選抜(以下「第二段階目の選抜」という。)を行う場合の検定料の額

については，第 1 項の規定にかかわらず，第一段階目の選抜に係る額は 4,000 円とし，第二段階

目の選抜に係る額は 13,000 円とする。 

4 法学研究科実務法律専攻において，第一段階目の選抜を行い，その合格者に限り第二段階目の選

抜を行う場合の検定料の額については，第 1 項の規定にかかわらず，第一段階目の選抜に係る額

は 7,000 円とし，第二段階目の選抜に係る額は 23,000 円とする。 

5 小学校及び中等教育学校の前期課程並びに特別支援学校の小学部及び中学部において，入学を許

可するための試験，健康診断，書面その他による選考等を行った場合に徴収する検定料の額は，

次の表のとおりとする。 

区  分 検定料 

小学校 3,300 円 

中等教育学校の前期課程 5,000 円 

特別支援学校の小学部 1,000 円 

特別支援学校の中学部 1,500 円 

6 第 1 項に規定する幼稚園，中等教育学校の後期課程及び特別支援学校の高等部並びに前項に規定

する小学校及び中等教育学校の前期課程並びに特別支援学校の小学部及び中学部の入学を許可

するための選考等において，抽選等(以下この項において「試験等」という。)を行う場合の検定

料の額については，第 1 項及び前項の規定にかかわらず，抽選による選考等に係る額は，次の表

の第 2 欄に掲げるとおりとし，試験等に係る額は，同表の第 3 欄に掲げる額とする。 

区  分 抽選による選考等に係る額 試験等に係る額 

幼稚園 700 円 900 円 

小学校 1,100 円 2,200 円 

中等教育学校の前期課程 1,300 円 3,700 円 

中等教育学校の後期課程 2,400 円 7,400 円 

特別支援学校の小学部 500 円 500 円 

特別支援学校の中学部 600 円 900 円 

特別支援学校の高等部 700 円 1,800 円 

7 学部の転学，編入学又は再入学に係る検定料の額は，第 1 項の規定にかかわらず，30,000 円と

する。ただし，編入学において，第一段階目の選抜を行い，その合格者に限り第二段階目の選抜

を行う場合の検定料の額については，第一段階目の選抜に係る額は 7,000 円とし，第二段階目の

選抜に係る額は 23,000 円とする。 

8 編入学，転入学又は再入学をした者に係る授業料の額は，当該者の属する年次の在学者に係る額

と同額とする。 

9 大学院設置基準(昭和 49 年文部省令第 28 号)第 16 条ただし書の規定により，大学院研究科の修

士課程を修了し，引き続き当該大学大学院研究科の博士課程に進学した者の授業料の額について

は，当該者の属する年次の在学者に係る額と同額とする。 
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(寄宿料の額) 

第 3 条 本学において徴収する寄宿料の額は，次の表のとおりとする。 

区分 学生寮等の名称 寄宿料 

居室が単身用の

場合 

住吉国際学生宿舎 月額 4,700 円 

白鴎寮 月額 5,900 円 

住吉寮，女子寮，国維寮，インターナショナル・レジデン

ス(単身室 床面積 15 ㎡未満) ，国際交流会館（ユニット

単身室） 

月額 18,000 円 

インターナショナル・レジデンス(単身室 床面積 15 ㎡以

上) 

月額 21,000 円 

居室が世帯用の

場合 

国際交流会館(夫婦室) 月額 9,500 円 

国際交流会館(家族室) 月額 11,900 円 

インターナショナル・レジデンス(夫婦室) 月額 45,000 円 

インターナショナル・レジデンス(家族室) 月額 49,000 円 

2 この条に定めるもののほか，寄宿料の額に関し必要な事項は，別に定める。 

 

    附 則 

（この間の附則は省略） 

 

附 則(令和 2 年 3 月 24 日) 

この規程は，令和 2 年 4 月 1 日から施行する。 

 

10．激甚災害に伴う学生の休学等に関する神戸大学教学規則等の特例を定める 

規則 

（平成 23 年 4 月 26 日制定） 
最終改正 令和 2 年 11 月 25 日 

 
(趣旨) 

第 1 条 この規則は，激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律（昭和 37
年法律第 150 号）第 2 条第 1 項の規定に基づく政令で令和 2 年 11 月 25 日以後に指定され

た激甚災害（同日前に大規模自然災害として学長が認めた災害を含む。以下「激甚災害」と

いう。） 
により被災した学生が，やむを得ず休学する場合等における神戸大学教学規則（平成 16 年

4 月 1 日制定。以下「教学規則」という。）等の特例について定めるものとする。 
2 前項の規定にかかわらず，激甚災害以外の災害であって，学長がこの規則に基づく特例

を適用することが必要であると認めたものについては，激甚災害とみなして，この規則を適

用することができる。 
 (検定料の免除に係る特例) 

第 2 条 激甚災害により被災した入学志願者に係る検定料については，教学規則第 16 条第

1 項の規定にかかわらず免除することができる。 
2 検定料の免除の取扱いについては，別に定める。 
(入学料の還付に係る特例) 

第 3 条 外国人留学生のうち，出身国政府からの退避勧告等により入学を辞退する者につ

いては，教学規則第 17 条第 2 項の規定にかかわらず，既納の入学料を還付することができ

る。 
(休学期間及び休学者の授業料に係る特例) 

第 4 条 学生が激甚災害による被災を理由として休学を許可された場合は，当該休学期間

については，教学規則第 44 条第 1 項の期間又は同規則第 77 条の規定に基づき各研究科規

則で定める休学の限度とする期間（以下これらの期間を「休学限度期間」という。）に算入

しないものとすることができる。 
2 出身国政府からの退避勧告等による一時帰国の後，再渡日できない外国人留学生が，激

甚災害を理由として休学を許可された場合は，当該休学期間については，休学限度期間に算

入しないものとすることができる。 
3 学生が激甚災害に関連するボランティア活動を理由として休学を許可された場合は，当

該休学期間については，休学限度期間に算入しないものとすることができる。 
4 前 3 項の休学の始期については，激甚災害発生時又は激甚災害発生以後の適切な時期に

遡及することができるものとし，教学規則第 53 条第 1 項の規定にかかわらず，休学当月か

ら復学当月の前月までの授業料を免除するとともに，既納の授業料は，還付することができ
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(寄宿料の額) 

第 3 条 本学において徴収する寄宿料の額は，次の表のとおりとする。 

区分 学生寮等の名称 寄宿料 

居室が単身用の

場合 

住吉国際学生宿舎 月額 4,700 円 

白鴎寮 月額 5,900 円 

住吉寮，女子寮，国維寮，インターナショナル・レジデン

ス(単身室 床面積 15 ㎡未満) ，国際交流会館（ユニット

単身室） 

月額 18,000 円 

インターナショナル・レジデンス(単身室 床面積 15 ㎡以

上) 

月額 21,000 円 

居室が世帯用の

場合 

国際交流会館(夫婦室) 月額 9,500 円 

国際交流会館(家族室) 月額 11,900 円 

インターナショナル・レジデンス(夫婦室) 月額 45,000 円 

インターナショナル・レジデンス(家族室) 月額 49,000 円 

2 この条に定めるもののほか，寄宿料の額に関し必要な事項は，別に定める。 

 

    附 則 

（この間の附則は省略） 

 

附 則(令和 2 年 3 月 24 日) 

この規程は，令和 2 年 4 月 1 日から施行する。 

 

10．激甚災害に伴う学生の休学等に関する神戸大学教学規則等の特例を定める 

規則 

（平成 23 年 4 月 26 日制定） 
最終改正 令和 2 年 11 月 25 日 

 
(趣旨) 

第 1 条 この規則は，激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律（昭和 37
年法律第 150 号）第 2 条第 1 項の規定に基づく政令で令和 2 年 11 月 25 日以後に指定され

た激甚災害（同日前に大規模自然災害として学長が認めた災害を含む。以下「激甚災害」と

いう。） 
により被災した学生が，やむを得ず休学する場合等における神戸大学教学規則（平成 16 年

4 月 1 日制定。以下「教学規則」という。）等の特例について定めるものとする。 
2 前項の規定にかかわらず，激甚災害以外の災害であって，学長がこの規則に基づく特例

を適用することが必要であると認めたものについては，激甚災害とみなして，この規則を適

用することができる。 
 (検定料の免除に係る特例) 

第 2 条 激甚災害により被災した入学志願者に係る検定料については，教学規則第 16 条第

1 項の規定にかかわらず免除することができる。 
2 検定料の免除の取扱いについては，別に定める。 
(入学料の還付に係る特例) 

第 3 条 外国人留学生のうち，出身国政府からの退避勧告等により入学を辞退する者につ

いては，教学規則第 17 条第 2 項の規定にかかわらず，既納の入学料を還付することができ

る。 
(休学期間及び休学者の授業料に係る特例) 

第 4 条 学生が激甚災害による被災を理由として休学を許可された場合は，当該休学期間

については，教学規則第 44 条第 1 項の期間又は同規則第 77 条の規定に基づき各研究科規

則で定める休学の限度とする期間（以下これらの期間を「休学限度期間」という。）に算入

しないものとすることができる。 
2 出身国政府からの退避勧告等による一時帰国の後，再渡日できない外国人留学生が，激

甚災害を理由として休学を許可された場合は，当該休学期間については，休学限度期間に算

入しないものとすることができる。 
3 学生が激甚災害に関連するボランティア活動を理由として休学を許可された場合は，当

該休学期間については，休学限度期間に算入しないものとすることができる。 
4 前 3 項の休学の始期については，激甚災害発生時又は激甚災害発生以後の適切な時期に

遡及することができるものとし，教学規則第 53 条第 1 項の規定にかかわらず，休学当月か

ら復学当月の前月までの授業料を免除するとともに，既納の授業料は，還付することができ
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るものとする。 
(科目等履修生及び研究生の授業料等に係る特例) 

第 5 条 激甚災害に伴い，災害救助法（昭和 22 年法律第 118 号）の適用を受けた被災地域

に位置する国立，公立及び私立の大学（以下「被災大学」という。）と本学との協議により，

被災大学の学生が，本学の科目等履修生又は研究生（以下「科目等履修生等」という。）と

なる場合は，教学規則第 16 条第 1 項，第 17 条第 1 項及び第 82 条の規定にかかわらず，検

定料，入学料及び授業料を徴収しないものとすることができる。 
(寄宿料に係る特例) 

第 6 条 前条の科目等履修生等が本学の学生寮に入寮する場合は，神戸大学学生寮規則（平

成 16 年 4 月 1 日制定）第 12 条第 1 項の規定にかかわらず，寄宿料を徴収しないものとす

ることができる。 
2 学生寮への入寮に関する手続その他必要な特例措置については，管理運営責任者が別に

定める。 
(雑則) 

第 7 条 この規則に定めるもののほか，この規則の実施に必要な事項は，別に定める。 
 

附 則 

（この間の附則は省略） 
 

附 則(令和 2 年 11 月 25 日) 
この規則は，令和 2 年 11 月 25 日から施行する。 

 

 
 
 
 
 
 
 

Ⅲ．海洋政策科学部規則等 
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るものとする。 
(科目等履修生及び研究生の授業料等に係る特例) 

第 5 条 激甚災害に伴い，災害救助法（昭和 22 年法律第 118 号）の適用を受けた被災地域

に位置する国立，公立及び私立の大学（以下「被災大学」という。）と本学との協議により，

被災大学の学生が，本学の科目等履修生又は研究生（以下「科目等履修生等」という。）と

なる場合は，教学規則第 16 条第 1 項，第 17 条第 1 項及び第 82 条の規定にかかわらず，検

定料，入学料及び授業料を徴収しないものとすることができる。 
(寄宿料に係る特例) 

第 6 条 前条の科目等履修生等が本学の学生寮に入寮する場合は，神戸大学学生寮規則（平

成 16 年 4 月 1 日制定）第 12 条第 1 項の規定にかかわらず，寄宿料を徴収しないものとす

ることができる。 
2 学生寮への入寮に関する手続その他必要な特例措置については，管理運営責任者が別に

定める。 
(雑則) 

第 7 条 この規則に定めるもののほか，この規則の実施に必要な事項は，別に定める。 
 

附 則 

（この間の附則は省略） 
 

附 則(令和 2 年 11 月 25 日) 
この規則は，令和 2 年 11 月 25 日から施行する。 

 

 
 
 
 
 
 
 

Ⅲ．海洋政策科学部規則等 



１．神戸大学海洋政策科学部規則 
 

（令和 3年 3月 31 日制定） 

最終改正 令和 8年 3月●●日 

(趣旨) 

第 1 条 この規則は，神戸大学教学規則(平成 16年 4 月 1 日制定。以下「教学規則」という。)に基づ

き，神戸大学海洋政策科学部(以下「本学部」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。 

(教育研究上の目的) 

第 2 条 本学部は，海洋基礎科学分野，海洋応用科学分野，海洋ガバナンス分野及び海技士養成に係る商

船学分野を対象とした教育研究を行い，人間と海との関わりに関する深い洞察力を身に付け，海洋の科

学的探求，海洋環境の保全，海洋の持続可能な開発・利用と海事・海洋産業の発展，海洋に係る法秩序

の安定，国際的協調と総合的管理に貢献し，将来の海洋立国を牽引する「海のグローバルリーダー」及

び「海のエキスパート」となり得る人材を育成することを目的とする。 

(学科及び学科目) 

第 3 条 本学部に，次の表に掲げる学科及び学科目を置く。  

学科 学科目 

海洋政策科学科 海洋基礎科学 

海洋応用科学・機関学 

海洋ガバナンス 

航海学 

(領域) 

第 4 条 本学部の学科に，次の領域を置く。 

海洋基礎科学領域  

海洋応用科学領域 

海洋ガバナンス領域 

航海学領域 

機関学領域 

(海技ライセンスコース) 

第 5 条 本学部の学科に，船舶の運航及び舶用機関の運用管理に関する学術を教授するため，海技ライセ

ンスコースを置く。 

2 船舶職員の資格取得に関しては，別に定める。 

(所属領域) 

第 6 条 学生は，入学後指定の期日までに，所属を希望する領域を神戸大学海洋政策科学部長(以下「学

部長」という。)に届け出なければならない。 

2 学部長は，前項の届出に基づき，選考の上，教授会の議を経て，所属する領域を決定する。 

3 選考の方法については別に定める。 

(授業科目及び単位数) 

第 7 条 本学部における授業科目及び単位数は，別表第 1のとおりとする。 

2 前項の授業科目の各年次の配当は，別に定める。 

3 第 1 項に規定するもののほか，臨時に授業科目を開設することがある。 

4 前項の授業科目及び単位数並びに授業科目の各年次の配当は，開設の都度定める。 

5 教学規則第 27条第 2項の規定により開設する授業科目については，別に定める。 

(単位の基準) 



１．神戸大学海洋政策科学部規則 
 

（令和 3年 3月 31 日制定） 

最終改正 令和 8年 3月 31 日 

(趣旨) 

第 1 条 この規則は，神戸大学教学規則(平成 16年 4 月 1 日制定。以下「教学規則」という。)に基づ

き，神戸大学海洋政策科学部(以下「本学部」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。 

(教育研究上の目的) 

第 2 条 本学部は，海洋基礎科学分野，海洋応用科学分野，海洋ガバナンス分野及び海技士養成に係る商

船学分野を対象とした教育研究を行い，人間と海との関わりに関する深い洞察力を身に付け，海洋の科

学的探求，海洋環境の保全，海洋の持続可能な開発・利用と海事・海洋産業の発展，海洋に係る法秩序

の安定，国際的協調と総合的管理に貢献し，将来の海洋立国を牽引する「海のグローバルリーダー」及

び「海のエキスパート」となり得る人材を育成することを目的とする。 

(学科及び学科目) 

第 3 条 本学部に，次の表に掲げる学科及び学科目を置く。  

学科 学科目 

海洋政策科学科 海洋基礎科学 

海洋応用科学・機関学 

海洋ガバナンス 

航海学 

(領域) 

第 4 条 本学部の学科に，次の領域を置く。 

海洋基礎科学領域  

海洋応用科学領域 

海洋ガバナンス領域 

航海学領域 

機関学領域 

(海技ライセンスコース) 

第 5 条 本学部の学科に，船舶の運航及び舶用機関の運用管理に関する学術を教授するため，海技ライセ

ンスコースを置く。 

2 船舶職員の資格取得に関しては，別に定める。 

(所属領域) 

第 6 条 学生は，入学後指定の期日までに，所属を希望する領域を神戸大学海洋政策科学部長(以下「学

部長」という。)に届け出なければならない。 

2 学部長は，前項の届出に基づき，選考の上，教授会の議を経て，所属する領域を決定する。 

3 選考の方法については別に定める。 

(授業科目及び単位数) 

第 7 条 本学部における授業科目及び単位数は，別表第 1のとおりとする。 

2 前項の授業科目の各年次の配当は，別に定める。 

3 第 1 項に規定するもののほか，臨時に授業科目を開設することがある。 

4 前項の授業科目及び単位数並びに授業科目の各年次の配当は，開設の都度定める。 

5 教学規則第 27条第 2項の規定により開設する授業科目については，別に定める。 

(単位の基準) 
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第 8条 各授業科目の単位の計算は，次の基準による。 

(1) 講義については，15 時間の授業をもって 1単位とする。 

(2) 演習については，15 時間又は 30 時間の授業をもって 1単位とする。 

(3) 実験及び実習については，22.5 時間又は 30時間又は 45 時間の授業をもって 1単位とする。 

(4) 特別研究 Aについては，卒業論文等をもって 8単位とする。 

(5) 特別研究 Bについては，卒業論文等をもって 6単位とする。 

(履修要件) 

第 9 条 学生は，別表第 2に定めるところに従い，所属する領域の所定の単位を修得しなければならな

い。 

2 前項の規定により卒業の要件として修得すべき所定の単位のうち，第 7条第 5項の授業科目の履修に

より修得する単位数は，60 単位を超えないものとする。 

3 外国人留学生が教学規則第 26 条第 2 項の規定により開設された授業科目の単位を修得したときは，別

に定めるところによりこれらの単位数を別表第 2の必要修得単位数に算入することができる。 

(履修科目の登録の上限) 

第 10 条 教学規則第 29条第 1項の規定に基づく履修科目の登録の上限は，52 単位とする。 

2 前条第 1項の規定により，所定の単位を優れた成績をもって修得した学生及び特別の事情のある学生

については，前項に定める上限を超えて履修科目の登録を認めることがある。 

3 前項に規定する履修科目の登録の上限を超える者の基準については，別に定める。 

(授業科目の履修) 

第 11 条 学生は，毎学期指定の期日までに，履修しようとする授業科目を学部長に届け出なければなら

ない。 

2 他学部の授業科目の履修については，学部長を経て，当該学部長の許可を受けなければならない。 

(進級) 

第 12 条 第 3 年次への進級の要件については，別に定める。 

(海の BDL 及び特別研究の履修) 

第 13 条 海の BDL(Beyond-Disciplinary Learning)及び特別研究は，別に定める基準を満たさなければ

履修することができない。 

(船舶実習の履修) 

第 14 条 船舶実習-1 及び船舶実習-2 は，独立行政法人海技教育機構にて実施する。 

2 船舶実習-2 は，別に定める基準を満たさなければ履修することができない。 

(他の大学又は短期大学における授業科目の履修) 

第 15 条 学生は，教授会の議を経て，本学部と協定している他大学又は短期大学(外国の大学又は短期大

学を含む。以下同じ。)の授業科目を履修することができる。 

2 前項の規定にかかわらず，やむを得ない事情があるときは，学生は，教授会の議を経て，協定に基づ

かずに外国の大学又は短期大学の授業科目を履修することができる。 

3 前 2 項の規定により履修した授業科目について修得した単位は，60 単位を限度として本学部において

修得したものとみなし，別表第 2の必要修得単位数に算入することができる。 

(休学期間中に外国の大学又は短期大学において履修した授業科目の単位の取扱い) 

第 16 条 学生が教授会の議を経て，休学期間中に本学部と協定を締結している外国の大学又は短期大学

において履修した授業科目について修得した単位を，本学部において修得したものとみなすことができ

る。 

2 前項の規定にかかわらず，やむを得ない事情があるときは，学生が休学期間中に協定に基づかずに外

国の大学又は短期大学において履修した授業科目について修得した単位を，教授会の議を経て，本学部

において修得したものとみなすことができる。 

3 前 2 項の規定により修得したものとみなすことができる単位数は，前条第 3 項により本学部において

修得したものとみなす単位数と合わせて 60 単位を限度として，別表第 2の必要修得単位数に算入する

ことができる。 

(大学以外の教育施設等における学修) 

第 17 条 教学規則第 35条第 1項に規定する単位の認定は，教授会の議を経て行う。 

2 前項の規定により認定された単位数は，第 15条第 3項並びに前条第 1項及び第 2項により本学部にお

いて修得したものとみなす単位数と合わせて 60単位を限度として，別表第 2 の必要修得単位数に算入

することができる。 

(入学前の既修得単位の認定) 

第 18 条 教学規則第 36条第 1項に規定する既修得単位の認定は，教授会の議を経て行う。 

2 既修得単位の認定を受けようとする者は，入学した年度の指定の期日までに申請に必要な書類を学部

長に提出しなければならない。 

3 第 1 項の規定により認定された単位数は，編入学，転入学及び再入学の場合を除き，本学において修

得した単位以外のものについては，第 15条第 3項，第 16 条第 1項及び第 2項並びに前条第 1項により

本学部において修得したものとみなす単位数と合わせて 60単位を限度として，別表第 2の必要修得単

位数に算入することができる。 

(編入学者の修業年数等) 

第 19 条 教学規則第 37条の規定に基づく編入学者の修業すべき年数，履修すべき科目及びその単位数等

については，別に定める。 

(単位の授与) 

第 20 条 授業科目を履修した者に対しては，試験その他の適切な方法により学修の成果を評価して，所

定の単位を与える。 

(試験) 

第 21 条 試験は，科目試験及び卒業論文等試験とする。 

 (科目試験) 

第 22 条 科目試験は，授業が終了した学期末又はクォーター末に行う。ただし，必要がある場合は，学

期末及びクォーター末以外の時期に行うことがある。 

2 事故等のため科目試験を受けることができなかった者に対しては，別途に試験を行うことがある。 

3 不合格となった授業科目については，再試験を行わない。ただし，別に定める条件を満たす場合は，

この限りでない。 

(卒業論文等試験) 

第 23 条 卒業論文等試験は，指定の期日までに卒業論文等を提出した者について行う。 

2 卒業論文等試験に合格した者に対しては，特別研究 Aの単位として 8単位又は特別研究 Bの単位とし

て 6単位を与える。 

3 指定の期日までに卒業論文等を提出しない者又は不合格となった者は，次年度以後に卒業論文等を提

出し，卒業論文等試験を受けることができる。 

(成績) 

第 24 条 授業科目の成績は，100 点を満点として次の区分により評価し，秀，優，良及び可を合格，不

可を不合格とする。 

秀(90 点以上) 

優(80 点以上 90 点未満) 
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第 8条 各授業科目の単位の計算は，次の基準による。 

(1) 講義については，15 時間の授業をもって 1単位とする。 

(2) 演習については，15 時間又は 30 時間の授業をもって 1単位とする。 

(3) 実験及び実習については，22.5 時間又は 30時間又は 45 時間の授業をもって 1単位とする。 

(4) 特別研究 Aについては，卒業論文等をもって 8単位とする。 

(5) 特別研究 Bについては，卒業論文等をもって 6単位とする。 

(履修要件) 

第 9 条 学生は，別表第 2に定めるところに従い，所属する領域の所定の単位を修得しなければならな

い。 

2 前項の規定により卒業の要件として修得すべき所定の単位のうち，第 7条第 5項の授業科目の履修に

より修得する単位数は，60 単位を超えないものとする。 

3 外国人留学生が教学規則第 26 条第 2項の規定により開設された授業科目の単位を修得したときは，別

に定めるところによりこれらの単位数を別表第 2の必要修得単位数に算入することができる。 

(履修科目の登録の上限) 

第 10 条 教学規則第 29条第 1項の規定に基づく履修科目の登録の上限は，52 単位とする。 

2 前条第 1項の規定により，所定の単位を優れた成績をもって修得した学生及び特別の事情のある学生

については，前項に定める上限を超えて履修科目の登録を認めることがある。 

3 前項に規定する履修科目の登録の上限を超える者の基準については，別に定める。 

(授業科目の履修) 

第 11 条 学生は，毎学期指定の期日までに，履修しようとする授業科目を学部長に届け出なければなら

ない。 

2 他学部の授業科目の履修については，学部長を経て，当該学部長の許可を受けなければならない。 

(進級) 

第 12 条 第 3 年次への進級の要件については，別に定める。 

(海の BDL 及び特別研究の履修) 

第 13 条 海の BDL(Beyond-Disciplinary Learning)及び特別研究は，別に定める基準を満たさなければ

履修することができない。 

(船舶実習の履修) 

第 14 条 船舶実習-1 及び船舶実習-2 は，独立行政法人海技教育機構にて実施する。 

2 船舶実習-2 は，別に定める基準を満たさなければ履修することができない。 

(他の大学又は短期大学における授業科目の履修) 

第 15 条 学生は，教授会の議を経て，本学部と協定している他大学又は短期大学(外国の大学又は短期大

学を含む。以下同じ。)の授業科目を履修することができる。 

2 前項の規定にかかわらず，やむを得ない事情があるときは，学生は，教授会の議を経て，協定に基づ

かずに外国の大学又は短期大学の授業科目を履修することができる。 

3 前 2 項の規定により履修した授業科目について修得した単位は，60 単位を限度として本学部において

修得したものとみなし，別表第 2の必要修得単位数に算入することができる。 

(休学期間中に外国の大学又は短期大学において履修した授業科目の単位の取扱い) 

第 16 条 学生が教授会の議を経て，休学期間中に本学部と協定を締結している外国の大学又は短期大学

において履修した授業科目について修得した単位を，本学部において修得したものとみなすことができ

る。 

2 前項の規定にかかわらず，やむを得ない事情があるときは，学生が休学期間中に協定に基づかずに外

国の大学又は短期大学において履修した授業科目について修得した単位を，教授会の議を経て，本学部

において修得したものとみなすことができる。 

3 前 2 項の規定により修得したものとみなすことができる単位数は，前条第 3項により本学部において

修得したものとみなす単位数と合わせて 60 単位を限度として，別表第 2の必要修得単位数に算入する

ことができる。 

(大学以外の教育施設等における学修) 

第 17 条 教学規則第 35条第 1項に規定する単位の認定は，教授会の議を経て行う。 

2 前項の規定により認定された単位数は，第 15条第 3項並びに前条第 1項及び第 2項により本学部にお

いて修得したものとみなす単位数と合わせて 60単位を限度として，別表第 2の必要修得単位数に算入

することができる。 

(入学前の既修得単位の認定) 

第 18 条 教学規則第 36条第 1項に規定する既修得単位の認定は，教授会の議を経て行う。 

2 既修得単位の認定を受けようとする者は，入学した年度の指定の期日までに申請に必要な書類を学部

長に提出しなければならない。 

3 第 1 項の規定により認定された単位数は，編入学，転入学及び再入学の場合を除き，本学において修

得した単位以外のものについては，第 15条第 3項，第 16 条第 1項及び第 2項並びに前条第 1項により

本学部において修得したものとみなす単位数と合わせて 60単位を限度として，別表第 2の必要修得単

位数に算入することができる。 

(編入学者の修業年数等) 

第 19 条 教学規則第 37条の規定に基づく編入学者の修業すべき年数，履修すべき科目及びその単位数等

については，別に定める。 

(単位の授与) 

第 20 条 授業科目を履修した者に対しては，試験その他の適切な方法により学修の成果を評価して，所

定の単位を与える。 

(試験) 

第 21 条 試験は，科目試験及び卒業論文等試験とする。 

 (科目試験) 

第 22 条 科目試験は，授業が終了した学期末又はクォーター末に行う。ただし，必要がある場合は，学

期末及びクォーター末以外の時期に行うことがある。 

2 事故等のため科目試験を受けることができなかった者に対しては，別途に試験を行うことがある。 

3 不合格となった授業科目については，再試験を行わない。ただし，別に定める条件を満たす場合は，

この限りでない。 

(卒業論文等試験) 

第 23 条 卒業論文等試験は，指定の期日までに卒業論文等を提出した者について行う。 

2 卒業論文等試験に合格した者に対しては，特別研究 Aの単位として 8単位又は特別研究 Bの単位とし

て 6単位を与える。 

3 指定の期日までに卒業論文等を提出しない者又は不合格となった者は，次年度以後に卒業論文等を提

出し，卒業論文等試験を受けることができる。 

(成績) 

第 24 条 授業科目の成績は，100 点を満点として次の区分により評価し，秀，優，良及び可を合格，不

可を不合格とする。 

秀(90 点以上) 

優(80 点以上 90 点未満) 
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良(70 点以上 80 点未満) 

可(60 点以上 70 点未満) 

不可(60 点未満) 

(成績評価基準) 

第 25 条 教学規則第 30条に規定する成績評価基準については，別に定める。 

(卒業) 

第 26 条 所定の期間在学し，第 9条に規定する要件を満たした者について，教授会の議を経て，卒業を

認定する。 

(転学部) 

第 27 条 他学部の学生で，所属学部長の承認を得て本学部に転学部を志望する者があるときは，教授会

の議を経て，許可することがある。 

(転領域) 

第 28 条 転領域を志望する者があるときは，教授会の議を経て，許可することがある。 

2 前項の転領域は，第 3年次の学年の初めに行うものとする。 

(留学) 

第 29 条 学生が第 15 条第 1項又は第 2 項の規定により外国の大学に留学しようとするときは，学部長の

許可を受けなければならない。 

2 前項の規定により留学した期間は，修業年限に算入する。 

(特別聴講学生) 

第 30 条 本学部と協定している他大学の学生で，本学部の特別聴講学生を志願する者は，別に定めると

ころにより，所属大学を経由して学部長に願い出るものとする。 

2 特別聴講学生の許可の時期は，その履修しようとする授業科目が開講される学期の初めとし，在学期

間は，履修する授業科目が開講される期間とする。ただし，外国の大学との協定の場合は，この限りで

はない。 

(科目等履修生及び聴講生) 

第 31 条 科目等履修生及び聴講生に関し必要な事項は，別に定める。 

(研究生) 

第 32 条 研究生に関し必要な事項は，別に定める。 

(ESD コース) 

第 33 条 環境，開発，平和，人権等の様々な社会問題を解決する力を身に付け，持続可能な社会づくり

に資する人材を養成するため，本学部に ESD コースを置く。 

2 ESD コースに関し，必要な事項は別に定める。 

(数理・データサイエンス・AI 教育プログラム) 

第 34 条 学士課程において，数理的思考，データ分析・活用力及び AI 活用能力に関する基礎的素養を有

する人材を育成するため，本学部に数理・データサイエンス・AI教育プログラムを置く。 

2 数理・データサイエンス・AI 教育プログラムに関し，必要な事項は別に定める。 

(雑則) 

第 35 条 この規則に定めるもののほか，この規則の実施に関し必要な事項は，教授会の議を経て，学部

長が定める。 

 

附 則 

（この間の附則は省略） 

 

 

 

附 則 

1 この規則は，令和 8年 4月 1日から施行する。 

2 この規則施行の際現に在学する者(以下「在学者」という。)及び令和 8年 4 月 1日以降において在学

者の属する年次に編入学，転入学又は再入学する者については，なお従前の例による。 

3 前項の規定にかかわらず，改正後の別表第 1 ホ(海洋総合科目海の BDL に係る部分を除く。)の規定は，

令和 7年 4月 1日に入学した者(以下「令和 7年度入学者」という。)及び令和 7年度入学者の属する

年次に編入学，転入学または再入学する者から適用する。 

4 第 2項の規定にかかわらず，改正後の別表第 2ハ(専門科目主専門科目主専門領域の授業科目等の欄に

係る部分に限る。)の規定は，令和 5年 4月 1日に入学した者(以下「令和 5年度入学者」という。)及

び令和 5年度入学者の属する編入学，転入学または再入学する者から適用する。 
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良(70 点以上 80 点未満) 

可(60 点以上 70 点未満) 

不可(60 点未満) 

(成績評価基準) 

第 25 条 教学規則第 30条に規定する成績評価基準については，別に定める。 

(卒業) 

第 26 条 所定の期間在学し，第 9条に規定する要件を満たした者について，教授会の議を経て，卒業を

認定する。 

(転学部) 

第 27 条 他学部の学生で，所属学部長の承認を得て本学部に転学部を志望する者があるときは，教授会

の議を経て，許可することがある。 

(転領域) 

第 28 条 転領域を志望する者があるときは，教授会の議を経て，許可することがある。 

2 前項の転領域は，第 3年次の学年の初めに行うものとする。 

(留学) 

第 29 条 学生が第 15 条第 1項又は第 2項の規定により外国の大学に留学しようとするときは，学部長の

許可を受けなければならない。 

2 前項の規定により留学した期間は，修業年限に算入する。 

(特別聴講学生) 

第 30 条 本学部と協定している他大学の学生で，本学部の特別聴講学生を志願する者は，別に定めると

ころにより，所属大学を経由して学部長に願い出るものとする。 

2 特別聴講学生の許可の時期は，その履修しようとする授業科目が開講される学期の初めとし，在学期

間は，履修する授業科目が開講される期間とする。ただし，外国の大学との協定の場合は，この限りで

はない。 

(科目等履修生及び聴講生) 

第 31 条 科目等履修生及び聴講生に関し必要な事項は，別に定める。 

(研究生) 

第 32 条 研究生に関し必要な事項は，別に定める。 

(ESD コース) 

第 33 条 環境，開発，平和，人権等の様々な社会問題を解決する力を身に付け，持続可能な社会づくり

に資する人材を養成するため，本学部に ESD コースを置く。 

2 ESD コースに関し，必要な事項は別に定める。 

(数理・データサイエンス・AI 教育プログラム) 

第 34 条 学士課程において，数理的思考，データ分析・活用力及び AI 活用能力に関する基礎的素養を有

する人材を育成するため，本学部に数理・データサイエンス・AI教育プログラムを置く。 

2 数理・データサイエンス・AI 教育プログラムに関し，必要な事項は別に定める。 

(雑則) 

第 35 条 この規則に定めるもののほか，この規則の実施に関し必要な事項は，教授会の議を経て，学部

長が定める。 

 

附 則 

（この間の附則は省略） 

 

 

 

附 則 

1 この規則は，令和 8年 4月 1日から施行する。 

2 この規則施行の際現に在学する者(以下「在学者」という。)及び令和 8年 4月 1日以降において在学

者の属する年次に編入学，転入学又は再入学する者については，なお従前の例による。 

3 前項の規定にかかわらず，改正後の別表第 1 ホ(海洋総合科目海の BDL に係る部分を除く。)の規定は，

令和 7年 4月 1日に入学した者(以下「令和 7年度入学者」という。)及び令和 7年度入学者の属する

年次に編入学，転入学または再入学する者から適用する。 

4 第 2項の規定にかかわらず，改正後の別表第 2ハ(専門科目主専門科目主専門領域の授業科目等の欄に

係る部分に限る。)の規定は，令和 5 年 4月 1日に入学した者(以下「令和 5年度入学者」という。)及

び令和 5年度入学者の属する編入学，転入学または再入学する者から適用する。 
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別表第1　授業科目及び単位数(第7条関係)   

  イ．全学共通授業科目（◎印は必修科目を，その他は選択科目を示す。）

授　　業　　科　　目 単位
必修・

選択の別
備考

教養とは何か 1 ◎

多言語と多文化の世界 1 ◎

情報基礎 1 ◎

データサイエンス基礎学 1 ◎

哲学 1

論理学 1

倫理学 1

科学技術と倫理 1

心理学A 1

心理学B 1

教育学A 1

教育学B 1

教育と人間形成 1

言語科学A 1

言語科学B 1

文学A 1

文学B 1

芸術と文化A 1

芸術と文化B 1

芸術史A 1

芸術史B 1

美術史A 1

美術史B 1

科学史A 1

科学史B 1

日本史A 1

日本史B 1

東洋史A 1

東洋史B 1

アジア史A 1

アジア史B 1

西洋史A 1

西洋史B 1

考古学A 1

考古学B 1

法学A 1

法学B 1

社会生活と法 1

国家と法 1

政治学A 1

政治学B 1

政治と社会 1

経済学A 1

経済学B 1

現代の経済A 1

現代の経済B 1

経済社会の発展 1

経営学 1

社会学 1

社
会
系

人
文
系

基
盤
系

授業科目の区分等

教育と社会 1

地理学 1

社会思想史 1

文化人類学 1

現代社会論A 1

現代社会論B 1

越境する文化 1

生活環境と技術 1

現代物理学が描く世界 1

身近な物理法則 1

生物学A 1

生物学B 1

生物学C 1

生物学D 1

生命科学A 1

生命科学B 1

医学A 1

医学B 1

保健学A 1

保健学B 1

健康科学A 1

健康科学B 1

惑星学B 1

ESD論(持続可能な社会づくり)基礎 1

ESD論(持続可能な社会づくり)A 1

ESD論(持続可能な社会づくり)B 1

環境学入門A 1

環境学入門B 1

海への誘い 2

瀬戸内海学入門 2

社会と人権A 1

社会と人権B 1

社会と人権C 1

ジェンダーとセクシュアリティA 1

ジェンダーとセクシュアリティB 1

阪神・淡路大震災と都市の安全 1

ボランティアと社会貢献活動A 1

ボランティアと社会貢献活動B 1

地域社会形成基礎論 1

ひょうご神戸学 1

日本酒学入門 1

神戸大学史 1

神戸大学研究最前線 1

社会基礎学 2

職業と学び-キャリアデザインを考えるA 1

職業と学び-キャリアデザインを考えるB 1

価値創造論基礎 1

価値創造論A 1

価値創造論B 1

価値創造論C 1

アントレプレナーシップ入門 1

食と健康A 1

食と健康B 1

社
会
と
環
境

価
値
と
創
造

自
然
系
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別表第1　授業科目及び単位数(第7条関係)   

  イ．全学共通授業科目（◎印は必修科目を，その他は選択科目を示す。）

授　　業　　科　　目 単位
必修・

選択の別
備考

教養とは何か 1 ◎

多言語と多文化の世界 1 ◎

情報基礎 1 ◎

データサイエンス基礎学 1 ◎

哲学 1

論理学 1

倫理学 1

科学技術と倫理 1

心理学A 1

心理学B 1

教育学A 1

教育学B 1

教育と人間形成 1

言語科学A 1

言語科学B 1

文学A 1

文学B 1

芸術と文化A 1

芸術と文化B 1

芸術史A 1

芸術史B 1

美術史A 1

美術史B 1

科学史A 1

科学史B 1

日本史A 1

日本史B 1

東洋史A 1

東洋史B 1

アジア史A 1

アジア史B 1

西洋史A 1

西洋史B 1

考古学A 1

考古学B 1

法学A 1

法学B 1

社会生活と法 1

国家と法 1

政治学A 1

政治学B 1

政治と社会 1

経済学A 1

経済学B 1

現代の経済A 1

現代の経済B 1

経済社会の発展 1

経営学 1

社会学 1

社
会
系

人
文
系

基
盤
系

授業科目の区分等

教育と社会 1

地理学 1

社会思想史 1

文化人類学 1

現代社会論A 1

現代社会論B 1

越境する文化 1

生活環境と技術 1

現代物理学が描く世界 1

身近な物理法則 1

生物学A 1

生物学B 1

生物学C 1

生物学D 1

生命科学A 1

生命科学B 1

医学A 1

医学B 1

保健学A 1

保健学B 1

健康科学A 1

健康科学B 1

惑星学B 1

ESD論(持続可能な社会づくり)基礎 1

ESD論(持続可能な社会づくり)A 1

ESD論(持続可能な社会づくり)B 1

環境学入門A 1

環境学入門B 1

海への誘い 2

瀬戸内海学入門 2

社会と人権A 1

社会と人権B 1

社会と人権C 1

ジェンダーとセクシュアリティA 1

ジェンダーとセクシュアリティB 1

阪神・淡路大震災と都市の安全 1

ボランティアと社会貢献活動A 1

ボランティアと社会貢献活動B 1

地域社会形成基礎論 1

ひょうご神戸学 1

日本酒学入門 1

神戸大学史 1

神戸大学研究最前線 1

社会基礎学 2

職業と学び-キャリアデザインを考えるA 1

職業と学び-キャリアデザインを考えるB 1

価値創造論基礎 1

価値創造論A 1

価値創造論B 1

価値創造論C 1

アントレプレナーシップ入門 1

食と健康A 1

食と健康B 1

社
会
と
環
境

価
値
と
創
造

自
然
系
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生物資源と農業A 1

生物資源と農業B 1

生物資源と農業C 1

生物資源と農業D 1

科学技術と社会A 1

科学技術と社会B 1

科学技術と社会C 1

科学技術と社会D 1

カタチの文化学 1

カタチの自然学A 1

カタチの自然学B 1

カタチの科学 1

放射線科学 2

データサイエンス概論A 1

データサイエンス概論B 1

データサイエンスPBL演習 1

外国語セミナーA(英語) 1

外国語セミナーB(英語) 1

外国語セミナーC(英語) 1

外国語セミナーD(英語) 1

外国語セミナーA(ドイツ語) 1

外国語セミナーB(ドイツ語) 1

外国語セミナーC(ドイツ語) 1

外国語セミナーD(ドイツ語) 1

外国語セミナーE(ドイツ語) 1

外国語セミナーF(ドイツ語) 1

外国語セミナーA(フランス語) 1

外国語セミナーB(フランス語) 1

外国語セミナーC(フランス語) 1

外国語セミナーD(フランス語) 1

外国語セミナーE(フランス語) 1

外国語セミナーF(フランス語) 1

外国語セミナーA(中国語) 1

外国語セミナーB(中国語) 1

外国語セミナーC(中国語) 1

外国語セミナーD(中国語) 1

外国語セミナーE(中国語) 1

外国語セミナーF(中国語) 1

外国語セミナーA(ロシア語) 1

外国語セミナーB(ロシア語) 1

外国語セミナーC(ロシア語) 1

外国語セミナーD(ロシア語) 1

外国語セミナーE(ロシア語) 1

外国語セミナーF(ロシア語) 1

多言語セミナー1(スペイン語) 1

多言語セミナー2(スペイン語) 1

多言語セミナー3(スペイン語) 1

多言語セミナー4(スペイン語) 1

多言語セミナー1(イタリア語) 1

多言語セミナー2(イタリア語) 1

多言語セミナー3(イタリア語) 1

多言語セミナー4(イタリア語) 1

多言語セミナー1(韓国語) 1

教
養
科
目

科
学
と
技
術

総
合
系

世
界
と
日
本

多言語セミナー2(韓国語) 1

多言語セミナー3(韓国語) 1

多言語セミナー4(韓国語) 1

多言語セミナー1(ラテン語) 1

多言語セミナー2(ラテン語) 1

多言語セミナー3(ラテン語) 1

多言語セミナー4(ラテン語) 1

複言語共修セミナー(タンデム) 1

複言語共修セミナー(外国語としての日本語) 1

グローバルリーダーシップ育成基礎演習 2

多文化共生のための日本語コミュニケーション 1

海外留学のすすめA 1

海外留学のすすめB 1

グローバルラーニングスキルズ 1

グローバルエキスパートセミナー 1

グローバルチャレンジ実習 1又は2

国際共修プロジェクト 1又は2

国際協力の現状と課題A 1

国際協力の現状と課題B 1

国際協力アクティブ・ラーニングA 2

国際協力アクティブ・ラーニングB 2

国際協力アクティブ・ラーニングC 2

Academic English Communication A1 0.5 ◎

Academic English Communication A2 0.5 ◎

Academic English Communication B1 0.5 ◎

Academic English Communication B2 0.5 ◎

Academic English Communication B1(ACE) 0.5 (◎)

Academic English Communication B2(ACE) 0.5 (◎)

Academic English Literacy A1 0.5 ◎

Academic English Literacy A2 0.5 ◎

Academic English Literacy B1 0.5 ◎

Academic English Literacy B2 0.5 ◎

Academic English Literacy B1(ACE) 0.5 (◎)

Academic English Literacy B2(ACE) 0.5 (◎)

ドイツ語初級A1 0.5 ◎

ドイツ語初級A2 0.5 ◎

ドイツ語初級B1 0.5 ◎

ドイツ語初級B2 0.5 ◎

ドイツ語初級A3 0.5 ◎

ドイツ語初級A4 0.5 ◎

ドイツ語初級B3 0.5 ◎

ドイツ語初級B4 0.5 ◎

ドイツ語初級SA3 0.5 (◎)

ドイツ語初級SA4 0.5 (◎)

ドイツ語初級SB3 0.5 (◎)

ドイツ語初級SB4 0.5 (◎)

フランス語初級A1 0.5 ◎

フランス語初級A2 0.5 ◎

フランス語初級B1 0.5 ◎

フランス語初級B2 0.5 ◎

フランス語初級A3 0.5 ◎

フランス語初級A4 0.5 ◎

フランス語初級B3 0.5 ◎

ドイツ語，フラン
ス語，中国語及び
ロシア語のうちか
ら1つ選択するこ
と。
※ドイツ語，フラ
ンス語，中国語の
初級A3，初級A4，
初級B3，初級B4は
初級SA3，初級
SA4，初級SB3，初
級SB4で読み替える
ことができる。

外
国
語
系

外
国
語
第
Ⅰ

Academic English
Communication
B1，B2，Academic
English Literacy
B1，B2はAcademic
English
Communication
B1(ACE)，
B2(ACE)，Academic
English Literacy
B1(ACE)，B2(ACE)
で読み替えること
ができる。
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生物資源と農業A 1

生物資源と農業B 1

生物資源と農業C 1

生物資源と農業D 1

科学技術と社会A 1

科学技術と社会B 1

科学技術と社会C 1

科学技術と社会D 1

カタチの文化学 1

カタチの自然学A 1

カタチの自然学B 1

カタチの科学 1

放射線科学 2

データサイエンス概論A 1

データサイエンス概論B 1

データサイエンスPBL演習 1

外国語セミナーA(英語) 1

外国語セミナーB(英語) 1

外国語セミナーC(英語) 1

外国語セミナーD(英語) 1

外国語セミナーA(ドイツ語) 1

外国語セミナーB(ドイツ語) 1

外国語セミナーC(ドイツ語) 1

外国語セミナーD(ドイツ語) 1

外国語セミナーE(ドイツ語) 1

外国語セミナーF(ドイツ語) 1

外国語セミナーA(フランス語) 1

外国語セミナーB(フランス語) 1

外国語セミナーC(フランス語) 1

外国語セミナーD(フランス語) 1

外国語セミナーE(フランス語) 1

外国語セミナーF(フランス語) 1

外国語セミナーA(中国語) 1

外国語セミナーB(中国語) 1

外国語セミナーC(中国語) 1

外国語セミナーD(中国語) 1

外国語セミナーE(中国語) 1

外国語セミナーF(中国語) 1

外国語セミナーA(ロシア語) 1

外国語セミナーB(ロシア語) 1

外国語セミナーC(ロシア語) 1

外国語セミナーD(ロシア語) 1

外国語セミナーE(ロシア語) 1

外国語セミナーF(ロシア語) 1

多言語セミナー1(スペイン語) 1

多言語セミナー2(スペイン語) 1

多言語セミナー3(スペイン語) 1

多言語セミナー4(スペイン語) 1

多言語セミナー1(イタリア語) 1

多言語セミナー2(イタリア語) 1

多言語セミナー3(イタリア語) 1

多言語セミナー4(イタリア語) 1

多言語セミナー1(韓国語) 1

教
養
科
目

科
学
と
技
術

総
合
系

世
界
と
日
本

多言語セミナー2(韓国語) 1

多言語セミナー3(韓国語) 1

多言語セミナー4(韓国語) 1

多言語セミナー1(ラテン語) 1

多言語セミナー2(ラテン語) 1

多言語セミナー3(ラテン語) 1

多言語セミナー4(ラテン語) 1

複言語共修セミナー(タンデム) 1

複言語共修セミナー(外国語としての日本語) 1

グローバルリーダーシップ育成基礎演習 2

多文化共生のための日本語コミュニケーション 1

海外留学のすすめA 1

海外留学のすすめB 1

グローバルラーニングスキルズ 1

グローバルエキスパートセミナー 1

グローバルチャレンジ実習 1又は2

国際共修プロジェクト 1又は2

国際協力の現状と課題A 1

国際協力の現状と課題B 1

国際協力アクティブ・ラーニングA 2

国際協力アクティブ・ラーニングB 2

国際協力アクティブ・ラーニングC 2

Academic English Communication A1 0.5 ◎

Academic English Communication A2 0.5 ◎

Academic English Communication B1 0.5 ◎

Academic English Communication B2 0.5 ◎

Academic English Communication B1(ACE) 0.5 (◎)

Academic English Communication B2(ACE) 0.5 (◎)

Academic English Literacy A1 0.5 ◎

Academic English Literacy A2 0.5 ◎

Academic English Literacy B1 0.5 ◎

Academic English Literacy B2 0.5 ◎

Academic English Literacy B1(ACE) 0.5 (◎)

Academic English Literacy B2(ACE) 0.5 (◎)

ドイツ語初級A1 0.5 ◎

ドイツ語初級A2 0.5 ◎

ドイツ語初級B1 0.5 ◎

ドイツ語初級B2 0.5 ◎

ドイツ語初級A3 0.5 ◎

ドイツ語初級A4 0.5 ◎

ドイツ語初級B3 0.5 ◎

ドイツ語初級B4 0.5 ◎

ドイツ語初級SA3 0.5 (◎)

ドイツ語初級SA4 0.5 (◎)

ドイツ語初級SB3 0.5 (◎)

ドイツ語初級SB4 0.5 (◎)

フランス語初級A1 0.5 ◎

フランス語初級A2 0.5 ◎

フランス語初級B1 0.5 ◎

フランス語初級B2 0.5 ◎

フランス語初級A3 0.5 ◎

フランス語初級A4 0.5 ◎

フランス語初級B3 0.5 ◎

ドイツ語，フラン
ス語，中国語及び
ロシア語のうちか
ら1つ選択するこ
と。
※ドイツ語，フラ
ンス語，中国語の
初級A3，初級A4，
初級B3，初級B4は
初級SA3，初級
SA4，初級SB3，初
級SB4で読み替える
ことができる。

外
国
語
系

外
国
語
第
Ⅰ

Academic English
Communication
B1，B2，Academic
English Literacy
B1，B2はAcademic
English
Communication
B1(ACE)，
B2(ACE)，Academic
English Literacy
B1(ACE)，B2(ACE)
で読み替えること
ができる。
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基礎物理化学2 1

基礎有機化学1 1

基礎有機化学2 1

フランス語初級B4 0.5 ◎

フランス語初級SA3 0.5 (◎)

フランス語初級SA4 0.5 (◎)

フランス語初級SB3 0.5 (◎)

フランス語初級SB4 0.5 (◎)

中国語初級A1 0.5 ◎

中国語初級A2 0.5 ◎

中国語初級B1 0.5 ◎

中国語初級B2 0.5 ◎

中国語初級A3 0.5 ◎

中国語初級A4 0.5 ◎

中国語初級B3 0.5 ◎

中国語初級B4 0.5 ◎

中国語初級SA3 0.5 (◎)

中国語初級SA4 0.5 (◎)

中国語初級SB3 0.5 (◎)

中国語初級SB4 0.5 (◎)

ロシア語初級A1 0.5 ◎

ロシア語初級A2 0.5 ◎

ロシア語初級B1 0.5 ◎

ロシア語初級B2 0.5 ◎

ロシア語初級A3 0.5 ◎

ロシア語初級A4 0.5 ◎

ロシア語初級B3 0.5 ◎

ロシア語初級B4 0.5 ◎

健康・スポーツ科学講義A 1

健康・スポーツ科学講義B 1

健康・スポーツ科学実習基礎 1

健康・スポーツ科学実習1 0.5

健康・スポーツ科学実習2 0.5

線形代数1 1

線形代数2 1

線形代数3 1

線形代数4 1

微分積分入門1 1

微分積分入門2 1

微分積分1 1

微分積分2 1

微分積分3 1

微分積分4 1

数理統計1 1

数理統計2 1

物理学入門 1

左記の科目は共通
専門基礎科目の必
要修得単位数には
算入しない。ただ
し卒業要件単位数
には算入する。

力学基礎1 1

力学基礎2 1

電磁気学基礎1 1

電磁気学基礎2 1

連続体力学基礎 1

熱力学基礎 1

基礎物理化学1 1

共
通
専
門
基
礎
科
目

左記の科目は卒業
要件単位数には算
入しない。

外
国
語
第
Ⅱ

健
康
・
ス
ポ
ー

ツ

科
学
系
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基礎物理化学2 1

基礎有機化学1 1

基礎有機化学2 1

フランス語初級B4 0.5 ◎

フランス語初級SA3 0.5 (◎)

フランス語初級SA4 0.5 (◎)

フランス語初級SB3 0.5 (◎)

フランス語初級SB4 0.5 (◎)

中国語初級A1 0.5 ◎

中国語初級A2 0.5 ◎

中国語初級B1 0.5 ◎

中国語初級B2 0.5 ◎

中国語初級A3 0.5 ◎

中国語初級A4 0.5 ◎

中国語初級B3 0.5 ◎

中国語初級B4 0.5 ◎

中国語初級SA3 0.5 (◎)

中国語初級SA4 0.5 (◎)

中国語初級SB3 0.5 (◎)

中国語初級SB4 0.5 (◎)

ロシア語初級A1 0.5 ◎

ロシア語初級A2 0.5 ◎

ロシア語初級B1 0.5 ◎

ロシア語初級B2 0.5 ◎

ロシア語初級A3 0.5 ◎

ロシア語初級A4 0.5 ◎

ロシア語初級B3 0.5 ◎

ロシア語初級B4 0.5 ◎

健康・スポーツ科学講義A 1

健康・スポーツ科学講義B 1

健康・スポーツ科学実習基礎 1

健康・スポーツ科学実習1 0.5

健康・スポーツ科学実習2 0.5

線形代数1 1

線形代数2 1

線形代数3 1

線形代数4 1

微分積分入門1 1

微分積分入門2 1

微分積分1 1

微分積分2 1

微分積分3 1

微分積分4 1

数理統計1 1

数理統計2 1

物理学入門 1

左記の科目は共通
専門基礎科目の必
要修得単位数には
算入しない。ただ
し卒業要件単位数
には算入する。

力学基礎1 1

力学基礎2 1

電磁気学基礎1 1

電磁気学基礎2 1

連続体力学基礎 1

熱力学基礎 1

基礎物理化学1 1

共
通
専
門
基
礎
科
目

左記の科目は卒業
要件単位数には算
入しない。

外
国
語
第
Ⅱ

健
康
・
ス
ポ
－
ツ

科
学
系
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　ハ．海洋基礎科学領域（◎印は必修科目を，その他は選択科目を示す。）

授　　業　　科　　目 単位
必修・
選択の別

備考

地球進化学-1  1

地球進化学-2  1

海洋学-1 1

海洋学-2 1

気象学-1 1

気象学-2 1

流体力学-1 1

流体力学-2 1

固体地球科学1-1 1

固体地球科学1-2 1

固体地球科学2-1 1

固体地球科学2-2 1

海洋環境基礎-1 1

海洋環境基礎-2 1

プログラミング-1 1

プログラミング-2 1

物理化学-1 1

物理化学-2 1

物理学実験 2 ◎

化学実験 2 ◎

機械製図演習-1 1

機械製図演習-2 1

地学実験 2

流体地球科学1-1 1

流体地球科学1-2 1

流体地球科学2-1 1

流体地球科学2-2 1

海域観測解析論-1 1

海域観測解析論-2 1

海事と防災科学の数値計算法-1 1

海事と防災科学の数値計算法-2 1

海洋環境学1-1 1

海洋環境学1-2 1

海洋環境学2-1 1

海洋環境学2-2 1

海洋環境学3-1 1

海洋環境学3-2 1

環境計測解析科学1-1 1

環境計測解析科学1-2 1

環境計測解析科学2-1 1

環境計測解析科学2-2 1

基礎量子ビーム科学-1 1

基礎量子ビーム科学-2 1

海洋底資源学1-1 1

海洋底資源学1-2 1

海洋底資源学2-1 1

海洋底資源学2-2 1

海洋エネルギー科学1-1 1

海洋エネルギー科学1-2 1

海洋エネルギー科学2-1 1

海洋エネルギー科学2-2 1

海洋エネルギー科学3-1 1

海洋エネルギー科学3-2 1

多変量解析1-1 1

多変量解析1-2 1

多変量解析2 1

多変量解析3 1

主
専
門
科
目

専
門
科
目

授業科目の区分等

海洋専門基礎科目

地球科学

環境科学

資源・エネルギー科学

統計・数理科学

  ロ．海洋リテラシー、領域共通科目（◎印は必修科目を，その他は選択科目を示す。）

授　　業　　科　　目 単位
必修・
選択の別

備考

海のサイエンス 1 ◎

海のテクノロジー 1 ◎

海のガバナンス 1 ◎

初年次セミナー 1 ◎

海洋政策科学通論 1 ◎

海事実務概論-1 1 ◎

海事実務概論-2 1 ◎

海のアクティブ・ラーニング 1 ◎

コミュニケーション英語A 0.5 ◎

コミュニケーション英語B 0.5 ◎

コミュニケーション英語C 0.5 ◎

コミュニケーション英語D 0.5 ◎

ライティング英語A 0.5 ◎

ライティング英語B 0.5 ◎

ライティング英語C 0.5 ◎

ライティング英語D 0.5 ◎

応用数学1-1 1

応用数学1-2 1

応用数学2-1 1

応用数学2-2 1

応用数学3-1 1

応用数学3-2 1

応用数学4-1 1

応用数学4-2 1

力学-1 1

力学-2 1

電磁気学-1 1

電磁気学-2 1

環境分析化学-1 1

環境分析化学-2 1

無機材料科学-1 1

無機材料科学-2 1

授業科目の区分等

海
洋
リ
テ
ラ
シ
ー

海洋リテラシーⅠ

海洋リテラシーⅡ

専
門
科
目

領域共通

海
洋
専
門
基
礎
科
目
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　ハ．海洋基礎科学領域（◎印は必修科目を，その他は選択科目を示す。）

授　　業　　科　　目 単位
必修・
選択の別

備考

地球進化学-1  1

地球進化学-2  1

海洋学-1 1

海洋学-2 1

気象学-1 1

気象学-2 1

流体力学-1 1

流体力学-2 1

固体地球科学1-1 1

固体地球科学1-2 1

固体地球科学2-1 1

固体地球科学2-2 1

海洋環境基礎-1 1

海洋環境基礎-2 1

プログラミング-1 1

プログラミング-2 1

物理化学-1 1

物理化学-2 1

物理学実験 2 ◎

化学実験 2 ◎

機械製図演習-1 1

機械製図演習-2 1

地学実験 2

流体地球科学1-1 1

流体地球科学1-2 1

流体地球科学2-1 1

流体地球科学2-2 1

海域観測解析論-1 1

海域観測解析論-2 1

海事と防災科学の数値計算法-1 1

海事と防災科学の数値計算法-2 1

海洋環境学1-1 1

海洋環境学1-2 1

海洋環境学2-1 1

海洋環境学2-2 1

海洋環境学3-1 1

海洋環境学3-2 1

環境計測解析科学1-1 1

環境計測解析科学1-2 1

環境計測解析科学2-1 1

環境計測解析科学2-2 1

基礎量子ビーム科学-1 1

基礎量子ビーム科学-2 1

海洋底資源学1-1 1

海洋底資源学1-2 1

海洋底資源学2-1 1

海洋底資源学2-2 1

海洋エネルギー科学1-1 1

海洋エネルギー科学1-2 1

海洋エネルギー科学2-1 1

海洋エネルギー科学2-2 1

海洋エネルギー科学3-1 1

海洋エネルギー科学3-2 1

多変量解析1-1 1

多変量解析1-2 1

多変量解析2 1

多変量解析3 1

主
専
門
科
目

専
門
科
目

授業科目の区分等

海洋専門基礎科目

地球科学

環境科学

資源・エネルギー科学

統計・数理科学

  ロ．海洋リテラシー、領域共通科目（◎印は必修科目を，その他は選択科目を示す。）

授　　業　　科　　目 単位
必修・
選択の別

備考

海のサイエンス 1 ◎

海のテクノロジー 1 ◎

海のガバナンス 1 ◎

初年次セミナー 1 ◎

海洋政策科学通論 1 ◎

海事実務概論-1 1 ◎

海事実務概論-2 1 ◎

海のアクティブ・ラーニング 1 ◎

コミュニケーション英語A 0.5 ◎

コミュニケーション英語B 0.5 ◎

コミュニケーション英語C 0.5 ◎

コミュニケーション英語D 0.5 ◎

ライティング英語A 0.5 ◎

ライティング英語B 0.5 ◎

ライティング英語C 0.5 ◎

ライティング英語D 0.5 ◎

応用数学1-1 1

応用数学1-2 1

応用数学2-1 1

応用数学2-2 1

応用数学3-1 1

応用数学3-2 1

応用数学4-1 1

応用数学4-2 1

力学-1 1

力学-2 1

電磁気学-1 1

電磁気学-2 1

環境分析化学-1 1

環境分析化学-2 1

無機材料科学-1 1

無機材料科学-2 1

授業科目の区分等

海
洋
リ
テ
ラ
シ
ー

海洋リテラシーⅠ

海洋リテラシーⅡ

専
門
科
目

領域共通

海
洋
専
門
基
礎
科
目
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　ニ．海洋応用科学領域（◎印は必修科目を，その他は選択科目を示す。）

授　　業　　科　　目 単位
必修・
選択の別

備考

流体力学-1 1 ◎

流体力学-2 1 ◎

流体力学-3 1

流体力学-4 1

浮体静力学-1 1

浮体静力学-2 1

材料力学-1 1 ◎

材料力学-2 1 ◎

工業熱力学-1 1 ◎

工業熱力学-2 1 ◎

工業熱力学-3 1

工業熱力学-4 1

電気回路-1 1 ◎

電気回路-2 1 ◎

電子回路-1 1

電子回路-2 1

制御理論-1 1

制御理論-2 1

情報科学-1 1

情報科学-2 1

プログラミング-1 1

プログラミング-2 1

海事産業技術概論-1 1

海事産業技術概論-2 1

物理学実験 2

化学実験 2

機械製図演習-1 1 ◎

機械製図演習-2 1 ◎

流体シミュレーション工学-1 1

流体シミュレーション工学-2 1

抵抗推進工学-1 1

抵抗推進工学-2 1

浮体運動学-1 1

浮体運動学-2 1

海洋波理論-1 1

海洋波理論-2 1

機械設計工学-1 1

機械設計工学-2 1

材料加工学-1 1

材料加工学-2 1

材料強度学-1 1

材料強度学-2 1

構造強度数値解析論-1 1

構造強度数値解析論-2 1

熱機関工学-1 1

熱機関工学-2 1

伝熱工学-1 1

伝熱工学-2 1

燃焼工学-1 1

燃焼工学-2 1

応用電気回路-1 1

応用電気回路-2 1

応用電子工学-1 1

応用電子工学-2 1

電気機器-1 1

電気機器-2 1

ロボット工学-1 1

ロボット工学-2 1

授業科目の区分等

海洋専門基礎科目

専
門
科
目

流体工学

材料工学

熱工学

電気電子工学

主
専
門
科
目

海域観測実習 1 ◎

海洋基礎科学実験 1 ◎

海のインターンシップ  1

海のBDL 2

総合ゼミA 2 ◎

特別研究A 8 ◎

実験・実習

海洋総合科目
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　ニ．海洋応用科学領域（◎印は必修科目を，その他は選択科目を示す。）

授　　業　　科　　目 単位
必修・
選択の別

備考

流体力学-1 1 ◎

流体力学-2 1 ◎

流体力学-3 1

流体力学-4 1

浮体静力学-1 1

浮体静力学-2 1

材料力学-1 1 ◎

材料力学-2 1 ◎

工業熱力学-1 1 ◎

工業熱力学-2 1 ◎

工業熱力学-3 1

工業熱力学-4 1

電気回路-1 1 ◎

電気回路-2 1 ◎

電子回路-1 1

電子回路-2 1

制御理論-1 1

制御理論-2 1

情報科学-1 1

情報科学-2 1

プログラミング-1 1

プログラミング-2 1

海事産業技術概論-1 1

海事産業技術概論-2 1

物理学実験 2

化学実験 2

機械製図演習-1 1 ◎

機械製図演習-2 1 ◎

流体シミュレーション工学-1 1

流体シミュレーション工学-2 1

抵抗推進工学-1 1

抵抗推進工学-2 1

浮体運動学-1 1

浮体運動学-2 1

海洋波理論-1 1

海洋波理論-2 1

機械設計工学-1 1

機械設計工学-2 1

材料加工学-1 1

材料加工学-2 1

材料強度学-1 1

材料強度学-2 1

構造強度数値解析論-1 1

構造強度数値解析論-2 1

熱機関工学-1 1

熱機関工学-2 1

伝熱工学-1 1

伝熱工学-2 1

燃焼工学-1 1

燃焼工学-2 1

応用電気回路-1 1

応用電気回路-2 1

応用電子工学-1 1

応用電子工学-2 1

電気機器-1 1

電気機器-2 1

ロボット工学-1 1

ロボット工学-2 1

授業科目の区分等

海洋専門基礎科目

専
門
科
目

流体工学

材料工学

熱工学

電気電子工学

主
専
門
科
目

海域観測実習 1 ◎

海洋基礎科学実験 1 ◎

海のインターンシップ  1

海のBDL 2

総合ゼミA 2 ◎

特別研究A 8 ◎

実験・実習

海洋総合科目
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  ホ．海洋ガバナンス領域（◎印は必修科目を，その他は選択科目を示す。）

授　　業　　科　　目 単位
必修・
選択の別

備考

総合海洋ガバナンス論 2

海上保険概説-1 1

海上保険概説-2 1

経済学基礎論1-1 1

経済学基礎論1-2 1

経済学基礎論2-1 1

経済学基礎論2-2 1

経営学基礎論1-1 1

経営学基礎論1-2 1

経営学基礎論2-1 1

経営学基礎論2-2 1

会計学基礎論-1 1

会計学基礎論-2 1

海運政策概論-1 1

海運政策概論-2 1

港湾政策概論-1 1

港湾政策概論-2 1

交通政策概論-1 1

交通政策概論-2 1

国際法-1 1

国際法-2 1

国際関係論-1 1

国際関係論-2 1

現代海洋政策概論-1 1

現代海洋政策概論-2 1

環境法政策論 1

海運経済論-1 1

海運経済論-2 1

海運経営論-1  1

海運経営論-2  1

交通経済論-1  1

交通経済論-2  1

交通経営論-1  1

交通経営論-2  1

国際物流論-1  1

国際物流論-2  1

海運政策論-1  1

海運政策論-2  1

港湾政策論-1  1

港湾政策論-2  1

交通政策論-1  1

交通政策論-2  1

国際海洋法-1  1

国際海洋法-2  1

国際政治経済論-1 1

国際政治経済論-2 1

海洋法政策論-1 1

海洋法政策論-2 1

現代海事産業概論-1 1

現代海事産業概論-2 1

防災政策論-1  1

防災政策論-2  1

エネルギー政策論-1  1

エネルギー政策論-2  1

海洋ガバナンス特殊講義-1 1

海洋ガバナンス特殊講義-2 1

海のインターンシップ  1

授業科目の区分等

主
専
門
科
目

演習科目

海洋経済経営

海洋法政策

海洋専門基礎科目

専
門
科
目

パワーエレクトロニクス-1 1

パワーエレクトロニクス-2 1

計算機システム論-1 1

計算機システム論-2 1

情報ネットワーク論-1 1

情報ネットワーク論-2 1

データベース論-1 1

データベース論-2 1

インタフェース設計論-1 1

インタフェース設計論-2 1

応用プログラミング-1 1

応用プログラミング-2 1

アルゴリズム-1 1

アルゴリズム-2 1

数理計画法-1 1

数理計画法-2 1

確率モデル-1 1

確率モデル-2 1

人工知能-1 1

人工知能-2 1

多変量解析1-1 1

多変量解析1-2 1

多変量解析2 1

多変量解析3 1

実験・演習 海洋応用科学実験 1 ◎

海のインターンシップ  1

海のBDL 2

総合ゼミA 2 ◎

特別研究A 8 ◎

統計・数理科学

海洋総合科目

数理 ・計画

情報技術
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  ホ．海洋ガバナンス領域（◎印は必修科目を，その他は選択科目を示す。）

授　　業　　科　　目 単位
必修・
選択の別

備考

総合海洋ガバナンス論 2

海上保険概説-1 1

海上保険概説-2 1

経済学基礎論1-1 1

経済学基礎論1-2 1

経済学基礎論2-1 1

経済学基礎論2-2 1

経営学基礎論1-1 1

経営学基礎論1-2 1

経営学基礎論2-1 1

経営学基礎論2-2 1

会計学基礎論-1 1

会計学基礎論-2 1

海運政策概論-1 1

海運政策概論-2 1

港湾政策概論-1 1

港湾政策概論-2 1

交通政策概論-1 1

交通政策概論-2 1

国際法-1 1

国際法-2 1

国際関係論-1 1

国際関係論-2 1

現代海洋政策概論-1 1

現代海洋政策概論-2 1

環境法政策論 1

海運経済論-1 1

海運経済論-2 1

海運経営論-1  1

海運経営論-2  1

交通経済論-1  1

交通経済論-2  1

交通経営論-1  1

交通経営論-2  1

国際物流論-1  1

国際物流論-2  1

海運政策論-1  1

海運政策論-2  1

港湾政策論-1  1

港湾政策論-2  1

交通政策論-1  1

交通政策論-2  1

国際海洋法-1  1

国際海洋法-2  1

国際政治経済論-1 1

国際政治経済論-2 1

海洋法政策論-1 1

海洋法政策論-2 1

現代海事産業概論-1 1

現代海事産業概論-2 1

防災政策論-1  1

防災政策論-2  1

エネルギー政策論-1  1

エネルギー政策論-2  1

海洋ガバナンス特殊講義-1 1

海洋ガバナンス特殊講義-2 1

海のインターンシップ  1

授業科目の区分等

主
専
門
科
目

演習科目

海洋経済経営

海洋法政策

海洋専門基礎科目

専
門
科
目

パワーエレクトロニクス-1 1

パワーエレクトロニクス-2 1

計算機システム論-1 1

計算機システム論-2 1

情報ネットワーク論-1 1

情報ネットワーク論-2 1

データベース論-1 1

データベース論-2 1

インタフェース設計論-1 1

インタフェース設計論-2 1

応用プログラミング-1 1

応用プログラミング-2 1

アルゴリズム-1 1

アルゴリズム-2 1

数理計画法-1 1

数理計画法-2 1

確率モデル-1 1

確率モデル-2 1

人工知能-1 1

人工知能-2 1

多変量解析1-1 1

多変量解析1-2 1

多変量解析2 1

多変量解析3 1

実験・演習 海洋応用科学実験 1 ◎

海のインターンシップ  1

海のBDL 2

総合ゼミA 2 ◎

特別研究A 8 ◎

統計・数理科学

海洋総合科目

数理 ・計画

情報技術
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  ヘ．海技ライセンスコース航海学領域（◎印は必修科目を，その他は選択科目を示す。）

授　　業　　科　　目 単位
必修・
選択の別

備考

海上保険概説-1 1

海上保険概説-2 1

航海航法-1  1 ◎

航海航法-2 1 ◎

航海航法-3 1 ◎

航海計器-1  1 ◎

航海計器-2 1 ◎

航海計器-3 1 ◎

航海学演習-1  1 ◎

航海学演習-2  1 ◎

航海学演習-3  1 ◎

船舶運航概論 1 ◎

海技実習-1 1 ◎

海技実習-2 1 ◎

海技演習-1 0.5

海技演習-2 0.5

海技演習-3 0.5

海技演習-4 0.5

船舶運航実習 1

セーリング 1

海洋学-1 1

海洋学-2 1

気象学-1 1

気象学-2 1

国際法-1 1

国際船舶管理法論 1

航海航法-4  1 ◎

航海航法-5 1 ◎

航海航法-6 1 ◎

航海計器-4 1 ◎

航海計器-5 1 ◎

航海計器-6 1 ◎

船舶工学-1  1 ◎

船舶工学-2  1 ◎

海洋気象学-1  1 ◎

海洋気象学-2  1 ◎

航海学演習-4  1 ◎

航海学演習-5  1 ◎

運用学実習-1 1 ◎

運用学実習-2  1 ◎

運用学実習-3  1 ◎

運用学実習-4  1 ◎

運用実務演習 1

運用学演習-1 1 ◎

運用学演習-2  1 ◎

運用学演習-3  1 ◎

運用学演習-4  1 ◎

操船学-1  1 ◎

操船学-2  1 ◎

載貨論 1 ◎

管理実務-1  1 ◎

管理実務-2  1 ◎

海事英語（船舶実務）-1  1 ◎

海事英語（船舶実務）-2  1 ◎

海事英語（船舶実務）-3  1 ◎

海事英語（船舶実務）-4  1 ◎

海事英語（船舶実務）-5  1 ◎

海洋専門基礎科目

専
門
科
目

主専門科目

授業科目の区分等

海のBDL 2

総合ゼミA 2 ◎

特別研究A 8 ◎

海洋総合科目
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  ヘ．海技ライセンスコース航海学領域（◎印は必修科目を，その他は選択科目を示す。）

授　　業　　科　　目 単位
必修・
選択の別

備考

海上保険概説-1 1

海上保険概説-2 1

航海航法-1  1 ◎

航海航法-2 1 ◎

航海航法-3 1 ◎

航海計器-1  1 ◎

航海計器-2 1 ◎

航海計器-3 1 ◎

航海学演習-1  1 ◎

航海学演習-2  1 ◎

航海学演習-3  1 ◎

船舶運航概論 1 ◎

海技実習-1 1 ◎

海技実習-2 1 ◎

海技演習-1 0.5

海技演習-2 0.5

海技演習-3 0.5

海技演習-4 0.5

船舶運航実習 1

セーリング 1

海洋学-1 1

海洋学-2 1

気象学-1 1

気象学-2 1

国際法-1 1

国際船舶管理法論 1

航海航法-4  1 ◎

航海航法-5 1 ◎

航海航法-6 1 ◎

航海計器-4 1 ◎

航海計器-5 1 ◎

航海計器-6 1 ◎

船舶工学-1  1 ◎

船舶工学-2  1 ◎

海洋気象学-1  1 ◎

海洋気象学-2  1 ◎

航海学演習-4  1 ◎

航海学演習-5  1 ◎

運用学実習-1 1 ◎

運用学実習-2  1 ◎

運用学実習-3  1 ◎

運用学実習-4  1 ◎

運用実務演習 1

運用学演習-1 1 ◎

運用学演習-2  1 ◎

運用学演習-3  1 ◎

運用学演習-4  1 ◎

操船学-1  1 ◎

操船学-2  1 ◎

載貨論 1 ◎

管理実務-1  1 ◎

管理実務-2  1 ◎

海事英語（船舶実務）-1  1 ◎

海事英語（船舶実務）-2  1 ◎

海事英語（船舶実務）-3  1 ◎

海事英語（船舶実務）-4  1 ◎

海事英語（船舶実務）-5  1 ◎

海洋専門基礎科目

専
門
科
目

主専門科目

授業科目の区分等

海のBDL 2

総合ゼミA 2 ◎

特別研究A 8 ◎

海洋総合科目
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  ト．海技ライセンスコース機関学領域（◎印は必修科目を，その他は選択科目を示す。）

授　　業　　科　　目 単位
必修・

選択の別
備考

海事産業技術概論-1 1

海事産業技術概論-2 1

流体力学-1 1 ◎

流体力学-2 1 ◎

材料力学-1 1 ◎

材料力学-2 1

工業熱力学-1 1 ◎

工業熱力学-2 1 ◎

工業熱力学-3 1 ◎

電気回路-1 1 ◎

電気回路-2 1 ◎

電子回路-1 1 ◎

制御理論-1 1 ◎

物理学実験 2

化学実験 2

機械製図演習-1 1 ◎

機械製図演習-2 1

船舶機関概論 1 ◎

プログラミング-1 1

プログラミング-2 1

機関室資源管理-1  1 ◎

機関室資源管理-2  1 ◎

海洋生存技術演習  1

実用海事機関英語-1  1

実用海事機関英語-2  1

抵抗推進工学-1  1 ◎

抵抗推進工学-2  1 ◎

浮体運動学-1  1 ◎

浮体運動学-2  1 ◎

熱機関工学-1  1 ◎

熱機関工学-2  1 ◎

伝熱工学-1  1 ◎

伝熱工学-2  1 ◎

燃焼工学-1  1 ◎

機械設計工学-1  1 ◎

材料加工学-1　  1 ◎

材料加工学-2　 1 ◎

材料強度学-1  1 ◎

材料強度学-2  1 ◎

電気機器-1  1 ◎

電気機器-2  1 ◎

エネルギープラント管理演習-1 1 ◎

エネルギープラント管理演習-2 2 ◎

エネルギープラント保全論-1 1 ◎

エネルギープラント保全論-2 1 ◎

洋上プラント安全論-1  1 ◎

洋上プラント安全論-2  1 ◎

海事法規-1 1 ◎

海事法規-2 1 ◎

船舶衛生-1  1

船舶衛生-2  1

運動科学-1  1

運動科学-2  1

機関学実験 1 ◎

船舶実習-1 8 ◎

船舶実習-2 8 ◎

専
門
科
目

授業科目の区分等

海洋専門基礎科目

主専門科目

海事英語（船舶実務）-6  1 ◎

海事英語（船舶通信）  1 ◎

海事法規-1 1 ◎

海事法規-2 1 ◎

海上交通法-1  1 ◎

海上交通法-2  1 ◎

海上交通法-3  1 ◎

船舶衛生-1  1

船舶衛生-2  1

運動科学-1  1

運動科学-2  1

アクアティックアクティビティ演習 1

船舶実践運航論 1

船舶実習-1 8 ◎

船舶実習-2 8 ◎

海のインターンシップ  1

海のBDL 2

総合ゼミB 1 ◎

特別研究B 6 （◎）

海技士総合ゼミ 6 （◎）

特別研究Bまたは海技士総合ゼミ
のいずれか選択必修

海洋総合科目
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  ト．海技ライセンスコース機関学領域（◎印は必修科目を，その他は選択科目を示す。）

授　　業　　科　　目 単位
必修・

選択の別
備考

海事産業技術概論-1 1

海事産業技術概論-2 1

流体力学-1 1 ◎

流体力学-2 1 ◎

材料力学-1 1 ◎

材料力学-2 1

工業熱力学-1 1 ◎

工業熱力学-2 1 ◎

工業熱力学-3 1 ◎

電気回路-1 1 ◎

電気回路-2 1 ◎

電子回路-1 1 ◎

制御理論-1 1 ◎

物理学実験 2

化学実験 2

機械製図演習-1 1 ◎

機械製図演習-2 1

船舶機関概論 1 ◎

プログラミング-1 1

プログラミング-2 1

機関室資源管理-1  1 ◎

機関室資源管理-2  1 ◎

海洋生存技術演習  1

実用海事機関英語-1  1

実用海事機関英語-2  1

抵抗推進工学-1  1 ◎

抵抗推進工学-2  1 ◎

浮体運動学-1  1 ◎

浮体運動学-2  1 ◎

熱機関工学-1  1 ◎

熱機関工学-2  1 ◎

伝熱工学-1  1 ◎

伝熱工学-2  1 ◎

燃焼工学-1  1 ◎

機械設計工学-1  1 ◎

材料加工学-1　  1 ◎

材料加工学-2　 1 ◎

材料強度学-1  1 ◎

材料強度学-2  1 ◎

電気機器-1  1 ◎

電気機器-2  1 ◎

エネルギープラント管理演習-1 1 ◎

エネルギープラント管理演習-2 2 ◎

エネルギープラント保全論-1 1 ◎

エネルギープラント保全論-2 1 ◎

洋上プラント安全論-1  1 ◎

洋上プラント安全論-2  1 ◎

海事法規-1 1 ◎

海事法規-2 1 ◎

船舶衛生-1  1

船舶衛生-2  1

運動科学-1  1

運動科学-2  1

機関学実験 1 ◎

船舶実習-1 8 ◎

船舶実習-2 8 ◎

専
門
科
目

授業科目の区分等

海洋専門基礎科目

主専門科目

海事英語（船舶実務）-6  1 ◎

海事英語（船舶通信）  1 ◎

海事法規-1 1 ◎

海事法規-2 1 ◎

海上交通法-1  1 ◎

海上交通法-2  1 ◎

海上交通法-3  1 ◎

船舶衛生-1  1

船舶衛生-2  1

運動科学-1  1

運動科学-2  1

アクアティックアクティビティ演習 1

船舶実践運航論 1

船舶実習-1 8 ◎

船舶実習-2 8 ◎

海のインターンシップ  1

海のBDL 2

総合ゼミB 1 ◎

特別研究B 6 （◎）

海技士総合ゼミ 6 （◎）

特別研究Bまたは海技士総合ゼミ
のいずれか選択必修

海洋総合科目
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別表第２　履修要件（第9条関係）

イ．海洋基礎科学領域

授業科目等
必要修得
単位数

備考

別表第1のイに掲げる教養科目(基盤系)
の授業科目 4

別表第1のイに掲げる教養科目(人文系)
の授業科目

別表第1のイに掲げる教養科目(社会系)
の授業科目

別表第1のイに掲げる教養科目(自然系)
の授業科目

別表第1のイに掲げる教養科目(総合系)
の授業科目

外国語第Ⅰ
別表第1のイに掲げる教養科目(外国語第
Ⅰ)の授業科目 4

Academic English Communication
B1，B2，Academic English Literacy
B1，B2はAcademic English
Communication B1(ACE)，B2(ACE)，
Academic English Literacy
B1(ACE)，B2(ACE)で読み替えることが
できる。

外国語第Ⅱ
別表第1のイに掲げる教養科目(外国語第
Ⅱ)の授業科目 4

ドイツ語，フランス語，中国語及びロ
シア語のうちから１つ選択すること。
※ドイツ語，フランス語，中国語の初
級A3，初級A4，初級B3，初級B4は初級
SA3，初級SA4，初級SB3，初級SB4で読
み替えることができる。

別表第1のイに掲げる教養科目(健康・ス
ポーツ科学系)の授業科目

修得した単位は，卒業所要単位に算入
できる。

別表第1のイに掲げる共通専門基礎科目
の授業科目 8

履修方法については別に定める。
左記以上修得した単位は，卒業所要単
位に算入できる。

別表第1のロに掲げる海洋リテラシー
Ⅰ，Ⅱの授業科目 8

領域共通
別表第1のロに掲げる海洋専門基礎科目
の領域共通の授業科目

海洋基礎科学領域
別表第1のハに掲げる海洋専門基礎科目
の授業科目

主専門領域
別表第1のハに掲げる主専門科目の授業
科目 22

左記以上修得した単位は，卒業所要単
位に算入できる。

副専門領域
別表第1に掲げる主専門領域以外の海洋
専門基礎科目または主専門科目の授業科
目

修得した単位は，卒業所要単位に算入
できる。

別表第1のハに掲げる海洋総合科目の授
業科目 10

左記以上修得した単位は，卒業所要単
位に算入できる。

修得した単位は、6単位まで卒業所要
単位として算入できる。
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他学部専門授業科目・その他必
要と認める科目

20

合計

外
国
語
系

共通専門基礎科目

専
門
科
目

海洋リテラシー科目

修得した単位は，人文系・社会系の必
要修得単位数の8単位を含め，16単位
まで卒業所要単位に算入できる。

海洋
専門
基礎
科目

主
専
門
科
目

海洋総合科目

授業科目の区分等

教
養
科
目

左記以上修得した単位は，卒業所要単
位に算入できる。

健康・スポーツ科学系

総合系

基盤系

人文系

8

社会系

自然系

応用プログラミング-1 1

応用プログラミング-2 1

海のインターンシップ  1

海のBDL 2

総合ゼミB 1 ◎

特別研究B 6 (◎)

海技士総合ゼミ 6 (◎)

海洋総合科目

特別研究Bまたは海技士総合ゼミ
のいずれか選択必修
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別表第２　履修要件（第9条関係）

イ．海洋基礎科学領域

授業科目等
必要修得
単位数

備考

別表第1のイに掲げる教養科目(基盤系)
の授業科目 4

別表第1のイに掲げる教養科目(人文系)
の授業科目

別表第1のイに掲げる教養科目(社会系)
の授業科目

別表第1のイに掲げる教養科目(自然系)
の授業科目

別表第1のイに掲げる教養科目(総合系)
の授業科目

外国語第Ⅰ
別表第1のイに掲げる教養科目(外国語第
Ⅰ)の授業科目 4

Academic English Communication
B1，B2，Academic English Literacy
B1，B2はAcademic English
Communication B1(ACE)，B2(ACE)，
Academic English Literacy
B1(ACE)，B2(ACE)で読み替えることが
できる。

外国語第Ⅱ
別表第1のイに掲げる教養科目(外国語第
Ⅱ)の授業科目 4

ドイツ語，フランス語，中国語及びロ
シア語のうちから１つ選択すること。
※ドイツ語，フランス語，中国語の初
級A3，初級A4，初級B3，初級B4は初級
SA3，初級SA4，初級SB3，初級SB4で読
み替えることができる。

別表第1のイに掲げる教養科目(健康・ス
ポーツ科学系)の授業科目

修得した単位は，卒業所要単位に算入
できる。

別表第1のイに掲げる共通専門基礎科目
の授業科目 8

履修方法については別に定める。
左記以上修得した単位は，卒業所要単
位に算入できる。

別表第1のロに掲げる海洋リテラシー
Ⅰ，Ⅱの授業科目 8

領域共通
別表第1のロに掲げる海洋専門基礎科目
の領域共通の授業科目

海洋基礎科学領域
別表第1のハに掲げる海洋専門基礎科目
の授業科目

主専門領域
別表第1のハに掲げる主専門科目の授業
科目 22

左記以上修得した単位は，卒業所要単
位に算入できる。

副専門領域
別表第1に掲げる主専門領域以外の海洋
専門基礎科目または主専門科目の授業科
目

修得した単位は，卒業所要単位に算入
できる。

別表第1のハに掲げる海洋総合科目の授
業科目 10

左記以上修得した単位は，卒業所要単
位に算入できる。

修得した単位は、6単位まで卒業所要
単位として算入できる。
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他学部専門授業科目・その他必
要と認める科目

20

合計

外
国
語
系

共通専門基礎科目

専
門
科
目

海洋リテラシー科目

修得した単位は，人文系・社会系の必
要修得単位数の8単位を含め，16単位
まで卒業所要単位に算入できる。

海洋
専門
基礎
科目

主
専
門
科
目

海洋総合科目

授業科目の区分等

教
養
科
目

左記以上修得した単位は，卒業所要単
位に算入できる。

健康・スポーツ科学系

総合系

基盤系

人文系

8

社会系

自然系

応用プログラミング-1 1

応用プログラミング-2 1

海のインターンシップ  1

海のBDL 2

総合ゼミB 1 ◎

特別研究B 6 (◎)

海技士総合ゼミ 6 (◎)

海洋総合科目

特別研究Bまたは海技士総合ゼミ
のいずれか選択必修
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別表第２　履修要件（第9条関係）

ハ．海洋ガバナンス領域

授業科目等
必要修得
単位数

備考

別表第1のイに掲げる教養科目(基盤系)
の授業科目 4

別表第1のイに掲げる教養科目(人文系)
の授業科目

別表第1のイに掲げる教養科目(社会系)
の授業科目

別表第1のイに掲げる教養科目(自然系)
の授業科目

別表第1のイに掲げる教養科目(総合系)
の授業科目

外国語第Ⅰ
別表第1のイに掲げる教養科目(外国語第
Ⅰ)の授業科目 4

Academic English Communication
B1，B2，Academic English Literacy
B1，B2はAcademic English
Communication B1(ACE)，B2(ACE)，
Academic English Literacy
B1(ACE)，B2(ACE)で読み替えることが
できる。

外国語第Ⅱ
別表第1のイに掲げる教養科目(外国語第
Ⅱ)の授業科目 4

ドイツ語，フランス語，中国語及びロ
シア語のうちから１つ選択すること。
※ドイツ語，フランス語，中国語の初
級A3，初級A4，初級B3，初級B4は初級
SA3，初級SA4，初級SB3，初級SB4で読
み替えることができる。

別表第1のイに掲げる教養科目(健康・ス
ポーツ科学系)の授業科目

修得した単位は，卒業所要単位に算入
できる。

別表第1のイに掲げる共通専門基礎科目
の授業科目 8

履修方法については別に定める。
左記以上修得した単位は，卒業所要単
位に算入できる。

別表第1のロに掲げる海洋リテラシー
Ⅰ，Ⅱの授業科目 8

領域共通
別表第1のロに掲げる海洋専門基礎科目
の領域共通の授業科目

海洋ガバナンス領域
別表第1のホに掲げる海洋専門基礎科目
の授業科目

別表第1のホに掲げる主専門科目の授業
科目（10単位以上の修得が必要）

※上記のほか，法学部，経済学部，経営
学部の科目を履修することができる。
（22単位を限度として，卒業所要単位に
算入できる。）

副専門領域
別表第1に掲げる主専門領域以外の海洋
専門基礎科目または主専門科目の授業科
目

修得した単位は，卒業所要単位に算入
できる。

別表第1のホに掲げる海洋総合科目の授
業科目 10

左記以上修得した単位は，卒業所要単
位に算入できる。

修得した単位は、6単位まで卒業所要
単位として算入できる。

124

修得した単位は，人文系・社会系の必
要修得単位数の8単位を含め，16単位
まで卒業所要単位に算入できる。

授業科目の区分等

社会系

自然系

人文系

8

合計

海洋総合科目

専
門
科
目

海洋
専門
基礎
科目

主
専
門
科
目

主専門領域

海洋リテラシー科目

他学部専門授業科目・その他必
要と認める科目

左記以上修得した単位は，卒業所要単
位に算入できる。22

共通専門基礎科目

総合系

教
養
科
目

外
国
語
系

健康・スポーツ科学系

20

基盤系

左記以上修得した単位は，卒業所要単
位に算入できる。

別表第２　履修要件（第9条関係）

ロ．海洋応用科学領域

授業科目等
必要修得
単位数

備考

別表第1のイに掲げる教養科目(基盤系)
の授業科目 4

別表第1のイに掲げる教養科目(人文系)
の授業科目

別表第1のイに掲げる教養科目(社会系)
の授業科目

別表第1のイに掲げる教養科目(自然系)
の授業科目

別表第1のイに掲げる教養科目(総合系)
の授業科目

外国語第Ⅰ
別表第1のイに掲げる教養科目(外国語第
Ⅰ)の授業科目 4

Academic English Communication
B1，B2，Academic English Literacy
B1，B2はAcademic English
Communication B1(ACE)，B2(ACE)，
Academic English Literacy
B1(ACE)，B2(ACE)で読み替えることが
できる。

外国語第Ⅱ
別表第1のイに掲げる教養科目(外国語第
Ⅱ)の授業科目 4

ドイツ語，フランス語，中国語及びロ
シア語のうちから１つ選択すること。
※ドイツ語，フランス語，中国語の初
級A3，初級A4，初級B3，初級B4は初級
SA3，初級SA4，初級SB3，初級SB4で読
み替えることができる。

別表第1のイに掲げる教養科目(健康・ス
ポーツ科学系)の授業科目

修得した単位は，卒業所要単位に算入
できる。

別表第1のイに掲げる共通専門基礎科目
の授業科目 8

履修方法については別に定める。
左記以上修得した単位は，卒業所要単
位に算入できる。

別表第1のロに掲げる海洋リテラシー
Ⅰ，Ⅱの授業科目 8

領域共通
別表第1のロに掲げる海洋専門基礎科目
の領域共通の授業科目

海洋応用科学領域
別表第1のニに掲げる海洋専門基礎科目
の授業科目

主専門領域
別表第1のニに掲げる主専門科目の授業
科目 34

左記以上修得した単位は，卒業所要単
位に算入できる。

副専門領域
別表第1に掲げる主専門領域以外の海洋
専門基礎科目または主専門科目の授業科
目

修得した単位は，卒業所要単位に算入
できる。

別表第1のニに掲げる海洋総合科目の授
業科目 10

左記以上修得した単位は，卒業所要単
位に算入できる。

修得した単位は、6単位まで卒業所要
単位として算入できる。
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授業科目の区分等

教
養
科
目

基盤系

人文系

8

20
左記以上修得した単位は，卒業所要単
位に算入できる。

外
国
語
系

健康・スポーツ科学系

社会系

自然系

総合系

修得した単位は，人文系・社会系の必
要修得単位数の8単位を含め，16単位
まで卒業所要単位に算入できる。

他学部専門授業科目・その他必
要と認める科目

合計

主
専
門
科
目

海洋総合科目

共通専門基礎科目

専
門
科
目

海洋リテラシー科目

海洋
専門
基礎
科目
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別表第２　履修要件（第9条関係）

ハ．海洋ガバナンス領域

授業科目等
必要修得
単位数

備考

別表第1のイに掲げる教養科目(基盤系)
の授業科目 4

別表第1のイに掲げる教養科目(人文系)
の授業科目

別表第1のイに掲げる教養科目(社会系)
の授業科目

別表第1のイに掲げる教養科目(自然系)
の授業科目

別表第1のイに掲げる教養科目(総合系)
の授業科目

外国語第Ⅰ
別表第1のイに掲げる教養科目(外国語第
Ⅰ)の授業科目 4

Academic English Communication
B1，B2，Academic English Literacy
B1，B2はAcademic English
Communication B1(ACE)，B2(ACE)，
Academic English Literacy
B1(ACE)，B2(ACE)で読み替えることが
できる。

外国語第Ⅱ
別表第1のイに掲げる教養科目(外国語第
Ⅱ)の授業科目 4

ドイツ語，フランス語，中国語及びロ
シア語のうちから１つ選択すること。
※ドイツ語，フランス語，中国語の初
級A3，初級A4，初級B3，初級B4は初級
SA3，初級SA4，初級SB3，初級SB4で読
み替えることができる。

別表第1のイに掲げる教養科目(健康・ス
ポーツ科学系)の授業科目

修得した単位は，卒業所要単位に算入
できる。

別表第1のイに掲げる共通専門基礎科目
の授業科目 8

履修方法については別に定める。
左記以上修得した単位は，卒業所要単
位に算入できる。

別表第1のロに掲げる海洋リテラシー
Ⅰ，Ⅱの授業科目 8

領域共通
別表第1のロに掲げる海洋専門基礎科目
の領域共通の授業科目

海洋ガバナンス領域
別表第1のホに掲げる海洋専門基礎科目
の授業科目

別表第1のホに掲げる主専門科目の授業
科目（10単位以上の修得が必要）

※上記のほか，法学部，経済学部，経営
学部の科目を履修することができる。
（22単位を限度として，卒業所要単位に
算入できる。）

副専門領域
別表第1に掲げる主専門領域以外の海洋
専門基礎科目または主専門科目の授業科
目

修得した単位は，卒業所要単位に算入
できる。

別表第1のホに掲げる海洋総合科目の授
業科目 10

左記以上修得した単位は，卒業所要単
位に算入できる。

修得した単位は、6単位まで卒業所要
単位として算入できる。

124

修得した単位は，人文系・社会系の必
要修得単位数の8単位を含め，16単位
まで卒業所要単位に算入できる。

授業科目の区分等

社会系

自然系

人文系

8

合計

海洋総合科目

専
門
科
目

海洋
専門
基礎
科目

主
専
門
科
目

主専門領域

海洋リテラシー科目

他学部専門授業科目・その他必
要と認める科目

左記以上修得した単位は，卒業所要単
位に算入できる。22

共通専門基礎科目

総合系

教
養
科
目

外
国
語
系

健康・スポーツ科学系

20

基盤系

左記以上修得した単位は，卒業所要単
位に算入できる。

別表第２　履修要件（第9条関係）

ロ．海洋応用科学領域

授業科目等
必要修得
単位数

備考

別表第1のイに掲げる教養科目(基盤系)
の授業科目 4

別表第1のイに掲げる教養科目(人文系)
の授業科目

別表第1のイに掲げる教養科目(社会系)
の授業科目

別表第1のイに掲げる教養科目(自然系)
の授業科目

別表第1のイに掲げる教養科目(総合系)
の授業科目

外国語第Ⅰ
別表第1のイに掲げる教養科目(外国語第
Ⅰ)の授業科目 4

Academic English Communication
B1，B2，Academic English Literacy
B1，B2はAcademic English
Communication B1(ACE)，B2(ACE)，
Academic English Literacy
B1(ACE)，B2(ACE)で読み替えることが
できる。

外国語第Ⅱ
別表第1のイに掲げる教養科目(外国語第
Ⅱ)の授業科目 4

ドイツ語，フランス語，中国語及びロ
シア語のうちから１つ選択すること。
※ドイツ語，フランス語，中国語の初
級A3，初級A4，初級B3，初級B4は初級
SA3，初級SA4，初級SB3，初級SB4で読
み替えることができる。

別表第1のイに掲げる教養科目(健康・ス
ポーツ科学系)の授業科目

修得した単位は，卒業所要単位に算入
できる。

別表第1のイに掲げる共通専門基礎科目
の授業科目 8

履修方法については別に定める。
左記以上修得した単位は，卒業所要単
位に算入できる。

別表第1のロに掲げる海洋リテラシー
Ⅰ，Ⅱの授業科目 8

領域共通
別表第1のロに掲げる海洋専門基礎科目
の領域共通の授業科目

海洋応用科学領域
別表第1のニに掲げる海洋専門基礎科目
の授業科目

主専門領域
別表第1のニに掲げる主専門科目の授業
科目 34

左記以上修得した単位は，卒業所要単
位に算入できる。

副専門領域
別表第1に掲げる主専門領域以外の海洋
専門基礎科目または主専門科目の授業科
目

修得した単位は，卒業所要単位に算入
できる。

別表第1のニに掲げる海洋総合科目の授
業科目 10

左記以上修得した単位は，卒業所要単
位に算入できる。

修得した単位は、6単位まで卒業所要
単位として算入できる。
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授業科目の区分等

教
養
科
目

基盤系

人文系

8

20
左記以上修得した単位は，卒業所要単
位に算入できる。

外
国
語
系

健康・スポーツ科学系

社会系

自然系

総合系

修得した単位は，人文系・社会系の必
要修得単位数の8単位を含め，16単位
まで卒業所要単位に算入できる。

他学部専門授業科目・その他必
要と認める科目

合計

主
専
門
科
目

海洋総合科目

共通専門基礎科目

専
門
科
目

海洋リテラシー科目

海洋
専門
基礎
科目
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別表第２　履修要件（第9条関係）

ホ．機関学領域

授業科目等
必要修得
単位数

備考

別表第1のイに掲げる教養科目(基盤系)
の授業科目 4

別表第1のイに掲げる教養科目(人文系)
の授業科目

別表第1のイに掲げる教養科目(社会系)
の授業科目

別表第1のイに掲げる教養科目(自然系)
の授業科目

別表第1のイに掲げる教養科目(総合系)
の授業科目

外国語第Ⅰ
別表第1のイに掲げる教養科目(外国語第
Ⅰ)の授業科目 4

Academic English Communication
B1，B2，Academic English Literacy
B1，B2はAcademic English
Communication B1(ACE)，B2(ACE)，
Academic English Literacy
B1(ACE)，B2(ACE)で読み替えることが
できる。

外国語第Ⅱ
別表第1のイに掲げる教養科目(外国語第
Ⅱ)の授業科目 4

ドイツ語，フランス語，中国語及びロ
シア語のうちから１つ選択すること。
※ドイツ語，フランス語，中国語の初
級A3，初級A4，初級B3，初級B4は初級
SA3，初級SA4，初級SB3，初級SB4で読
み替えることができる。

別表第1のイに掲げる教養科目(健康・ス
ポーツ科学系)の授業科目

修得した単位は，卒業所要単位に算入
できる。

別表第1のイに掲げる共通専門基礎科目
の授業科目 8

履修方法については別に定める。
左記以上修得した単位は，卒業所要単
位に算入できる。

別表第1のロに掲げる海洋リテラシー
Ⅰ，Ⅱの授業科目 8

領域共通
別表第1のロに掲げる海洋専門基礎科目
の領域共通の授業科目

機関学領域
別表第1のトに掲げる海洋専門基礎科目
の授業科目

主専門領域
別表第1のトに掲げる主専門科目の授業
科目 44

左記以上修得した単位は，卒業所要単
位に算入できる。

副専門領域
別表第1に掲げる主専門領域以外の海洋
専門基礎科目または主専門科目の授業科
目

修得した単位は，卒業所要単位に算入
できる。

別表第1のトに掲げる海洋総合科目の授
業科目 7

左記以上修得した単位は，卒業所要単
位に算入できる。

修得した単位は、6単位まで卒業所要
単位として算入できる。
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総合系

8

外
国
語
系

授業科目の区分等

基盤系

共通専門基礎科目

自然系

左記以上修得した単位は，卒業所要単
位に算入できる。

人文系

社会系

20

修得した単位は，人文系・社会系の必
要修得単位数の8単位を含め，16単位
まで卒業所要単位に算入できる。

合計

主
専
門
科
目

海洋総合科目

専
門
科
目

海洋
専門
基礎
科目

健康・スポーツ科学系

海洋リテラシー科目

教
養
科
目

他学部専門授業科目・その他必
要と認める科目

別表第２　履修要件（第9条関係）

ニ．航海学領域

授業科目等
必要修得
単位数

備考

別表第1のイに掲げる教養科目(基盤系)
の授業科目 4

別表第1のイに掲げる教養科目(人文系)
の授業科目

別表第1のイに掲げる教養科目(社会系)
の授業科目

別表第1のイに掲げる教養科目(自然系)
の授業科目

別表第1のイに掲げる教養科目(総合系)
の授業科目

外国語第Ⅰ
別表第1のイに掲げる教養科目(外国語第
Ⅰ)の授業科目 4

Academic English Communication
B1，B2，Academic English Literacy
B1，B2はAcademic English
Communication B1(ACE)，B2(ACE)，
Academic English Literacy
B1(ACE)，B2(ACE)で読み替えることが
できる。

外国語第Ⅱ
別表第1のイに掲げる教養科目(外国語第
Ⅱ)の授業科目 4

ドイツ語，フランス語，中国語及びロ
シア語のうちから１つ選択すること。
※ドイツ語，フランス語，中国語の初
級A3，初級A4，初級B3，初級B4は初級
SA3，初級SA4，初級SB3，初級SB4で読
み替えることができる。

別表第1のイに掲げる教養科目(健康・ス
ポーツ科学系)の授業科目

修得した単位は，卒業所要単位に算入
できる。

別表第1のイに掲げる共通専門基礎科目
の授業科目 8

履修方法については別に定める。
左記以上修得した単位は，卒業所要単
位に算入できる。

別表第1のロに掲げる海洋リテラシー
Ⅰ，Ⅱの授業科目 8

領域共通
別表第1のロに掲げる海洋専門基礎科目
の領域共通の授業科目

航海学領域
別表第1のヘに掲げる海洋専門基礎科目
の授業科目

主専門領域
別表第1のヘに掲げる主専門科目の授業
科目 53

左記以上修得した単位は，卒業所要単
位に算入できる。

副専門領域
別表第1に掲げる主専門領域以外の海洋
専門基礎科目または主専門科目の授業科
目

修得した単位は，卒業所要単位に算入
できる。

別表第1のヘに掲げる海洋総合科目の授
業科目 7

左記以上修得した単位は，卒業所要単
位に算入できる。

修得した単位は、6単位まで卒業所要
単位として算入できる。
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8

基盤系

人文系

総合系

修得した単位は，人文系・社会系の必
要修得単位数の8単位を含め，16単位
まで卒業所要単位に算入できる。

海洋リテラシー科目

教
養
科
目

外
国
語
系

健康・スポーツ科学系

自然系

海洋総合科目

海洋
専門
基礎
科目

授業科目の区分等

社会系

合計

共通専門基礎科目

20
左記以上修得した単位は，卒業所要単
位に算入できる。

専
門
科
目

他学部専門授業科目・その他必
要と認める科目

主
専
門
科
目
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別表第２　履修要件（第9条関係）

ホ．機関学領域

授業科目等
必要修得
単位数

備考

別表第1のイに掲げる教養科目(基盤系)
の授業科目 4

別表第1のイに掲げる教養科目(人文系)
の授業科目

別表第1のイに掲げる教養科目(社会系)
の授業科目

別表第1のイに掲げる教養科目(自然系)
の授業科目

別表第1のイに掲げる教養科目(総合系)
の授業科目

外国語第Ⅰ
別表第1のイに掲げる教養科目(外国語第
Ⅰ)の授業科目 4

Academic English Communication
B1，B2，Academic English Literacy
B1，B2はAcademic English
Communication B1(ACE)，B2(ACE)，
Academic English Literacy
B1(ACE)，B2(ACE)で読み替えることが
できる。

外国語第Ⅱ
別表第1のイに掲げる教養科目(外国語第
Ⅱ)の授業科目 4

ドイツ語，フランス語，中国語及びロ
シア語のうちから１つ選択すること。
※ドイツ語，フランス語，中国語の初
級A3，初級A4，初級B3，初級B4は初級
SA3，初級SA4，初級SB3，初級SB4で読
み替えることができる。

別表第1のイに掲げる教養科目(健康・ス
ポーツ科学系)の授業科目

修得した単位は，卒業所要単位に算入
できる。

別表第1のイに掲げる共通専門基礎科目
の授業科目 8

履修方法については別に定める。
左記以上修得した単位は，卒業所要単
位に算入できる。

別表第1のロに掲げる海洋リテラシー
Ⅰ，Ⅱの授業科目 8

領域共通
別表第1のロに掲げる海洋専門基礎科目
の領域共通の授業科目

機関学領域
別表第1のトに掲げる海洋専門基礎科目
の授業科目

主専門領域
別表第1のトに掲げる主専門科目の授業
科目 44

左記以上修得した単位は，卒業所要単
位に算入できる。

副専門領域
別表第1に掲げる主専門領域以外の海洋
専門基礎科目または主専門科目の授業科
目

修得した単位は，卒業所要単位に算入
できる。

別表第1のトに掲げる海洋総合科目の授
業科目 7

左記以上修得した単位は，卒業所要単
位に算入できる。

修得した単位は、6単位まで卒業所要
単位として算入できる。
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総合系

8

外
国
語
系

授業科目の区分等

基盤系

共通専門基礎科目

自然系

左記以上修得した単位は，卒業所要単
位に算入できる。

人文系

社会系

20

修得した単位は，人文系・社会系の必
要修得単位数の8単位を含め，16単位
まで卒業所要単位に算入できる。

合計

主
専
門
科
目

海洋総合科目

専
門
科
目

海洋
専門
基礎
科目

健康・スポーツ科学系

海洋リテラシー科目

教
養
科
目

他学部専門授業科目・その他必
要と認める科目

別表第２　履修要件（第9条関係）

ニ．航海学領域

授業科目等
必要修得
単位数

備考

別表第1のイに掲げる教養科目(基盤系)
の授業科目 4

別表第1のイに掲げる教養科目(人文系)
の授業科目

別表第1のイに掲げる教養科目(社会系)
の授業科目

別表第1のイに掲げる教養科目(自然系)
の授業科目

別表第1のイに掲げる教養科目(総合系)
の授業科目

外国語第Ⅰ
別表第1のイに掲げる教養科目(外国語第
Ⅰ)の授業科目 4

Academic English Communication
B1，B2，Academic English Literacy
B1，B2はAcademic English
Communication B1(ACE)，B2(ACE)，
Academic English Literacy
B1(ACE)，B2(ACE)で読み替えることが
できる。

外国語第Ⅱ
別表第1のイに掲げる教養科目(外国語第
Ⅱ)の授業科目 4

ドイツ語，フランス語，中国語及びロ
シア語のうちから１つ選択すること。
※ドイツ語，フランス語，中国語の初
級A3，初級A4，初級B3，初級B4は初級
SA3，初級SA4，初級SB3，初級SB4で読
み替えることができる。

別表第1のイに掲げる教養科目(健康・ス
ポーツ科学系)の授業科目

修得した単位は，卒業所要単位に算入
できる。

別表第1のイに掲げる共通専門基礎科目
の授業科目 8

履修方法については別に定める。
左記以上修得した単位は，卒業所要単
位に算入できる。

別表第1のロに掲げる海洋リテラシー
Ⅰ，Ⅱの授業科目 8

領域共通
別表第1のロに掲げる海洋専門基礎科目
の領域共通の授業科目

航海学領域
別表第1のヘに掲げる海洋専門基礎科目
の授業科目

主専門領域
別表第1のヘに掲げる主専門科目の授業
科目 53

左記以上修得した単位は，卒業所要単
位に算入できる。

副専門領域
別表第1に掲げる主専門領域以外の海洋
専門基礎科目または主専門科目の授業科
目

修得した単位は，卒業所要単位に算入
できる。

別表第1のヘに掲げる海洋総合科目の授
業科目 7

左記以上修得した単位は，卒業所要単
位に算入できる。

修得した単位は、6単位まで卒業所要
単位として算入できる。

124

8

基盤系

人文系

総合系

修得した単位は，人文系・社会系の必
要修得単位数の8単位を含め，16単位
まで卒業所要単位に算入できる。

海洋リテラシー科目

教
養
科
目

外
国
語
系

健康・スポーツ科学系

自然系

海洋総合科目

海洋
専門
基礎
科目

授業科目の区分等

社会系

合計

共通専門基礎科目

20
左記以上修得した単位は，卒業所要単
位に算入できる。

専
門
科
目

他学部専門授業科目・その他必
要と認める科目

主
専
門
科
目
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海海洋洋政政策策科科学学部部  教教育育課課程程のの編編成成及及びび実実施施のの方方針針（（カカリリキキュュララムム・・ポポリリシシーー））  
 

 神戸大学海洋政策科学部は、本学部が定める学位授与に関する方針および神戸大学が定

める教育課程の編成及び実施に関する方針に基づき、以下の方針に則り教育課程を編成及

び実施する。 

 

 

学学士士（（海海洋洋政政策策科科学学））  

１．幅広く深い教養及び総合的な判断力を培い、豊かな人間性を涵養し、本学のすべての

学生に共通する学修の目標を達成するため、教養科目を開設する。 

２．深い学識と高度な専門技能を培い、本学のすべての学生に共通する学修の目的および

本学部が定める学修の目標を達成するため、専門科目を開設する。 

●海洋に関する教養的知識、語学力（英語)とそれらに基づくコミュニケーション能力

を身につけることができる「海洋リテラシー科目」を開設する。（共通専門基礎科目

を含む) 

●海洋を巡る国際秩序の安定化や海洋開発・海洋産業の発展・振興のために主体性・協

働性を持って取り組み、貢献する能力を身につけることができる「海洋専門基礎科

目」を開設する。 

●海洋に関する自然科学、科学技術及び社会科学の専門的知識及び技能を身につけるこ

とができる「主専門科目(海洋基礎科学領域、海洋応用科学領域、海洋ガバナンス領

域)」を開設する。 

●修得した知識・技能を総合的に活用し、海洋分野の諸課題の発見や解決を図るための

柔軟な思考力と対応能力を身につけることができる「海洋総合科目」を開設する。 

なお、これらの科目は、講義・実技・実習等の授業形態に応じて、アクティブ・ラー

ニング、体験型学習などを適宜組み合わせて行う。 

３．授業は、講義、演習、実験、実習、実技のいずれか、又はこれらの併用により行う。 

４．成績評価は、筆記試験、レポート、参加度、発表内容等により、学修目標に即して多

元的、包括的な方法で行う。 

  

  

学学士士（（商商船船学学））（（海海洋洋政政策策科科学学科科海海技技ラライイセセンンススココーースス））  

 

１．幅広く深い教養及び総合的な判断力を培い、豊かな人間性を涵養し、本学のすべての

学生に共通する学修の目標を達成するため、教養科目を開設する。 

２．深い学識と高度な専門技能を培い、本学のすべての学生に共通する学修の目的および

本学部が定める学修の目標を達成するため、専門科目を開設する。 

●海洋に関する教養的知識、語学力（英語)とそれらに基づくコミュニケーション能力

を身につけることができる「海洋リテラシー科目」を開設する。（共通専門基礎科目

を含む) 

●海洋を巡る国際秩序の安定化や海洋開発・海洋産業の発展・振興のために主体性・協

働性を持って取り組み、貢献する能力を身につけることができる「海洋専門基礎科

目」を開設する。 

●船舶運航及び海上輸送に関わるシステム全体を管理・評価できる専門的能力及び技能

を身につけることができる「主専門科目(海技ライセンスコース：航海学領域、機関

学領域)」を開設する。 

●修得した知識・技能を総合的に活用し、海洋分野の諸課題の発見や解決を図るための

柔軟な思考力と対応能力を身につけることができる「海洋総合科目」を開設する。 

２．神戸大学海洋政策科学部の学位授与方針（ディプロマ・ポリシー）、教育課

程の編成及び実施の方針（カリキュラム・ポリシー） 

  

  

海海洋洋政政策策科科学学部部  学学位位授授与与にに関関すするる方方針針（（デディィププロロママ・・ポポリリシシーー））    
 

 神戸大学海洋政策科学部は、海事海洋に関する専門性を備え、新たな海洋立国への挑戦と

いう社会の要請に応えて海洋立国を牽引できる俯瞰力を身につけ、海洋分野における多様

かつ複雑な社会的課題の解決のため、真に活躍できる人材を育成することを教育の目的と

している。 

この教育の目的を達成するために本学部は、神戸大学が定める学位授与に関する方針に

基づき、以下のように学士(海洋政策科学)及び学士(商船学)の学位授与に関する方針を定

める。 

 

学学士士（（海海洋洋政政策策科科学学）） 

 

１．本学部は学修の目標を、神戸大学の学位授与に関する方針で定められた能力等に加え、

以下の能力等を身につけることとする。 

●海洋に関する教養的知識、語学力（英語)とそれらに基づくコミュニケーション能力 

●海洋を巡る国際秩序の安定化や海洋開発・海洋産業の発展・振興のために主体性・協働

性を持って取り組み、貢献する能力 

●海洋に関する自然科学、科学技術及び社会科学の専門的知識及び技能 

●修得した知識・技能を総合的に活用し、海洋分野の諸課題の発見や解決を図るための柔

軟な思考力と対応能力 

２．本学部は、学士（海洋政策科学）の学位を授与するための卒業の要件を、本学に所定 

の期間在学し、学部規則に定められた単位を修得して、神戸大学及び本学部の定める 

学修の目標を達成することとする。 

 

 

学学士士（（商商船船学学））（（海海洋洋政政策策科科学学科科海海技技ラライイセセンンススココーースス））学学位位 

 

１．本学部は学修の目標を、神戸大学の学位授与に関する方針で定められた能力等に加え、

以下の能力等を身につけることとする。 

●海洋に関する教養的知識、語学力（英語)とそれらに基づくコミュニケーション能力 

●海洋を巡る国際秩序の安定化や海洋開発・海洋産業の発展・振興のために主体性・協働

性を持って取り組み、貢献する能力 

●船舶運航及び海上輸送に関わるシステム全体を管理・評価できる専門的能力及び技能 

●修得した知識・技能を総合的に活用し、海洋分野の諸課題の発見や解決を図るための柔

軟な思考力と対応能力 

２．本学部は、学士（商船学）の学位を授与するための卒業の要件を、本学に所定の期間 

在学し、学部規則に定められた単位を修得して、神戸大学及び本学部の定める学修の 

目標を達成することとする。 
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海海洋洋政政策策科科学学部部  教教育育課課程程のの編編成成及及びび実実施施のの方方針針（（カカリリキキュュララムム・・ポポリリシシーー））  
 

 神戸大学海洋政策科学部は、本学部が定める学位授与に関する方針および神戸大学が定

める教育課程の編成及び実施に関する方針に基づき、以下の方針に則り教育課程を編成及

び実施する。 

 

 

学学士士（（海海洋洋政政策策科科学学））  

１．幅広く深い教養及び総合的な判断力を培い、豊かな人間性を涵養し、本学のすべての

学生に共通する学修の目標を達成するため、教養科目を開設する。 

２．深い学識と高度な専門技能を培い、本学のすべての学生に共通する学修の目的および

本学部が定める学修の目標を達成するため、専門科目を開設する。 

●海洋に関する教養的知識、語学力（英語)とそれらに基づくコミュニケーション能力

を身につけることができる「海洋リテラシー科目」を開設する。（共通専門基礎科目

を含む) 

●海洋を巡る国際秩序の安定化や海洋開発・海洋産業の発展・振興のために主体性・協

働性を持って取り組み、貢献する能力を身につけることができる「海洋専門基礎科

目」を開設する。 

●海洋に関する自然科学、科学技術及び社会科学の専門的知識及び技能を身につけるこ

とができる「主専門科目(海洋基礎科学領域、海洋応用科学領域、海洋ガバナンス領

域)」を開設する。 

●修得した知識・技能を総合的に活用し、海洋分野の諸課題の発見や解決を図るための

柔軟な思考力と対応能力を身につけることができる「海洋総合科目」を開設する。 

なお、これらの科目は、講義・実技・実習等の授業形態に応じて、アクティブ・ラー

ニング、体験型学習などを適宜組み合わせて行う。 

３．授業は、講義、演習、実験、実習、実技のいずれか、又はこれらの併用により行う。 

４．成績評価は、筆記試験、レポート、参加度、発表内容等により、学修目標に即して多

元的、包括的な方法で行う。 

  

  

学学士士（（商商船船学学））（（海海洋洋政政策策科科学学科科海海技技ラライイセセンンススココーースス））  

 

１．幅広く深い教養及び総合的な判断力を培い、豊かな人間性を涵養し、本学のすべての

学生に共通する学修の目標を達成するため、教養科目を開設する。 

２．深い学識と高度な専門技能を培い、本学のすべての学生に共通する学修の目的および

本学部が定める学修の目標を達成するため、専門科目を開設する。 

●海洋に関する教養的知識、語学力（英語)とそれらに基づくコミュニケーション能力

を身につけることができる「海洋リテラシー科目」を開設する。（共通専門基礎科目

を含む) 

●海洋を巡る国際秩序の安定化や海洋開発・海洋産業の発展・振興のために主体性・協

働性を持って取り組み、貢献する能力を身につけることができる「海洋専門基礎科

目」を開設する。 

●船舶運航及び海上輸送に関わるシステム全体を管理・評価できる専門的能力及び技能

を身につけることができる「主専門科目(海技ライセンスコース：航海学領域、機関

学領域)」を開設する。 

●修得した知識・技能を総合的に活用し、海洋分野の諸課題の発見や解決を図るための

柔軟な思考力と対応能力を身につけることができる「海洋総合科目」を開設する。 

２．神戸大学海洋政策科学部の学位授与方針（ディプロマ・ポリシー）、教育課

程の編成及び実施の方針（カリキュラム・ポリシー） 

  

  

海海洋洋政政策策科科学学部部  学学位位授授与与にに関関すするる方方針針（（デディィププロロママ・・ポポリリシシーー））    
 

 神戸大学海洋政策科学部は、海事海洋に関する専門性を備え、新たな海洋立国への挑戦と

いう社会の要請に応えて海洋立国を牽引できる俯瞰力を身につけ、海洋分野における多様

かつ複雑な社会的課題の解決のため、真に活躍できる人材を育成することを教育の目的と

している。 

この教育の目的を達成するために本学部は、神戸大学が定める学位授与に関する方針に

基づき、以下のように学士(海洋政策科学)及び学士(商船学)の学位授与に関する方針を定

める。 

 

学学士士（（海海洋洋政政策策科科学学）） 

 

１．本学部は学修の目標を、神戸大学の学位授与に関する方針で定められた能力等に加え、

以下の能力等を身につけることとする。 

●海洋に関する教養的知識、語学力（英語)とそれらに基づくコミュニケーション能力 

●海洋を巡る国際秩序の安定化や海洋開発・海洋産業の発展・振興のために主体性・協働

性を持って取り組み、貢献する能力 

●海洋に関する自然科学、科学技術及び社会科学の専門的知識及び技能 

●修得した知識・技能を総合的に活用し、海洋分野の諸課題の発見や解決を図るための柔

軟な思考力と対応能力 

２．本学部は、学士（海洋政策科学）の学位を授与するための卒業の要件を、本学に所定 

の期間在学し、学部規則に定められた単位を修得して、神戸大学及び本学部の定める 

学修の目標を達成することとする。 

 

 

学学士士（（商商船船学学））（（海海洋洋政政策策科科学学科科海海技技ラライイセセンンススココーースス））学学位位 

 

１．本学部は学修の目標を、神戸大学の学位授与に関する方針で定められた能力等に加え、

以下の能力等を身につけることとする。 

●海洋に関する教養的知識、語学力（英語)とそれらに基づくコミュニケーション能力 

●海洋を巡る国際秩序の安定化や海洋開発・海洋産業の発展・振興のために主体性・協働

性を持って取り組み、貢献する能力 

●船舶運航及び海上輸送に関わるシステム全体を管理・評価できる専門的能力及び技能 

●修得した知識・技能を総合的に活用し、海洋分野の諸課題の発見や解決を図るための柔

軟な思考力と対応能力 

２．本学部は、学士（商船学）の学位を授与するための卒業の要件を、本学に所定の期間 

在学し、学部規則に定められた単位を修得して、神戸大学及び本学部の定める学修の 

目標を達成することとする。 
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３．神戸大学海洋政策科学部研究生規程 
 

 (趣旨) 

第 1 条  この規程は，神戸大学海洋政策科学部規則(令和 3 年 3 月 31 日制定)第 32 条の規定に基づき，神

戸大学海洋政策科学部(以下「本学部」という。)の研究生に関し必要な事項を定めるものとする。 

 (入学資格) 

第 2 条 研究生として入学することのできる者は，次の各号のいずれかに該当する者とする。 

(1) 大学に２年以上在学した者 

(2) 神戸大学海洋政策科学部教授会(以下「教授会」という。)において，前号に掲げる者と同等以上の

学力があると認めた者  

 (出願手続) 

第 3 条 研究生として入学を志願する者は，所定の期日までに，検定料を納付した上，次の各号に掲げる

書類を神戸大学海洋政策科学部長(以下「学部長」という。)に提出しなければならない。 

(1) 研究生入学願書(所定の用紙) 

(2) 履歴書(所定の用紙)及び写真 

(3) 最終出身学校の卒業証明書及び成績証明書 

(4) 振替払込受付証明書(所定の用紙) 

(5) その他本学部において必要と認める書類 

2 会社等(官公庁を含む。以下同じ。)に在職している者は，前項各号に掲げる書類のほか，次の各号に掲

げる書類を提出しなければならない。 

(1) 個人的研究のため研究を志願するものである旨の本人の確約書 

(2) 会社等の事業目的の追求のために派遣するものでない旨の所属長の確約書 

(3) 在職のまま入学することについての所属長の承諾書 

3 外国人は， 第１項各号及び前項各号に掲げる書類のほか，住民票の写し(提出日前 30 日以内に作成さ

れたものに限る。)又はこれに代わる書類を提出しなければならない。 

 (選考方法) 

第 4 条 入学志願者に対する選考は， 書類審査及び面接により行う。 

2 前項の規定にかかわらず，必要と認めるときは，教授会の議を経て，面接を省略することができる。 

 (入学手続) 

第 5 条 選考に合格した者は，所定の期日までに，所定の書類を学部長に提出するとともに入学料を納付

しなければならない。 

 (授業料) 

第 6 条 研究生は，所定の期日までに授業料を納付しなければならない。 

 (入学時期) 

第 7 条 入学の時期は 4 月 1 日及び 10 月 1 日とする。ただし，教授会が特別の理由があると認めたとき

は，この限りではない。 

 (研究期間等) 

第 8 条 研究期間は，1年以内とする。ただし，特別の理由により引き続き研究を願い出た者については，

教授会の議を経て，1年を限度として研究期間の延長を許可することができる。 

 (研究) 

第 9 条 研究生は，教授会の定める指導教員の下で研究を行うものとする。 

 (授業科目の聴講) 

第 10 条 研究生は，指導教員及び授業担当教員の承認を得て，研究に関連のある授業科目を聴講すること

ができる。 

 (研究証明書の交付) 

第 11 条 研究事項について，証明を願い出た者には，研究証明書を交付する。 

 (退学) 

第 12 条 研究生が退学しようとするときは，学部長に願い出て許可を受けなければならない。 

 (除籍) 

第 13 条 研究生が次の各号のいずれかに該当するときは，教授会の議を経て，学部長が除籍する。 

(1) 研究生として不都合な行為をしたとき。 

(2) 疾病その他の理由により，成業の見込みがないと認められたとき。 

(3) 授業料の納付の義務を怠ったとき。 

なお、これらの科目は、講義・実技・実習等の授業形態に応じて、アクティブ・ラー

ニング、体験型学習などを適宜組み合わせて行う。 

３．授業は、講義、演習、実験、実習、実技のいずれか、又はこれらの併用により行う。 

４．成績評価は、筆記試験、レポート、参加度、発表内容等により、学修目標に即して多

元的、包括的な方法で行う。 
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３．神戸大学海洋政策科学部研究生規程 
 

 (趣旨) 

第 1 条  この規程は，神戸大学海洋政策科学部規則(令和 3 年 3 月 31 日制定)第 32 条の規定に基づき，神

戸大学海洋政策科学部(以下「本学部」という。)の研究生に関し必要な事項を定めるものとする。 

 (入学資格) 

第 2 条 研究生として入学することのできる者は，次の各号のいずれかに該当する者とする。 

(1) 大学に２年以上在学した者 

(2) 神戸大学海洋政策科学部教授会(以下「教授会」という。)において，前号に掲げる者と同等以上の

学力があると認めた者  

 (出願手続) 

第 3 条 研究生として入学を志願する者は，所定の期日までに，検定料を納付した上，次の各号に掲げる

書類を神戸大学海洋政策科学部長(以下「学部長」という。)に提出しなければならない。 

(1) 研究生入学願書(所定の用紙) 

(2) 履歴書(所定の用紙)及び写真 

(3) 最終出身学校の卒業証明書及び成績証明書 

(4) 振替払込受付証明書(所定の用紙) 

(5) その他本学部において必要と認める書類 

2 会社等(官公庁を含む。以下同じ。)に在職している者は，前項各号に掲げる書類のほか，次の各号に掲

げる書類を提出しなければならない。 

(1) 個人的研究のため研究を志願するものである旨の本人の確約書 

(2) 会社等の事業目的の追求のために派遣するものでない旨の所属長の確約書 

(3) 在職のまま入学することについての所属長の承諾書 

3 外国人は， 第１項各号及び前項各号に掲げる書類のほか，住民票の写し(提出日前 30 日以内に作成さ

れたものに限る。)又はこれに代わる書類を提出しなければならない。 

 (選考方法) 

第 4 条 入学志願者に対する選考は， 書類審査及び面接により行う。 

2 前項の規定にかかわらず，必要と認めるときは，教授会の議を経て，面接を省略することができる。 

 (入学手続) 

第 5 条 選考に合格した者は，所定の期日までに，所定の書類を学部長に提出するとともに入学料を納付

しなければならない。 

 (授業料) 

第 6 条 研究生は，所定の期日までに授業料を納付しなければならない。 

 (入学時期) 

第 7 条 入学の時期は 4 月 1 日及び 10 月 1 日とする。ただし，教授会が特別の理由があると認めたとき

は，この限りではない。 

 (研究期間等) 

第 8 条 研究期間は，1年以内とする。ただし，特別の理由により引き続き研究を願い出た者については，

教授会の議を経て，1年を限度として研究期間の延長を許可することができる。 

 (研究) 

第 9 条 研究生は，教授会の定める指導教員の下で研究を行うものとする。 

 (授業科目の聴講) 

第 10 条 研究生は，指導教員及び授業担当教員の承認を得て，研究に関連のある授業科目を聴講すること

ができる。 

 (研究証明書の交付) 

第 11 条 研究事項について，証明を願い出た者には，研究証明書を交付する。 

 (退学) 

第 12 条 研究生が退学しようとするときは，学部長に願い出て許可を受けなければならない。 

 (除籍) 

第 13 条 研究生が次の各号のいずれかに該当するときは，教授会の議を経て，学部長が除籍する。 

(1) 研究生として不都合な行為をしたとき。 

(2) 疾病その他の理由により，成業の見込みがないと認められたとき。 

(3) 授業料の納付の義務を怠ったとき。 

なお、これらの科目は、講義・実技・実習等の授業形態に応じて、アクティブ・ラー

ニング、体験型学習などを適宜組み合わせて行う。 

３．授業は、講義、演習、実験、実習、実技のいずれか、又はこれらの併用により行う。 

４．成績評価は、筆記試験、レポート、参加度、発表内容等により、学修目標に即して多

元的、包括的な方法で行う。 
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４．神戸大学海洋政策科学部科目等履修生及び聴講生規程 
 

(趣旨) 

第 1 条 この規程は，神戸大学海洋政策科学部規則(令和 3 年 3 月 31 日制定)第 31 条の規定に基づき，神

戸大学海洋政策科学部(以下「本学部」という。)の科目等履修生及び聴講生(以下「聴講生等」という。)

に関し必要な事項を定めるものとする。 

(入学資格) 

第 2 条 聴講生等として入学することのできる者は，次の各号のいずれかに該当する者とする。 

(1) 高等学校若しくは中等教育学校を卒業した者 

(2) 神戸大学海洋政策科学部教授会(以下「教授会」という。)において，前号に掲げる者と同等以上の

学力があると認めた者 

(出願手続) 

第 3 条 聴講生等として入学を志願する者は，所定の期日までに，検定料を納付した上，次の各号に掲げ

る書類を神戸大学海洋政策科学部長(以下「学部長」という。)に提出しなければならない。 

(1) 科目等履修生願書又は聴講生願書(所定の用紙) 

(2) 履歴書(所定の用紙)及び写真 

(3) 最終出身学校の卒業証明書又は修了証明書及び成績証明書 

(4) 振替払込受付証明書(所定の用紙) 

(5) その他本学部において必要と認める書類 

2 在職している者は，前項に掲げる書類のほか，所属長の承諾書を提出しなければならない。 

3 外国人は前 2 項に掲げる書類のほか，住民票の写し(提出日前 30 日以内に作成されたものに限る。)又

はこれに代わる書類を提出しなければならない。 

(選考方法) 

第 4 条 入学志願者に対する選考は，書類審査及び面接により行う。 

2 前項の規定にかかわらず，必要と認めるときは，教授会の議を経て，面接を省略することができる。 

(入学手続) 

第 5 条 聴講生等の選考に合格した者は，所定の期日までに，所定の書類を学部長に提出するとともに入

学料を納付しなければならない。 

(授業料) 

第 6 条 聴講生等は，所定の期日までに授業料を納付しなければならない。 

(聴講等の時期) 

第 7 条 履修又は聴講(以下「聴講等」という。)の許可は，学期の初めに行う。 

2 前項の規定にかかわらず，特別な理由があると認められるときは，聴講等の許可を各クォーターが開始

する月の初めに行うことができる。 

(聴講等の期間) 

第 8 条 聴講等の期間は，聴講等を許可された授業科目の開講学期とし，1 年(第 2，第 4 クォーター開始

月から入学した場合は 2学期)以内とする。 

2 特別の理由により，前項の聴講等の期間に引き続き聴講等を志願する者については，前項の規定にかか

わらず，教授会の議を経て，聴講等の期間を延長することがある。ただし，その場合の聴講等の期間は，

通算して 2年を限度とするものとする。 

(聴講等科目) 

第 9 条 履修し，又は聴講することのできる授業科目は，1学期 10 単位以内とし，実験，実習及び演習に

ついては，原則として許可しない。 

(試験) 

第 10 条 聴講生等は，履修し，聴講した授業科目について試験を受けることができる。 

(単位修得証明書) 

第 11 条 科目等履修生に対しては，前条の試験に合格した授業科目について，単位修得証明書を交付する。 

(聴講証明書) 

第 12 条 聴講生に対しては，出席状況に応じて，聴講証明書を交付することができる。 

(退学) 

第 13 条 聴講生等が退学しようとするときは，学部長に願い出て許可を受けなければならない。 

(除籍) 

第 14 条 聴講生等が次の各号のいずれかに該当するときは，教授会の議を経て，学部長がこれを除籍する。 

(雑則) 

第 14 条 この規程に定めるもののほか，この規程の実施に関し必要な事項は，教授会の議を経て，学部

長が定める。 

   

   附 則 

この規程は，令和 3年 4月 1日から施行する。 
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４．神戸大学海洋政策科学部科目等履修生及び聴講生規程 
 

(趣旨) 

第 1 条 この規程は，神戸大学海洋政策科学部規則(令和 3 年 3 月 31 日制定)第 31 条の規定に基づき，神

戸大学海洋政策科学部(以下「本学部」という。)の科目等履修生及び聴講生(以下「聴講生等」という。)

に関し必要な事項を定めるものとする。 

(入学資格) 

第 2 条 聴講生等として入学することのできる者は，次の各号のいずれかに該当する者とする。 

(1) 高等学校若しくは中等教育学校を卒業した者 

(2) 神戸大学海洋政策科学部教授会(以下「教授会」という。)において，前号に掲げる者と同等以上の

学力があると認めた者 

(出願手続) 

第 3 条 聴講生等として入学を志願する者は，所定の期日までに，検定料を納付した上，次の各号に掲げ

る書類を神戸大学海洋政策科学部長(以下「学部長」という。)に提出しなければならない。 

(1) 科目等履修生願書又は聴講生願書(所定の用紙) 

(2) 履歴書(所定の用紙)及び写真 

(3) 最終出身学校の卒業証明書又は修了証明書及び成績証明書 

(4) 振替払込受付証明書(所定の用紙) 

(5) その他本学部において必要と認める書類 

2 在職している者は，前項に掲げる書類のほか，所属長の承諾書を提出しなければならない。 

3 外国人は前 2 項に掲げる書類のほか，住民票の写し(提出日前 30 日以内に作成されたものに限る。)又

はこれに代わる書類を提出しなければならない。 

(選考方法) 

第 4 条 入学志願者に対する選考は，書類審査及び面接により行う。 

2 前項の規定にかかわらず，必要と認めるときは，教授会の議を経て，面接を省略することができる。 

(入学手続) 

第 5 条 聴講生等の選考に合格した者は，所定の期日までに，所定の書類を学部長に提出するとともに入

学料を納付しなければならない。 

(授業料) 

第 6 条 聴講生等は，所定の期日までに授業料を納付しなければならない。 

(聴講等の時期) 

第 7 条 履修又は聴講(以下「聴講等」という。)の許可は，学期の初めに行う。 

2 前項の規定にかかわらず，特別な理由があると認められるときは，聴講等の許可を各クォーターが開始

する月の初めに行うことができる。 

(聴講等の期間) 

第 8 条 聴講等の期間は，聴講等を許可された授業科目の開講学期とし，1 年(第 2，第 4 クォーター開始

月から入学した場合は 2学期)以内とする。 

2 特別の理由により，前項の聴講等の期間に引き続き聴講等を志願する者については，前項の規定にかか

わらず，教授会の議を経て，聴講等の期間を延長することがある。ただし，その場合の聴講等の期間は，

通算して 2年を限度とするものとする。 

(聴講等科目) 

第 9 条 履修し，又は聴講することのできる授業科目は，1学期 10 単位以内とし，実験，実習及び演習に

ついては，原則として許可しない。 

(試験) 

第 10 条 聴講生等は，履修し，聴講した授業科目について試験を受けることができる。 

(単位修得証明書) 

第 11 条 科目等履修生に対しては，前条の試験に合格した授業科目について，単位修得証明書を交付する。 

(聴講証明書) 

第 12 条 聴講生に対しては，出席状況に応じて，聴講証明書を交付することができる。 

(退学) 

第 13 条 聴講生等が退学しようとするときは，学部長に願い出て許可を受けなければならない。 

(除籍) 

第 14 条 聴講生等が次の各号のいずれかに該当するときは，教授会の議を経て，学部長がこれを除籍する。 

(雑則) 

第 14 条 この規程に定めるもののほか，この規程の実施に関し必要な事項は，教授会の議を経て，学部

長が定める。 

   

   附 則 

この規程は，令和 3年 4月 1日から施行する。 
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５．神戸大学海洋政策科学部外国人特別学生入学選考規程 
 

(趣旨) 

第 1 条 この規程は，神戸大学教学規則(平成 16 年 4 月 1 日制定)第 83 条に規定する外国人特別学生とし

て，神戸大学海洋政策科学部(以下「本学部」という。)に入学を志願する者の選考に関し必要な事項を

定めるものとする。 

(入学資格) 

第 2 条 日本国籍を有しない者で，外国人特別学生として入学することのできる者は，次の各号のいずれ

かに該当する者とする。 

(1) 外国において，学校教育における 12 年の課程を修了した者 

(2) 神戸大学海洋政策科学部教授会(以下「教授会」という。)において，前号と同等以上の学力がある

と認めた者 

(出願手続) 

第 3 条 外国人特別学生として入学を志願する者は，所定の期日までに，検定料を納付した上，次の各号

に掲げる書類を神戸大学海洋政策科学部長(以下「学部長」という。)に提出しなければならない。 

(1) 入学願書(所定の用紙) 

(2) 履歴書(所定の用紙)及び写真 

(3) 出身学校長が発行した調査書又は学業成績証明書及び卒業証明書 

(4) 修学に差し支えない程度に日本語を修得していることの証明書 

(5) 日本に居住している者は，住民票の写し(提出日前 30 日以内に作成されたものに限る。)又はこれ

に代わる書類 

(6) 振替払込受付証明書(所定の用紙) 

2 前項のほか，必要と認めるその他の書類を提出又は提示させることがある。 

(選考方法) 

第 4 条 入学志願者に対する選考は，次の各号に定める事項を総合して行う。 

(1) 学力試験及び面接 

(2) 日本語修得の程度 

(3) 出身学校長が発行した調査書又は学業成績証明書 

2 国費外国人留学生制度実施要項(昭和 29 年 3 月 31 日文部大臣裁定)第 3 条 により選定された者につい

ては，学力試験を免除することがある。 

(入学時期) 

第 5 条 入学の時期は，学年の初めとする。 

(雑則) 

第 6 条 この規程に定めるもののほか，この規程の実施に関し必要な事項については，教授会の議を経て，

学部長が定める。 

 

附  則 

この規程は，令和 3年 4月 1日から施行する。 

(1) 聴講生等として不都合な行為があったとき。 

(2) 授業料納付の義務を怠ったとき。 

(雑則) 

第 15 条 この規程に定めるもののほか，この規程の実施に関し必要な事項は，教授会の議を経て，学部長

が定める。 

 

附 則 

この規則は，令和 3年 4月 1日から施行する。 
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５．神戸大学海洋政策科学部外国人特別学生入学選考規程 
 

(趣旨) 

第 1 条 この規程は，神戸大学教学規則(平成 16 年 4 月 1 日制定)第 83 条に規定する外国人特別学生とし

て，神戸大学海洋政策科学部(以下「本学部」という。)に入学を志願する者の選考に関し必要な事項を

定めるものとする。 

(入学資格) 

第 2 条 日本国籍を有しない者で，外国人特別学生として入学することのできる者は，次の各号のいずれ

かに該当する者とする。 

(1) 外国において，学校教育における 12 年の課程を修了した者 

(2) 神戸大学海洋政策科学部教授会(以下「教授会」という。)において，前号と同等以上の学力がある

と認めた者 

(出願手続) 

第 3 条 外国人特別学生として入学を志願する者は，所定の期日までに，検定料を納付した上，次の各号

に掲げる書類を神戸大学海洋政策科学部長(以下「学部長」という。)に提出しなければならない。 

(1) 入学願書(所定の用紙) 

(2) 履歴書(所定の用紙)及び写真 

(3) 出身学校長が発行した調査書又は学業成績証明書及び卒業証明書 

(4) 修学に差し支えない程度に日本語を修得していることの証明書 

(5) 日本に居住している者は，住民票の写し(提出日前 30 日以内に作成されたものに限る。)又はこれ

に代わる書類 

(6) 振替払込受付証明書(所定の用紙) 

2 前項のほか，必要と認めるその他の書類を提出又は提示させることがある。 

(選考方法) 

第 4 条 入学志願者に対する選考は，次の各号に定める事項を総合して行う。 

(1) 学力試験及び面接 

(2) 日本語修得の程度 

(3) 出身学校長が発行した調査書又は学業成績証明書 

2 国費外国人留学生制度実施要項(昭和 29 年 3 月 31 日文部大臣裁定)第 3 条 により選定された者につい

ては，学力試験を免除することがある。 

(入学時期) 

第 5 条 入学の時期は，学年の初めとする。 

(雑則) 

第 6 条 この規程に定めるもののほか，この規程の実施に関し必要な事項については，教授会の議を経て，

学部長が定める。 

 

附  則 

この規程は，令和 3年 4月 1日から施行する。 

(1) 聴講生等として不都合な行為があったとき。 

(2) 授業料納付の義務を怠ったとき。 

(雑則) 

第 15 条 この規程に定めるもののほか，この規程の実施に関し必要な事項は，教授会の議を経て，学部長

が定める。 

 

附 則 

この規則は，令和 3年 4月 1日から施行する。 
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Ⅳ．修学上に関する内規・申合せ等 

（海 洋 政 策 科 学 部） 



 
 
 
 
 
 
 

Ⅳ．修学上に関する内規・申合せ等 

（海 洋 政 策 科 学 部） 



１．領域配属についての申合せ 

令和3年 4月 1日制定    

令和 5年 5月 9日改正    

 

 

領域配属は2年次前期とし，選考方法は，本人の希望，希望理由書， 1年次のGPA及び修得単位等

を勘案して実施する。申請書等が未提出の者については，教授会の審議によって配属する領域を決定す

る。 



１．領域配属についての申合せ 

令和3年 4月 1日制定    

令和 5年 5月 9日改正    

 

 

領域配属は2年次前期とし，選考方法は，本人の希望，希望理由書， 1年次のGPA及び修得単位等

を勘案して実施する。申請書等が未提出の者については，教授会の審議によって配属する領域を決定す

る。 
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(8)  授業時限について 

時       限 時     間     帯 
1   時   限 8:50～ 10:20 
2   時   限 10:40～ 12:10 
3   時   限 13:20～ 14:50 
4   時   限 15:10～ 16:40 
5   時   限 17:00～ 18:30 
6   時   限 18:50～ 20:20 

 
 
(9)  追試験について 

下記の特別な理由により授業科目の定期試験に欠席した者は，当該科目の試験日から 1 週間以内に，必

要な書類を添えて「追試験受験願」を提出し，学部長の許可を得て追試験を受験することができる。 
イ．病気・不慮の事故（診断書又は証明書等を要する）  
ロ．忌引（二親等以内に限る。死亡の日から配偶者または父母は 7 日以内，子は 5 日以内，二 

親等の親族または配偶者の父母は 3 日以内とする。） 
ハ．公共交通機関の運休又は遅延 
二．その他やむを得ないと認められる事由 

 
(10)  成績評価基準について 

成績基準は下表のとおりとする。 
評   価 評   点 合     否 

秀 90 点以上 

合   格 優 80 点以上 90 点未満 
良 70 点以上 80 点未満 
可 60 点以上 70 点未満 
不可 60 点未満 不 合 格 

 
(11)  履修登録期間について 

原則として，第 1・2 クォーター開講科目は第１クォーターの，第 3・4 クォーター開講科目は第 3 クォ

ーターの，それぞれ全学共通授業科目の授業開始日から 14 日間とする。 
 
(12) 卒業の時期等について 

 卒業の時期については，3 月又は 9 月とする。なお，卒業判定を行う学期については，特別な場合を除

き，当該学期の全期間を通じて在学しているものとする。 
 

２．履修に関する申合せ 
（令和 3 年 4 月 1 日制定） 

令和 7 年 4 月 1 日改正 
 

(1) 3 年次への進級判定について 

2 年間以上在学し，卒業するために必要な単位数のうち 53 単位以上修得した者は，3 年次に進級できる。

ただし，全学共通授業科目において卒業に必要な単位を全て修得しなければならない。 
 
(2) 海の BDL 及び特別研究の履修要件について 

海の BDL 及び特別研究の履修要件は，以下のとおりとする。 
「3 年間以上在学し，卒業するために必要な単位数のうち 100 単位以上修得した者」 
ただし，在学 3 年目の海技ライセンスコース所属学生で第 4 クォーターに「船舶実習-1」を履修する者

の履修要件は，以下のとおりとする。 
「3 年間在学し，卒業するために必要な単位数のうち「船舶実習-1（8 単位）」を除く 92 単位以上修得

した者」 
 

(3) 海の BDL 及び特別研究について 

【海洋基礎科学，海洋応用科学，海洋ガバナンス領域所属学生】 
① 上記（2）の履修要件を満たした者は，海の BDL 及び特別研究 A を履修することができる。 
② 特別研究 A は，卒業研究及び卒業論文を含むものとする。 
③ 卒業論文は教務学生グループに 2 月 10 日（10 日が土日･祝日にあたる場合はその翌平日）までに

提出しなければならない。 
④ 卒業論文を期日までに提出しなかった場合は，特別研究 A の単位は与えない。 

 
【海技ライセンスコース所属学生】 
① 上記（2）の履修要件を満たした者は，海の BDL 及び特別研究 B 又は海技士総合ゼミのいずれか

を履修することができる。 
② 特別研究 B は，卒業研究及び卒業論文を含むものとする。 
③ 卒業論文は教務学生グループに 11 月 20 日（20 日が土日･祝日にあたる場合はその翌平日）までに

提出しなければならない。 
④ 卒業論文を期日までに提出しなかった場合は，特別研究 B の単位は与えない。 

 
(4) 船舶実習-2 の履修判定について 

船舶実習-2 を履修するには，当該科目を除き卒業するために必要な単位数及び三級海技士(航海または機

関）を取得するために必要な単位数を修得見込みでなければならない。 
 
(5) 宿泊を伴う乗船授業・実習の履修について 

疾病その他の特別な事情により船舶実習-1,2，船舶運航概論，または船舶機関概論を履修できない場合に

は，別に開講する科目を履修することができる。 
 

(6) 共通専門基礎科目の履修について 

全学共通授業科目の共通専門基礎科目は，神戸大学海洋政策科学部規則別表第 1 に記載している科目か

ら履修し，卒業に要する単位は 8 単位以上とする。ただし，物理学入門及び微分積分入門 1，2 は共通専門

基礎科目の必要修得単位数には算入しない。また，微分積分入門 1，2 については卒業要件単位数にも算入

しない。 
 
(7)  海のインターンシップについて 

企業等との事前協議により派遣された学生が，企業等において一定期間，就業体験をするものである。

受入れ機関からの評価及び事前・事後指導における評価を総合的に勘案し「海のインターンシップ」とし

て，1 単位を認定する。 
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(8)  授業時限について 

時       限 時     間     帯 
1   時   限 8:50～ 10:20 
2   時   限 10:40～ 12:10 
3   時   限 13:20～ 14:50 
4   時   限 15:10～ 16:40 
5   時   限 17:00～ 18:30 
6   時   限 18:50～ 20:20 

 
 
(9)  追試験について 

下記の特別な理由により授業科目の定期試験に欠席した者は，当該科目の試験日から 1 週間以内に，必

要な書類を添えて「追試験受験願」を提出し，学部長の許可を得て追試験を受験することができる。 
イ．病気・不慮の事故（診断書又は証明書等を要する）  
ロ．忌引（二親等以内に限る。死亡の日から配偶者または父母は 7 日以内，子は 5 日以内，二 

親等の親族または配偶者の父母は 3 日以内とする。） 
ハ．公共交通機関の運休又は遅延 
二．その他やむを得ないと認められる事由 

 
(10)  成績評価基準について 

成績基準は下表のとおりとする。 
評   価 評   点 合     否 

秀 90 点以上 

合   格 優 80 点以上 90 点未満 
良 70 点以上 80 点未満 
可 60 点以上 70 点未満 
不可 60 点未満 不 合 格 

 
(11)  履修登録期間について 

原則として，第 1・2 クォーター開講科目は第１クォーターの，第 3・4 クォーター開講科目は第 3 クォ

ーターの，それぞれ全学共通授業科目の授業開始日から 14 日間とする。 
 
(12) 卒業の時期等について 

 卒業の時期については，3 月又は 9 月とする。なお，卒業判定を行う学期については，特別な場合を除

き，当該学期の全期間を通じて在学しているものとする。 
 

２．履修に関する申合せ 
（令和 3 年 4 月 1 日制定） 

令和 7 年 4 月 1 日改正 
 

(1) 3 年次への進級判定について 

2 年間以上在学し，卒業するために必要な単位数のうち 53 単位以上修得した者は，3 年次に進級できる。

ただし，全学共通授業科目において卒業に必要な単位を全て修得しなければならない。 
 
(2) 海の BDL 及び特別研究の履修要件について 

海の BDL 及び特別研究の履修要件は，以下のとおりとする。 
「3 年間以上在学し，卒業するために必要な単位数のうち 100 単位以上修得した者」 
ただし，在学 3 年目の海技ライセンスコース所属学生で第 4 クォーターに「船舶実習-1」を履修する者

の履修要件は，以下のとおりとする。 
「3 年間在学し，卒業するために必要な単位数のうち「船舶実習-1（8 単位）」を除く 92 単位以上修得

した者」 
 

(3) 海の BDL 及び特別研究について 

【海洋基礎科学，海洋応用科学，海洋ガバナンス領域所属学生】 
① 上記（2）の履修要件を満たした者は，海の BDL 及び特別研究 A を履修することができる。 
② 特別研究 A は，卒業研究及び卒業論文を含むものとする。 
③ 卒業論文は教務学生グループに 2 月 10 日（10 日が土日･祝日にあたる場合はその翌平日）までに

提出しなければならない。 
④ 卒業論文を期日までに提出しなかった場合は，特別研究 A の単位は与えない。 

 
【海技ライセンスコース所属学生】 
① 上記（2）の履修要件を満たした者は，海の BDL 及び特別研究 B 又は海技士総合ゼミのいずれか

を履修することができる。 
② 特別研究 B は，卒業研究及び卒業論文を含むものとする。 
③ 卒業論文は教務学生グループに 11 月 20 日（20 日が土日･祝日にあたる場合はその翌平日）までに

提出しなければならない。 
④ 卒業論文を期日までに提出しなかった場合は，特別研究 B の単位は与えない。 

 
(4) 船舶実習-2 の履修判定について 

船舶実習-2 を履修するには，当該科目を除き卒業するために必要な単位数及び三級海技士(航海または機

関）を取得するために必要な単位数を修得見込みでなければならない。 
 
(5) 宿泊を伴う乗船授業・実習の履修について 

疾病その他の特別な事情により船舶実習-1,2，船舶運航概論，または船舶機関概論を履修できない場合に

は，別に開講する科目を履修することができる。 
 

(6) 共通専門基礎科目の履修について 

全学共通授業科目の共通専門基礎科目は，神戸大学海洋政策科学部規則別表第 1 に記載している科目か

ら履修し，卒業に要する単位は 8 単位以上とする。ただし，物理学入門及び微分積分入門 1，2 は共通専門

基礎科目の必要修得単位数には算入しない。また，微分積分入門 1，2 については卒業要件単位数にも算入

しない。 
 
(7)  海のインターンシップについて 

企業等との事前協議により派遣された学生が，企業等において一定期間，就業体験をするものである。

受入れ機関からの評価及び事前・事後指導における評価を総合的に勘案し「海のインターンシップ」とし

て，1 単位を認定する。 
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2 ●
海上保険概説-1 1 ●
海上保険概説-2 1 ●
経済学基礎論1-1 1 ●

1 ●
1 ●
1 ●
1 ●
1 ●
1 ●
1 ●
1 ●
1 ●
1 ●
1 ●
1 ●
1 ●
1 ●
1 ●
1 ●
1 ●
1 ●
1 ●
1 ●
1 ●
1 ●
1 ●
1 ●

1 ●
1 ●
1 ●
1 ●
1 ●
1 ●

1 ●

1 ●

1 ●

1 ●

1 ●
1 ●

0.5 ●
0.5 ●
0.5 ●
0.5 ●

1 ●
1 ●
1 ●
1 ●
1 ●
1 ●
1 ●
1 ●
1 ●
1 ●

1 ●
1 ●
1 ●

1 ●
1 ●
1 ●
1 ●
1 ●
1 ●
1 ●
1 ●

2 ● ●
2 ● ●

1 ●
1 ●

1 ● ●
1 ●
1 ●
1 ●
1 ●
1 ●
1 ●
1 ●
1 ●
1 ●
1 ●
1 ●
1 ●
1 ●
1 ●

海洋学-1

海事と防災科学の数値計算法-2
海洋環境学1-1
海洋環境学1-2

専
門
科
目

 
 

海
洋
基
礎
科
学
領
域

 
 

主
専
門
科
目

航海学
領域

機関学
領域

海
洋
専
門
基
礎
科
目

海技演習-2
海技演習-3
海技演習-4

セーリング

海技実習-1
海技実習-2

船舶運航実習

物理学実験

港湾政策概論-2

経営学基礎論2-2

経営学基礎論1-1 

気象学-1

海運政策概論-2 
港湾政策概論-1

国際法-2

国際関係論-2

海上保険概説-2

船舶運航概論

航海計器-1  
航海計器-2
航海計器-3

海上保険概説-1

航海学演習-3  

航海学演習-2  

海運政策概論-1

経営学基礎論1-2
経営学基礎論2-1

総合海洋ガバナンス論

経済学基礎論1-2

航海学演習-1  

航海航法-1  
航海航法-2
航海航法-3

海技演習-1

国際法-1

海洋
ガバナンス

領域

現代海洋政策概論-1
現代海洋政策概論-2
環境法政策論

会計学基礎論-1

国際関係論-1

経済学基礎論2-1 
経済学基礎論2-2

交通政策概論-1
交通政策概論-2 

会計学基礎論-2

船舶機関概論

海洋学-2

国際船舶管理法論

流体力学-2

電気回路-1

電子回路-1
制御理論-1

工業熱力学-2
工業熱力学-3

電気回路-2

気象学-2

海事産業技術概論-2
流体力学-1

材料力学-1 

工業熱力学-1
材料力学-2

海事産業技術概論-1

地
球
科
学

流体地球科学1-1

海洋環境学2-1
海洋環境学2-2

環
境
科
学

化学実験

国際法-1

流体地球科学1-2
流体地球科学2-1

海事と防災科学の数値計算法-1

流体地球科学2-2
海域観測解析論-1
海域観測解析論-2

プログラミング-1
プログラミング-2

機械製図演習-1
機械製図演習-2

（13）授業科目一覧表

必修 選択 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q

1 ●
1 ●
1 ●
1 ●
1 ●
1 ●
1 ●
1 ●

1 ●
1 ●
1 ●
1 ●
1 ●
1 ●
1 ●
1 ●
1 ●
1 ●
1 ●
1 ●
1 ●
1 ●
1 ●
1 ●

0.5 ●
0.5 ●
0.5 ●
0.5 ●
0.5 ●
0.5 ●
0.5 ●
0.5 ●

1 ●
1 ●
1 ●
1 ●
1 ●
1 ●

流体力学-1 1 ●
流体力学-2 1 ●

1 ●
1 ●
1 ●
1 ●
1 ●
1 ●
1 ●
1 ●
1 ●
1 ●

2 ● ●
2 ● ●

1 ●
1 ●
2 ● ●

1 ●
1 ●

1 ●
1 ●
1 ●
1 ●

1 ●
1 ●

工業熱力学-1 1 ●
工業熱力学-2 1 ●

1 ●
1 ●

1 ●
1 ●

1 ●
1 ●
1 ●
1 ●
1 ●
1 ●
1 ●
1 ●
1 ●
1 ●
2 ● ●
2 ● ●

1 ●
1 ●

機械製図演習-2

機械製図演習-1

授業科目
の区分等

機械製図演習-1

初年次セミナー
海洋政策科学通論 

海のアクティブ・ラーニング

電磁気学-2

物理化学-1
物理化学-2

１年 ２年 ３年 ４年
学問分野 授業科目 （単位数）

単位数

応用数学4-2

ライティング英語B

海洋基礎
科学領域

物理学実験
化学実験

海事実務概論-1

力学-2

応用数学3-1

応用数学1-1
応用数学1-2
応用数学2-1
応用数学2-2

電子回路-2

工業熱力学-3
工業熱力学-4 
電気回路-1

無機材料科学-2
コミュニケーション英語A 
コミュニケーション英語B
コミュニケーション英語C

ライティング英語A
コミュニケーション英語D 

海洋環境基礎-2
プログラミング-1
プログラミング-2

ライティング英語D

地学実験

力学-1

海事実務概論-2

材料力学-2 

浮体静力学-1 

化学実験

海洋応用
科学領域

プログラミング-1
プログラミング-2

物理学実験

流体力学-1
流体力学-2
流体力学-3 

電子回路-1

浮体静力学-2
材料力学-1

制御理論-2

情報科学-2

流体力学-4

専
門
科
目

海
洋
専
門
基
礎
科
目

領域共通

応用数学3-2

海洋学-2

海
洋
リ
テ
ラ
シ
ー

海洋
リテラシーI

海洋
リテラシーII

ライティング英語C

海洋環境基礎-1

固体地球科学2-1

気象学-1
気象学-2

固体地球科学1-1
固体地球科学1-2 

電気回路-2

制御理論-1

情報科学-1

固体地球科学2-2 

電磁気学-1

応用数学4-1

機械製図演習-2

環境分析化学-1
環境分析化学-2

海のテクノロジー
海のガバナンス

海のサイエンス

海事産業技術概論-1
海事産業技術概論-2

無機材料科学-1

地球進化学-1  
地球進化学-2  
海洋学-1
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2 ●
海上保険概説-1 1 ●
海上保険概説-2 1 ●
経済学基礎論1-1 1 ●

1 ●
1 ●
1 ●
1 ●
1 ●
1 ●
1 ●
1 ●
1 ●
1 ●
1 ●
1 ●
1 ●
1 ●
1 ●
1 ●
1 ●
1 ●
1 ●
1 ●
1 ●
1 ●
1 ●
1 ●

1 ●
1 ●
1 ●
1 ●
1 ●
1 ●

1 ●

1 ●

1 ●

1 ●

1 ●
1 ●

0.5 ●
0.5 ●
0.5 ●
0.5 ●

1 ●
1 ●
1 ●
1 ●
1 ●
1 ●
1 ●
1 ●
1 ●
1 ●

1 ●
1 ●
1 ●

1 ●
1 ●
1 ●
1 ●
1 ●
1 ●
1 ●
1 ●

2 ● ●
2 ● ●

1 ●
1 ●

1 ● ●
1 ●
1 ●
1 ●
1 ●
1 ●
1 ●
1 ●
1 ●
1 ●
1 ●
1 ●
1 ●
1 ●
1 ●

海洋学-1

海事と防災科学の数値計算法-2
海洋環境学1-1
海洋環境学1-2

専
門
科
目

 
 

海
洋
基
礎
科
学
領
域

 
 

主
専
門
科
目

航海学
領域

機関学
領域

海
洋
専
門
基
礎
科
目

海技演習-2
海技演習-3
海技演習-4

セーリング

海技実習-1
海技実習-2

船舶運航実習

物理学実験

港湾政策概論-2

経営学基礎論2-2

経営学基礎論1-1 

気象学-1

海運政策概論-2 
港湾政策概論-1

国際法-2

国際関係論-2

海上保険概説-2

船舶運航概論

航海計器-1  
航海計器-2
航海計器-3

海上保険概説-1

航海学演習-3  

航海学演習-2  

海運政策概論-1

経営学基礎論1-2
経営学基礎論2-1

総合海洋ガバナンス論

経済学基礎論1-2

航海学演習-1  

航海航法-1  
航海航法-2
航海航法-3

海技演習-1

国際法-1

海洋
ガバナンス

領域

現代海洋政策概論-1
現代海洋政策概論-2
環境法政策論

会計学基礎論-1

国際関係論-1

経済学基礎論2-1 
経済学基礎論2-2

交通政策概論-1
交通政策概論-2 

会計学基礎論-2

船舶機関概論

海洋学-2

国際船舶管理法論

流体力学-2

電気回路-1

電子回路-1
制御理論-1

工業熱力学-2
工業熱力学-3

電気回路-2

気象学-2

海事産業技術概論-2
流体力学-1

材料力学-1 

工業熱力学-1
材料力学-2

海事産業技術概論-1

地
球
科
学

流体地球科学1-1

海洋環境学2-1
海洋環境学2-2

環
境
科
学

化学実験

国際法-1

流体地球科学1-2
流体地球科学2-1

海事と防災科学の数値計算法-1

流体地球科学2-2
海域観測解析論-1
海域観測解析論-2

プログラミング-1
プログラミング-2

機械製図演習-1
機械製図演習-2

（13）授業科目一覧表

必修 選択 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q

1 ●
1 ●
1 ●
1 ●
1 ●
1 ●
1 ●
1 ●

1 ●
1 ●
1 ●
1 ●
1 ●
1 ●
1 ●
1 ●
1 ●
1 ●
1 ●
1 ●
1 ●
1 ●
1 ●
1 ●

0.5 ●
0.5 ●
0.5 ●
0.5 ●
0.5 ●
0.5 ●
0.5 ●
0.5 ●

1 ●
1 ●
1 ●
1 ●
1 ●
1 ●

流体力学-1 1 ●
流体力学-2 1 ●

1 ●
1 ●
1 ●
1 ●
1 ●
1 ●
1 ●
1 ●
1 ●
1 ●

2 ● ●
2 ● ●

1 ●
1 ●

2 ● ●
1 ●
1 ●

1 ●
1 ●
1 ●
1 ●

1 ●
1 ●

工業熱力学-1 1 ●
工業熱力学-2 1 ●

1 ●
1 ●

1 ●
1 ●

1 ●
1 ●
1 ●
1 ●
1 ●
1 ●
1 ●
1 ●
1 ●
1 ●
2 ● ●
2 ● ●

1 ●
1 ●

海のテクノロジー
海のガバナンス

海のサイエンス

海事産業技術概論-1
海事産業技術概論-2

無機材料科学-1

地球進化学-1  
地球進化学-2  
海洋学-1

専
門
科
目

海
洋
専
門
基
礎
科
目

領域共通

応用数学3-2

海洋学-2

海
洋
リ
テ
ラ
シ
ー

海洋
リテラシーI

海洋
リテラシーII

ライティング英語C

海洋環境基礎-1

固体地球科学2-1

気象学-1
気象学-2

固体地球科学1-1
固体地球科学1-2 

電気回路-2

制御理論-1

情報科学-1

固体地球科学2-2 

電磁気学-1

応用数学4-1

機械製図演習-2

環境分析化学-1
環境分析化学-2

化学実験

海洋応用
科学領域

プログラミング-1
プログラミング-2

物理学実験

流体力学-1
流体力学-2
流体力学-3 

電子回路-1

浮体静力学-2
材料力学-1

制御理論-2

情報科学-2

流体力学-4

材料力学-2 

浮体静力学-1 

海事実務概論-1

力学-2

応用数学3-1

応用数学1-1
応用数学1-2
応用数学2-1
応用数学2-2

電子回路-2

工業熱力学-3
工業熱力学-4 
電気回路-1

無機材料科学-2
コミュニケーション英語A 
コミュニケーション英語B
コミュニケーション英語C

ライティング英語A
コミュニケーション英語D 

海洋環境基礎-2
プログラミング-1
プログラミング-2

ライティング英語D

地学実験

力学-1

海事実務概論-2

１年 ２年 ３年 ４年
学問分野 授業科目 （単位数）

単位数

応用数学4-2

ライティング英語B

海洋基礎
科学領域

物理学実験
化学実験

授業科目
の区分等

機械製図演習-1

初年次セミナー
海洋政策科学通論 

海のアクティブ・ラーニング

電磁気学-2

物理化学-1
物理化学-2

機械製図演習-2

機械製図演習-1
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1 ●
1 ●
1 ●
1 ●
1 ●
1 ●
1 ●
1 ●
1 ●
1 ●
1 ●
1 ●
1 ●
1 ●
1 ●
1 ●
1 ●
1 ●
1 ●
1 ●
1 ●
1 ●
1 ●
1 ●
1 ●
1 ●
1 ●
1 ●
1 ●
1 ●

1 ●
1 ●
1 ●
1 ●
1 ●
1 ●
1 ●
1 ●

1 ●

1 ●

1 ●

1 ●

1 ●

1 ●

1 ●

1 ●

1 ●
1 ●
1 ●
1 ●
1 ●
1 ●
1 ●
1 ●
1 ●
1 ●
1 ●
1 ●
1 ●
1 ●
1 ●
1 ●
1 ●
1 ●
1 ●
1 ●
1 ●
1 ●

1 ●
1 ●
1 ●
1 ●
1 ●
1 ● ● ●

8 ●
8 ●

海
洋
経
済
経
営

(10)

航
海
学
領
域

海運経済論-1
海運経済論-2

海
洋
法
政
策

(21)

国際海洋法-1  
国際海洋法-2  

海
洋
ガ
バ
ナ
ン
ス
領
域

演習科目(2)
海洋ガバナンス特殊講義-1
海洋ガバナンス特殊講義-2

運用実務演習

専
門
科
目

主
専
門
科
目

海運経営論-1  

海運政策論-1  
海運政策論-2  

交通経営論-1  

交通政策論-2  

交通経営論-2  
国際物流論-1  

港湾政策論-1  
港湾政策論-2  
交通政策論-1  

国際物流論-2  

エネルギー政策論-1  

防災政策論-1  
防災政策論-2  

国際政治経済論-1
国際政治経済論-2

航海学演習-4

海洋気象学-2  

エネルギー政策論-2 

航海計器-6
船舶工学-1  
船舶工学-2  

航海航法-4  
航海航法-5
航海航法-6

航海計器-5
航海計器-4

海洋気象学-1  

海洋法政策論-2
現代海事産業概論-1
現代海事産業概論-2

航海学演習-5

運用学実習-1

運用学実習-2  

操船学-1  
操船学-2  
載貨論

海事英語（船舶実務）-4  

運用学演習-4  

運用学実習-3  

運用学実習-4  

海上交通法-1  
海上交通法-2  
海上交通法-3  

運用学演習-1

管理実務-1  

海事英語（船舶通信）  
海事法規-1 
海事法規-2

海事英語（船舶実務）-5  
海事英語（船舶実務）-6  

海事英語（船舶実務）-1  
海事英語（船舶実務）-2  
海事英語（船舶実務）-3  

管理実務-2  

運用学演習-2  
運用学演習-3  

運動科学-2  
アクアティックアクティビティ演習  

船舶実習-1
船舶実践運航論

船舶衛生-1  
船舶衛生-2  
運動科学-1  

船舶実習-2

海洋法政策論-1

海運経営論-2  
交通経済論-1  
交通経済論-2  

1 ●
1 ●
1 ●
1 ●
1 ●
1 ●
1 ●
1 ●

1 ●

1 ●

1 ●

1 ●

1 ●

1 ●

1 ●

1 ●

1 ●

1 ●

1 ●

1 ●

1 ●

1 ●

海域観測実習 1 ● ●
海洋基礎科学実験 1 ● ●

1 ●
1 ●
1 ●
1 ●
1 ●
1 ●
1 ●
1 ●
1 ●
1 ●
1 ●
1 ●
1 ●
1 ●
1 ●
1 ●
1 ●
1 ●
1 ●
1 ●
1 ●
1 ●
1 ●
1 ●
1 ●
1 ●
1 ●
1 ●
1 ●
1 ●
1 ●
1 ●
1 ●
1 ●
1 ●
1 ●
1 ●
1 ●
1 ●
1 ●
1 ●
1 ●
1 ●
1 ●
1 ●
1 ●
1 ●
1 ●
1 ●
1 ●
1 ●
1 ●
1 ●
1 ●

実
験
・

演
習 1 ● ● ●

流
体
工
学

構造強度数値解析論-2

機械設計工学-1
機械設計工学-2 
材料加工学-1
材料加工学-2 
材料強度学-1
材料強度学-2
構造強度数値解析論-1

統
計
・
数
理
科

学

多変量解析1-1

多変量解析1-2

多変量解析2

多変量解析3

海洋環境学3-1

基礎量子ビーム科学-2

熱機関工学-1

応用プログラミング-2

熱機関工学-2
伝熱工学-1
伝熱工学-2 

情
報
技
術

応用プログラミング-1

電
気
電
子
工
学

熱
工
学

燃焼工学-1 
燃焼工学-2 

海
洋
応
用
科
学
領
域

主
専
門
科
目

専
門
科
目

アルゴリズム-2
数理計画法-1
数理計画法-2

浮体運動学-2
海洋波理論-1
海洋波理論-2

抵抗推進工学-1
抵抗推進工学-2
浮体運動学-1

実験・実習

海
洋
基
礎
科
学
領
域

材
料
工
学

数
理
 ・
計
画

統
計
・
数
理

科
学

資
源
・
エ
ネ
ル
ギ
｜
科
学

インタフェース設計論-1

パワーエレクトロニクス-1

データベース論-1

パワーエレクトロニクス-2 

応用電子工学-2
電気機器-1

海洋エネルギー科学2-1 

多変量解析1-1
多変量解析1-2
多変量解析2
多変量解析3

海洋エネルギー科学2-2

確率モデル-2
人工知能-1

インタフェース設計論-2

人工知能-2

計算機システム論-1
計算機システム論-2
情報ネットワーク論-1
情報ネットワーク論-2

データベース論-2

基礎量子ビーム科学-1

海洋エネルギー科学3-2 

海洋エネルギー科学1-2

海洋底資源学1-1

海洋底資源学1-2

海洋底資源学2-1

海洋環境学3-2
環
境
科
学

海洋底資源学2-2

海洋エネルギー科学1-1

環境計測解析科学1-1
環境計測解析科学1-2
環境計測解析科学2-1
環境計測解析科学2-2

電気機器-2 

応用電気回路-1
応用電気回路-2 
応用電子工学-1 

ロボット工学-1
ロボット工学-2

海洋応用科学実験

確率モデル-1 

アルゴリズム-1

流体シミュレーション工学-1
流体シミュレーション工学-2

海洋エネルギー科学3-1
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1 ●
1 ●
1 ●
1 ●
1 ●
1 ●
1 ●
1 ●
1 ●
1 ●
1 ●
1 ●
1 ●
1 ●
1 ●
1 ●
1 ●
1 ●
1 ●
1 ●
1 ●
1 ●
1 ●
1 ●
1 ●
1 ●
1 ●
1 ●
1 ●
1 ●

1 ●
1 ●
1 ●
1 ●
1 ●
1 ●
1 ●
1 ●

1 ●

1 ●

1 ●

1 ●

1 ●

1 ●

1 ●

1 ●

1 ●
1 ●
1 ●
1 ●
1 ●
1 ●
1 ●
1 ●
1 ●
1 ●
1 ●
1 ●
1 ●
1 ●
1 ●
1 ●
1 ●
1 ●
1 ●
1 ●
1 ●
1 ●

1 ●
1 ●
1 ●
1 ●
1 ●
1 ● ● ●

8 ●
8 ●

海
洋
経
済
経
営

(10)

航
海
学
領
域

海運経済論-1
海運経済論-2

海
洋
法
政
策

(18)

国際海洋法-1  
国際海洋法-2  

海
洋
ガ
バ
ナ
ン
ス
領
域

演習科目(2)
海洋ガバナンス特殊講義-1
海洋ガバナンス特殊講義-2

運用実務演習

専
門
科
目

主
専
門
科
目

海運経営論-1  

海運政策論-1  
海運政策論-2  

交通経営論-1  

交通政策論-2  

交通経営論-2  
国際物流論-1  

港湾政策論-1  
港湾政策論-2  
交通政策論-1  

国際物流論-2  

エネルギー政策論-1

防災政策論-1  
防災政策論-2  

国際政治経済論-1
国際政治経済論-2

航海学演習-4

海洋気象学-2  

エネルギー政策論-2

航海計器-6
船舶工学-1  
船舶工学-2  

航海航法-4  
航海航法-5
航海航法-6

航海計器-5
航海計器-4

海洋気象学-1  

海洋法政策論-2
現代海事産業概論-1
現代海事産業概論-2

航海学演習-5

運用学実習-1

運用学実習-2  

操船学-1  
操船学-2  
載貨論

海事英語（船舶実務）-4  

運用学演習-4  

運用学実習-3  

運用学実習-4  

海上交通法-1  
海上交通法-2  
海上交通法-3  

運用学演習-1

管理実務-1  

海事英語（船舶通信）  
海事法規-1 
海事法規-2

海事英語（船舶実務）-5  
海事英語（船舶実務）-6  

海事英語（船舶実務）-1  
海事英語（船舶実務）-2  
海事英語（船舶実務）-3  

管理実務-2  

運用学演習-2  
運用学演習-3  

運動科学-2  
アクアティックアクティビティ演習

船舶実習-1
船舶実践運航論

船舶衛生-1  
船舶衛生-2  
運動科学-1  

船舶実習-2

海洋法政策論-1

海運経営論-2  
交通経済論-1  
交通経済論-2  

1 ●
1 ●
1 ●
1 ●
1 ●
1 ●
1 ●
1 ●

1 ●

1 ●

1 ●

1 ●

1 ●

1 ●

1 ●

1 ●

1 ●

1 ●

1 ●

1 ●

1 ●

1 ●

海域観測実習 1 ● ●
海洋基礎科学実験 1 ● ●

1 ●
1 ●
1 ●
1 ●
1 ●
1 ●
1 ●
1 ●
1 ●
1 ●
1 ●
1 ●
1 ●
1 ●
1 ●
1 ●
1 ●
1 ●
1 ●
1 ●
1 ●
1 ●
1 ●
1 ●
1 ●
1 ●
1 ●
1 ●
1 ●
1 ●
1 ●
1 ●
1 ●
1 ●
1 ●
1 ●
1 ●
1 ●
1 ●
1 ●
1 ●
1 ●
1 ●
1 ●
1 ●
1 ●
1 ●
1 ●
1 ●
1 ●
1 ●
1 ●
1 ●
1 ●

実
験
・

演
習 1 ● ● ●

流
体
工
学

構造強度数値解析論-2

機械設計工学-1
機械設計工学-2 
材料加工学-1
材料加工学-2 
材料強度学-1
材料強度学-2
構造強度数値解析論-1

統
計
・
数
理
科

学

多変量解析1-1

多変量解析1-2

多変量解析2

多変量解析3

海洋環境学3-1

基礎量子ビーム科学-2

熱機関工学-1

応用プログラミング-2

熱機関工学-2
伝熱工学-1
伝熱工学-2 

情
報
技
術

応用プログラミング-1

電
気
電
子
工
学

熱
工
学

燃焼工学-1 
燃焼工学-2 

海
洋
応
用
科
学
領
域

主
専
門
科
目

専
門
科
目

アルゴリズム-2
数理計画法-1
数理計画法-2

浮体運動学-2
海洋波理論-1
海洋波理論-2

抵抗推進工学-1
抵抗推進工学-2
浮体運動学-1

実験・実習

海
洋
基
礎
科
学
領
域

材
料
工
学

数
理
 ・
計
画

統
計
・
数
理

科
学

資
源
・
エ
ネ
ル
ギ
｜
科
学

インタフェース設計論-1

パワーエレクトロニクス-1

データベース論-1

パワーエレクトロニクス-2

応用電子工学-2
電気機器-1

海洋エネルギー科学2-1 

多変量解析1-1
多変量解析1-2
多変量解析2
多変量解析3

海洋エネルギー科学2-2

確率モデル-2
人工知能-1

インタフェース設計論-2

人工知能-2

計算機システム論-1
計算機システム論-2
情報ネットワーク論-1
情報ネットワーク論-2

データベース論-2

基礎量子ビーム科学-1

海洋エネルギー科学3-2 

海洋エネルギー科学1-2

海洋底資源学1-1

海洋底資源学1-2

海洋底資源学2-1

海洋環境学3-2
環
境
科
学

海洋底資源学2-2

海洋エネルギー科学1-1

環境計測解析科学1-1
環境計測解析科学1-2
環境計測解析科学2-1
環境計測解析科学2-2

電気機器-2 

応用電気回路-1
応用電気回路-2 
応用電子工学-1 

ロボット工学-1
ロボット工学-2

海洋応用科学実験

確率モデル-1

アルゴリズム-1

流体シミュレーション工学-1
流体シミュレーション工学-2

海洋エネルギー科学3-1
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３．「ＧＰＡ」について

神戸大学では，「学位授与に関する方針」に掲げる国際的に卓越した教育を保証し，「単位の実

質化」を進めるため，平成 24 年度入学生から「ＧＰＡ（Grade Point Average）」を通知すること

になりました。

Ⅰ．ＧＰＡについて

「ＧＰＡ」とは，下記「成績評価基準」（秀，優，良，可，不可）に基づいて評価した成績の単

位数に，それぞれのＧＰ（Grade Point）を掛けて合計したものを，履修登録を行った単位数の合

計で割って計算した，１単位あたりのＧＰ平均値（Average）です。

「成績評価基準」

※「可」以上が「合格」となり，単位が修得できる。 

Ⅱ．ＧＰＡ計算について

1．履修登録した科目のうち，ＧＰＡ計算式に入らない科目があります。

① 成績を「合格」で評価する科目

② 他大学等で単位修得し，神戸大学が「認定」とした科目

③ 履修取り消しをした科目（以下「Ⅲ．履修取消制度について」参照）

④ 資格免許のための科目（教職科目，学芸員関連科目）

⑤ 所属学部で指定した科目（所属学部毎にお知らせします。） 

微分積分入門 1 左記２科目は，ＧＰＡ計算式に入りません。

また,「履修登録単位の上限（ＣＡＰ制）」の対象外です。微分積分入門 2

2．再履修をした場合，過去の「不可」の成績は，原則としてＧＰＡ計算式に入りません。

・「不可」（不合格）と成績評価された科目を，再び履修登録した場合，再履修した時の「不可～

秀」（ＧＰ=0～4.3）の成績がＧＰＡ計算式に入り，当該科目について過去に付いた「不可」（GP=0）

の成績が，再履修した学期以降のＧＰＡ計算式から除外されます。ただし，過去に計算された

評語名 

（和文）

評語名 

（英文）
最小点 最大点 ＧＰ 

秀 Ｓ 90 100 ４.３ 

優 Ａ 80 89 ４ 

良 Ｂ 70 79 ３ 

可 Ｃ 60 69 ２ 

不可 Ｆ 0 59 ０ 

［履修登録した科目の単位数×当該科目のＧＰ］の合計 

履修登録した科目の単位数合計（不可を含む） 
ＧＰＡ＝ 

1 ●
1 ●

1 ● ●
1 ●
1 ●

1 ●
1 ●
1 ●
1 ●
1 ●
1 ●
1 ●
1 ●
1 ●
1 ●
1 ●
1 ●
1 ●
1 ●
1 ●
1 ●
1 ● ●
2 ● ●
1 ●
1 ●
1 ●
1 ●
1 ●
1 ●

1 ●
1 ●
1 ●
1 ●

1 ● ● ●
8 ●
8 ●

1 ●
1 ●
1 ●

2 ● ●

総合ゼミA 2 ● ●

8 ● ● ● ●

1 ●

2 ● ●

総合ゼミB 1 ●

6 ● ● ●

6 ● ● ●

応用プログラミング-1
応用プログラミング-2

専
門
科
目

機関室資源管理-1  
機関室資源管理-2  
海洋生存技術演習  
実用海事機関英語-1  

特別研究B 

海技士総合ゼミ

海洋
総合
科目

一般3領域

海のインターンシップ  

海のBDL

特別研究A

海技ライセン
スコース

海事法規-1 
海事法規-2

海のインターンシップ  

海のBDL

運動科学-2  

機関学実験
船舶実習-1

船舶衛生-1  
船舶衛生-2  
運動科学-1  

機
関
学
領
域

主
専
門
科
目

抵抗推進工学-1  
抵抗推進工学-2  

材料強度学-2  
電気機器-1  

材料加工学-1　  
材料加工学-2　 

燃焼工学-1  
機械設計工学-1  

熱機関工学-2  
伝熱工学-1  
伝熱工学-2  

浮体運動学-1  
浮体運動学-2  
熱機関工学-1  

実用海事機関英語-2  

洋上プラント安全論-2  

船舶実習-2

エネルギープラント保全論-1
エネルギープラント保全論-2
洋上プラント安全論-1  

電気機器-2  
エネルギープラント管理演習-1
エネルギープラント管理演習-2

材料強度学-1  

124



３．「ＧＰＡ」について 

神戸大学では，「学位授与に関する方針」に掲げる国際的に卓越した教育を保証し，「単位の実

質化」を進めるため，平成 24 年度入学生から「ＧＰＡ（Grade Point Average）」を通知すること

になりました。 

Ⅰ．ＧＰＡについて

「ＧＰＡ」とは，下記「成績評価基準」（秀，優，良，可，不可）に基づいて評価した成績の単

位数に，それぞれのＧＰ（Grade Point）を掛けて合計したものを，履修登録を行った単位数の合

計で割って計算した，１単位あたりのＧＰ平均値（Average）です。 

「成績評価基準」 

※「可」以上が「合格」となり，単位が修得できる。

Ⅱ．ＧＰＡ計算について

1．履修登録した科目のうち，ＧＰＡ計算式に入らない科目があります。

① 成績を「合格」で評価する科目

② 他大学等で単位修得し，神戸大学が「認定」とした科目

③ 履修取り消しをした科目（以下「Ⅲ．履修取消制度について」参照）

④ 資格免許のための科目（教職科目，学芸員関連科目）

⑤ 所属学部で指定した科目（所属学部毎にお知らせします。）

微分積分入門 1 左記２科目は，ＧＰＡ計算式に入りません。 

また,「履修登録単位の上限（ＣＡＰ制）」の対象外です。 微分積分入門 2 

2．再履修をした場合，過去の「不可」の成績は，原則としてＧＰＡ計算式に入りません。 

・「不可」（不合格）と成績評価された科目を，再び履修登録した場合，再履修した時の「不可～

秀」（ＧＰ=0～4.3）の成績がＧＰＡ計算式に入り，当該科目について過去に付いた「不可」（GP=0）

の成績が，再履修した学期以降のＧＰＡ計算式から除外されます。ただし，過去に計算された

評語名 

（和文） 

評語名 

（英文） 
最小点 最大点 ＧＰ 

秀 Ｓ 90 100 ４.３ 

優 Ａ 80 89 ４ 

良 Ｂ 70 79 ３ 

可 Ｃ 60 69 ２ 

不可 Ｆ 0 59 ０ 

［履修登録した科目の単位数×当該科目のＧＰ］の合計 

履修登録した科目の単位数合計（不可を含む） 
ＧＰＡ＝ 

1 ●
1 ●

1 ● ●
1 ●
1 ●

1 ●
1 ●
1 ●
1 ●
1 ●
1 ●
1 ●
1 ●
1 ●
1 ●
1 ●
1 ●
1 ●
1 ●
1 ●
1 ●
1 ● ●
2 ● ●
1 ●
1 ●
1 ●
1 ●
1 ●
1 ●

1 ●
1 ●
1 ●
1 ●

1 ● ● ●
8 ●
8 ●

1 ●
1 ●
1 ●

2 ● ●

総合ゼミA 2 ● ●

8 ● ● ● ●

1 ●

2 ● ●

総合ゼミB 1 ●

6 ● ● ●

6 ● ● ●

応用プログラミング-1
応用プログラミング-2

専
門
科
目

機関室資源管理-1  
機関室資源管理-2  
海洋生存技術演習  
実用海事機関英語-1  

特別研究B 

海技士総合ゼミ

海洋
総合
科目

一般3領域

海のインターンシップ  

海のBDL

特別研究A

海技ライセン
スコース

海事法規-1 
海事法規-2

海のインターンシップ  

海のBDL

運動科学-2  

機関学実験
船舶実習-1

船舶衛生-1  
船舶衛生-2  
運動科学-1  

機
関
学
領
域

主
専
門
科
目

抵抗推進工学-1  
抵抗推進工学-2  

材料強度学-2  
電気機器-1  

材料加工学-1　  
材料加工学-2　 

燃焼工学-1  
機械設計工学-1  

熱機関工学-2  
伝熱工学-1  
伝熱工学-2  

浮体運動学-1  
浮体運動学-2  
熱機関工学-1  

実用海事機関英語-2  

洋上プラント安全論-2  

船舶実習-2

エネルギープラント保全論-1  
エネルギープラント保全論-2  
洋上プラント安全論-1  

電気機器-2  
エネルギープラント管理演習-1  
エネルギープラント管理演習-2

材料強度学-1  
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することができます。 

 

  ☆成績評価とＧＰＡは，学生自ら「うりぼーネット」（Ｗｅｂ）で確認できます。 

 

 例えば，下記の成績照会画面（例）では，ＧＰＡは「3.11」です。2025 年度前期のＧＰＡは「3.00」

でしたが，2025 年度後期のＧＰＡは「3.22」でしたので，後期の成績評価（平均）が，前期の成績

評価（平均）より上昇したことがわかります。 

 

成績照会画面（例）：「うりぼーネット」（Ｗｅｂ）単位修得状況照会 

■ＧＰＡ 

ＧＰＡ 科目ＧＰ合計 計算単位数 計算日 ※ＧＰＡは小数点第３位を四捨五入して

表示されます。 3.11 118.0 38 2026 年 3 月 5 日 

 

■ＧＰＡ（学期）  

年度 

前期 後期 

ＧＰＡ

（学期） 

科目ＧＰ

合計 

計算単

位数 
計算日 

ＧＰＡ

（学期） 

科目ＧＰ

合計 

計算単

位数 
計算日 

2025

年度 
3.00 60.0 20 2025 年 9 月 5 日 3.22 58.0 18 2026 年 3 月 5 日 

  

No 区 分 
科目 

大区分 

科目 

中区分 
科目名 単位数 修得年度 

修得

学期 
評価 評語 

科目

ＧＰ 
合否 

1 
全学共通

授業科目 
教養科目 総合系 ○○○○○ 2.0 2025 前期 Ｓ 秀 8.6 合 

  

  

ＧＰＡ（学期）の値は変更されません。 

※所属学部によっては「除外されない科目」がありますので注意してください。 

（所属学部毎にお知らせします。） 

  

Ⅲ．履修取消制度について 

学期初めに履修登録を行った科目について，途中で履修を中止したい場合，クォーター毎に設け

られる履修取消期間中に，履修を取り消すことができます。 

 

〔履修取消期間〕 

各クォーターの履修取消期間は別途掲示等でお知らせします。 

  

〔取消の対象となる科目〕 

以下のとおり，授業が始まるクォーターの履修取消期間に取消が可能です。 

 取消の対象となる開講科目 

第 1 クォーター履修取消期間 第 1 クォーター開講科目，前期開講科目，通年開講科目 

第 2 クォーター履修取消期間 第 2 クォーター開講科目 

第 3 クォーター履修取消期間 第 3 クォーター開講科目，後期開講科目 

第 4 クォーター履修取消期間 第 4 クォーター開講科目 

              

☆履修登録や履修取消は，原則として学生自らが「うりぼーネット」（Ｗｅｂ）で行います。 

 

・取り消した科目は，「履修科目一覧表」や「学業成績表」で確認でき，ＧＰＡ計算式に入りませ

ん。 

・履修取消期間中に取り消さなかった科目は，成績評価の対象となります。取り消さずに途中で

履修を中止した場合，成績評価は「不可」（不合格）となり，ＧＰＡ計算式に入りますので，注

意してください。 

・取り消した科目も「履修登録単位の上限（ＣＡＰ制）」(*)の単位数に入ります。  

履修登録前までに，各授業科目のシラバスで授業内容を必ず確認し，年間の履修計画をしっか

りと立てた上で，履修登録と履修取消を行ってください。 

(*「履修登録単位の上限（ＣＡＰ制）」とは，年間又は学期毎に履修登録できる単位数の上限のことです。上限の単位数に

ついては，所属学部毎にお知らせします。) 

・取り消した科目は，履修取消期間終了後，その開講期間中に再び受講（履修）することはでき

ません。 

※修学上の理由から，「履修取消ができない科目」と「履修取消期間中に取消ができない科目」が

あります。詳細については，所属学部毎にお知らせします。 

 

Ⅳ．ＧＰＡの通知について 

・成績評価及び「ＧＰＡ」は学期毎に通知されます。併せて「科目ＧＰ(単位数×ＧＰ)」と「Ｇ

ＰＡ（学期）」も通知されます。 

・通知されたＧＰＡにより，学期毎及び在学中の成績評価の平均値を確認し，学習成果の指標と
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することができます。 

 

  ☆成績評価とＧＰＡは，学生自ら「うりぼーネット」（Ｗｅｂ）で確認できます。 

 

 例えば，下記の成績照会画面（例）では，ＧＰＡは「3.11」です。2026 年度前期のＧＰＡは「3.00」

でしたが，2026 年度後期のＧＰＡは「3.22」でしたので，後期の成績評価（平均）が，前期の成績

評価（平均）より上昇したことがわかります。 

 

成績照会画面（例）：「うりぼーネット」（Ｗｅｂ）単位修得状況照会 

■ＧＰＡ 

ＧＰＡ 科目ＧＰ合計 計算単位数 計算日 ※ＧＰＡは小数点第３位を四捨五入して

表示されます。 3.11 118.0 38 2027 年 3 月 5 日 

 

■ＧＰＡ（学期）  

年度 

前期 後期 

ＧＰＡ

（学期） 

科目ＧＰ

合計 

計算単

位数 
計算日 

ＧＰＡ

（学期） 

科目ＧＰ

合計 

計算単

位数 
計算日 

2026

年度 
3.00 60.0 20 2026 年 9 月 5 日 3.22 58.0 18 2027 年 3 月 5 日 

  

No 区 分 
科目 

大区分 

科目 

中区分 
科目名 単位数 修得年度 

修得

学期 
評価 評語 

科目

ＧＰ 
合否 

1 
全学共通

授業科目 
教養科目 総合系 ○○○○○ 2.0 2026 前期 Ｓ 秀 8.6 合 

  

  

ＧＰＡ（学期）の値は変更されません。 

※所属学部によっては「除外されない科目」がありますので注意してください。 

（所属学部毎にお知らせします。） 

  

Ⅲ．履修取消制度について 

学期初めに履修登録を行った科目について，途中で履修を中止したい場合，クォーター毎に設け

られる履修取消期間中に，履修を取り消すことができます。 

 

〔履修取消期間〕 

各クォーターの履修取消期間は別途掲示等でお知らせします。 

  

〔取消の対象となる科目〕 

以下のとおり，授業が始まるクォーターの履修取消期間に取消が可能です。 

 取消の対象となる開講科目 

第 1 クォーター履修取消期間 第 1 クォーター開講科目，前期開講科目，通年開講科目 

第 2 クォーター履修取消期間 第 2 クォーター開講科目 

第 3 クォーター履修取消期間 第 3 クォーター開講科目，後期開講科目 

第 4 クォーター履修取消期間 第 4 クォーター開講科目 

              

☆履修登録や履修取消は，原則として学生自らが「うりぼーネット」（Ｗｅｂ）で行います。 

 

・取り消した科目は，「履修科目一覧表」や「学業成績表」で確認でき，ＧＰＡ計算式に入りませ

ん。 

・履修取消期間中に取り消さなかった科目は，成績評価の対象となります。取り消さずに途中で

履修を中止した場合，成績評価は「不可」（不合格）となり，ＧＰＡ計算式に入りますので，注

意してください。 

・取り消した科目も「履修登録単位の上限（ＣＡＰ制）」(*)の単位数に入ります。  

履修登録前までに，各授業科目のシラバスで授業内容を必ず確認し，年間の履修計画をしっか

りと立てた上で，履修登録と履修取消を行ってください。 

(*「履修登録単位の上限（ＣＡＰ制）」とは，年間又は学期毎に履修登録できる単位数の上限のことです。上限の単位数に

ついては，所属学部毎にお知らせします。) 

・取り消した科目は，履修取消期間終了後，その開講期間中に再び受講（履修）することはでき

ません。 

※修学上の理由から，「履修取消ができない科目」と「履修取消期間中に取消ができない科目」が

あります。詳細については，所属学部毎にお知らせします。 

 

Ⅳ．ＧＰＡの通知について 

・成績評価及び「ＧＰＡ」は学期毎に通知されます。併せて「科目ＧＰ(単位数×ＧＰ)」と「Ｇ

ＰＡ（学期）」も通知されます。 

・通知されたＧＰＡにより，学期毎及び在学中の成績評価の平均値を確認し，学習成果の指標と
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５．履修科目の登録の上限を超える者の基準に関する内規 
 

第 1 条 この内規は，神戸大学海洋政策科学部規則（令和 3 年 4 月 1 日制定）第 10 条第 3 項の規定によ

り，履修科目の登録の上限を超える者の基準について定めるものとする。なお，履修科目とは卒業要件

科目をさすものとする。 

 

第 2条 履修科目の登録の上限を超えて登録を認める者は，前年度に卒業要件科目 40 単位以上修得し，か

つ，前年度の総修得単位の GPA が 3.8 以上である者とする。 

 

第 3 条 前条により履修科目の登録の上限を超えて登録を希望する者は，指導教員の許可を得たうえで、

別に定める申請書を提出するものとする。 

 

第 4条 申請書の提出があったときは，教学委員会で検討のうえ，教授会で審議する。 

 

  附  則 

この内規は，令和 3年 4月 1日から施行する。 

４．海洋政策科学部における成績評価に関する内規 
 

（趣  旨） 

第 1条 この内規は，神戸大学海洋政策科学部規則（令和 3年 4月 1日制定）第 25 条の規定に基づき，単

位取得の認定に際して行われる成績の評価について定める。 

 

（成績評価） 

第 2条 本学部における授業科目の成績評価は，秀（100～90 点），優（89～80 点），良（79～70 点），可

（69～60 点）及び不可（60 点未満）によって行い，秀， 優，良及び可をもって合格とし，不可を不合格

とする。 

2 前項の成績評価を行うにあたり，評価基準は次の各号のとおりとする。 

(1) 秀：学修の目標を達成し，特に優れた成果を収めている。 

(2) 優：学修の目標を達成し，優れた成果を収めている。 

(3) 良：学修の目標を達成し，良好な成果を収めている。 

(4) 可：学修の目標を達成している。 

(5) 不可：学修の目標を達成していない。 

 

（成績評価の方法） 

第 3 条 各授業科目の成績評価の方法は，当該授業を担当する教員が，シラバスにおいて明示するものと

する。 

 

（成績評価に対する申し立て） 

第 4 条 学生は，本学部における授業科目について成績評価に疑義がある場合には，申し立てすることが

できる。 

2 成績評価に対する申し立て手続き等については，別に定める。 

 

  附  則 

この内規は，令和 3年 4月 1日から施行する。 
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５．履修科目の登録の上限を超える者の基準に関する内規 
 

第 1 条 この内規は，神戸大学海洋政策科学部規則（令和 3 年 4 月 1 日制定）第 10 条第 3 項の規定によ

り，履修科目の登録の上限を超える者の基準について定めるものとする。なお，履修科目とは卒業要件

科目をさすものとする。 

 

第 2条 履修科目の登録の上限を超えて登録を認める者は，前年度に卒業要件科目 40 単位以上修得し，か

つ，前年度の総修得単位の GPA が 3.8 以上である者とする。 

 

第 3 条 前条により履修科目の登録の上限を超えて登録を希望する者は，指導教員の許可を得たうえで、

別に定める申請書を提出するものとする。 

 

第 4条 申請書の提出があったときは，教学委員会で検討のうえ，教授会で審議する。 

 

  附  則 

この内規は，令和 3年 4月 1日から施行する。 

４．海洋政策科学部における成績評価に関する内規 
 

（趣  旨） 

第 1条 この内規は，神戸大学海洋政策科学部規則（令和 3年 4月 1日制定）第 25 条の規定に基づき，単

位取得の認定に際して行われる成績の評価について定める。 

 

（成績評価） 

第 2条 本学部における授業科目の成績評価は，秀（100～90 点），優（89～80 点），良（79～70 点），可

（69～60 点）及び不可（60 点未満）によって行い，秀， 優，良及び可をもって合格とし，不可を不合格

とする。 

2 前項の成績評価を行うにあたり，評価基準は次の各号のとおりとする。 

(1) 秀：学修の目標を達成し，特に優れた成果を収めている。 

(2) 優：学修の目標を達成し，優れた成果を収めている。 

(3) 良：学修の目標を達成し，良好な成果を収めている。 

(4) 可：学修の目標を達成している。 

(5) 不可：学修の目標を達成していない。 

 

（成績評価の方法） 

第 3 条 各授業科目の成績評価の方法は，当該授業を担当する教員が，シラバスにおいて明示するものと

する。 

 

（成績評価に対する申し立て） 

第 4 条 学生は，本学部における授業科目について成績評価に疑義がある場合には，申し立てすることが

できる。 

2 成績評価に対する申し立て手続き等については，別に定める。 

 

  附  則 

この内規は，令和 3年 4月 1日から施行する。 
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     （別紙様式） 

NO.    

令令和和      年年度度    前前期期  ・・  後後期期    学学生生にによよるる成成績績照照会会票票  
 
    海洋政策科学部・海事科学部・海事科学研究科長  殿 
 

 学  部・学科：          学  部：           学科  
 

 研究科・専攻：          研究科：           専攻  
 

 学 籍 番 号：          氏名：                    
 
 TEL： （     ）     －                       
 
 E-mail：            ＠                       

        

【問い合わせ内容】     月    日  
 

担当教員名：           曜日・時限：         授業科目名：                  
 

 

＊＊本本照照会会票票はは、、成成績績変変更更又又はは再再評評価価をを願願いい出出るるももののででははななくく、、成成績績評評価価のの開開示示をを請請求求すするるももののでですす。。  
 

担当教員への連絡    月    日 TEL     E-mail     その他（             ） 

【担当教員の回答】    月    日受け 

学生への連絡    月    日 TEL     E-mail     その他（             ） 
 

以下、教務学生グループ記入 

６．「学生からの成績評価に対する申し立て手続き」についての申合せ 
 

学生は，海洋政策科学部・海事科学部・海事科学研究科（以下，「本学部・研究科」という。） において

開講している授業科目の成績評価について，次のとおり申し立てができるものとする。 

 

（申し立ての理由） 

学生は，受講した授業科目の成績評価について，当該授業科目の成績評価基準等に照らして疑義があ

る場合は，本学部・研究科長に申し立てを行い，授業担当教員に説明を求めることができるものとする。 

 

（申し立ての手続き） 

成績評価に対する申し立ては，成績発表後原則として 1 週間以内に行うこととし，申し立てを行う授

業科目名，担当教員名，申し立ての内容及びその理由等を「学生による成績照会票」（別紙様式）に記入

し，本学部・研究科教務学生グループに提出することとする。 

 

（申し立てへの対応） 

申し立てを受けた当該授業担当教員は，申し立てた学生に対し，当該の成績評価の理由について速や

かに本学部・研究科教務学生グループを通じ，回答を行うものとする。 

また，その結果については，本学部・研究科教務学生グループが，書面により本学部・ 研究科長に報

告することとする。 

 

附  則 

この申合せは，令和 3年 4月 1日から施行する。 
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     （別紙様式） 

NO.    

令令和和      年年度度    前前期期  ・・  後後期期    学学生生にによよるる成成績績照照会会票票  
 
    海洋政策科学部・海事科学部・海事科学研究科長  殿 
 

 学  部・学科：          学  部：           学科  
 

 研究科・専攻：          研究科：           専攻  
 

 学 籍 番 号：          氏名：                    
 
 TEL： （     ）     －                       
 
 E-mail：            ＠                       

        

【問い合わせ内容】     月    日  
 

担当教員名：           曜日・時限：         授業科目名：                  
 

 

＊＊本本照照会会票票はは、、成成績績変変更更又又はは再再評評価価をを願願いい出出るるももののででははななくく、、成成績績評評価価のの開開示示をを請請求求すするるももののでですす。。  
 

担当教員への連絡    月    日 TEL     E-mail     その他（             ） 

【担当教員の回答】    月    日受け 

学生への連絡    月    日 TEL     E-mail     その他（             ） 
 

以下、教務学生グループ記入 

６．「学生からの成績評価に対する申し立て手続き」についての申合せ 
 

学生は，海洋政策科学部・海事科学部・海事科学研究科（以下，「本学部・研究科」という。） において

開講している授業科目の成績評価について，次のとおり申し立てができるものとする。 

 

（申し立ての理由） 

学生は，受講した授業科目の成績評価について，当該授業科目の成績評価基準等に照らして疑義があ

る場合は，本学部・研究科長に申し立てを行い，授業担当教員に説明を求めることができるものとする。 

 

（申し立ての手続き） 

成績評価に対する申し立ては，成績発表後原則として 1 週間以内に行うこととし，申し立てを行う授

業科目名，担当教員名，申し立ての内容及びその理由等を「学生による成績照会票」（別紙様式）に記入

し，本学部・研究科教務学生グループに提出することとする。 

 

（申し立てへの対応） 

申し立てを受けた当該授業担当教員は，申し立てた学生に対し，当該の成績評価の理由について速や

かに本学部・研究科教務学生グループを通じ，回答を行うものとする。 

また，その結果については，本学部・研究科教務学生グループが，書面により本学部・ 研究科長に報

告することとする。 

 

附  則 

この申合せは，令和 3年 4月 1日から施行する。 
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８．外国人留学生のための日本語等授業科目の単位の取扱いに関する申合せ  

 

1． 神戸大学日本語等授業科目履修規則（平成 16年 4月 1 日）別表に掲げる次の授業科目の単位を修 

得したときには，これらの単位数を 4単位を限度として，教養科目（外国語系）の必要修得単位数 

に算入することができる。 

 

日本語 IA（0.5 単位），日本語 IB（0.5 単位），日本語ⅡA（0.5 単位），日本語ⅡB（0.5 単位）， 

日本語ⅢA（0.5 単位），日本語ⅢB（0.5 単位），日本語ⅣA（0.5 単位），日本語ⅣB（0.5 単位）， 

日本語ⅤA（0.5 単位），日本語ⅤB（0.5 単位），日本語ⅥA（0.5 単位），日本語ⅥB（0.5 単位）， 

日本語ⅦA（0.5 単位），日本語ⅦB（0.5 単位），日本語ⅧA（0.5 単位），日本語ⅧB（0.5 単位）， 

日本事情 IA（0.5 単位），日本事情ⅠB（0.5 単位），日本事情ⅡA（0.5 単位）， 

日本事情ⅡB（0.5 単位） 

 

2．当人の既修の言語，所属課程等を考慮して上記１．の単位数を制約することもある。 

 

附 則 

この取扱いは，令和 3年 4月 1日から適用する。 

 

附 則 

この取扱いは，令和 7年 4月 1日から適用する。 

 

７．学級指導教員制度についての申合せ 
 
学生の進路，修学上の指導及び身上に関する事項の相談窓口教員として，各学年・各領域に学級指導教

員を置くこととする。 
(1) 入学時から領域配属までは 新入生約 200 人に対し 7 人が指導し，主に休学相談等の学籍関係及び領 
域配属を含む進路指導・履修指導を職務とし，領域配属後の学級指導教員に学生を引き継ぐ。 

(2) 領域配属後は，海洋ガバナンス領域 2 人、海洋応用科学・機関学領域 2 人、海洋基礎科学領域 2 人、 
航海学領域 1 人の学級指導教員が指導する。 

(3) 3 年次へ進級できなかった者については，2 年次の学級指導教員が指導する。 
(4) 学部長は学級指導教員を統括するものとする。 
(5) 学級指導教員の職務は以下の事項とし,指導事項については, 必ず当該学生と面談等を行い、対応す 
るものとする。 

また、必要に応じて、学部長等へ報告するものとする。 
 

① 指導事項 
イ．履修に関する指導・相談 
ロ．成績不振学生への対応 
ハ．メンタルケアが必要な学生への対応 
ニ．休学又は退学を希望する学生への対応 
ホ．授業料の免除又は授業料の徴収猶予を受けようとする学生への対応  
ヘ．各種奨学金の貸与を希望する学生への対応 
ト．就職を希望する学生の対応 
 

② 調整事項  
イ．海の BDL 及び特別研究開始における教員別の履修者数の調整  
ロ．3 年次編入学生の科目認定申請時における申請科目の指導・相談 
ハ．宿泊を伴う乗船授業・実習を履修できない学生に対し，別に履修させる科目についての指導・ 
調整 

 
   附 則 

この取扱いは，令和 3 年 4 月 1 日から適用する。 
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８．外国人留学生のための日本語等授業科目の単位の取扱いに関する申合せ  

 

1． 神戸大学日本語等授業科目履修規則（平成 16年 4月 1 日）別表に掲げる次の授業科目の単位を修 

得したときには，これらの単位数を 4 単位を限度として，教養科目（外国語系）の必要修得単位数 

に算入することができる。 

 

日本語 IA（0.5 単位），日本語 IB（0.5 単位），日本語ⅡA（0.5 単位），日本語ⅡB（0.5 単位）， 

日本語ⅢA（0.5 単位），日本語ⅢB（0.5 単位），日本語ⅣA（0.5 単位），日本語ⅣB（0.5 単位）， 

日本語ⅤA（0.5 単位），日本語ⅤB（0.5 単位），日本語ⅥA（0.5 単位），日本語ⅥB（0.5 単位）， 

日本語ⅦA（0.5 単位），日本語ⅦB（0.5 単位），日本語ⅧA（0.5 単位），日本語ⅧB（0.5 単位）， 

日本事情 IA（0.5 単位），日本事情ⅠB（0.5 単位），日本事情ⅡA（0.5 単位）， 

日本事情ⅡB（0.5 単位） 

 

2．当人の既修の言語，所属課程等を考慮して上記１．の単位数を制約することもある。 

 

附 則 

この取扱いは，令和 3年 4月 1日から適用する。 

 

附 則 

この取扱いは，令和 7年 4月 1日から適用する。 

 

７．学級指導教員制度についての申合せ 
 
学生の進路，修学上の指導及び身上に関する事項の相談窓口教員として，各学年・各領域に学級指導教

員を置くこととする。 
(1) 入学時から領域配属までは 新入生約 200 人に対し 7 人が指導し，主に休学相談等の学籍関係及び領 
域配属を含む進路指導・履修指導を職務とし，領域配属後の学級指導教員に学生を引き継ぐ。 

(2) 領域配属後は，海洋ガバナンス領域 2 人、海洋応用科学・機関学領域 2 人、海洋基礎科学領域 2 人、 
航海学領域 1 人の学級指導教員が指導する。 

(3) 3 年次へ進級できなかった者については，2 年次の学級指導教員が指導する。 
(4) 学部長は学級指導教員を統括するものとする。 
(5) 学級指導教員の職務は以下の事項とし,指導事項については, 必ず当該学生と面談等を行い、対応す 
るものとする。 
また、必要に応じて、学部長等へ報告するものとする。 
 

① 指導事項 
イ．履修に関する指導・相談 
ロ．成績不振学生への対応 
ハ．メンタルケアが必要な学生への対応 
ニ．休学又は退学を希望する学生への対応 
ホ．授業料の免除又は授業料の徴収猶予を受けようとする学生への対応  
ヘ．各種奨学金の貸与を希望する学生への対応 
ト．就職を希望する学生の対応 
 

② 調整事項  
イ．海の BDL 及び特別研究開始における教員別の履修者数の調整  
ロ．3 年次編入学生の科目認定申請時における申請科目の指導・相談 
ハ．宿泊を伴う乗船授業・実習を履修できない学生に対し，別に履修させる科目についての指導・ 
調整 

 
   附 則 

この取扱いは，令和 3 年 4 月 1 日から適用する。 
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4. 休講措置の特例 

上記1～3の場合にかかわらず，授業開講部局の長が，学生の安全確保のため必要があると判断し

た場合は，当該部局の授業等について，休講等の措置をとることがある。 

 

5．休講の周知方法 

交通機関の運休，気象警報の発表，避難指示・緊急安全確保の発令が事前に予想される場合は，学

内掲示板，うりぼーネット，各部局のホームページ等により，あらかじめ周知する。  

 

(注) 1.交通機関の運休とは，事故，気象現象，地震，その他の理由により交通機関が運行休止となる

場合をいう。  

2.気象警報は，「神戸地方気象台が発表する警報」による。  

3.気象警報の発表及び解除，避難指示・緊急安全確保の発令及び解除の確認は，テレビ・ラジオ・

インターネット等の報道による。  

4.演習又は研究指導等の少人数の授業については，授業を行うことがある。ただし，避難指示・

緊急安全確保の発令の場合は除く。  

5.このほか，必要な事項は各部局において別に定める。 

6.この取扱いは，対面授業及び一部対面授業の実施にあたって適用する。 

7.この取扱いは，令和 8年 3月 17 日から適用する。 

 

９．交通機関の運休，気象警報の発表，避難指示・緊急安全確保の発令時における授業， 

定期試験の休講措置について 
（（全全学学教教務務委委員員会会決決定定事事項項よよりり抜抜粋粋）） 

  

平成28年1月27日 全学教務委員会 決定 

最終改正 令和8年2月18日 全学教務委員会 

 

 交通機関の運休，気象警報の発表，避難指示・緊急安全確保の発令時における授業，定期試験の休

講については，下記のとおり取り扱うものとする。 

 

記 

 

1． 交通機関の運休の場合 

各地区において，次の＜１＞から＜４＞のとおり交通機関が運休した場合は，当日のその後に予定

されている授業(定期試験を含む。以下同じ。)を休講とする。 

ただし，交通機関が運行を再開した場合は，次のとおり授業を実施する。 

① 午前6時までに，交通機関が運行を再開した場合は，1時限目の授業から実施する。 

② 午前10時までに，交通機関が運行を再開した場合は，午後1時以降に開始する授業から実施

する。 

③ 午後2時までに，交通機関が運行を再開した場合は，午後5時以降に開始する授業から実施す

る。 

 

＜４＞深江地区 

JR西日本（神戸線(大阪駅～姫路駅）），阪急電鉄（神戸本線（大阪梅田駅～神戸三宮駅）），

阪神電気鉄道（阪神本線（大阪梅田駅～元町駅））が全て同時に運休した場合 

 

2．気象警報の発表の場合  

深江地区（神戸市東灘区）に警報（ただし暴風，大雪，暴風雪に限る）又は特別警報が発表された

場合，当日その後に予定されている授業を休講とする。 

なお，気象警報が広域に発表された場合は，神戸市が含まれている場合にこの取扱いを適用する。 

ただし，気象警報が解除された場合は，次のとおり授業を実施する。 

(1) 午前6時までに，気象警報が解除された場合は，1時限目の授業から実施する。 

(2) 午前 10 時までに，気象警報が解除された場合は，午後 1 時以降に開始する授業から実施す

る。 

(3) 午後2時までに，気象警報が解除された場合は，午後5時以降に開始する授業から実施する。 

 

3．避難指示・緊急安全確保の発令の場合 

各地区（六甲台地区，楠地区，名谷地区，深江地区）の所在地に市町村等から避難指示・緊急安全

確保が発令された場合，当該地区で当日のその後に予定されている全ての授業を休講とする。ただ

し，午前6時までに避難指示・緊急安全確保が解除された場合は，１時限目の授業から実施する。 
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4. 休講措置の特例 

上記1～3の場合にかかわらず，授業開講部局の長が，学生の安全確保のため必要があると判断し

た場合は，当該部局の授業等について，休講等の措置をとることがある。 

 

5．休講の周知方法 

交通機関の運休，気象警報の発表，避難指示・緊急安全確保の発令が事前に予想される場合は，学

内掲示板，うりぼーネット，各部局のホームページ等により，あらかじめ周知する。  

 

(注) 1.交通機関の運休とは，事故，気象現象，地震，その他の理由により交通機関が運行休止となる

場合をいう。  

2.気象警報は，「神戸地方気象台が発表する警報」による。  

3.気象警報の発表及び解除，避難指示・緊急安全確保の発令及び解除の確認は，テレビ・ラジオ・

インターネット等の報道による。  

4.演習又は研究指導等の少人数の授業については，授業を行うことがある。ただし，避難指示・

緊急安全確保の発令の場合は除く。  

5.このほか，必要な事項は各部局において別に定める。 

6.この取扱いは，対面授業及び一部対面授業の実施にあたって適用する。 

7.この取扱いは，令和 8年 3月 17 日から適用する。 

 

９．交通機関の運休，気象警報の発表，避難指示・緊急安全確保の発令時における授業， 

定期試験の休講措置について 
（（全全学学教教務務委委員員会会決決定定事事項項よよりり抜抜粋粋）） 

  

平成28年1月27日 全学教務委員会 決定 

最終改正 令和8年2月18日 全学教務委員会 

 

 交通機関の運休，気象警報の発表，避難指示・緊急安全確保の発令時における授業，定期試験の休

講については，下記のとおり取り扱うものとする。 

 

記 

 

1． 交通機関の運休の場合 

各地区において，次の＜１＞から＜４＞のとおり交通機関が運休した場合は，当日のその後に予定

されている授業(定期試験を含む。以下同じ。)を休講とする。 

ただし，交通機関が運行を再開した場合は，次のとおり授業を実施する。 

① 午前6時までに，交通機関が運行を再開した場合は，1時限目の授業から実施する。 

② 午前10時までに，交通機関が運行を再開した場合は，午後1時以降に開始する授業から実施

する。 

③ 午後2時までに，交通機関が運行を再開した場合は，午後5時以降に開始する授業から実施す

る。 

 

＜４＞深江地区 

JR西日本（神戸線(大阪駅～姫路駅）），阪急電鉄（神戸本線（大阪梅田駅～神戸三宮駅）），

阪神電気鉄道（阪神本線（大阪梅田駅～元町駅））が全て同時に運休した場合 

 

2．気象警報の発表の場合  

深江地区（神戸市東灘区）に警報（ただし暴風，大雪，暴風雪に限る）又は特別警報が発表された

場合，当日その後に予定されている授業を休講とする。 

なお，気象警報が広域に発表された場合は，神戸市が含まれている場合にこの取扱いを適用する。 

ただし，気象警報が解除された場合は，次のとおり授業を実施する。 

(1) 午前6時までに，気象警報が解除された場合は，1時限目の授業から実施する。 

(2) 午前 10 時までに，気象警報が解除された場合は，午後 1 時以降に開始する授業から実施す

る。 

(3) 午後2時までに，気象警報が解除された場合は，午後5時以降に開始する授業から実施する。 

 

3．避難指示・緊急安全確保の発令の場合 

各地区（六甲台地区，楠地区，名谷地区，深江地区）の所在地に市町村等から避難指示・緊急安全

確保が発令された場合，当該地区で当日のその後に予定されている全ての授業を休講とする。ただ

し，午前6時までに避難指示・緊急安全確保が解除された場合は，１時限目の授業から実施する。 
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せ，当該学生の所属学部へ事実確認書を添えて通知する。 
 

附 則 

（この間の附則は省略） 
 

附 則 

この申合せは，令和 5 年 6 月 13 日から適用する。 

10．試験等における不正行為についての申合せ 
 
1．この申合せにおいて「不正行為」とは，次に掲げる場合をいう。 

(1) 定期試験または授業中における試験において，試験時間中に次の行為を実行した場合 

①受験のために許可された物品以外（筆箱，下敷き，パソコン及び携帯電話等の通信機器を含む）

を机上，または机の中に置いていた場合 

②持ち込みが許可されていないノート，教科書，配付資料，参考書，メモ等を参照していた場合 

③他人の答案を写す，または他人に答案を写させた場合 

④受験者本人に代わって受験した，または他人に代理受験を依頼した場合 

⑤試験内容について私語を交わす，または試験の妨害をした場合 

⑥試験監督者の指示に従わなかった場合 

⑦その他，試験の公正性を損なう行為や成績評価を妨げる行為を行った場合 

(2) 授業中を含め，成績評価のために課すレポート等において，次の行為を実行した場合 

①他人の作成したレポート等の内容を書き写す（内容の一部書き換えを含む），または他人にレポー

ト等の内容を作成させた場合 

②故意に他人にレポート等の内容を書き写させる，または他人に作成したレポート等を提供した場合 

③レポート等の作成において剽窃（他人の著作物の内容等について出典を明記せず，自分の作成し

た内容とする等）した場合 

④レポート等の作成においてデータや画像の改ざん，捏造を行った場合 

⑤その他，レポート等の公正性を損なう行為や成績評価を妨げる行為を行った場合 

 

2．海洋政策科学部学生が，試験等において不正行為をした場合は，次のとおり対応することとする。 
(1) 全学共通授業科目において不正行為をした場合，不正行為に対する措置は，大学教育推進機構教養

教育院における申合せに従うものとし,海洋政策科学部専門科目に対する措置は,海洋政策科学部教授

会(以下,「教授会」という。) で審議する。 
 
(2) 他学部授業科目において不正行為をした場合, 当該部局からの通知を受け，措置について教授会で

審議する。 
 
(3) 海洋政策科学部授業科目の試験及びレポート等において不正行為をした場合，試験監督教員又は授

業担当教員（以下「担当教員」という。）は，当該行為に関する証拠保全を直ちに行う。担当教員は,
不正行為をした学生の学級指導教員又は教学委員会委員同席の上，当該学生と面談を行い，不正行為

と判断された場合は，直ちに当該学生本人の自署による事実確認書及び反省文を提出させる。教学委

員会委員長は，前号に定める事実確認書に基づき，不正行為に関する事実経過を教授会に報告し，措

置について教授会で審議する。 
 
(4) 教授会は(1)から (3)の不正行為に対して，次の措置をとる。 
①当該学期に履修中の授業科目の成績をすべて無効とする。 
②当該学生の保護者に対し，前号の措置を文書で通告する。 
 

(5) 不正行為の内容が悪質な場合又は不正行為が繰り返される場合は，上記のほか,懲戒処分(訓告・停

学または懲戒退学)等の措置をとることがある。 
 
3．他学部学生が,海洋政策科学部授業科目において不正行為をした場合は，当該学生に事実確認書を提出さ
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せ，当該学生の所属学部へ事実確認書を添えて通知する。 
 

附 則 

（この間の附則は省略） 
 

附 則 

この申合せは，令和 5 年 6 月 13 日から適用する。 

10．試験等における不正行為についての申合せ 
 
1．この申合せにおいて「不正行為」とは，次に掲げる場合をいう。 

(1) 定期試験または授業中における試験において，試験時間中に次の行為を実行した場合 

①受験のために許可された物品以外（筆箱，下敷き，パソコン及び携帯電話等の通信機器を含む）

を机上，または机の中に置いていた場合 

②持ち込みが許可されていないノート，教科書，配付資料，参考書，メモ等を参照していた場合 

③他人の答案を写す，または他人に答案を写させた場合 

④受験者本人に代わって受験した，または他人に代理受験を依頼した場合 

⑤試験内容について私語を交わす，または試験の妨害をした場合 

⑥試験監督者の指示に従わなかった場合 

⑦その他，試験の公正性を損なう行為や成績評価を妨げる行為を行った場合 

(2) 授業中を含め，成績評価のために課すレポート等において，次の行為を実行した場合 

①他人の作成したレポート等の内容を書き写す（内容の一部書き換えを含む），または他人にレポー

ト等の内容を作成させた場合 

②故意に他人にレポート等の内容を書き写させる，または他人に作成したレポート等を提供した場合 

③レポート等の作成において剽窃（他人の著作物の内容等について出典を明記せず，自分の作成し

た内容とする等）した場合 

④レポート等の作成においてデータや画像の改ざん，捏造を行った場合 

⑤その他，レポート等の公正性を損なう行為や成績評価を妨げる行為を行った場合 

 

2．海洋政策科学部学生が，試験等において不正行為をした場合は，次のとおり対応することとする。 
(1) 全学共通授業科目において不正行為をした場合，不正行為に対する措置は，大学教育推進機構教養

教育院における申合せに従うものとし,海洋政策科学部専門科目に対する措置は,海洋政策科学部教授

会(以下,「教授会」という。) で審議する。 
 
(2) 他学部授業科目において不正行為をした場合, 当該部局からの通知を受け，措置について教授会で

審議する。 
 
(3) 海洋政策科学部授業科目の試験及びレポート等において不正行為をした場合，試験監督教員又は授

業担当教員（以下「担当教員」という。）は，当該行為に関する証拠保全を直ちに行う。担当教員は,
不正行為をした学生の学級指導教員又は教学委員会委員同席の上，当該学生と面談を行い，不正行為

と判断された場合は，直ちに当該学生本人の自署による事実確認書及び反省文を提出させる。教学委

員会委員長は，前号に定める事実確認書に基づき，不正行為に関する事実経過を教授会に報告し，措

置について教授会で審議する。 
 
(4) 教授会は(1)から (3)の不正行為に対して，次の措置をとる。 
①当該学期に履修中の授業科目の成績をすべて無効とする。 
②当該学生の保護者に対し，前号の措置を文書で通告する。 
 

(5) 不正行為の内容が悪質な場合又は不正行為が繰り返される場合は，上記のほか,懲戒処分(訓告・停

学または懲戒退学)等の措置をとることがある。 
 
3．他学部学生が,海洋政策科学部授業科目において不正行為をした場合は，当該学生に事実確認書を提出さ
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12．入学前の既修得単位の認定に関する内規 
 

第 1条 この内規は，神戸大学教学規則（平成 16年 4月 1 日制定）第 36条第 1 項並びに神戸大学海洋政

策科学部規則（令和 3 年 4 月 1 日制定。以下「規則」という。）第 18 条の規定に基づき，既修得単位の

認定に関し必要な事項を定める。ただし，第 3年次編入学者については除く。 

 

第 2条 認定できる授業科目区分ごとの認定単位数の最高限度は，次のとおりとする。 

 

教養科目（基盤系、人文系、社会系、自然系、総合系）       13 単位 

教養科目（外国語系）                       8 単位 

教養科目（健康・スポーツ科学系）                       1 単位 

海洋政策科学部専門科目（海洋専門基礎科目及び主専門科目）    38 単位  

        （※本学において修得した単位についてはこの限りではない。） 

 

第 3 条 既修得単位の認定を受けようとする者は，入学した年度の指定の期日までに，次の書類を学部長

に提出しなければならない。 

(1) 申請書（本学部所定の様式）申請授業科目は，本学において修得した単位以外のものについては，

60 単位を超えないものとする。 

(2) 卒業証明書又は在籍期間証明書 

(3) 成績証明書及び講義内容を明示できるもの（講義要項等） 

 

第 4条 認定試験は，申請をした授業科目ごとに試験（筆記又は口頭）を行う。  

 

第 5条 認定された授業科目の単位数については，規則第 18条第 3項に基づき必要修得単位数に算入する

ことができる。なお，成績の表示は，「認定」とする。 

 

附 則 

（この間の附則は省略） 

 

附 則 

この規則は，令和 7年 4月 1日から施行する。 

 

11．定期試験注意事項 
 

（平成 26年 9月 10 日制定） 

最終改正 令和 6年 12 月 12 日 

 

1. 20 分以上遅刻した者に対しては，受験を許可しない。 

2. 試験開始後 30分は，退室を許可しない。 

3. 受験中は，学生証を常に机上右肩に置くこと。学生証を忘れた者は，証明書自動発行機により， 

「仮受験票」の交付を受けること。（初期パスワードを変更しておくこと。）交付を受けた「仮受験票」

は，発行日に限り有効とする。 

4． 学生は，みだりに試験室内の机を移動させてはならない。 

5． 受験者数，試験室の状態に応じて，着席位置を監督者が指示することがある。 

6． 携帯電話・スマートフォンは，試験開始前にアラームの設定を解除し，電源を切ったうえで，鞄

の中にしまうこと。 

7． 試験室内での筆記用具等の貸借は，許可しない。 

8. 質問がある場合は，挙手をすること。 

9． 配付された答案用紙は，持ち帰ってはならない。 

10．不正行為は決して行ってはならない。以下の行為を行なった場合は，不正行為と見なす。   

(1)受験のために許可された物品以外（筆箱，下敷き，パソコン及び携帯電話等の通信機器を含む）

を机上，または机の中に置いていた場合 

(2)持ち込みが許可されていないノート，教科書，配付資料，参考書，メモ等を参照していた場合 

(3)他人の答案を写す，または他人に答案を写させた場合 

(4)受験者本人に代わって受験した，または他人に代理受験を依頼した場合 

(5)試験内容について私語を交わす，または試験の妨害をした場合 

(6)試験監督者の指示に従わなかった場合 

(7)その他，試験の公正性を損なう行為や成績評価を妨げる行為を行った場合 

11．不正行為があった場合は，当該学期に履修した全ての授業科目の成績を無効とする。この結果，

留年及び希望の領域や研究室等に配属されなくなる可能性が極めて高くなり，将来の進路に大きく

影響を及ぼすこととなる。 

12. 対面試験を欠席し，追試験の受験を希望する場合は，原則試験開始時刻までに，授業担当教員に 

連絡の上，欠席した旨を証明できる公的な書類を準備すること。そして，当該科目の試験日から 1

週間以内に「追試験受験願」に証拠書類を添えて，教務学生グループ窓口に提出すること。提出に

関する手続については，海洋政策科学部ＨＰで確認すること。 
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12．入学前の既修得単位の認定に関する内規 
 

第 1条 この内規は，神戸大学教学規則（平成 16年 4月 1 日制定）第 36条第 1 項並びに神戸大学海洋政

策科学部規則（令和 3 年 4 月 1 日制定。以下「規則」という。）第 18 条の規定に基づき，既修得単位の

認定に関し必要な事項を定める。ただし，第 3年次編入学者については除く。 

 

第 2条 認定できる授業科目区分ごとの認定単位数の最高限度は，次のとおりとする。 

 

教養科目（基盤系、人文系、社会系、自然系、総合系）       13 単位 

教養科目（外国語系）                       8 単位 

教養科目（健康・スポーツ科学系）                       1 単位 

海洋政策科学部専門科目（海洋専門基礎科目及び主専門科目）    38 単位  

        （※本学において修得した単位についてはこの限りではない。） 

 

第 3 条 既修得単位の認定を受けようとする者は，入学した年度の指定の期日までに，次の書類を学部長

に提出しなければならない。 

(1) 申請書（本学部所定の様式）申請授業科目は，本学において修得した単位以外のものについては，

60 単位を超えないものとする。 

(2) 卒業証明書又は在籍期間証明書 

(3) 成績証明書及び講義内容を明示できるもの（講義要項等） 

 

第 4条 認定試験は，申請をした授業科目ごとに試験（筆記又は口頭）を行う。  

 

第 5条 認定された授業科目の単位数については，規則第 18条第 3項に基づき必要修得単位数に算入する

ことができる。なお，成績の表示は，「認定」とする。 

 

附 則 

（この間の附則は省略） 

 

附 則 

この規則は，令和 7年 4月 1日から施行する。 

 

11．定期試験注意事項 
 

（平成 26年 9月 10 日制定） 

最終改正 令和 6年 12 月 12 日 

 

1. 20 分以上遅刻した者に対しては，受験を許可しない。 

2. 試験開始後 30分は，退室を許可しない。 

3. 受験中は，学生証を常に机上右肩に置くこと。学生証を忘れた者は，証明書自動発行機により， 

「仮受験票」の交付を受けること。（初期パスワードを変更しておくこと。）交付を受けた「仮受験票」

は，発行日に限り有効とする。 

4． 学生は，みだりに試験室内の机を移動させてはならない。 

5． 受験者数，試験室の状態に応じて，着席位置を監督者が指示することがある。 

6． 携帯電話・スマートフォンは，試験開始前にアラームの設定を解除し，電源を切ったうえで，鞄

の中にしまうこと。 

7． 試験室内での筆記用具等の貸借は，許可しない。 

8. 質問がある場合は，挙手をすること。 

9． 配付された答案用紙は，持ち帰ってはならない。 

10．不正行為は決して行ってはならない。以下の行為を行なった場合は，不正行為と見なす。   

(1)受験のために許可された物品以外（筆箱，下敷き，パソコン及び携帯電話等の通信機器を含む）

を机上，または机の中に置いていた場合 

(2)持ち込みが許可されていないノート，教科書，配付資料，参考書，メモ等を参照していた場合 

(3)他人の答案を写す，または他人に答案を写させた場合 

(4)受験者本人に代わって受験した，または他人に代理受験を依頼した場合 

(5)試験内容について私語を交わす，または試験の妨害をした場合 

(6)試験監督者の指示に従わなかった場合 

(7)その他，試験の公正性を損なう行為や成績評価を妨げる行為を行った場合 

11．不正行為があった場合は，当該学期に履修した全ての授業科目の成績を無効とする。この結果，

留年及び希望の領域や研究室等に配属されなくなる可能性が極めて高くなり，将来の進路に大きく

影響を及ぼすこととなる。 

12. 対面試験を欠席し，追試験の受験を希望する場合は，原則試験開始時刻までに，授業担当教員に 

連絡の上，欠席した旨を証明できる公的な書類を準備すること。そして，当該科目の試験日から 1

週間以内に「追試験受験願」に証拠書類を添えて，教務学生グループ窓口に提出すること。提出に

関する手続については，海洋政策科学部ＨＰで確認すること。 
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14．転領域に関する内規 
 

（趣  旨） 

第 1条 この内規は，神戸大学海洋政策科学部規則（令和 3年 4月 1日制定）第 28 条の規定により，学生

が転領域を志望する場合の取扱いについて定める。 

 

（転領域の許可） 

第 2条 転領域を志望する者が，転領域の理由が明白であり，次の(1)及び(2)，または(3)に該当する場合，

教授会の議を経て，転領域を許可することがある。 

(1) 志望領域が受入可能であること。 

(2) 入学後の 2年間において，所属領域の海洋専門基礎科目（領域共通科目を除く）及び志望領域の海

洋専門基礎科目（領域共通科目を除く）の単位を 10 単位以上ずつ修得しており，かつ，学業成績が優

秀であること。 

(3) その他，やむを得ない事情があること。 

 

（転領域の手続き） 

第 3 条 転領域志望者は，転領域願（所定の用紙）を転領域しようとする日の 2 か月前までに提出しなけ

ればならない。 

 

（転領域の選考） 

第 4 条 転領域志望者に対する選考は，志望領域において書類審査を行い，審査に合格した場合，面接を

行う。 

 

  附 則 

（この間の附則は省略） 

 

附 則 

この内規は，令和 5年 4月 1日から施行する。 

 

13．転学部に関する内規 
 
（趣  旨） 

第 1条 この内規は，神戸大学海洋政策科学部規則（令和 3 年 4 月 1 日制定）第 27 条の規定により，学生

が転学部を志望する場合の取扱いについて定める。 
 
（他学部からの転学部の許可） 

第 2 条 他学部から本学部に転学部を志望する者が，次の各号のすべてに該当する場合，教授会の議を経

て，2 年次への転学部を許可することがある。 
(1) 本人の入学試験の成績が，本人の入学時における本学部の入学試験合格者の最低点以上であること。 
(2) 転学部志望者が希望する領域が，受入れ可能人数に余裕があると判断したとき。 
(3) 転学部志望者の学力が，転学部後の履修においても十分であると，当該領域が判断したとき。 
 
（他学部からの転部の手続き） 

第 3 条 転学部志望者は，次の書類を転学部しようとする日の 2 か月前までに提出しなければならない。

ただし，特別な理由がある場合は，期限後の提出を認めることがある。 
(1)  転学部願（所定の用紙） 
(2) 入学試験成績表 
(3) 学業成績証明書 
 
（他学部からの転学部志望者の選考） 

第 4条 転学部志望者に対する選考は，書類審査及び面接により行う。 
 
  附  則 

この内規は，令和 3 年 4 月 1 日から施行する。 
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14．転領域に関する内規 
 

（趣  旨） 

第 1条 この内規は，神戸大学海洋政策科学部規則（令和 3年 4月 1日制定）第 28 条の規定により，学生

が転領域を志望する場合の取扱いについて定める。 

 

（転領域の許可） 

第 2条 転領域を志望する者が，転領域の理由が明白であり，次の(1)及び(2)，または(3)に該当する場合，

教授会の議を経て，転領域を許可することがある。 

(1) 志望領域が受入可能であること。 

(2) 入学後の 2年間において，所属領域の海洋専門基礎科目（領域共通科目を除く）及び志望領域の海

洋専門基礎科目（領域共通科目を除く）の単位を 10 単位以上ずつ修得しており，かつ，学業成績が優

秀であること。 

(3) その他，やむを得ない事情があること。 

 

（転領域の手続き） 

第 3 条 転領域志望者は，転領域願（所定の用紙）を転領域しようとする日の 2 か月前までに提出しなけ

ればならない。 

 

（転領域の選考） 

第 4 条 転領域志望者に対する選考は，志望領域において書類審査を行い，審査に合格した場合，面接を

行う。 

 

  附 則 

（この間の附則は省略） 

 

附 則 

この内規は，令和 5年 4月 1日から施行する。 

 

13．転学部に関する内規 
 
（趣  旨） 

第 1条 この内規は，神戸大学海洋政策科学部規則（令和 3 年 4 月 1 日制定）第 27 条の規定により，学生

が転学部を志望する場合の取扱いについて定める。 
 
（他学部からの転学部の許可） 

第 2 条 他学部から本学部に転学部を志望する者が，次の各号のすべてに該当する場合，教授会の議を経

て，2 年次への転学部を許可することがある。 
(1) 本人の入学試験の成績が，本人の入学時における本学部の入学試験合格者の最低点以上であること。 
(2) 転学部志望者が希望する領域が，受入れ可能人数に余裕があると判断したとき。 
(3) 転学部志望者の学力が，転学部後の履修においても十分であると，当該領域が判断したとき。 
 
（他学部からの転部の手続き） 

第 3 条 転学部志望者は，次の書類を転学部しようとする日の 2 か月前までに提出しなければならない。

ただし，特別な理由がある場合は，期限後の提出を認めることがある。 
(1)  転学部願（所定の用紙） 
(2) 入学試験成績表 
(3) 学業成績証明書 
 
（他学部からの転学部志望者の選考） 

第 4条 転学部志望者に対する選考は，書類審査及び面接により行う。 
 
  附  則 

この内規は，令和 3 年 4 月 1 日から施行する。 
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16．特別聴講学生に関する内規 
 
（趣  旨） 

第 1条 この内規は，神戸大学海洋政策科学部規則（令和 3 年 4 月 1 日制定）第 30 条の規定により，他大

学等（外国の大学を含む。以下同じ。）の学生が特別聴講学生を志望する場合の取扱いについて定める。 
 
（受入の許可） 

第 2条 本学との協定に基づき，他大学等の学生で本学部の授業科目を履修しようとする者があるときは，

特別聴講学生として許可する。 
 
（手続き） 

第 3 条 特別聴講学生を志望する者は，所定の期日までに検定料を納付した上，所属大学等の所属長を経

て所定の期日までに提出しなければならない。 
(1) 特別聴講学生願書（所定の用紙） 
(2) 学業成績証明書 
(3) その他，特に必要とする書類 

 
（授業料等） 

第 4条 特別聴講学生は，入学料及び授業料を所定の期日までに納付しなければならない。 
2 特別聴講学生の授業料，入学料及び検定料については，前項の規定にかかわらず，教学規則第 82 条第

2 項の規定により，大学間の協定等において不徴収とすることができる。 
 
（履修の時期） 

第 5条 履修の許可は，学期の始めに行う。 
2 前項の規定にかかわらず，特別な理由があると認められるときは，履修の許可を各クォーターが開始す

る月の初めに行うことができる。 
 
（期 間) 

第 6 条 特別聴講生の在学期間は，履修しようとする授業科目の開講学期末までとし，1 年（第 2，第 4 ク

ォーター開始月から入学した場合は 2 学期）以内とする。ただし，外国の大学との協定の場合は，この

限りではない。 
 

附  則 

この内規は，令和 3 年 4 月 1 日から施行する。 

15．留学に関する内規 
 
（趣  旨） 

第 1条 この内規は，神戸大学海洋政策科学部規則（令和 3 年 4 月 1 日制定。以下「規則」という。）第 29
条の規定により，学生が留学する場合の取扱いについて定める。 

 
（留学機関） 

第 2 条 留学が認められる外国の大学は，外国において学位授与権を有する大学又はこれに相当する正規

の教育研究機関で，あらかじめ本学と協定を結んでいるものとする。 
 
（留学の許可申請） 

第 3 条 外国の大学へ留学しようとする学生は，次の書類を提出して，留学の許可を学部長に申請しなけ

ればならない。ただし，必要に応じてその他の書類の提出を求めることがある。 
(1)  留学許可申請書（所定の用紙） 
(2)  外国の大学の入学許可書（写） 

 
（修業年限への算入） 

第 4条 許可を受けて留学した期間は，1 年を限度として修業年限に算入することができる。 
 
（単位の認定） 

第 5条 外国の大学において修得した授業科目の単位については，規則第 15 条第 3 項に基づき，教授会の

議を経て，必要修得単位数に算入することができる。 
2  外国の大学において，修得した授業科目の単位数の計算は，規則第 8 条の単位計算基準に照らして算定

する。 
3  単位認定を希望する学生は，留学期間終了後，速やかに次の各号に掲げる書類を学部長に提出しなけれ

ばならない。 
(1) 単位認定申請書（所定の様式） 
(2) 留学した大学の成績証明書及びその日本語訳 
(3) 留学した大学において履修した授業科目のシラバス，授業総時間数などが記載された文書及びその

日本語訳 
4 前項により申請する授業科目の名称は本学部の授業科目（全学共通授業科目を除く。）の名称に読み替

えて申請するものとする。 
 
（授業料の納付） 

第 6 条 この内規の規定により留学する者は，その留学期間中，授業料を本学部に納入しなければならな

い。 
 

附  則 

この内規は，令和 3 年 4 月 1 日から施行する。 
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16．特別聴講学生に関する内規 
 
（趣  旨） 

第 1条 この内規は，神戸大学海洋政策科学部規則（令和 3 年 4 月 1 日制定）第 30 条の規定により，他大

学等（外国の大学を含む。以下同じ。）の学生が特別聴講学生を志望する場合の取扱いについて定める。 
 
（受入の許可） 

第 2条 本学との協定に基づき，他大学等の学生で本学部の授業科目を履修しようとする者があるときは，

特別聴講学生として許可する。 
 
（手続き） 

第 3 条 特別聴講学生を志望する者は，所定の期日までに検定料を納付した上，所属大学等の所属長を経

て所定の期日までに提出しなければならない。 
(1) 特別聴講学生願書（所定の用紙） 
(2) 学業成績証明書 
(3) その他，特に必要とする書類 

 
（授業料等） 

第 4条 特別聴講学生は，入学料及び授業料を所定の期日までに納付しなければならない。 
2 特別聴講学生の授業料，入学料及び検定料については，前項の規定にかかわらず，教学規則第 82 条第

2 項の規定により，大学間の協定等において不徴収とすることができる。 
 
（履修の時期） 

第 5条 履修の許可は，学期の始めに行う。 
2 前項の規定にかかわらず，特別な理由があると認められるときは，履修の許可を各クォーターが開始す

る月の初めに行うことができる。 
 
（期 間) 

第 6 条 特別聴講生の在学期間は，履修しようとする授業科目の開講学期末までとし，1 年（第 2，第 4 ク

ォーター開始月から入学した場合は 2 学期）以内とする。ただし，外国の大学との協定の場合は，この

限りではない。 
 

附  則 

この内規は，令和 3 年 4 月 1 日から施行する。 

15．留学に関する内規 
 
（趣  旨） 

第 1条 この内規は，神戸大学海洋政策科学部規則（令和 3 年 4 月 1 日制定。以下「規則」という。）第 29
条の規定により，学生が留学する場合の取扱いについて定める。 

 
（留学機関） 

第 2 条 留学が認められる外国の大学は，外国において学位授与権を有する大学又はこれに相当する正規

の教育研究機関で，あらかじめ本学と協定を結んでいるものとする。 
 
（留学の許可申請） 

第 3 条 外国の大学へ留学しようとする学生は，次の書類を提出して，留学の許可を学部長に申請しなけ

ればならない。ただし，必要に応じてその他の書類の提出を求めることがある。 
(1)  留学許可申請書（所定の用紙） 
(2)  外国の大学の入学許可書（写） 

 
（修業年限への算入） 

第 4条 許可を受けて留学した期間は，1 年を限度として修業年限に算入することができる。 
 
（単位の認定） 

第 5条 外国の大学において修得した授業科目の単位については，規則第 15 条第 3 項に基づき，教授会の

議を経て，必要修得単位数に算入することができる。 
2  外国の大学において，修得した授業科目の単位数の計算は，規則第 8 条の単位計算基準に照らして算定

する。 
3  単位認定を希望する学生は，留学期間終了後，速やかに次の各号に掲げる書類を学部長に提出しなけれ

ばならない。 
(1) 単位認定申請書（所定の様式） 
(2) 留学した大学の成績証明書及びその日本語訳 
(3) 留学した大学において履修した授業科目のシラバス，授業総時間数などが記載された文書及びその

日本語訳 
4 前項により申請する授業科目の名称は本学部の授業科目（全学共通授業科目を除く。）の名称に読み替

えて申請するものとする。 
 
（授業料の納付） 

第 6 条 この内規の規定により留学する者は，その留学期間中，授業料を本学部に納入しなければならな

い。 
 

附  則 

この内規は，令和 3 年 4 月 1 日から施行する。 
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18．神戸大学数理・データサイエンス・AI 教育プログラム実施要領 

 

令和 4年 1月 18 日 神戸大学数理・データサイエンスセンター運営委員会決定 

令和 7年 2月 27 日 神戸大学数理・データサイエンスセンター運営委員会一部改正 

 

（趣旨） 

第 1条 この要領は、神戸大学の各学部規則の規定に基づき設置される神戸大学数理・データサイエン

ス・AI 教育プログラム（以下「プログラム」という。）の実施に関し必要な事項を定めるものとする。 

 

（目的） 

第 2条 プログラムは、学士課程において、数理的思考、データ分析・活用力、AI活用能力に関する基

礎的素養を有する人材を育成することを目的とする。 

 

 （レベル） 

第 3条 プログラムは、リテラシーレベルと応用基礎レベルに区分する。 

 

（授業科目名，単位数及び修了要件） 

第 4条 プログラムにおける授業科目名、単位数及び修了要件は、別表のとおりとする。 

 

（修了認定） 

第 5条 プログラム修了については、当該プログラムを修了した学生が所属する学部の教授会の議を経

て年度末ごとに認定を行い、修了を認定した者については、オープンバッジを発行する。 

 

（雑則） 

第 6条 この要領に定めるもののほか、プログラムの実施に関し必要な事項は、別に定める。 

 

附 則 

（この間の附則は省略） 

 

附 則 

1 この要領は、令和 7年 4月 1日から実施する。 

2 この要領実施の際現に在学する者（以下「在学者」という。）及び令和 7 年 4 月 1 日以後において在

学者の属する年次に編入学、転入学又は再入学する者については、改正後の要領にかかわらず、なお従

前の例による。 

 

  別表（略） 

17．海洋ガバナンス領域における履修の申合せ 
 

１．海洋ガバナンス領域に所属する学生は，海洋政策科学部規則第７条別表１のホに定める主専門科目か

ら 10単位以上修得しなければならない。 

 

２．同学生は，主専門科目のほか，法学部，経済学部，経営学部の科目（以下「3学部提供科目」とい

う。）を履修することができるものとする。ただし，開講学部により人数制限や履修条件を課す科目も

あるため，必ずしも全て履修できるとは限らない。 

 

３．前項の 3学部提供科目により修得した科目の単位は，22 単位を限度として，卒業所要単位数に算入

することができるものとする。 

 

４．その他必要な事項については，教学委員会において定めるものとする。 

 

 

附 則 

（この間の附則は省略） 

この申合せは，令和 3年 4月 1日から施行する。 

この申合せは，令和 5年 4月 1日入学者から適用する。 

 

附 則 

この申合せは，令和 8年 4月 1日から施行する。 

この申合せは，令和 5年 4月 1日入学者から適用する。 
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18．神戸大学数理・データサイエンス・AI 教育プログラム実施要領 

 

令和 4年 1月 18 日 神戸大学数理・データサイエンスセンター運営委員会決定 

令和 8年 2月 26 日 神戸大学数理・データサイエンスセンター運営委員会一部改正 

 

（趣旨） 

第 1条 この要領は、神戸大学の各学部規則の規定に基づき設置される神戸大学数理・データサイエン

ス・AI 教育プログラム（以下「プログラム」という。）の実施に関し必要な事項を定めるものとする。 

 

（目的） 

第 2条 プログラムは、学士課程において、数理的思考、データ分析・活用力、AI活用能力に関する基

礎的素養を有する人材を育成することを目的とする。 

 

 （レベル） 

第 3条 プログラムは、リテラシーレベルと応用基礎レベルに区分する。 

 

（授業科目名，単位数及び修了要件） 

第 4条 プログラムにおける授業科目名、単位数及び修了要件は、別表のとおりとする。 

 

（修了認定） 

第 5条 プログラム修了については、当該プログラムを修了した学生が所属する学部の教授会の議を経

て年度末ごとに認定を行い、修了を認定した者については、オープンバッジを発行する。 

 

（雑則） 

第 6条 この要領に定めるもののほか、プログラムの実施に関し必要な事項は、別に定める。 

 

附 則 

（この間の附則は省略） 

 

附 則 

1 この要領は、令和 8年 4月 1日から実施する。 

2 この要領実施の際現に在学する者（以下「在学者」という。）及び令和 8 年 4 月 1 日以後において在

学者の属する年次に編入学、転入学又は再入学する者については、改正後の要領にかかわらず、なお従

前の例による。 

 

  別表（略） 

17．海洋ガバナンス領域における履修の申合せ 
 

１．海洋ガバナンス領域に所属する学生は，海洋政策科学部規則第７条別表１のホに定める主専門科目か

ら 10単位以上修得しなければならない。 

 

２．同学生は，主専門科目のほか，法学部，経済学部，経営学部の科目（以下「3 学部提供科目」とい

う。）を履修することができるものとする。ただし，開講学部により人数制限や履修条件を課す科目も

あるため，必ずしも全て履修できるとは限らない。 

 

３．前項の 3学部提供科目により修得した科目の単位は，22 単位を限度として，卒業所要単位数に算入

することができるものとする。 

 

４．その他必要な事項については，教学委員会において定めるものとする。 

 

 

附 則 

（この間の附則は省略） 

この申合せは，令和 3年 4月 1日から施行する。 

この申合せは，令和 5年 4月 1日入学者から適用する。 

 

附 則 

この申合せは，令和 8年 4月 1日から施行する。 

この申合せは，令和 5年 4月 1日入学者から適用する。 
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別表（第4条関係）
（1）神⼾⼤学数理・データサイエンス・AI教育プログラム（リテラシーレベル）

授業科目名 授業科目の区分 単位数
必要修得
単位数

情報基礎 教養科目（基盤系） 1
データサイエンス基礎学 教養科目（基盤系） 1

2単位

（2）神⼾⼤学数理・データサイエンス・AI教育プログラム（応⽤基礎レベル）
海洋政策科学部

授業科目名 授業科目の区分 単位数
必要修得
単位数

データサイエンス概論Ａ 教養科目（総合系） 1
データサイエンス概論Ｂ 教養科目（総合系） 1
数理統計１ 共通専門基礎科目 1
数理統計２ 共通専門基礎科目 1
応⽤数学１−１ 専門科目 1
応⽤数学１−２ 専門科目 1
応⽤数学２−１ 専門科目 1
応⽤数学２−２ 専門科目 1
応⽤数学３−１ 専門科目 1
応⽤数学３−２ 専門科目 1
応⽤数学４−１ 専門科目 1
応⽤数学４−２ 専門科目 1
多変量解析１−１ 専門科目 1
多変量解析１−２ 専門科目 1
多変量解析２ 専門科目 1
多変量解析３ 専門科目 1
データサイエンスＰＢＬ演習 教養科目（総合系） 1
プログラミング−１ 専門科目 1
プログラミング−２ 専門科目 1
アルゴリズム−１ 専門科目 1
アルゴリズム−２ 専門科目 1

6単位以上必要修得単位数の合計

必修 2単位

必要修得単位数の合計

必修 2単位

選択必修

2単位以上

2単位以上

19．科目ナンバリングの導入について 

 

神戸大学では、各学部および研究科における教育課程の系統性、順次性及び科目の水準を明らかに

し、学生の履修計画、学修活動の手助けとなるように、平成 28年度の入学者対象のカリキュラムから、

科目ナンバリングを導入します。海洋政策科学部の各授業科目のナンバリングコードは、以下の附番

方針に基づき、7桁の英数字で構成されています。 

  
  
ナナンンババリリンンググ方方法法（（海海洋洋政政策策科科学学部部（（学学部部））））  
  

第１桁  第２桁  第３桁・第４桁   第５桁        第６桁・ 第７桁  

Z   1  ＊＊   ＊     ＊＊ 
 

学学部部識識別別      課課程程      領領域域識識別別    科科目目ののカカテテゴゴリリーー          科科目目ナナンンババーー    
海洋政策科学部   学士         1：入門科目（1 年次）       00：専門科目 

2：基礎科目（2 年次）    01：卒業研究科目   
3：専門科目（3 年次）       
4：専門科目（4 年次）    
 

   
   

海洋基礎科学領域 SZ 
海洋応用科学領域 TZ 
海洋ガバナンス領域 GZ 
航海学領域 NZ 
機関学領域 EZ 
領域共通 ZZ 
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別表（第4条関係）
（1）神⼾⼤学数理・データサイエンス・AI教育プログラム（リテラシーレベル）

授業科目名 授業科目の区分 単位数
必要修得
単位数

情報基礎 教養科目（基盤系） 1
データサイエンス基礎学 教養科目（基盤系） 1

2単位

（2）神⼾⼤学数理・データサイエンス・AI教育プログラム（応⽤基礎レベル）
海洋政策科学部

授業科目名 授業科目の区分 単位数
必要修得
単位数

データサイエンス概論Ａ 教養科目（総合系） 1
データサイエンス概論Ｂ 教養科目（総合系） 1
数理統計１ 共通専門基礎科目 1
数理統計２ 共通専門基礎科目 1
応⽤数学１−１ 専門科目 1
応⽤数学１−２ 専門科目 1
応⽤数学２−１ 専門科目 1
応⽤数学２−２ 専門科目 1
応⽤数学３−１ 専門科目 1
応⽤数学３−２ 専門科目 1
応⽤数学４−１ 専門科目 1
応⽤数学４−２ 専門科目 1
多変量解析１−１ 専門科目 1
多変量解析１−２ 専門科目 1
多変量解析２ 専門科目 1
多変量解析３ 専門科目 1
データサイエンスＰＢＬ演習 教養科目（総合系） 1
プログラミング−１ 専門科目 1
プログラミング−２ 専門科目 1
アルゴリズム−１ 専門科目 1
アルゴリズム−２ 専門科目 1

6単位以上必要修得単位数の合計

必修 2単位

必要修得単位数の合計

必修 2単位

選択必修

2単位以上

2単位以上

19．科目ナンバリングの導入について 

 

神戸大学では、各学部および研究科における教育課程の系統性、順次性及び科目の水準を明らかに

し、学生の履修計画、学修活動の手助けとなるように、平成 28年度の入学者対象のカリキュラムから、

科目ナンバリングを導入します。海洋政策科学部の各授業科目のナンバリングコードは、以下の附番

方針に基づき、7桁の英数字で構成されています。 

  
  
ナナンンババリリンンググ方方法法（（海海洋洋政政策策科科学学部部（（学学部部））））  
  
第１桁  第２桁  第３桁・第４桁   第５桁        第６桁・ 第７桁  

Z   1  ＊＊   ＊     ＊＊ 
 

学学部部識識別別      課課程程      領領域域識識別別    科科目目ののカカテテゴゴリリーー          科科目目ナナンンババーー    
海洋政策科学部   学士         1：入門科目（1 年次）       00：専門科目 

2：基礎科目（2 年次）    01：卒業研究科目   
3：専門科目（3 年次）       
4：専門科目（4 年次）    
 

   
   

海洋基礎科学領域 SZ 
海洋応用科学領域 TZ 
海洋ガバナンス領域 GZ 
航海学領域 NZ 
機関学領域 EZ 
領域共通 ZZ 
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科目大区分 科目中区分 科目小区分 授業科目 ナンバリング

海洋リテラシー 海のサイエンス Z1ZZ100

海洋リテラシー 海のテクノロジー Z1ZZ100

海洋リテラシー 海のガバナンス Z1ZZ100

海洋リテラシー 初年次セミナー Z1ZZ100

海洋リテラシー 海洋政策科学通論 Z1ZZ100

海洋リテラシー 海事実務概論-1 Z1ZZ100

海洋リテラシー 海事実務概論-2 Z1ZZ100

海洋リテラシー 海のアクティブ・ラーニング Z1ZZ100

海洋専門基礎科目 領域共通 応用数学1-1 Z1ZZ200

海洋専門基礎科目 領域共通 応用数学1-2 Z1ZZ200

海洋専門基礎科目 領域共通 応用数学2-1 Z1ZZ200

海洋専門基礎科目 領域共通 応用数学2-2 Z1ZZ200

海洋専門基礎科目 領域共通 応用数学3-1 Z1ZZ200

海洋専門基礎科目 領域共通 応用数学3-2 Z1ZZ200

海洋専門基礎科目 領域共通 応用数学4-1 Z1ZZ200

海洋専門基礎科目 領域共通 応用数学4-2 Z1ZZ200

海洋専門基礎科目 領域共通 力学-1 Z1ZZ200

海洋専門基礎科目 領域共通 力学-2 Z1ZZ200

海洋専門基礎科目 領域共通 電磁気学-1 Z1ZZ200

海洋専門基礎科目 領域共通 電磁気学-2 Z1ZZ200

海洋専門基礎科目 領域共通 環境分析化学-1 Z1ZZ200

海洋専門基礎科目 領域共通 環境分析化学-2 Z1ZZ200

海洋専門基礎科目 領域共通 無機材料科学-1 Z1ZZ200

海洋専門基礎科目 領域共通 無機材料科学-2 Z1ZZ200

海洋専門基礎科目 領域共通 コミュニケーション英語A Z1ZZ100

海洋専門基礎科目 領域共通 コミュニケーション英語B Z1ZZ100

海洋専門基礎科目 領域共通 コミュニケーション英語C Z1ZZ100

海洋専門基礎科目 領域共通 コミュニケーション英語D Z1ZZ100

海洋専門基礎科目 領域共通 ライティング英語A Z1ZZ100

海洋専門基礎科目 領域共通 ライティング英語B Z1ZZ100

海洋専門基礎科目 領域共通 ライティング英語C Z1ZZ200

海洋専門基礎科目 領域共通 ライティング英語D Z1ZZ200

海洋専門基礎科目 海洋基礎 地球進化学-1  Z1SZ200

海洋専門基礎科目 海洋基礎 地球進化学-2  Z1SZ200

海洋専門基礎科目 海洋基礎 海洋学-1 Z1SZ200

海洋専門基礎科目 海洋基礎 海洋学-2 Z1SZ200

海洋専門基礎科目 海洋基礎 気象学-1 Z1SZ200

海洋専門基礎科目 海洋基礎 気象学-2 Z1SZ200

海洋専門基礎科目 海洋基礎 流体力学-1 Z1SZ200

海洋専門基礎科目 海洋基礎 流体力学-2 Z1SZ200

海洋専門基礎科目 海洋基礎 固体地球科学1-1 Z1SZ200

海洋専門基礎科目 海洋基礎 固体地球科学1-2 Z1SZ200

海洋専門基礎科目 海洋基礎 固体地球科学2-1 Z1SZ200

専門科目
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海洋専門基礎科目 海洋基礎 固体地球科学2-2 Z1SZ200

海洋専門基礎科目 海洋基礎 海洋環境基礎-1 Z1SZ200

海洋専門基礎科目 海洋基礎 海洋環境基礎-2 Z1SZ200

海洋専門基礎科目 海洋基礎 プログラミング-1 Z1SZ200

海洋専門基礎科目 海洋基礎 プログラミング-2 Z1SZ200

海洋専門基礎科目 海洋基礎 物理化学-1 Z1SZ200

海洋専門基礎科目 海洋基礎 物理化学-2 Z1SZ200

海洋専門基礎科目 海洋基礎 物理学実験 Z1SZ200

海洋専門基礎科目 海洋基礎 化学実験 Z1SZ200

海洋専門基礎科目 海洋基礎 機械製図演習-1 Z1SZ200

海洋専門基礎科目 海洋基礎 機械製図演習-2 Z1SZ200

海洋専門基礎科目 海洋基礎 地学実験 Z1SZ200

海洋専門基礎科目 海洋応用 流体力学-1 Z1TZ200

海洋専門基礎科目 海洋応用 流体力学-2 Z1TZ200

海洋専門基礎科目 海洋応用 流体力学-3 Z1TZ200

海洋専門基礎科目 海洋応用 流体力学-4 Z1TZ200

海洋専門基礎科目 海洋応用 浮体静力学-1 Z1TZ200

海洋専門基礎科目 海洋応用 浮体静力学-2 Z1TZ200

海洋専門基礎科目 海洋応用 材料力学-1 Z1TZ200

海洋専門基礎科目 海洋応用 材料力学-2 Z1TZ200

海洋専門基礎科目 海洋応用 工業熱力学-1 Z1TZ200

海洋専門基礎科目 海洋応用 工業熱力学-2 Z1TZ200

海洋専門基礎科目 海洋応用 工業熱力学-3 Z1TZ200

海洋専門基礎科目 海洋応用 工業熱力学-4 Z1TZ200

海洋専門基礎科目 海洋応用 電気回路-1 Z1TZ200

海洋専門基礎科目 海洋応用 電気回路-2 Z1TZ200

海洋専門基礎科目 海洋応用 電子回路-1 Z1TZ200

海洋専門基礎科目 海洋応用 電子回路-2 Z1TZ200

海洋専門基礎科目 海洋応用 制御理論-1 Z1TZ200

海洋専門基礎科目 海洋応用 制御理論-2 Z1TZ200

海洋専門基礎科目 海洋応用 情報科学-1 Z1TZ200

海洋専門基礎科目 海洋応用 情報科学-2 Z1TZ200

海洋専門基礎科目 海洋応用 プログラミング-1 Z1TZ200

海洋専門基礎科目 海洋応用 プログラミング-2 Z1TZ200

海洋専門基礎科目 海洋応用 海事産業技術概論-1 Z1TZ200

海洋専門基礎科目 海洋応用 海事産業技術概論-2 Z1TZ200

海洋専門基礎科目 海洋応用 物理学実験 Z1TZ200

海洋専門基礎科目 海洋応用 化学実験 Z1TZ200

海洋専門基礎科目 海洋応用 機械製図演習-1 Z1TZ200

海洋専門基礎科目 海洋応用 機械製図演習-2 Z1TZ200

海洋専門基礎科目 海洋ガバナンス 総合海洋ガバナンス論 Z1GZ200

海洋専門基礎科目 海洋ガバナンス 海上保険概説-1 Z1GZ200

海洋専門基礎科目 海洋ガバナンス 海上保険概説-2 Z1GZ200

海洋専門基礎科目 海洋ガバナンス 経済学基礎論1-1 Z1GZ200
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海洋専門基礎科目 海洋ガバナンス 経済学基礎論1-2 Z1GZ200

海洋専門基礎科目 海洋ガバナンス 経済学基礎論2-1 Z1GZ200

海洋専門基礎科目 海洋ガバナンス 経済学基礎論2-2 Z1GZ200

海洋専門基礎科目 海洋ガバナンス 経営学基礎論1-1 Z1GZ200

海洋専門基礎科目 海洋ガバナンス 経営学基礎論1-2 Z1GZ200

海洋専門基礎科目 海洋ガバナンス 経営学基礎論2-1 Z1GZ200

海洋専門基礎科目 海洋ガバナンス 経営学基礎論2-2 Z1GZ200

海洋専門基礎科目 海洋ガバナンス 会計学基礎論-1 Z1GZ200

海洋専門基礎科目 海洋ガバナンス 会計学基礎論-2 Z1GZ200

海洋専門基礎科目 海洋ガバナンス 海運政策概論-1 Z1GZ200

海洋専門基礎科目 海洋ガバナンス 海運政策概論-2 Z1GZ200

海洋専門基礎科目 海洋ガバナンス 港湾政策概論-1 Z1GZ200

海洋専門基礎科目 海洋ガバナンス 港湾政策概論-2 Z1GZ200

海洋専門基礎科目 海洋ガバナンス 交通政策概論-1 Z1GZ200

海洋専門基礎科目 海洋ガバナンス 交通政策概論-2 Z1GZ200

海洋専門基礎科目 海洋ガバナンス 国際法-1 Z1GZ200

海洋専門基礎科目 海洋ガバナンス 国際法-2 Z1GZ200

海洋専門基礎科目 海洋ガバナンス 国際関係論-1 Z1GZ200

海洋専門基礎科目 海洋ガバナンス 国際関係論-2 Z1GZ200

海洋専門基礎科目 海洋ガバナンス 現代海洋政策概論-1 Z1GZ200

海洋専門基礎科目 海洋ガバナンス 現代海洋政策概論-2 Z1GZ200

海洋専門基礎科目 海洋ガバナンス 環境法政策論 Z1GZ200

海洋専門基礎科目 航海 海上保険概説-1 Z1NZ200

海洋専門基礎科目 航海 海上保険概説-2 Z1NZ200

海洋専門基礎科目 航海 航海航法-1  Z1NZ200

海洋専門基礎科目 航海 航海航法-2 Z1NZ200

海洋専門基礎科目 航海 航海航法-3 Z1NZ200

海洋専門基礎科目 航海 航海計器-1  Z1NZ200

海洋専門基礎科目 航海 航海計器-2 Z1NZ200

海洋専門基礎科目 航海 航海計器-3 Z1NZ200

海洋専門基礎科目 航海 航海学演習-1  Z1NZ200

海洋専門基礎科目 航海 航海学演習-2  Z1NZ200

海洋専門基礎科目 航海 航海学演習-3  Z1NZ200

海洋専門基礎科目 航海 船舶運航概論 Z1NZ200

海洋専門基礎科目 航海 海技実習-1 Z1NZ200

海洋専門基礎科目 航海 海技実習-2 Z1NZ200

海洋専門基礎科目 航海 海技演習-1 Z1NZ200

海洋専門基礎科目 航海 海技演習-2 Z1NZ200

海洋専門基礎科目 航海 海技演習-3 Z1NZ200

海洋専門基礎科目 航海 海技演習-4 Z1NZ200

海洋専門基礎科目 航海 セーリング Z1NZ200

海洋専門基礎科目 航海 海洋学-1 Z1NZ200

海洋専門基礎科目 航海 海洋学-2 Z1NZ200

海洋専門基礎科目 航海 気象学-1 Z1NZ200
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海洋専門基礎科目 航海 気象学-2 Z1NZ200

海洋専門基礎科目 航海 国際法-1 Z1NZ200

海洋専門基礎科目 航海 国際船舶管理法論 Z1NZ200

海洋専門基礎科目 機関 海事産業技術概論-1 Z1EZ200

海洋専門基礎科目 機関 海事産業技術概論-2 Z1EZ200

海洋専門基礎科目 機関 流体力学-1 Z1EZ200

海洋専門基礎科目 機関 流体力学-2 Z1EZ200

海洋専門基礎科目 機関 材料力学-1 Z1EZ200

海洋専門基礎科目 機関 材料力学-2 Z1EZ200

海洋専門基礎科目 機関 工業熱力学-1 Z1EZ200

海洋専門基礎科目 機関 工業熱力学-2 Z1EZ200

海洋専門基礎科目 機関 工業熱力学-3 Z1EZ200

海洋専門基礎科目 機関 電気回路-1 Z1EZ200

海洋専門基礎科目 機関 電気回路-2 Z1EZ200

海洋専門基礎科目 機関 電子回路-1 Z1EZ200

海洋専門基礎科目 機関 制御理論-1 Z1EZ200

海洋専門基礎科目 機関 物理学実験 Z1EZ200

海洋専門基礎科目 機関 化学実験 Z1EZ200

海洋専門基礎科目 機関 機械製図演習-1 Z1EZ200

海洋専門基礎科目 機関 機械製図演習-2 Z1EZ200

海洋専門基礎科目 機関 船舶機関概論 Z1EZ200

海洋専門基礎科目 機関 プログラミング-1 Z1EZ200

海洋専門基礎科目 機関 プログラミング-2 Z1EZ200

主専門科目 海洋基礎 流体地球科学1-1 Z1SZ300

主専門科目 海洋基礎 流体地球科学1-2 Z1SZ300

主専門科目 海洋基礎 流体地球科学2-1 Z1SZ300

主専門科目 海洋基礎 流体地球科学2-2 Z1SZ300

主専門科目 海洋基礎 海域観測解析論-1 Z1SZ300

主専門科目 海洋基礎 海域観測解析論-2 Z1SZ300

主専門科目 海洋基礎 海事と防災科学の数値計算法-1 Z1SZ300

主専門科目 海洋基礎 海事と防災科学の数値計算法-2 Z1SZ300

主専門科目 海洋基礎 海洋環境学1-1 Z1SZ300

主専門科目 海洋基礎 海洋環境学1-2 Z1SZ300

主専門科目 海洋基礎 海洋環境学2-1 Z1SZ300

主専門科目 海洋基礎 海洋環境学2-2 Z1SZ300

主専門科目 海洋基礎 海洋環境学3-1 Z1SZ300

主専門科目 海洋基礎 海洋環境学3-2 Z1SZ300

主専門科目 海洋基礎 環境計測解析科学1-1 Z1SZ300

主専門科目 海洋基礎 環境計測解析科学1-2 Z1SZ300

主専門科目 海洋基礎 環境計測解析科学2-1 Z1SZ300

主専門科目 海洋基礎 環境計測解析科学2-2 Z1SZ300

主専門科目 海洋基礎 基礎量子ビーム科学-1 Z1SZ300

主専門科目 海洋基礎 基礎量子ビーム科学-2 Z1SZ300

主専門科目 海洋基礎 海洋底資源学1-1 Z1SZ300
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主専門科目 海洋基礎 海洋底資源学1-2 Z1SZ300

主専門科目 海洋基礎 海洋底資源学2-1 Z1SZ300

主専門科目 海洋基礎 海洋底資源学2-2 Z1SZ300

主専門科目 海洋基礎 海洋エネルギー科学1-1 Z1SZ300

主専門科目 海洋基礎 海洋エネルギー科学1-2 Z1SZ300

主専門科目 海洋基礎 海洋エネルギー科学2-1 Z1SZ300

主専門科目 海洋基礎 海洋エネルギー科学2-2 Z1SZ300

主専門科目 海洋基礎 海洋エネルギー科学3-1 Z1SZ300

主専門科目 海洋基礎 海洋エネルギー科学3-2 Z1SZ300

主専門科目 海洋基礎 多変量解析1-1 Z1SZ300

主専門科目 海洋基礎 多変量解析1-2 Z1SZ300

主専門科目 海洋基礎 多変量解析2 Z1SZ300

主専門科目 海洋基礎 多変量解析3 Z1SZ300

主専門科目 海洋基礎 海域観測実習 Z1SZ300

主専門科目 海洋基礎 海洋基礎科学実験 Z1SZ300

主専門科目 海洋応用 流体シミュレーション工学-1 Z1TZ300

主専門科目 海洋応用 流体シミュレーション工学-2 Z1TZ300

主専門科目 海洋応用 抵抗推進工学-1 Z1TZ300

主専門科目 海洋応用 抵抗推進工学-2 Z1TZ300

主専門科目 海洋応用 浮体運動学-1 Z1TZ300

主専門科目 海洋応用 浮体運動学-2 Z1TZ300

主専門科目 海洋応用 海洋波理論-1 Z1TZ300

主専門科目 海洋応用 海洋波理論-2 Z1TZ300

主専門科目 海洋応用 機械設計工学-1 Z1TZ300

主専門科目 海洋応用 機械設計工学-2 Z1TZ300

主専門科目 海洋応用 材料加工学-1 Z1TZ300

主専門科目 海洋応用 材料加工学-2 Z1TZ300

主専門科目 海洋応用 材料強度学-1 Z1TZ300

主専門科目 海洋応用 材料強度学-2 Z1TZ300

主専門科目 海洋応用 構造強度数値解析論-1 Z1TZ300

主専門科目 海洋応用 構造強度数値解析論-2 Z1TZ300

主専門科目 海洋応用 熱機関工学-1 Z1TZ300

主専門科目 海洋応用 熱機関工学-2 Z1TZ300

主専門科目 海洋応用 伝熱工学-1 Z1TZ300

主専門科目 海洋応用 伝熱工学-2 Z1TZ300

主専門科目 海洋応用 燃焼工学-1 Z1TZ300

主専門科目 海洋応用 燃焼工学-2 Z1TZ300

主専門科目 海洋応用 応用電気回路-1 Z1TZ300

主専門科目 海洋応用 応用電気回路-2 Z1TZ300

主専門科目 海洋応用 応用電子工学-1 Z1TZ300

主専門科目 海洋応用 応用電子工学-2 Z1TZ300

主専門科目 海洋応用 電気機器-1 Z1TZ300

主専門科目 海洋応用 電気機器-2 Z1TZ300

主専門科目 海洋応用 ロボット工学-1 Z1TZ300
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主専門科目 海洋応用 ロボット工学-2 Z1TZ300

主専門科目 海洋応用 パワーエレクトロニクス-1 Z1TZ300

主専門科目 海洋応用 パワーエレクトロニクス-2 Z1TZ300

主専門科目 海洋応用 計算機システム論-1 Z1TZ300

主専門科目 海洋応用 計算機システム論-2 Z1TZ300

主専門科目 海洋応用 情報ネットワーク論-1 Z1TZ300

主専門科目 海洋応用 情報ネットワーク論-2 Z1TZ300

主専門科目 海洋応用 データベース論-1 Z1TZ300

主専門科目 海洋応用 データベース論-2 Z1TZ300

主専門科目 海洋応用 インタフェース設計論-1 Z1TZ300

主専門科目 海洋応用 インタフェース設計論-2 Z1TZ300

主専門科目 海洋応用 応用プログラミング-1 Z1TZ300

主専門科目 海洋応用 応用プログラミング-2 Z1TZ300

主専門科目 海洋応用 アルゴリズム-1 Z1TZ300

主専門科目 海洋応用 アルゴリズム-2 Z1TZ300

主専門科目 海洋応用 数理計画法-1 Z1TZ300

主専門科目 海洋応用 数理計画法-2 Z1TZ300

主専門科目 海洋応用 確率モデル-1 Z1TZ300

主専門科目 海洋応用 確率モデル-2 Z1TZ300

主専門科目 海洋応用 人工知能-1 Z1TZ300

主専門科目 海洋応用 人工知能-2 Z1TZ300

主専門科目 海洋応用 多変量解析1-1 Z1TZ300

主専門科目 海洋応用 多変量解析1-2 Z1TZ300

主専門科目 海洋応用 多変量解析2 Z1TZ300

主専門科目 海洋応用 多変量解析3 Z1TZ300

主専門科目 海洋応用 海洋応用科学実験 Z1TZ300

主専門科目 海洋ガバナンス 海運経済論-1 Z1GZ300

主専門科目 海洋ガバナンス 海運経済論-2 Z1GZ300

主専門科目 海洋ガバナンス 海運経営論-1  Z1GZ300

主専門科目 海洋ガバナンス 海運経営論-2  Z1GZ300

主専門科目 海洋ガバナンス 交通経済論-1  Z1GZ300

主専門科目 海洋ガバナンス 交通経済論-2  Z1GZ300

主専門科目 海洋ガバナンス 交通経営論-1  Z1GZ300

主専門科目 海洋ガバナンス 交通経営論-2  Z1GZ300

主専門科目 海洋ガバナンス 国際物流論-1  Z1GZ300

主専門科目 海洋ガバナンス 国際物流論-2  Z1GZ300

主専門科目 海洋ガバナンス 海運政策論-1  Z1GZ300

主専門科目 海洋ガバナンス 海運政策論-2  Z1GZ300

主専門科目 海洋ガバナンス 港湾政策論-1  Z1GZ300

主専門科目 海洋ガバナンス 港湾政策論-2  Z1GZ300

主専門科目 海洋ガバナンス 交通政策論-1  Z1GZ300

主専門科目 海洋ガバナンス 交通政策論-2  Z1GZ300

主専門科目 海洋ガバナンス 国際海洋法-1  Z1GZ300

主専門科目 海洋ガバナンス 国際海洋法-2  Z1GZ300
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主専門科目 海洋ガバナンス 国際政治経済論-1 Z1GZ300

主専門科目 海洋ガバナンス 国際政治経済論-2 Z1GZ300

主専門科目 海洋ガバナンス 海洋法政策論-1 Z1GZ300

主専門科目 海洋ガバナンス 海洋法政策論-2 Z1GZ300

主専門科目 海洋ガバナンス 現代海事産業概論-1 Z1GZ300

主専門科目 海洋ガバナンス 現代海事産業概論-2 Z1GZ300

主専門科目 海洋ガバナンス 防災政策論-1  Z1GZ300

主専門科目 海洋ガバナンス 防災政策論-2  Z1GZ300

主専門科目 海洋ガバナンス エネルギー政策論-1  Z1GZ300

主専門科目 海洋ガバナンス エネルギー政策論-2  Z1GZ300

主専門科目 海洋ガバナンス 海洋ガバナンス特殊講義-1 Z1GZ300

主専門科目 海洋ガバナンス 海洋ガバナンス特殊講義-2 Z1GZ300

主専門科目 航海 航海航法-4  Z1NZ300

主専門科目 航海 航海航法-5 Z1NZ300

主専門科目 航海 航海航法-6 Z1NZ300

主専門科目 航海 航海計器-4 Z1NZ300

主専門科目 航海 航海計器-5 Z1NZ300

主専門科目 航海 航海計器-6 Z1NZ300

主専門科目 航海 船舶工学-1  Z1NZ300

主専門科目 航海 船舶工学-2  Z1NZ300

主専門科目 航海 海洋気象学-1  Z1NZ300

主専門科目 航海 海洋気象学-2  Z1NZ300

主専門科目 航海 航海学演習-4  Z1NZ300

主専門科目 航海 航海学演習-5  Z1NZ400

主専門科目 航海 運用学実習-1 Z1NZ300

主専門科目 航海 運用学実習-2  Z1NZ300

主専門科目 航海 運用学実習-3  Z1NZ400

主専門科目 航海 運用学実習-4  Z1NZ400

主専門科目 航海 運用実務演習 Z1NZ300

主専門科目 航海 運用学演習-1  Z1NZ300

主専門科目 航海 運用学演習-2  Z1NZ300

主専門科目 航海 運用学演習-3  Z1NZ400

主専門科目 航海 運用学演習-4  Z1NZ400

主専門科目 航海 操船学-1  Z1NZ300

主専門科目 航海 操船学-2  Z1NZ300

主専門科目 航海 載貨論 Z1NZ300

主専門科目 航海 管理実務-1  Z1NZ300

主専門科目 航海 管理実務-2  Z1NZ300

主専門科目 航海 海事英語（船舶実務）-1  Z1NZ300

主専門科目 航海 海事英語（船舶実務）-2  Z1NZ300

主専門科目 航海 海事英語（船舶実務）-3  Z1NZ300

主専門科目 航海 海事英語（船舶実務）-4  Z1NZ400

主専門科目 航海 海事英語（船舶実務）-5  Z1NZ400

主専門科目 航海 海事英語（船舶実務）-6  Z1NZ400
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主専門科目 航海 海事英語（船舶通信）  Z1NZ300

主専門科目 航海 海事法規-1 Z1NZ300

主専門科目 航海 海事法規-2 Z1NZ300

主専門科目 航海 海上交通法-1  Z1NZ300

主専門科目 航海 海上交通法-2  Z1NZ300

主専門科目 航海 海上交通法-3  Z1NZ300

主専門科目 航海 船舶衛生-1  Z1NZ400

主専門科目 航海 船舶衛生-2  Z1NZ400

主専門科目 航海 運動科学-1  Z1NZ300

主専門科目 航海 運動科学-2  Z1NZ300

主専門科目 航海 アクアティックアクティビティ演習  Z1NZ300

主専門科目 航海 船舶実践運航論 Z1NZ400

主専門科目 航海 船舶実習-1 Z1NZ300

主専門科目 航海 船舶実習-2 Z1NZ400

主専門科目 機関 機関室資源管理-1  Z1EZ300

主専門科目 機関 機関室資源管理-2  Z1EZ300

主専門科目 機関 海洋生存技術演習  Z1EZ400

主専門科目 機関 実用海事機関英語-1  Z1EZ300

主専門科目 機関 実用海事機関英語-2  Z1EZ300

主専門科目 機関 抵抗推進工学-1  Z1EZ300

主専門科目 機関 抵抗推進工学-2  Z1EZ300

主専門科目 機関 浮体運動学-1  Z1EZ300

主専門科目 機関 浮体運動学-2  Z1EZ300

主専門科目 機関 熱機関工学-1  Z1EZ300

主専門科目 機関 熱機関工学-2  Z1EZ300

主専門科目 機関 伝熱工学-1  Z1EZ300

主専門科目 機関 伝熱工学-2  Z1EZ300

主専門科目 機関 燃焼工学-1  Z1EZ300

主専門科目 機関 機械設計工学-1  Z1EZ300

主専門科目 機関 材料加工学-1　  Z1EZ300

主専門科目 機関 材料加工学-2　 Z1EZ300

主専門科目 機関 材料強度学-1  Z1EZ300

主専門科目 機関 材料強度学-2  Z1EZ300

主専門科目 機関 電気機器-1  Z1EZ300

主専門科目 機関 電気機器-2  Z1EZ300

主専門科目 機関 エネルギープラント管理演習-1  Z1EZ300

主専門科目 機関 エネルギープラント管理演習-2 Z1EZ400

主専門科目 機関 エネルギープラント保全論-1  Z1EZ300

主専門科目 機関 エネルギープラント保全論-2  Z1EZ300

主専門科目 機関 洋上プラント安全論-1  Z1EZ300

主専門科目 機関 洋上プラント安全論-2  Z1EZ300

主専門科目 機関 海事法規-1 Z1EZ300

主専門科目 機関 海事法規-2 Z1EZ300

主専門科目 機関 船舶衛生-1  Z1EZ400
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主専門科目 機関 船舶衛生-2  Z1EZ400

主専門科目 機関 運動科学-1  Z1EZ300

主専門科目 機関 運動科学-2  Z1EZ300

主専門科目 機関 機関学実験 Z1EZ300

主専門科目 機関 船舶実習-1 Z1EZ300

主専門科目 機関 船舶実習-2 Z1EZ400

主専門科目 機関 応用プログラミング-1 Z1EZ300

主専門科目 機関 応用プログラミング-2 Z1EZ300

海洋総合科目 海のインターンシップ  Z1ZZ300

海洋総合科目 海のBDL Z1ZZ400

海洋総合科目 総合ゼミA Z1ZZ300

海洋総合科目 総合ゼミB Z1ZZ300

海洋総合科目 特別研究A Z1ZZ401

海洋総合科目 特別研究B Z1ZZ401

海洋総合科目 海技士総合ゼミ Z1ZZ401

20．船舶実習-1 及び船舶実習-2 の履修時における健康状態について 

 

船舶実習-1 及び船舶実習-2 については，各船舶実習の開始に当たり，事前に履修予定者の健康状

態表を大学から独立行政法人海技教育機構に提出し，同機構「身体検査合格標準表」の各標準を満た

すことにより乗船が認められています。 

ただし，乗船実習科へ進学する場合は，船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則第 40 条に定める

「海技士身体検査基準表」（本冊子の「Ⅴ.船舶職員について 1.乗船実習科 表 1」参照）の各基準を

満たすことが必要です。 

なお，保健管理センターでの健康診断結果に基づいて健康状態表を作成することになりますので，

毎年実施する学内健康診断は必ず受検してください。健康診断を受検しなかった場合は，学外医療機

関で受検することになります（有料）。健康上の相談があるときは，気軽に保健管理センター（六甲台

又は深江）に申し出てください。 

 

独立行政法人海技教育機構「身体検査合格標準表」（抜粋） 

 

次の各号のいずれかに該当する者は不合格とする。  

1. 船員法第 8l条第 3項第 1号の伝染病として下記のいずれかにかかっている者（伝染病名省略）  

2. 視覚機能，言語機能又は精神の機能の障害により実習を適正に行うに当たって必要な認知，判断

及び意思疎通を適切に行うことができないと認められる者  

3. 第 1 号に掲げる疾患を除く下記の疾患にかかっている者で船内において治療の見込みがなく，か

つ，実習に適さないと認められる者 

各種結核性疾患，新生物，糖尿病，心臓病，脳出血，脳梗塞，肺炎，胃潰虜，十二指腸潰虜，肝

硬変，慢性肝炎，じん臓炎，急性ひ尿生殖器疾患，てんかん，重症ぜんそく，その他の疾患  

4. 下記の視力，聴力及び握力の標準に達しない者 

(1）視力（万国視力表により検査した視力で矯正視力を含む。） 

航海科は両眼共に 0.5 号，機関科は両眼で 0.4 号を明視しうること。 

(2）聴力 

両耳で，5メートル以上の距離で話声を聴取できること。 

(3）握力  

男子の握力は，左右共に 25 キログラム以上，女子の握力は，左右共に l7 キログラム以上であ

ること。  

5. 色覚に異常を有する者 

6. 運動機能の障害により実習訓練が困難と認められる者 

7. 病後の衰弱により一定期間内の実習訓練が困難と認められる者 
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20．船舶実習-1 及び船舶実習-2 の履修時における健康状態について 

 

船舶実習-1 及び船舶実習-2 については，各船舶実習の開始に当たり，事前に履修予定者の健康状

態表を大学から独立行政法人海技教育機構に提出し，同機構「身体検査合格標準表」の各標準を満た

すことにより乗船が認められています。 

ただし，乗船実習科へ進学する場合は，船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則第 40 条に定める

「海技士身体検査基準表」（本冊子の「Ⅴ.船舶職員について 1.乗船実習科 表 1」参照）の各基準を

満たすことが必要です。 

なお，保健管理センターでの健康診断結果に基づいて健康状態表を作成することになりますので，

毎年実施する学内健康診断は必ず受検してください。健康診断を受検しなかった場合は，学外医療機

関で受検することになります（有料）。健康上の相談があるときは，気軽に保健管理センター（六甲台

又は深江）に申し出てください。 

 

独立行政法人海技教育機構「身体検査合格標準表」（抜粋） 

 

次の各号のいずれかに該当する者は不合格とする。  

1. 船員法第 8l条第 3項第 1号の伝染病として下記のいずれかにかかっている者（伝染病名省略）  

2. 視覚機能，言語機能又は精神の機能の障害により実習を適正に行うに当たって必要な認知，判断

及び意思疎通を適切に行うことができないと認められる者  

3. 第 1 号に掲げる疾患を除く下記の疾患にかかっている者で船内において治療の見込みがなく，か

つ，実習に適さないと認められる者 

各種結核性疾患，新生物，糖尿病，心臓病，脳出血，脳梗塞，肺炎，胃潰虜，十二指腸潰虜，肝

硬変，慢性肝炎，じん臓炎，急性ひ尿生殖器疾患，てんかん，重症ぜんそく，その他の疾患  

4. 下記の視力，聴力及び握力の標準に達しない者 

(1）視力（万国視力表により検査した視力で矯正視力を含む。） 

航海科は両眼共に 0.5 号，機関科は両眼で 0.4 号を明視しうること。 

(2）聴力 

両耳で，5メートル以上の距離で話声を聴取できること。 

(3）握力  

男子の握力は，左右共に 25 キログラム以上，女子の握力は，左右共に l7 キログラム以上であ

ること。  

5. 色覚に異常を有する者 

6. 運動機能の障害により実習訓練が困難と認められる者 

7. 病後の衰弱により一定期間内の実習訓練が困難と認められる者 
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Ⅴ. 船舶職員について 



 
 
 
 
 
 
 

Ⅴ. 船舶職員について 



１． 乗船実習科 

 

 海技免状の取得を希望する者は，海洋政策科学部において海技免状の取得に必要な所定の科目・単位

を修得して卒業後，乗船実習科へ進学することになります。 

実習生は航海課程又は機関課程に所属し，独立行政法人海技教育機構又は船社の練習船において遠洋

航海を含む6か月間の乗船実習を経て，9月に修了します。 

海洋政策科学部における三級海技士（航海）の養成は海技ライセンスコース航海学領域にて，三級海

技士（機関）の養成は海技ライセンスコース機関学領域にて行い，それぞれ所定の科目・単位を履修す

ることによって海技免状を取得することが可能となっています。 

 

イ．乗船実習科への進学には，次に示す3つの要件を満たす必要があります。 

① 航海課程へ進学する学生は，学部において，三級海技士（航海）の筆記試験免除に必要な授業科

目の単位を修得していること。 

機関課程へ進学する学生は，学部において，三級海技士（機関）の筆記試験免除に必要な授業科

目の単位を修得していること。 

（三級海技士に関しての「登録船舶職員養成施設及び登録免許講習」の必要履修科目については，

3.「登録船舶職員養成施設及び登録免許講習」の必要履修科目についての表5・6・7・8を参照。） 

② 「船舶実習-1」（3か月），「船舶実習-2」（3か月）の単位をすべて修得していること。 

③ 船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則第40条に定める身体検査基準を満たしていること。 

（表 1 健康診断基準（次頁）を参照。） 

ロ．乗船実習科への進学希望調査は，毎年4月に提出する「船舶実習履修確認書」により行います（「船

舶実習-2」の乗船中にも再確認があります。）。乗船実習科進学希望者は，4年次の10月に入学願書

を提出します。なお，乗船実習科入学（進学）者の決定は，4年次の3月上旬の予定です。 

ハ．乗船実習科の航海課程を修了した者は，海技従事者国家試験のうち，三級海技士（航海）の筆記試

験が免除され，口述試験を受験する資格が得られます。 

乗船実習科の機関課程を修了した者は，海技従事者国家試験のうち，三級海技士（機関）の筆記試

験が免除され，口述試験の受験資格が得られます。 

（2．船舶職員の資格を参照のこと。） 

ニ．その他 

実習科目，手続き等必要な事項については，神戸大学乗船実習科規則に規定されています。 



１． 乗船実習科 

 

 海技免状の取得を希望する者は，海洋政策科学部において海技免状の取得に必要な所定の科目・単位

を修得して卒業後，乗船実習科へ進学することになります。 

実習生は航海課程又は機関課程に所属し，独立行政法人海技教育機構又は船社の練習船において遠洋

航海を含む6か月間の乗船実習を経て，9月に修了します。 

海洋政策科学部における三級海技士（航海）の養成は海技ライセンスコース航海学領域にて，三級海

技士（機関）の養成は海技ライセンスコース機関学領域にて行い，それぞれ所定の科目・単位を履修す

ることによって海技免状を取得することが可能となっています。 

 

イ．乗船実習科への進学には，次に示す3つの要件を満たす必要があります。 

① 航海課程へ進学する学生は，学部において，三級海技士（航海）の筆記試験免除に必要な授業科

目の単位を修得していること。 

機関課程へ進学する学生は，学部において，三級海技士（機関）の筆記試験免除に必要な授業科

目の単位を修得していること。 

（三級海技士に関しての「登録船舶職員養成施設及び登録免許講習」の必要履修科目については，

3.「登録船舶職員養成施設及び登録免許講習」の必要履修科目についての表5・6・7・8を参照。） 

② 「船舶実習-1」（3か月），「船舶実習-2」（3か月）の単位をすべて修得していること。 

③ 船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則第40条に定める身体検査基準を満たしていること。 

（表 1 健康診断基準（次頁）を参照。） 

ロ．乗船実習科への進学希望調査は，毎年4月に提出する「船舶実習履修確認書」により行います（「船

舶実習-2」の乗船中にも再確認があります。）。乗船実習科進学希望者は，4年次の10月に入学願書

を提出します。なお，乗船実習科入学（進学）者の決定は，4年次の3月上旬の予定です。 

ハ．乗船実習科の航海課程を修了した者は，海技従事者国家試験のうち，三級海技士（航海）の筆記試

験が免除され，口述試験を受験する資格が得られます。 

乗船実習科の機関課程を修了した者は，海技従事者国家試験のうち，三級海技士（機関）の筆記試

験が免除され，口述試験の受験資格が得られます。 

（2．船舶職員の資格を参照のこと。） 

ニ．その他 

実習科目，手続き等必要な事項については，神戸大学乗船実習科規則に規定されています。 
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２．船舶職員の資格 

 

 船舶職員となるには，海技免状の交付を受けなければなりません。海技免状は，海技士国家試験（身

体検査，学科試験（筆記試験及び口述試験））に合格し，さらに国土交通大臣が指定する免許講習の課

程を修了した者に与えられます。ただし，国土交通大臣が指定した登録船舶職員養成施設を修了した者

には，海技士国家試験の学科試験のうち筆記試験が免除されます。 

 さらに，船橋当直に従事する船舶職員（三級海技士（航海）の海技免状を受ける学生が対象）となる

ためには，海技免状に加えて無線従事者の資格（第一級海上特殊無線技士又は第三級海上無線通信士よ

り上級の資格）を有しなければなりません。 

 

(1) 登録船舶職員養成施設 

本学部では現在，表2に示す2種類を登録しています。 

 

表2 登録船舶職員養成施設の指定 

船舶職員養成施設の種類 登録している本学部の学科等 

三級海技士（航海）第1種養成施設 
海技ライセンスコース航海学領域 

乗船実習科（航海課程） 

三級海技士（機関）第1種養成施設 
海技ライセンスコース機関学領域 

乗船実習科（機関課程） 

 

(イ) 試 験 

 海技士国家試験は，身体検査と学科試験（筆記試験及び口述試験）があり，船舶職員として必要な

知識及び能力を有するかどうかを判定するために行われます（船舶職員及び小型船舶操縦者法第１３

条）。学科試験では筆記試験に合格しなければ口述試験を受験することはできません。三級海技士第

1種養成施設の指定を受けている本学部（乗船実習科を含む）を卒業し，海技免状の取得に必要な所

定の科目・単位を修得すれば，三級海技士の筆記試験が免除され，身体検査及び口述試験のみを受験

することとなります。 

(ロ) 乗船履歴 

海技士国家試験を受けようとする者は，受験に必要な乗船履歴を有しなければなりません。 

乗船履歴は，本学部を卒業し，かつその学部課程において，試験科目に直接関係のある教科単位を

修得しておれば，特例によって，独立行政法人海技教育機構又は船社の練習船による実習の期間が1

年でよいことになっています。ただし，「二級海技士，一級海技士」の筆記試験のみを受験する場合

は乗船履歴を必要としないので，学部在学中でも受験することができます。在学中に受験し，合格す

ることを強く勧めます。 

表１ 健康診断基準 

 

項目 航海士 機関士 

視力 
視力（矯正視力を含む）が 両眼共に 0.5 以上

であること。 

視力（矯正視力を含む）が 両眼で 0.4 以上

であること。 

色覚 

船舶職員としての職務に支障をきたすおそれのある色覚の異常がないこと。 

基準：以下の色覚検査に合格すること。 

石原色覚検査表(国際版 38 表)及びパネル D

－15を使用し，少なくともパネルD－15を用い

た検査に合格すること。 

基準：以下の色覚検査に合格すること。 

石原色覚検査表(国際版 38 表)及びパネル

D－15を使用し，少なくともパネルD－15を

用いた検査に合格するか，いずれも不合格

の場合には船員法指定医療機関(国土交

通省海事局・各地方運輸局・神戸運輸監理

部のホームページ等にて確認してくださ

い。)における特定船員色識別適性確認表

を用いた検査に合格すること。 

聴力 ５メートル以上の距離で話声語を弁別できること。 

握力 
男子の握力は，左右共に 25 キログラム以上，女子の握力は，左右共に 17 キログラム以上であ

ること。 

疾病及び

身体機能

の障害の

有無 

心臓疾患，視覚機能の障害，精神の機能の障害，言語機能の障害，運動機能の障害その他

の疾病又は身体機能の障害がないか，あっても軽症で修学に支障をきたさないと認められるこ

と。（海技免許の取得・更新のためには，同上の障害により「船舶職員としての職務に支障をき

たさないと認められること」が求められます。） 

注） 

・海技免許の取得を希望する者は，海技試験出願前に専門医を受診し，以下に定める色覚検査を含め，

健康診断基準を満たしておく必要があります。 

   航海士については石原色覚検査表（国際版38表）及びパネルD-15を使用し，少なくともパネル

D-15を用いた検査に合格すること。 

  機関士については石原色覚検査表（国際版 38 表）及びパネル D-15 を使用し，少なくともパネル

D-15を用いた検査に合格するか，いずれも不合格の場合には船員法指定医療機関における特定船

員色職別適正確認表を用いた検査に合格すること。 

・身体検査の各項目について身体検査基準に該当した者が身体検査を受けた日からそれぞれ 1 年以内

又は 3 月以内に海技試験の申請をした場合には，国土交通大臣は，認定により，その者に対する身

体検査を省略することができる。 

・この健康診断基準は，「船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則」別表第三に規定された海技士身体

検査基準表及び「船員法施行規則」第二号表（第五十五条関係）に従っています。 
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２．船舶職員の資格 

 

 船舶職員となるには，海技免状の交付を受けなければなりません。海技免状は，海技士国家試験（身

体検査，学科試験（筆記試験及び口述試験））に合格し，さらに国土交通大臣が指定する免許講習の課

程を修了した者に与えられます。ただし，国土交通大臣が指定した登録船舶職員養成施設を修了した者

には，海技士国家試験の学科試験のうち筆記試験が免除されます。 

 さらに，船橋当直に従事する船舶職員（三級海技士（航海）の海技免状を受ける学生が対象）となる

ためには，海技免状に加えて無線従事者の資格（第一級海上特殊無線技士又は第三級海上無線通信士よ

り上級の資格）を有しなければなりません。 

 

(1) 登録船舶職員養成施設 

本学部では現在，表2に示す2種類を登録しています。 

 

表2 登録船舶職員養成施設の指定 

船舶職員養成施設の種類 登録している本学部の学科等 

三級海技士（航海）第1種養成施設 
海技ライセンスコース航海学領域 

乗船実習科（航海課程） 

三級海技士（機関）第1種養成施設 
海技ライセンスコース機関学領域 

乗船実習科（機関課程） 

 

(イ) 試 験 

 海技士国家試験は，身体検査と学科試験（筆記試験及び口述試験）があり，船舶職員として必要な

知識及び能力を有するかどうかを判定するために行われます（船舶職員及び小型船舶操縦者法第１３

条）。学科試験では筆記試験に合格しなければ口述試験を受験することはできません。三級海技士第

1種養成施設の指定を受けている本学部（乗船実習科を含む）を卒業し，海技免状の取得に必要な所

定の科目・単位を修得すれば，三級海技士の筆記試験が免除され，身体検査及び口述試験のみを受験

することとなります。 

(ロ) 乗船履歴 

海技士国家試験を受けようとする者は，受験に必要な乗船履歴を有しなければなりません。 

乗船履歴は，本学部を卒業し，かつその学部課程において，試験科目に直接関係のある教科単位を

修得しておれば，特例によって，独立行政法人海技教育機構又は船社の練習船による実習の期間が1

年でよいことになっています。ただし，「二級海技士，一級海技士」の筆記試験のみを受験する場合

は乗船履歴を必要としないので，学部在学中でも受験することができます。在学中に受験し，合格す

ることを強く勧めます。 

表１ 健康診断基準 

 

項目 航海士 機関士 

視力 
視力（矯正視力を含む）が 両眼共に 0.5 以上

であること。 

視力（矯正視力を含む）が 両眼で 0.4 以上

であること。 

色覚 

船舶職員としての職務に支障をきたすおそれのある色覚の異常がないこと。 

基準：以下の色覚検査に合格すること。 

石原色覚検査表(国際版 38 表)及びパネル D

－15を使用し，少なくともパネルD－15を用い

た検査に合格すること。 

基準：以下の色覚検査に合格すること。 

石原色覚検査表(国際版 38 表)及びパネル

D－15を使用し，少なくともパネルD－15を

用いた検査に合格するか，いずれも不合格

の場合には船員法指定医療機関(国土交

通省海事局・各地方運輸局・神戸運輸監理

部のホームページ等にて確認してくださ

い。)における特定船員色識別適性確認表

を用いた検査に合格すること。 

聴力 ５メートル以上の距離で話声語を弁別できること。 

握力 
男子の握力は，左右共に 25 キログラム以上，女子の握力は，左右共に 17 キログラム以上であ

ること。 

疾病及び

身体機能

の障害の

有無 

心臓疾患，視覚機能の障害，精神の機能の障害，言語機能の障害，運動機能の障害その他

の疾病又は身体機能の障害がないか，あっても軽症で修学に支障をきたさないと認められるこ

と。（海技免許の取得・更新のためには，同上の障害により「船舶職員としての職務に支障をき

たさないと認められること」が求められます。） 

注） 

・海技免許の取得を希望する者は，海技試験出願前に専門医を受診し，以下に定める色覚検査を含め，

健康診断基準を満たしておく必要があります。 

   航海士については石原色覚検査表（国際版38表）及びパネルD-15を使用し，少なくともパネル

D-15を用いた検査に合格すること。 

  機関士については石原色覚検査表（国際版 38 表）及びパネル D-15 を使用し，少なくともパネル

D-15を用いた検査に合格するか，いずれも不合格の場合には船員法指定医療機関における特定船

員色職別適正確認表を用いた検査に合格すること。 

・身体検査の各項目について身体検査基準に該当した者が身体検査を受けた日からそれぞれ 1 年以内

又は 3 月以内に海技試験の申請をした場合には，国土交通大臣は，認定により，その者に対する身

体検査を省略することができる。 

・この健康診断基準は，「船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則」別表第三に規定された海技士身体

検査基準表及び「船員法施行規則」第二号表（第五十五条関係）に従っています。 
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乗船履歴を証明する書類 

※15年以内の履歴でかつ5年以内の履歴を含む次

のいずれかの書類 

①船員手帳又は船員手帳記載事項証明書 

②乗船実習証明書 

－ ● 

無線従事者免許証船舶局無

線従事者証明書 

※通信又は電子通信の試験を申請する方 

原本提示（原本確認のある写しでも可） 
○ － 

合格証明書（筆記，科目お

よび身体） 
合格した運輸局以外で受験する場合 ○ ○ 

返信用封筒 
※郵送で申請する方，受験票返信用 宛先を記載

し，切手貼付 
○ ○ 

※1「書類名」のうち※印のあるものは，神戸運輸監理部のWebページ  

http://wwwtb.mlit.go.jp/kobe/index.html「船の免許→海技免状・海技試験申請書類の様式」から

ダウンロードできます。 

 

(2) 免許講習の課程 

本学では，表3に示す免許講習を登録しています。 

 
表3 免許講習の指定 

免許講習の種類 登録している本学部の学科 

1. レーダー観測者講習 

海技ライセンスコース航海学領域 

2. レーダー・自動衝突予防援助装置シミュレータ講習 

3. 救命講習 

4. 消火講習 

5. 上級航海英語講習 

1. 機関救命講習 

2. 消火講習 

3. 上級機関英語講習 

海技ライセンスコース機関学領域 

 
(3) ECDIS講習 

 ECDIS（E1ectric Chart Disp1ay and Information System：電子海図情報表示装置）は，電子海図と

ともに船舶の位置，針路及び速力などを表示する航海計器です。 

 ECDISの搭載が義務化された船舶に航海士として乗船するためには，国際条約に従って，国から指定

された講習を受講する必要があります。 

 

(ハ) 海技試験受験に必要な書類 

 受験申請時には，次の書類を運輸局（又は運輸監理部）に提出することになります。 

（※変更になる場合があるので，申請時には再度確認すること） 

●は必須    ○はケースにより必要 

書類名 記入要領／注意事項 筆記 口述 

試験申請書（第10号様式） 

〔OCRシート〕 
氏名・生年月日・性別・本籍等を鉛筆で記入 ● ● 

試験申請書（二）※ 

①試験の免除（筆記・科目・身体検査）を受ける

方は，「試験の免除」欄に必要事項を記入 

②乗船履歴の特例等を受けようとする方は，学校

名，卒業証書番号等を所定欄に記入 

③口述試験を受験する方は必要年数の乗船履歴を

記入 

● ● 

受験票 
住所・氏名・生年月日・性別・年齢を左右とも記

入し，写真2枚（30㎜×24㎜）を貼付 
● ● 

手数料納付書 ※ 
筆記試験，身体検査，口述試験ごとに作成し，過

不足のないように収入印紙を貼付（消印はしない） 
● ● 

戸籍抄本又は本籍地記載の

住民票 

①本籍地記載の住民票で申請日前1年以内のもの 

②謄本又は戸籍記載事項証明書でも可 

③海技免状及び小型船舶操縦免許証の原本提示で

も可 

● ● 

海技士身体検査証明書 

（第 7号様式）※ 

試験開始日前6か月以内のもの（30㎜×24㎜の写

真1枚を貼付） 
－ ● 

海技免状（受有者のみ） 原本提示（原本確認のある写しでも可） － ● 

卒業証明書等 

※養成施設修了者で筆記試験免除及び乗船履歴の

特例を受ける方 

※養成修了者の筆記試験免除期間は修了日から15

年以内 

①卒業証明書，修了証明書，単位取得証明書等 

②訓練記録簿 

－ ● 
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乗船履歴を証明する書類 

※15年以内の履歴でかつ5年以内の履歴を含む次

のいずれかの書類 

①船員手帳又は船員手帳記載事項証明書 

②乗船実習証明書 

－ ● 

無線従事者免許証船舶局無

線従事者証明書 

※通信又は電子通信の試験を申請する方 

原本提示（原本確認のある写しでも可） 
○ － 

合格証明書（筆記，科目お

よび身体） 
合格した運輸局以外で受験する場合 ○ ○ 

返信用封筒 
※郵送で申請する方，受験票返信用 宛先を記載

し，切手貼付 
○ ○ 

※1「書類名」のうち※印のあるものは，神戸運輸監理部のWebページ  

http://wwwtb.mlit.go.jp/kobe/index.html「船の免許→海技免状・海技試験申請書類の様式」から

ダウンロードできます。 

 

(2) 免許講習の課程 

本学では，表3に示す免許講習を登録しています。 

 
表3 免許講習の指定 

免許講習の種類 登録している本学部の学科 

1. レーダー観測者講習 

海技ライセンスコース航海学領域 

2. レーダー・自動衝突予防援助装置シミュレータ講習 

3. 救命講習 

4. 消火講習 

5. 上級航海英語講習 

1. 機関救命講習 

2. 消火講習 

3. 上級機関英語講習 

海技ライセンスコース機関学領域 

 
(3) ECDIS講習 

 ECDIS（E1ectric Chart Disp1ay and Information System：電子海図情報表示装置）は，電子海図と

ともに船舶の位置，針路及び速力などを表示する航海計器です。 

 ECDISの搭載が義務化された船舶に航海士として乗船するためには，国際条約に従って，国から指定

された講習を受講する必要があります。 

 

(ハ) 海技試験受験に必要な書類 

 受験申請時には，次の書類を運輸局（又は運輸監理部）に提出することになります。 

（※変更になる場合があるので，申請時には再度確認すること） 

●は必須    ○はケースにより必要 

書類名 記入要領／注意事項 筆記 口述 

試験申請書（第10号様式） 

〔OCRシート〕 
氏名・生年月日・性別・本籍等を鉛筆で記入 ● ● 

試験申請書（二）※ 

①試験の免除（筆記・科目・身体検査）を受ける

方は，「試験の免除」欄に必要事項を記入 

②乗船履歴の特例等を受けようとする方は，学校

名，卒業証書番号等を所定欄に記入 

③口述試験を受験する方は必要年数の乗船履歴を

記入 

● ● 

受験票 
住所・氏名・生年月日・性別・年齢を左右とも記

入し，写真2枚（30㎜×24㎜）を貼付 
● ● 

手数料納付書 ※ 
筆記試験，身体検査，口述試験ごとに作成し，過

不足のないように収入印紙を貼付（消印はしない） 
● ● 

戸籍抄本又は本籍地記載の

住民票 

①本籍地記載の住民票で申請日前1年以内のもの 

②謄本又は戸籍記載事項証明書でも可 

③海技免状及び小型船舶操縦免許証の原本提示で

も可 

● ● 

海技士身体検査証明書 

（第 7号様式）※ 

試験開始日前6か月以内のもの（30㎜×24㎜の写

真1枚を貼付） 
－ ● 

海技免状（受有者のみ） 原本提示（原本確認のある写しでも可） － ● 

卒業証明書等 

※養成施設修了者で筆記試験免除及び乗船履歴の

特例を受ける方 

※養成修了者の筆記試験免除期間は修了日から15

年以内 

①卒業証明書，修了証明書，単位取得証明書等 

②訓練記録簿 

－ ● 
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３．「登録船舶職員養成施設及び登録免許講習」の必要履修科目について 

 

この項では，本学部での開講授業科目が，「登録船舶職員養成施設の教育の内容の基準等（平成

l6 年 2 月 26 日国土交通省告示第 l66 号）によって指定されている必要履修科目」のどれに該当す

るか，また海技免許を受けるにあたり必要とされる「免許講習内容を修得するために必要な履修科

目（集中講義を含む。）」について説明します。 

 

(1)  三級海技士（航海） 

三級海技士（航海）の筆記試験免除の資格及び口述試験の受験資格を得るためには，海技免状取

得に必要な下記の条件をすべて満たさなければなりません。 

①  表５，表６に示す科目をすべて修得すること。 

②  船舶実習-1，船舶実習-2 のすべてを修得すること。 

③  乗船実習科の課程を修了すること。 

 

表５ 三級海技士（航海）必要履修科目 

必要履修科目 細目 本学の授業科目 

１．航海に関する科目 航海計器 航海計器-1，航海計器-2 

  航路標識 航海計器-3，航海計器-4 

  水路図誌 航海計器-5，航海計器-6， 

  潮汐及び海流 航海学演習-1，航海学演習-2 

  地文航法 航海学演習-3 

  天文航法 航海航法-1，航海航法-2 

  電波航法 航海航法-3，航海航法-4 

  航海計画 航海航法-5，航海航法-6 

２．運用に関する科目 船舶の構造，設備，復原性及び損傷制御 船舶工学-1，船舶工学-2 

  当直 管理実務-1，管理実務-2 

  気象及び海象 運用学実習-1，運用学実習-2 

  操船 運用学実習-3，運用学実習-4 

  船舶の出力装置 運用学演習-1，運用学演習-2 

  貨物の取扱い及び積付け 運用学演習-3 

  非常措置 海洋気象学-1，海洋気象学-2 

  医療 操船学-1，操船学-2 

  捜索及び救助 載貨論 

  船位通報制度  

３．法規に関する科目 海上衝突予防法，海上交通安全法および

港則法並びにこれらに基づく命令 

海上交通法-1，海上交通法-2 

  海上交通法-3， 

  船員法及びこれに基づく命令 海事法規-1，海事法規-2 

  
船舶職員及び小型船舶操縦者法及び海難

審判法並びにこれらに基づく命令 
  

(4) 無線従事者資格について 
 航海士・船長になるためには、「無線従事者免許」の取得が必要です。 
 乗船実習科に進学し練習船における無線関係の訓練を修了するには，『第一級海上特殊無線技士』

または『第三級海上無線通信士』の国家試験に合格し免許証を取得していなければなりません。（『第

一級海上特殊無線技士』については外部機関で講習を受け、国家試験免除を受けることも可能です。） 
 これにより乗船実習科において 6 ヶ月の実習後，「船舶局無線従事者証明」により三級海技士（電

子通信）の受験資格を取得することになります。さらに三級海技士（航海）免状を取得すれば学科

試験が免除され，「第三級海上無線通信士」の免許を取得していれば身体検査のみで三級海技士（電

子通信）の海技免状を取得することができます。 
 なお，我が国の外航海運会社では『第三級海上無線通信士』の資格が必要とされることが多いの

で，在学中に受験し，合格することを強く勧めます。 
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３．「登録船舶職員養成施設及び登録免許講習」の必要履修科目について 

 

この項では，本学部での開講授業科目が，「登録船舶職員養成施設の教育の内容の基準等（平成

l6 年 2 月 26 日国土交通省告示第 l66 号）によって指定されている必要履修科目」のどれに該当す

るか，また海技免許を受けるにあたり必要とされる「免許講習内容を修得するために必要な履修科

目（集中講義を含む。）」について説明します。 

 

(1)  三級海技士（航海） 

三級海技士（航海）の筆記試験免除の資格及び口述試験の受験資格を得るためには，海技免状取

得に必要な下記の条件をすべて満たさなければなりません。 

①  表５，表６に示す科目をすべて修得すること。 

②  船舶実習-1，船舶実習-2 のすべてを修得すること。 

③  乗船実習科の課程を修了すること。 

 

表５ 三級海技士（航海）必要履修科目 

必要履修科目 細目 本学の授業科目 

１．航海に関する科目 航海計器 航海計器-1，航海計器-2 

  航路標識 航海計器-3，航海計器-4 

  水路図誌 航海計器-5，航海計器-6， 

  潮汐及び海流 航海学演習-1，航海学演習-2 

  地文航法 航海学演習-3 

  天文航法 航海航法-1，航海航法-2 

  電波航法 航海航法-3，航海航法-4 

  航海計画 航海航法-5，航海航法-6 

２．運用に関する科目 船舶の構造，設備，復原性及び損傷制御 船舶工学-1，船舶工学-2 

  当直 管理実務-1，管理実務-2 

  気象及び海象 運用学実習-1，運用学実習-2 

  操船 運用学実習-3，運用学実習-4 

  船舶の出力装置 運用学演習-1，運用学演習-2 

  貨物の取扱い及び積付け 運用学演習-3 

  非常措置 海洋気象学-1，海洋気象学-2 

  医療 操船学-1，操船学-2 

  捜索及び救助 載貨論 

  船位通報制度  

３．法規に関する科目 海上衝突予防法，海上交通安全法および

港則法並びにこれらに基づく命令 

海上交通法-1，海上交通法-2 

  海上交通法-3， 

  船員法及びこれに基づく命令 海事法規-1，海事法規-2 

  
船舶職員及び小型船舶操縦者法及び海難

審判法並びにこれらに基づく命令 
  

(4) 無線従事者資格について 
 航海士・船長になるためには、「無線従事者免許」の取得が必要です。 
 乗船実習科に進学し練習船における無線関係の訓練を修了するには，『第一級海上特殊無線技士』

または『第三級海上無線通信士』の国家試験に合格し免許証を取得していなければなりません。（『第

一級海上特殊無線技士』については外部機関で講習を受け、国家試験免除を受けることも可能です。） 
 これにより乗船実習科において 6 ヶ月の実習後，「船舶局無線従事者証明」により三級海技士（電

子通信）の受験資格を取得することになります。さらに三級海技士（航海）免状を取得すれば学科

試験が免除され，「第三級海上無線通信士」の免許を取得していれば身体検査のみで三級海技士（電

子通信）の海技免状を取得することができます。 
 なお，我が国の外航海運会社では『第三級海上無線通信士』の資格が必要とされることが多いの

で，在学中に受験し，合格することを強く勧めます。 
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(2) 三級海技士（機関） 

 三級海技士（機関）の筆記試験免除の資格及び口述試験の受験資格を得るためには，海技免状

取得に必要な下記の条件をすべて修得すること。 

① 表７，表８に示す科目をすべて修得すること。 

② 船舶実習-1，船舶実習-2のすべてを修得すること。 

③ 乗船実習科の課程を修了すること。 

 

表７ 三級海技士（機関）必要履修科目 

科目分野 細目 本学の授業科目と単位数 

１．機関に関する科目   

その１ イ．出力装置 工業熱力学-1，工業熱力学-2，工業熱力学-3 

  ロ．プロペラ装置 材料力学-1 

 その２ イ．補機 流体力学-1，流体力学-2 

  ロ．電気工学，電子工学 材料強度学-1，材料強度学-2 

      及び電気設備 熱機関工学-1，熱機関工学-2 

  ハ．自動制御装置 燃焼工学-1，機関学実験 

  ニ．甲板機械 エネルギープラント保全論-1 

 その３ イ．燃料及び潤滑剤の特性 エネルギープラント保全論-2 

  ロ．熱力学 海事法規-1，海事法規-2 

  ハ．力学及び流体力学 機関室資源管理-1，機関室資源管理-2 

  ニ．材料工学 エネルギープラント管理演習-1 

  ホ．造船工学 エネルギープラント管理演習-2 

  ヘ．製図 抵抗推進工学-1，抵抗推進工学-2 

    電気回路-1，電気回路-2,電子回路-1 

    電気機器-1，電気機器-2 

    
制御理論-1， 

船舶機関概論 

    
機械製図演習-1 

伝熱工学-1，伝熱工学-2 

    材料加工学-1，材料加工学-2 

    洋上プラント安全論-1、洋上プラント安全論-2 

    機械設計工学-1 

２．執務一般に関する 当直，保安及び機関一般 洋上プラント安全論-1、洋上プラント安全論-2 

  科目 船舶による環境の汚染の防止 エネルギープラント管理演習-2 

 損傷制御 浮体運動学-1，浮体運動学-2 

   船内作業の安全 海事法規-1，海事法規-2 

  海事法令及び国際条約  

注）上記科目はすべて修得すること。 

  
船舶法，船舶のトン数の測度に関する法律

及び船舶安全法並びにこれらに基づく命令 
  

  
海洋汚染及び海上災害の防止に関す

る法律及びこれに基づく命令 
  

  検疫法及びこれに基づく命令   

  水先法及びこれに基づく命令   

  関税法   

  海商法   

  国際公法   

注）上記科目はすべて修得すること。 

 

表６ 三級海技士（航海）免許講習必要履修科目 

本学の授業科目 単位数 
１．レーダー 

観測者講習 

２.レーダ

ー・自動衝突 

予防援助装置

シミュレータ

講習 

３．救命講習 ４．消火講習 
５．上級航海

英語講習 

航海学演習-4 必修１ ○ ○    

運用学演習-4 必修１   ○ ○  

海事英語（船舶実務）-1 必修１     ○ 

海事英語（船舶実務）-2  必修１     ○ 

海事英語（船舶実務）-3 必修１     ○ 

海事英語（船舶実務）-4 必修１     ○ 

海事英語（船舶実務）-5 必修１     ○ 

海事英語（船舶実務）-6 必修１     ○ 

海事英語（船舶通信） 必修１     ○ 

船舶実習-2 必修８   ○ ○  

注）上記科目はすべて修得すること。 
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(2) 三級海技士（機関） 

 三級海技士（機関）の筆記試験免除の資格及び口述試験の受験資格を得るためには，海技免状

取得に必要な下記の条件をすべて修得すること。 

① 表７，表８に示す科目をすべて修得すること。 

② 船舶実習-1，船舶実習-2のすべてを修得すること。 

③ 乗船実習科の課程を修了すること。 

 

表７ 三級海技士（機関）必要履修科目 

科目分野 細目 本学の授業科目と単位数 

１．機関に関する科目   

その１ イ．出力装置 工業熱力学-1，工業熱力学-2，工業熱力学-3 

  ロ．プロペラ装置 材料力学-1 

 その２ イ．補機 流体力学-1，流体力学-2 

  ロ．電気工学，電子工学 材料強度学-1，材料強度学-2 

      及び電気設備 熱機関工学-1，熱機関工学-2 

  ハ．自動制御装置 燃焼工学-1，機関学実験 

  ニ．甲板機械 エネルギープラント保全論-1 

 その３ イ．燃料及び潤滑剤の特性 エネルギープラント保全論-2 

  ロ．熱力学 海事法規-1，海事法規-2 

  ハ．力学及び流体力学 機関室資源管理-1，機関室資源管理-2 

  ニ．材料工学 エネルギープラント管理演習-1 

  ホ．造船工学 エネルギープラント管理演習-2 

  ヘ．製図 抵抗推進工学-1，抵抗推進工学-2 

    電気回路-1，電気回路-2,電子回路-1 

    電気機器-1，電気機器-2 

    
制御理論-1， 

船舶機関概論 

    
機械製図演習-1 

伝熱工学-1，伝熱工学-2 

    材料加工学-1，材料加工学-2 

    洋上プラント安全論-1、洋上プラント安全論-2 

    機械設計工学-1 

２．執務一般に関する 当直，保安及び機関一般 洋上プラント安全論-1、洋上プラント安全論-2 

  科目 船舶による環境の汚染の防止 エネルギープラント管理演習-2 

 損傷制御 浮体運動学-1，浮体運動学-2 

   船内作業の安全 海事法規-1，海事法規-2 

  海事法令及び国際条約  

注）上記科目はすべて修得すること。 

  
船舶法，船舶のトン数の測度に関する法律

及び船舶安全法並びにこれらに基づく命令 
  

  
海洋汚染及び海上災害の防止に関す

る法律及びこれに基づく命令 
  

  検疫法及びこれに基づく命令   

  水先法及びこれに基づく命令   

  関税法   

  海商法   

  国際公法   

注）上記科目はすべて修得すること。 

 

表６ 三級海技士（航海）免許講習必要履修科目 

本学の授業科目 単位数 
１．レーダー 

観測者講習 

２.レーダ

ー・自動衝突 

予防援助装置

シミュレータ

講習 

３．救命講習 ４．消火講習 
５．上級航海

英語講習 

航海学演習-4 必修１ ○ ○    

運用学演習-4 必修１   ○ ○  

海事英語（船舶実務）-1 必修１     ○ 

海事英語（船舶実務）-2  必修１     ○ 

海事英語（船舶実務）-3 必修１     ○ 

海事英語（船舶実務）-4 必修１     ○ 

海事英語（船舶実務）-5 必修１     ○ 

海事英語（船舶実務）-6 必修１     ○ 

海事英語（船舶通信） 必修１     ○ 

船舶実習-2 必修８   ○ ○  

注）上記科目はすべて修得すること。 
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４．船舶衛生管理者の資格 

 

船舶職員を志望する者で船舶衛生管理者資格を取得する場合は，通常「衛生管理者登録講習」（100

時間）を受講しなければなりませんが，次の授業科目の単位をすべて修得のうえ乗船実習科を修了

することにより，「船舶衛生管理者講習（B）」（43 時間）を受講することができます。 

 

海技ライセンスコース航海学領域 

授業科目名 単 位 

アクアティックアクティビティ演習 1 単位（選択） 

運動科学-1，-2 各 1 単位（選択） 

船舶衛生-1，船舶衛生-2 各 1 単位（選択） 

 

海技ライセンスコース機関学領域 

授業科目名 単 位 

海洋生存技術演習 1 単位（選択） 

運動科学-1，-2 各 1 単位（選択） 

船舶衛生-1，船舶衛生-2 各 1 単位（選択） 

 

＊船舶衛生管理者とは「船内の衛生管理に関する業務に従事する者」のことです。 

詳細は「船舶に乗り組む医師及び衛生管理者に関する省令」を参照してください。 

本学の授業科目 単位数 １．機関救命講習 ２．消火講習
３．上級機関
    英語講習

コミュニケーション英語
A・B・C・D

必修各0.5 ○

ライティング英語
A・B・C・D

必修各0.5 ○

機関室資源管理-1
機関室資源管理-2

必修各１ ○

海洋生存技術演習 選択１ ○ ○

実用海事機関英語-1
実用海事機関英語-2

選択各１ ○

燃焼工学-1 必修１ ○

エネルギープラント管理演習1 必修１ ○

エネルギープラント管理演習2 必修２ ○ ○ ○

洋上プラント安全論-1
洋上プラント安全論-2

必修各１ ○ ○

船舶実習-2 必修８ ○ ○

※上記の科目はすべて履修すること。

表８　三級海技士（機関）免許講習必要履修科目
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４．船舶衛生管理者の資格 

 

船舶職員を志望する者で船舶衛生管理者資格を取得する場合は，通常「衛生管理者登録講習」（100

時間）を受講しなければなりませんが，次の授業科目の単位をすべて修得のうえ乗船実習科を修了

することにより，「船舶衛生管理者講習（B）」（43 時間）を受講することができます。 

 

海技ライセンスコース航海学領域 

授業科目名 単 位 

アクアティックアクティビティ演習 1 単位（選択） 

運動科学-1，-2 各 1 単位（選択） 

船舶衛生-1，船舶衛生-2 各 1 単位（選択） 

 

海技ライセンスコース機関学領域 

授業科目名 単 位 

海洋生存技術演習 1 単位（選択） 

運動科学-1，-2 各 1 単位（選択） 

船舶衛生-1，船舶衛生-2 各 1 単位（選択） 

 

＊船舶衛生管理者とは「船内の衛生管理に関する業務に従事する者」のことです。 

詳細は「船舶に乗り組む医師及び衛生管理者に関する省令」を参照してください。 

本学の授業科目 単位数 １．機関救命講習 ２．消火講習
３．上級機関
    英語講習

コミュニケーション英語
A・B・C・D

必修各0.5 ○

ライティング英語
A・B・C・D

必修各0.5 ○

機関室資源管理-1
機関室資源管理-2

必修各１ ○

海洋生存技術演習 選択１ ○ ○

実用海事機関英語-1
実用海事機関英語-2

選択各１ ○

燃焼工学-1 必修１ ○

エネルギープラント管理演習1 必修１ ○

エネルギープラント管理演習2 必修２ ○ ○ ○

洋上プラント安全論-1
洋上プラント安全論-2

必修各１ ○ ○

船舶実習-2 必修８ ○ ○

※上記の科目はすべて履修すること。

表８　三級海技士（機関）免許講習必要履修科目
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必修 選択

コミュニケーション英語A，B １年１.２Q 各0.5 ○

コミュニケーション英語C，D １年３.４Q 各0.5 ○

ライティング英語A，B １年３.４Q 各0.5 ○

ライティング英語C，D ２年１.２Q 各0.5 ○

流体力学-1 ２年１Q 1 ○

流体力学-2 ２年２Q 1 ○

材料力学-1 ２年３Q 1 ○

工業熱力学-1 ２年１Q 1 ○

工業熱力学-2 ２年２Q 1 ○

工業熱力学-3 ２年３Q 1 ○

電気回路-1 ２年１Q 1 ○

電気回路-2 ２年２Q 1 ○

電子回路-1 ２年３Q 1 ○

制御理論-1 ２年３Q 1 ○

船舶機関概論 ２年１.２Q 1 ○

機械製図演習-1 ２年３Q 1 ○

機関室資源管理-1  ３年１Q 1 ○ ○

機関室資源管理-2  ３年２Q 1 ○ ○

海洋生存技術演習  ４年１.２Q 1 ○ ○

実用海事機関英語-1  ３年１Q 1 ○

実用海事機関英語-2  ３年２Q 1 ○

抵抗推進工学-1  ３年１Q 1 ○

抵抗推進工学-2  ３年２Q 1 ○

浮体運動学-1  ３年１Q 1 ○

浮体運動学-2  ３年２Q 1 ○

熱機関工学-1  ３年１Q 1 ○

熱機関工学-2  ３年２Q 1 ○

伝熱工学-1 ３年１Q 1 ○

伝熱工学-2 ３年２Q 1 ○

燃焼工学-1  ３年３Q 1 ○ ○

機械設計工学-1  ３年３Q 1 ○

材料加工学-1　  ３年１Q 1 ○

材料加工学-2　 ３年２Q 1 ○

材料強度学-1  ３年１Q 1 ○

材料強度学-2  ３年２Q 1 ○

電気機器-1  ３年１Q 1 ○

電気機器-2  ３年２Q 1 ○

エネルギープラント管理演習-1  ３年１.２Q 1 ○ ○

エネルギープラント管理演習-2 ４年１.２Q 2 ○ ○

エネルギープラント保全論-1  ３年１Q 1 ○

エネルギープラント保全論-2  ３年２Q 1 ○

洋上プラント安全論-1  ３年１Q 1 ○ ○

洋上プラント安全論-2  ３年２Q 1 ○ ○

海事法規-1 ３年３Q 1 ○

海事法規-2 ３年３Q 1 ○

船舶衛生-1  ４年１Q 1 ○

船舶衛生-2  ４年２Q 1 ○

運動科学-1  ３年１Q 1 ○

運動科学-2  ３年１Q 1 ○

機関学実験 ３年１.２.３Q 1 ○

船舶実習-1 ３年４Q 8 ○

船舶実習-2 ４年４Q 8 ○ ○

免許科目総合一覧

（海技ライセンスコース機関学領域）

免許講習授業科目の名称 配当年次科目区分

主専門科目

専
門
科
目

海洋専門
基礎科目

（領域共通）

船舶衛生海技士
単位数

海洋専門
基礎科目

（機関学領域）

必修 選択

航海航法-1  ２年１Q 1 ○

航海航法-2 ２年２Q 1 ○

航海航法-3 ２年３Q 1 ○

航海計器-1  ２年１Q 1 ○

航海計器-2 ２年２Q 1 ○

航海計器-3 ２年３Q 1 ○

航海学演習-1  ２年１Q 1 ○

航海学演習-2  ２年２Q 1 ○

航海学演習-3  ２年３Q 1 ○

航海航法-4  ３年１Q 1 ○

航海航法-5 ３年２Q 1 ○

航海航法-6 ３年３Q 1 ○

航海計器-4 ３年１Q 1 ○

航海計器-5 ３年２Q 1 ○

航海計器-6 ３年３Q 1 ○

船舶工学-1  ３年１Q 1 ○

船舶工学-2  ３年２Q 1 ○

海洋気象学-1  ３年１Q 1 ○

海洋気象学-2  ３年２Q 1 ○

航海学演習-4  ３年３Q 1 ○

運用学実習-1 ３年１Q 1 ○

運用学実習-2  ３年２Q 1 ○

運用学実習-3  ４年１Q 1 ○

運用学実習-4  ４年２Q 1 ○

運用学演習-1 ３年１Q 1 ○

運用学演習-2  ３年２Q 1 ○

運用学演習-3  ４年１Q 1 ○

運用学演習-4  ４年２Q 1 ○

操船学-1  ３年１Q 1 ○

操船学-2  ３年２Q 1 ○

載貨論 ３年３Q 1 ○

管理実務-1  ３年１Q 1 ○

管理実務-2  ３年２Q 1 ○

海事英語（船舶実務）-1  ３年１Q 1 ○

海事英語（船舶実務）-2  ３年２Q 1 ○

海事英語（船舶実務）-3  ３年３Q 1 ○

海事英語（船舶実務）-4  ４年１Q 1 ○

海事英語（船舶実務）-5  ４年２Q 1 ○

海事英語（船舶実務）-6  ４年３Q 1 ○

海事英語（船舶通信）  ３年３Q 1 ○

海事法規-1 ３年３Q 1 ○

海事法規-2 ３年３Q 1 ○

海上交通法-1  ３年１Q 1 ○

海上交通法-2  ３年２Q 1 ○

海上交通法-3  ３年３Q 1 ○

船舶衛生-1  ４年１Q 1 ○

船舶衛生-2  ４年２Q 1 ○

運動科学-1  ３年１Q 1 ○

運動科学-2  ３年１Q 1 ○

アクアティックアクティビティ演習  ３年２Q 1 ○

船舶実習-1 ３年４Q 8 ○

船舶実習-2 ４年４Q 8 ○ ○

免許講習科目区分

専
門
科
目

海洋専門
基礎科目

主専門科目

船舶衛生

免許科目総合一覧

（海技ライセンスコース航海学領域 ）

授業科目の名称 配当年次
単位数

海技士
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必修 選択

コミュニケーション英語A，B １年１.２Q 各0.5 ○

コミュニケーション英語C，D １年３.４Q 各0.5 ○

ライティング英語A，B １年３.４Q 各0.5 ○

ライティング英語C，D ２年１.２Q 各0.5 ○

流体力学-1 ２年１Q 1 ○

流体力学-2 ２年２Q 1 ○

材料力学-1 ２年３Q 1 ○

工業熱力学-1 ２年１Q 1 ○

工業熱力学-2 ２年２Q 1 ○

工業熱力学-3 ２年３Q 1 ○

電気回路-1 ２年１Q 1 ○

電気回路-2 ２年２Q 1 ○

電子回路-1 ２年３Q 1 ○

制御理論-1 ２年３Q 1 ○

船舶機関概論 ２年１.２Q 1 ○

機械製図演習-1 ２年３Q 1 ○

機関室資源管理-1  ３年１Q 1 ○ ○

機関室資源管理-2  ３年２Q 1 ○ ○

海洋生存技術演習  ４年１.２Q 1 ○ ○

実用海事機関英語-1  ３年１Q 1 ○

実用海事機関英語-2  ３年２Q 1 ○

抵抗推進工学-1  ３年１Q 1 ○

抵抗推進工学-2  ３年２Q 1 ○

浮体運動学-1  ３年１Q 1 ○

浮体運動学-2  ３年２Q 1 ○

熱機関工学-1  ３年１Q 1 ○

熱機関工学-2  ３年２Q 1 ○

伝熱工学-1 ３年１Q 1 ○

伝熱工学-2 ３年２Q 1 ○

燃焼工学-1  ３年３Q 1 ○ ○

機械設計工学-1  ３年３Q 1 ○

材料加工学-1　  ３年１Q 1 ○

材料加工学-2　 ３年２Q 1 ○

材料強度学-1  ３年１Q 1 ○

材料強度学-2  ３年２Q 1 ○

電気機器-1  ３年１Q 1 ○

電気機器-2  ３年２Q 1 ○

エネルギープラント管理演習-1  ３年１.２Q 1 ○ ○

エネルギープラント管理演習-2 ４年１.２Q 2 ○ ○

エネルギープラント保全論-1  ３年１Q 1 ○

エネルギープラント保全論-2  ３年２Q 1 ○

洋上プラント安全論-1  ３年１Q 1 ○ ○

洋上プラント安全論-2  ３年２Q 1 ○ ○

海事法規-1 ３年３Q 1 ○

海事法規-2 ３年３Q 1 ○

船舶衛生-1  ４年１Q 1 ○

船舶衛生-2  ４年２Q 1 ○

運動科学-1  ３年１Q 1 ○

運動科学-2  ３年１Q 1 ○

機関学実験 ３年１.２.３Q 1 ○

船舶実習-1 ３年４Q 8 ○

船舶実習-2 ４年４Q 8 ○ ○

免許科目総合一覧

（海技ライセンスコース機関学領域）

免許講習授業科目の名称 配当年次科目区分

主専門科目

専
門
科
目

海洋専門
基礎科目

（領域共通）

船舶衛生海技士
単位数

海洋専門
基礎科目

（機関学領域）

必修 選択

航海航法-1  ２年１Q 1 ○

航海航法-2 ２年２Q 1 ○

航海航法-3 ２年３Q 1 ○

航海計器-1  ２年１Q 1 ○

航海計器-2 ２年２Q 1 ○

航海計器-3 ２年３Q 1 ○

航海学演習-1  ２年１Q 1 ○

航海学演習-2  ２年２Q 1 ○

航海学演習-3  ２年３Q 1 ○

航海航法-4  ３年１Q 1 ○

航海航法-5 ３年２Q 1 ○

航海航法-6 ３年３Q 1 ○

航海計器-4 ３年１Q 1 ○

航海計器-5 ３年２Q 1 ○

航海計器-6 ３年３Q 1 ○

船舶工学-1  ３年１Q 1 ○

船舶工学-2  ３年２Q 1 ○

海洋気象学-1  ３年１Q 1 ○

海洋気象学-2  ３年２Q 1 ○

航海学演習-4  ３年３Q 1 ○

運用学実習-1 ３年１Q 1 ○

運用学実習-2  ３年２Q 1 ○

運用学実習-3  ４年１Q 1 ○

運用学実習-4  ４年２Q 1 ○

運用学演習-1 ３年１Q 1 ○

運用学演習-2  ３年２Q 1 ○

運用学演習-3  ４年１Q 1 ○

運用学演習-4  ４年２Q 1 ○

操船学-1  ３年１Q 1 ○

操船学-2  ３年２Q 1 ○

載貨論 ３年３Q 1 ○

管理実務-1  ３年１Q 1 ○

管理実務-2  ３年２Q 1 ○

海事英語（船舶実務）-1  ３年１Q 1 ○

海事英語（船舶実務）-2  ３年２Q 1 ○

海事英語（船舶実務）-3  ３年３Q 1 ○

海事英語（船舶実務）-4  ４年１Q 1 ○

海事英語（船舶実務）-5  ４年２Q 1 ○

海事英語（船舶実務）-6  ４年３Q 1 ○

海事英語（船舶通信）  ３年３Q 1 ○

海事法規-1 ３年３Q 1 ○

海事法規-2 ３年３Q 1 ○

海上交通法-1  ３年１Q 1 ○

海上交通法-2  ３年２Q 1 ○

海上交通法-3  ３年３Q 1 ○

船舶衛生-1  ４年１Q 1 ○

船舶衛生-2  ４年２Q 1 ○

運動科学-1  ３年１Q 1 ○

運動科学-2  ３年１Q 1 ○

アクアティックアクティビティ演習  ３年２Q 1 ○

船舶実習-1 ３年４Q 8 ○

船舶実習-2 ４年４Q 8 ○ ○

免許講習科目区分

専
門
科
目

海洋専門
基礎科目

主専門科目

船舶衛生

免許科目総合一覧

（海技ライセンスコース航海学領域 ）

授業科目の名称 配当年次
単位数

海技士
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１．学生生活上の周知事項 

 

海洋政策科学部事務室  

学生センター＝鶴甲第 1キャンパス   

 

(1) 学生への通知等について 

大学からの学生への通知，呼出し等は，事務室前掲示板・うりぼーネット掲示板への掲示，または

学籍番号メールへの連絡等により行いますので，常に注意しておいてください。学生本人の不都合や

不利にならぬよう，毎日の登下校時等には必ず確認するよう習慣づけてください。 

① 教養教育院掲示板（鶴甲第 1キャンパス K棟 2階） 

・全学共通授業科目等に関する事項 

・鶴甲第 1キャンパスの学生生活に関する事項 

・1年生向け海洋政策科学部事項 

② 海洋政策科学部学生向け掲示板（深江キャンパス事務室前掲示板） 

また，学生個人に対する私的電話の呼出しや伝言，郵便物等の受領については，緊急かつ重大な場

合を除き原則として取り扱わないので注意してください。なお，深江キャンパスと学生寮（白鴎寮）

の住所は異なるので間違わないよう注意してください。 

 

(2) 身分の異動等について 

休学，復学，退学，長期欠席，住所変更，改姓等在学中の身分等に異動事項が生じたときは，速や

かに願出又は届出てください。手続きが遅れたり不十分の場合は，授業料や修学上において本人に不

利益になるので，できる限り早く事務室へ連絡してください。 

特に，学生自身及び保護者等の住所・電話番号等の変更については，必ず事務室へ届出てください。      

（共通細則第 7・8条参照） 

 

(3) 授業料納付の時期及び方法について 

授業料は，入学時に Web 入力により指定していただく授業料・寄宿料振替口座から引き落とし（口

座振替）によって納付されます。納入時期は，前期分は 4 月，後期分は 10 月です。振替日に残高不

足等により口座振替ができなかった場合は，（再）振替日に引き落とし（口座振替）となります。振替

日に残高不足等にならないよう注意してください。          （教学規則第 50 条参照） 

 

(4) 授業料免除及び徴収猶予について 

経済的な理由によって授業料の納付が困難で，かつ，学業成績が優秀な者については，申請に基づ

き選考のうえ，授業料の全額又は一部免除される制度があります。 

令和 2年度の国の高等教育修学支援新制度の制定により，学部生は新制度による日本学生支援機構

の給付奨学金に申請し，併せて授業料減免申請を行うことになりました。 

採用されると支援区分により授業料の減免額が決定されます。また，授業料減免申請(免除申請)の

申請中はその結果が判明するまで授業料の納付が猶予されます。免除の結果が判明し，全額免除以外

となった場合には所定の手続きにより速やかに納付してください。授業料免除等については本学 HP

「教育・学生生活」の「経済支援（授業料（入学料）の免除及び入学料の徴収猶予について）」を参照



１．学生生活上の周知事項 

 

海洋政策科学部事務室  

学生センター＝鶴甲第 1キャンパス   

 

(1) 学生への通知等について 

大学からの学生への通知，呼出し等は，事務室前掲示板・うりぼーネット掲示板への掲示，または

学籍番号メールへの連絡等により行いますので，常に注意しておいてください。学生本人の不都合や

不利にならぬよう，毎日の登下校時等には必ず確認するよう習慣づけてください。 

① 教養教育院掲示板（鶴甲第 1 キャンパス K棟 2 階） 

・全学共通授業科目等に関する事項 

・鶴甲第 1キャンパスの学生生活に関する事項 

・1年生向け海洋政策科学部事項 

② 海洋政策科学部学生向け掲示板（深江キャンパス事務室前掲示板） 

また，学生個人に対する私的電話の呼出しや伝言，郵便物等の受領については，緊急かつ重大な場

合を除き原則として取り扱わないので注意してください。なお，深江キャンパスと学生寮（白鴎寮）

の住所は異なるので間違わないよう注意してください。 

 

(2) 身分の異動等について 

休学，復学，退学，長期欠席，住所変更，改姓等在学中の身分等に異動事項が生じたときは，速や

かに願出又は届出てください。手続きが遅れたり不十分の場合は，授業料や修学上において本人に不

利益になるので，できる限り早く事務室へ連絡してください。 

特に，学生自身及び保護者等の住所・電話番号等の変更については，必ず事務室へ届出てください。      

（共通細則第 7・8条参照） 

 

(3) 授業料納付の時期及び方法について 

授業料は，入学時に Web 入力により指定していただく授業料・寄宿料振替口座から引き落とし（口

座振替）によって納付されます。納入時期は，前期分は 4 月，後期分は 10 月です。振替日に残高不

足等により口座振替ができなかった場合は，（再）振替日に引き落とし（口座振替）となります。振替

日に残高不足等にならないよう注意してください。          （教学規則第 50 条参照） 

 

(4) 授業料免除及び徴収猶予について 

経済的な理由によって授業料の納付が困難で，かつ，学業成績が優秀な者については，申請に基づ

き選考のうえ，授業料の全額又は一部免除される制度があります。 

令和 2年度の国の高等教育修学支援新制度の制定により，学部生は新制度による日本学生支援機構

の給付奨学金に申請し，併せて授業料減免申請を行うことになりました。 

採用されると支援区分により授業料の減免額が決定されます。また，授業料減免申請(免除申請)の

申請中はその結果が判明するまで授業料の納付が猶予されます。免除の結果が判明し，全額免除以外

となった場合には所定の手続きにより速やかに納付してください。授業料免除等については本学 HP

「教育・学生生活」の「経済支援（授業料（入学料）の免除及び入学料の徴収猶予について）」を参照
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③ 通学証明書  

通学定期券を購入する際は，利用する交通機関にて，学生証と同時に通学証明書を提示してくだ

さい。ただし，購入できる通学定期乗車券は現住所（自宅・下宿・寮等）最寄駅から学校最寄駅ま

でに限られています。なお，通学証明書を必要とする場合は通学証明書交付願に記入のうえ，事務

室へ申し込んでください。詳細については『学生生活案内（HP掲載）』を参照してください。 

 

④ 在学証明書，卒業見込証明書，成績証明書等の申込方法及び発行日等は下記のとおりです。 

何を いつ どこで 発行日 

在学証明書 事由発生時 

自動発行機 

（事務棟 1F） 

取り扱い時間（平日のみ） 

8:30～17:15 

（故障・停電時は他の発行に 

準ずる） 

学割証 〃 

通学証明書交付願 〃 

成績証明書 〃 

卒業見込証明書 〃 

学外実習派遣証明書 〃 

事 務 室 

○自動発行機以外の交付は， 

原則として申込日の 3 日目 

以降に交付。 

（例:金曜申込は水曜交付） 

ただし，英文証明，＊印につい

ての発行は 1 週間後になりま

す。 

在寮証明書 〃 

学生証（再発行）＊ 〃 

卒業証明書 〃 

健康診断証明書 ＊ 〃 
保健管理センター 

深江分室 

 

⑤ 他学部の自動発行機（土・日・祝祭日を除く） 

設 置 場 所 （  部  局  ） 取扱い時間 

鶴甲第 1 キャンパス

（国際人間科学部） 
B 棟 1 階ホール内 8 : 3 0 ～ 1 7 : 1 5 

鶴甲第 2 キャンパス

（国際人間科学部） 
本館 A棟 2階 8 : 3 0 ～ 1 7 : 1 5 

六甲台 第 3学舎 1階学生コーナー 
8 : 3 0 ～ 1 7 : 0 0 

（ 月 ～ 土 曜 日 ） 

工学部 玄関 1階 8 : 3 0 ～ 1 7 : 0 0 

農学部 A 棟 1階 学生ホール内 8 : 3 0 ～ 1 7 : 0 0 

医学部医学科 学生ホール 1階 9 : 0 0 ～ 1 7 : 0 0 

医学部保健学科 B 棟  1 階 
8 : 3 0 ～ 1 8 : 0 0 

（水・金曜日は 19：00 まで） 

 

(6) 奨学制度について 

学業・人物とも優秀でありながら，経済的理由によって修学が困難な者に対し学資を援助する制度

です。奨学金の運営団体には，独立行政法人日本学生支援機構（JASSO）をはじめ，地方公共団体や民

間奨学団体等があり，各奨学会により提出書類や時期，募集条件等が異なるので，希望者は掲示等に

十分注意してください。 

してください。 

 

(5) 証明書等の交付について 

大学で発行する証明書等は，社会一般で公文書として通用するものなので，その取扱いには十分注

意してください。 

① 学生証 

学生証は身分を証明するものですから，学生はこれを常時携帯し，本学職員の請求があったとき

は提示してください。また，卒業，修了，退学等により学籍を離れた時や休学等により有効期限が

経過したときは返還してください。なお，紛失（盗難や忘失したときは警察に届けること）又は破

損した場合は，事務室にて再発行手続きをしてください。 

② 学割証（学校学生生徒旅客運賃割引証）  

学割証は，学生の自由な権利として使用することを前提としたものではなく，修学上の経済負担

を軽減し，学生教育の振興に寄与することを目的としたものです。学生（科目等履修生，研究生等

の非正規生を除く。）が，JR 各社（旅客鉄道会社）を利用して，次の事由で片道 100km（営業キロ）

を超えて旅行する際に，普通旅客運賃が 2 割引で利用できます。（JR バス会社や他の鉄道会社等に

ついては，事前に各社の窓口に確認してください。） 

・休暇，所用による帰省 

・実験実習などの正課の教育活動 

・学校が認めた特別教育活動又は体育・文化に関する正課外の教育活動 

・就職又は進学のための受験等 

・学校が修学上適当と認めた見学又は行事への参加 

・傷病の治療その他修学上支障となる問題の処理 

・保護者の旅行への随行  

 学割証を使用する場合は学割証の「乗車船区間」，「乗車券の種類」を記入し，利用される交通機

関の窓口に申し込んでください。 

 有効期間は，発効日から 3か月間です。1回の交付は 2枚以内で，原則として 1人年間 15 枚まで

交付しますので計画的に使用してください。（往復乗車券を購入する場合，学割証は 1 枚で済みま

す。） 

注意事項 

ア  交付された学割証は，期限切れ又は計画変更等の理由で返却しても再発行は行いません。 

イ  学割証は，記名本人に限って使用できるもので，他人に譲渡し使用させることはできませ

ん。 

ウ  学割証で購入した乗車券を，他人に譲渡し使用させることはできません。 

エ  割引乗車券で乗車する際には，学生証を携帯しなければなりません。 

 上記に違反した場合は，不正使用となり，追徴金を徴収されるだけでなく，神戸大学が発行停

止の処分を受けることになり，神戸大学の信用を損なうとともに，多数の学生に迷惑を及ぼすこ

とになりますので十分注意してください。 
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③ 通学証明書  

通学定期券を購入する際は，利用する交通機関にて，学生証と同時に通学証明書を提示してくだ

さい。ただし，購入できる通学定期乗車券は現住所（自宅・下宿・寮等）最寄駅から学校最寄駅ま

でに限られています。なお，通学証明書を必要とする場合は通学証明書交付願に記入のうえ，事務

室へ申し込んでください。詳細については『学生生活案内（HP掲載）』を参照してください。 

 

④ 在学証明書，卒業見込証明書，成績証明書等の申込方法及び発行日等は下記のとおりです。 

何を いつ どこで 発行日 

在学証明書 事由発生時 

自動発行機 

（事務棟 1F） 

取り扱い時間（平日のみ） 

8:30～17:15 

（故障・停電時は他の発行に 

準ずる） 

学割証 〃 

通学証明書交付願 〃 

成績証明書 〃 

卒業見込証明書 〃 

学外実習派遣証明書 〃 

事 務 室 

○自動発行機以外の交付は， 

原則として申込日の 3 日目 

以降に交付。 

（例:金曜申込は水曜交付） 

ただし，英文証明，＊印につい

ての発行は 1 週間後になりま

す。 

在寮証明書 〃 

学生証（再発行）＊ 〃 

卒業証明書 〃 

健康診断証明書 ＊ 〃 
保健管理センター 

深江分室 

 

⑤ 他学部の自動発行機（土・日・祝祭日を除く） 

設 置 場 所 （  部  局  ） 取扱い時間 

鶴甲第 1 キャンパス

（国際人間科学部） 
B 棟 1 階ホール内 8 : 3 0 ～ 1 7 : 1 5 

鶴甲第 2 キャンパス

（国際人間科学部） 
本館 A棟 2階 8 : 3 0 ～ 1 7 : 1 5 

六甲台 第 3 学舎 1階学生コーナー 
8 : 3 0 ～ 1 7 : 0 0 

（ 月 ～ 土 曜 日 ） 

工学部 玄関 1階 8 : 3 0 ～ 1 7 : 0 0 

農学部 A 棟 1階 学生ホール内 8 : 3 0 ～ 1 7 : 0 0 

医学部医学科 学生ホール 1階 9 : 0 0 ～ 1 7 : 0 0 

医学部保健学科 B 棟  1 階 
8 : 3 0 ～ 1 8 : 0 0 

（水・金曜日は 19：00 まで） 

 

(6) 奨学制度について 

学業・人物とも優秀でありながら，経済的理由によって修学が困難な者に対し学資を援助する制度

です。奨学金の運営団体には，独立行政法人日本学生支援機構（JASSO）をはじめ，地方公共団体や民

間奨学団体等があり，各奨学会により提出書類や時期，募集条件等が異なるので，希望者は掲示等に

十分注意してください。 

してください。 

 

(5) 証明書等の交付について 

大学で発行する証明書等は，社会一般で公文書として通用するものなので，その取扱いには十分注

意してください。 

① 学生証 

学生証は身分を証明するものですから，学生はこれを常時携帯し，本学職員の請求があったとき

は提示してください。また，卒業，修了，退学等により学籍を離れた時や休学等により有効期限が

経過したときは返還してください。なお，紛失（盗難や忘失したときは警察に届けること）又は破

損した場合は，事務室にて再発行手続きをしてください。 

② 学割証（学校学生生徒旅客運賃割引証）  

学割証は，学生の自由な権利として使用することを前提としたものではなく，修学上の経済負担

を軽減し，学生教育の振興に寄与することを目的としたものです。学生（科目等履修生，研究生等

の非正規生を除く。）が，JR 各社（旅客鉄道会社）を利用して，次の事由で片道 100km（営業キロ）

を超えて旅行する際に，普通旅客運賃が 2 割引で利用できます。（JR バス会社や他の鉄道会社等に

ついては，事前に各社の窓口に確認してください。） 

・休暇，所用による帰省 

・実験実習などの正課の教育活動 

・学校が認めた特別教育活動又は体育・文化に関する正課外の教育活動 

・就職又は進学のための受験等 

・学校が修学上適当と認めた見学又は行事への参加 

・傷病の治療その他修学上支障となる問題の処理 

・保護者の旅行への随行  

 学割証を使用する場合は学割証の「乗車船区間」，「乗車券の種類」を記入し，利用される交通機

関の窓口に申し込んでください。 

 有効期間は，発効日から 3か月間です。1回の交付は 2枚以内で，原則として 1人年間 15 枚まで

交付しますので計画的に使用してください。（往復乗車券を購入する場合，学割証は 1 枚で済みま

す。） 

注意事項 

ア  交付された学割証は，期限切れ又は計画変更等の理由で返却しても再発行は行いません。 

イ  学割証は，記名本人に限って使用できるもので，他人に譲渡し使用させることはできませ

ん。 

ウ  学割証で購入した乗車券を，他人に譲渡し使用させることはできません。 

エ  割引乗車券で乗車する際には，学生証を携帯しなければなりません。 

 上記に違反した場合は，不正使用となり，追徴金を徴収されるだけでなく，神戸大学が発行停

止の処分を受けることになり，神戸大学の信用を損なうとともに，多数の学生に迷惑を及ぼすこ

とになりますので十分注意してください。 
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請している者）もしくは，本学授業料免除の対象者

と同等の経済状況に該当すると推測される者。 

 

(7) アルバイト・下宿について 

アルバイトの紹介は，神戸大学がアルバイト紹介業務を委託している神戸大学生協で行っているの

で，下記の大学生協ショップに問い合わせてください。また,株式会社学生情報センターの学生アル

バイトネットワークに加盟しています。 

なお，外国人留学生については資格外活動許可の範囲内に限るものとし，事前に資格外活動許可を

得る必要があります。日本人学生のみを対象としたアルバイト求人情報についても同様に神戸大学生

協で取り扱っています。 

アルバイト上の雇用主とのトラブルに関しては学生本人が責任をもって対応し，学生としてふさわ

しいアルバイトに従事するように努めてください。 

下宿は神戸大学生協で斡旋していますが，外国人留学生については国際交流課に問い合わせてくだ

さい。 

【神戸大学生協サービスセンター：078-882-1033】 

【株式会社学生情報センター】 

アルバイト紹介は，「神戸大学アルバイト紹介システム」https://baitonet.jp/kobe-u/を利用

しインターネットで行っています。最初に神戸大学から配布されたメールアドレスにより利用登

録を行い，アルバイト紹介システム専用のＩＤ・パスワードを取得してください。インターネッ

トにより，パソコン，携帯電話で 24 時間 365 日アルバイト情報が閲覧できます。 

（詳細については『学生生活案内（HP掲載）』を参照） 

 

(8) 忘れ物・落し物の届け出 

キャンパス内での忘れ物，落し物等を拾得した場合は速やかに事務室へ届けてください。なお，拾

得物は事務室にて保管（概ね半年間）するので，心当たりのある者は申出てください。 

 

(9) 学生教育研究災害傷害保険制度について 

この制度は，大学において講義・実験・実習等の正課中，教育活動の一環としての学校行事中，キ

ャンパス内での休憩中及び課外活動中に事故に遭い，身体に傷害を受けた場合に保険金が支払われる

制度です。該当事項が生じた時は，事故報告書を事務室で受領し，速やかに提出してください。 

なお，海洋政策科学部においては実験・実習に従事する機会が多いため，学研災付帯賠償責任保険

（以下の※参照）のＡコースを含めて全全員員加加入入となっていますので，入学時に配付される加入案内に

従って必ず加入手続きをしてください。 

保険期間と保険料は，在学期間によって異なります。年単位での加入のため，乗船実習科は 1年間

の保険料となります。留年等で引続き在学する者は 1年単位で加入の延長手続きをしてください。 

※「学研災付帯賠償責任保険」は正課，学校行事，課外活動，インターンシップ及びその往復で他

人にケガをさせたり，他人の財物を損壊した等により被る法律上の損害賠償を補償する保険です。詳

細については本学 HP「教育・学生生活」の「保険制度（学研災付帯賠償責任保険）」を参照してくだ

さい。 

 

① 独立行政法人日本学生支援機構（JASSO）  

国の育英奨学事業機関です。募集等詳細については本学 HP「教育・学生生活」の「奨学金制度（日

本学生支援機構奨学金）」を参照してください。 

 

② その他の育英奨学団体奨学生 

 その他の地方公共団体及び民間奨学財団等の奨学金については本学 HP「教育・学生生活」の「奨

学金制度（民間奨学団体・地方公共団体の奨学金制度）」を参照してください。 

なお，海洋政策科学部独自の奨学金については，以下のとおりです。基本的に各学期前にその都

度掲示等でお知らせしますので，希望者は十分に注意してください。 

 

奨 学 会 名 等 月 額 主な出願資格等条件 

海 技 教 育 財 団 

（貸与） 

20,000 円 

～60,000 円 

海洋政策科学部に在籍し，勉学意欲・人物とも

に優良かつ健康で，船員への志望が強固であり，

経済的理由により就業が困難な者（募集は年２

回あります） 

4 年生の 12 月まで貸与（船舶実習 3履修者およ

び乗船実習科進学者は希望により延長可） 

全 日 本 海 員 組 合 

（貸与） 

10,000 円 

または 

16,000 円 

海洋政策科学部に在籍し，学業及び人物が優秀

であり，かつ船員になろうとする者で，家計の

状況からみて，奨学金の貸与が必要と認められ

る者 

近 藤 記 念 海 事 財 団 

（貸与） 
40,000 円 

海洋政策科学部第 2 年次に在籍し，卒業後乗船

勤務又は海事に関連する業務に従事しようとす

る者 

奥野基金給付型奨学金 

（給付） 

半年（1 回） 

学部生 25 万円 

乗船実習科生 

28 万円 

    （次に掲げる要件のすべてに該当する者） 

①海洋政策科学部及び乗船実習科に在籍する学 

生（留学生を除く）のうち，学業，人物ともに優れた 

者で，真に経済的支援を必要と認められる者。 

②海事産業界への貢献を目標に乗船実習科に進 

学（在学）し，海技資格（三級以上）の取得を目指

す者。 

③個人的・社会的目標の実現に向けて将来計画 

等があること。 

④他の奨学財団（日本学生支援機構は除く。）等か

らの奨学金を受給していないこと。ただし，他の奨

学金との併給可としている奨学金については併給

可とする。 

⑤申請期の授業料免除申請者（日本学生支援機

構給付金型奨学金による授業料等減免制度に申

176



請している者）もしくは，本学授業料免除の対象者

と同等の経済状況に該当すると推測される者。 

 

(7) アルバイト・下宿について 

アルバイトの紹介は，神戸大学がアルバイト紹介業務を委託している神戸大学生協で行っているの

で，下記の大学生協ショップに問い合わせてください。また,株式会社学生情報センターの学生アル

バイトネットワークに加盟しています。 

なお，外国人留学生については資格外活動許可の範囲内に限るものとし，事前に資格外活動許可を

得る必要があります。日本人学生のみを対象としたアルバイト求人情報についても同様に神戸大学生

協で取り扱っています。 

アルバイト上の雇用主とのトラブルに関しては学生本人が責任をもって対応し，学生としてふさわ

しいアルバイトに従事するように努めてください。 

下宿は神戸大学生協で斡旋していますが，外国人留学生については国際交流課に問い合わせてくだ

さい。 

【神戸大学生協サービスセンター：078-882-1033】 

【株式会社学生情報センター】 

アルバイト紹介は，「神戸大学アルバイト紹介システム」https://baitonet.jp/kobe-u/を利用

しインターネットで行っています。最初に神戸大学から配布されたメールアドレスにより利用登

録を行い，アルバイト紹介システム専用のＩＤ・パスワードを取得してください。インターネッ

トにより，パソコン，携帯電話で 24 時間 365 日アルバイト情報が閲覧できます。 

（詳細については『学生生活案内（HP掲載）』を参照） 

 

(8) 忘れ物・落し物の届け出 

キャンパス内での忘れ物，落し物等を拾得した場合は速やかに事務室へ届けてください。なお，拾

得物は事務室にて保管（概ね半年間）するので，心当たりのある者は申出てください。 

 

(9) 学生教育研究災害傷害保険制度について 

この制度は，大学において講義・実験・実習等の正課中，教育活動の一環としての学校行事中，キ

ャンパス内での休憩中及び課外活動中に事故に遭い，身体に傷害を受けた場合に保険金が支払われる

制度です。該当事項が生じた時は，事故報告書を事務室で受領し，速やかに提出してください。 

なお，海洋政策科学部においては実験・実習に従事する機会が多いため，学研災付帯賠償責任保険

（以下の※参照）のＡコースを含めて全全員員加加入入となっていますので，入学時に配付される加入案内に

従って必ず加入手続きをしてください。 

保険期間と保険料は，在学期間によって異なります。年単位での加入のため，乗船実習科は 1年間

の保険料となります。留年等で引続き在学する者は 1年単位で加入の延長手続きをしてください。 

※「学研災付帯賠償責任保険」は正課，学校行事，課外活動，インターンシップ及びその往復で他

人にケガをさせたり，他人の財物を損壊した等により被る法律上の損害賠償を補償する保険です。詳

細については本学 HP「教育・学生生活」の「保険制度（学研災付帯賠償責任保険）」を参照してくだ

さい。 

 

① 独立行政法人日本学生支援機構（JASSO）  

国の育英奨学事業機関です。募集等詳細については本学 HP「教育・学生生活」の「奨学金制度（日

本学生支援機構奨学金）」を参照してください。 

 

② その他の育英奨学団体奨学生 

 その他の地方公共団体及び民間奨学財団等の奨学金については本学 HP「教育・学生生活」の「奨

学金制度（民間奨学団体・地方公共団体の奨学金制度）」を参照してください。 

なお，海洋政策科学部独自の奨学金については，以下のとおりです。基本的に各学期前にその都

度掲示等でお知らせしますので，希望者は十分に注意してください。 

 

奨 学 会 名 等 月 額 主な出願資格等条件 

海 技 教 育 財 団 

（貸与） 

20,000 円 

～60,000 円 

海洋政策科学部に在籍し，勉学意欲・人物とも

に優良かつ健康で，船員への志望が強固であり，

経済的理由により就業が困難な者（募集は年２

回あります） 

4 年生の 12 月まで貸与（船舶実習 3履修者およ

び乗船実習科進学者は希望により延長可） 

全 日 本 海 員 組 合 

（貸与） 

10,000 円 

または 

16,000 円 

海洋政策科学部に在籍し，学業及び人物が優秀

であり，かつ船員になろうとする者で，家計の

状況からみて，奨学金の貸与が必要と認められ

る者 

近 藤 記 念 海 事 財 団 

（貸与） 
40,000 円 

海洋政策科学部第 2 年次に在籍し，卒業後乗船

勤務又は海事に関連する業務に従事しようとす

る者 

奥野基金給付型奨学金 

（給付） 

半年（1 回） 

学部生 25 万円 

乗船実習科生 

28 万円 

    （次に掲げる要件のすべてに該当する者） 

①海洋政策科学部及び乗船実習科に在籍する学 

生（留学生を除く）のうち，学業，人物ともに優れた 

者で，真に経済的支援を必要と認められる者。 

②海事産業界への貢献を目標に乗船実習科に進 

学（在学）し，海技資格（三級以上）の取得を目指

す者。 

③個人的・社会的目標の実現に向けて将来計画 

等があること。 

④他の奨学財団（日本学生支援機構は除く。）等か

らの奨学金を受給していないこと。ただし，他の奨

学金との併給可としている奨学金については併給

可とする。 

⑤申請期の授業料免除申請者（日本学生支援機

構給付金型奨学金による授業料等減免制度に申
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ハラスメント相談員（海洋政策科学部） 

所 属 氏   名（性別） 連絡先（TEL，E-mai1） 

海事科学研究科長 平山 勝敏（男） 431 6262 hirayama@maritime. 

海事科学研究科副研究科長 
佐俣 博章（男） 431 6285 samata@maritime. 

藤本 岳洋（男） 431 8376 takehiro@maritime. 

学生委員協議会委員 平田 燕奈（女） 431 6372 enna.hirata@platinum. 

海事科学研究科准教授 沖本 天太（男） 431 6264 tenda@maritime. 

海事科学研究科事務長 ※HP参照 

（注）電子メールアドレスは，ドメイン名以下（kobe-u.ac.jp）を省略しています。 

 

(11)  心身の健康管理について 

神戸大学には学生及び職員の心と身体の健康の保持増進を担う保健管理センターが設置されてい

て，深江キャンパスにも保健管理センター【深江分室】（以下「深江分室」という。）があります。ま

た，深江分室だけでなく，保健管理センター（六甲台）や保健管理センター楠分室，名谷地区健康管

理室も利用できます。詳細については『学生生活案内（HP 掲載）』やインターネット保健管理センタ

ーホームページ（http://www.health.kobe-u.ac.jp/）をご覧ください。 

【保健管理センター深江分室  TEL:078-431-6232】 

【保健管理センター（六甲台） TEL:078-803-5245】 

 ① 健康診断 

学校保健安全法に基づき疾病の早期発見，早期治療を目的に毎年 1回固定期健康診断が実施され

ます。この健康診断は神戸大学学生健康診断規程に従って実施され全員が必ず受検することになっ

ています。定期健康診断を受検しなかった者は自費で学外の医療機関において当該健康診断と同等

の実施項目を受検の上健康診断証明書を深江分室に提出しなければなりません。 

② 健康診断証明書の発行 

各種の健康診断証明書（奨学金申請用・競技会参加用・留学用・大学院進学用・就職用など）は

定期健康診断の結果に基づいて保健管理センターから発行されます。希望者は深江分室に申し込ん

でください。 

③ 救急処置 

キャンパス内で発生した急な病気や事故など救急処置を必要とする時は深江分室へ連絡して指

示を受けてください。（患者を動かしてはいけない場合があります。）重体ないし重傷と判断される

場合には同時に消防救急隊（119 番）へ連絡してください。 

④ 健康相談（「からだの健康相談」と「こころの健康相談」）  

深江分室には専任の医師と看護師がいて健康相談に応じています。精神神経科による「こころの

健康相談」も受け付けていますので，誰にも言えないような悩みや心配ごとなど，一人でくよくよ

しないで，気軽に相談してください。 

相談内容の秘密は厳守されます。深江分室での「からだの健康相談」は毎日「こころの健康相談」

は原則毎金曜日です。なお待ち時間の緩和と相談時間確保のため事前に深江分室窓口へ直接又は電

話にて予約してください。 

 

(10) 学生相談について 

近年，学生の資質が多岐に渡ってくるに伴って，学生個々の悩みも修学・生活・進路など多種多様

化しています。 

海洋政策科学部では，さまざまな問題や悩みなどを抱えた方を支援するために， 次のような相談

体制を整えています。平常は，友人や先輩や家族と話したりしながら自分自身の課題や悩みについて

考えているわけですが，相談員に問題や悩みを相談することによって，自ら問題の整理や解決の糸口

を見つけることができ，充実した学生生活を送られることと思います。 

 

※「相談内容の秘密は厳守されます。」 

①  学級指導教員（クラス担任教員）制度 

  諸君の身上事項や学級調整を必要とする修学事項又は将来に関する進路指導等について諸君の

相談に応じています。 

②  学生センターと「学生なんでも相談」  

学生センターには，奨学金，授業料免除，学生教育研究災害障害保険，学生寮，課外活動等に関

する窓口があり，それぞれの相談に応じています。 

なお，問題解決へのアドバイスのほか，相談内容によって，さらに適切な相談窓口を紹介してい

ます。 

③ 「からだの健康相談」と「こころの健康相談」 

保健管理センターでは，内科や整形外科，耳鼻咽喉科，皮膚科，眼科，放射線科，産婦人科の医

師があらゆる身体の不調に関する相談を受け付けています。また，カウンセラーと精神神経科医が，

あらゆる心の悩みや心配事の相談に応じています。 

④ キャンパスライフ支援センター 

障害があるなどの理由により，日常の勉学や学生生活になんらかの困難や不安を抱えている場合

の相談や調整を行っています。専門家が相談にのり，講義に対する配慮や履修登録の支援，試験時

の配慮等，必要に応じたサポートを検討します。 

【キャンパスライフ支援センター：電話 078-803-5258】 

⑤  ハラスメントに関する相談  

ハラスメントとは「嫌がらせ」のことで，「相手が望まない言葉や言動によって，屈辱や精神的苦

痛を感じさせたり，不快な思いをさせたりすること」をいいます。 

海洋政策科学部にも「ハラスメント相談窓口」があり，相談員が相談に応じます。ハラスメント

の被害にあったときは，一人で悩みを抱え込まずに相談してください。相談することによってあな

たが不利益を被ることはありません。 

海洋政策科学部のハラスメント相談員は別表のとおりですが，所属学部等の相談員だけでなく，

保健管理センター「こころの健康相談」の相談員などにも相談できます。詳しくは，神戸大学ホー

ムページ（https://www.kobe-u.ac.jp/ja/about/action/harassment/）をご覧ください。 
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ハラスメント相談員（海洋政策科学部） 

所 属 氏   名（性別） 連絡先（TEL，E-mai1） 

海事科学研究科長 平山 勝敏（男） 431 6262 hirayama@maritime. 

海事科学研究科副研究科長 
佐俣 博章（男） 431 6285 samata@maritime. 

髙坂 良史（男） 431 6267 kohsaka@maritime. 

学生委員協議会委員 平田 燕奈（女） 431 6372 enna.hirata@platinum. 

海事科学研究科教授 沖本 天太（男） 431 6264 tenda@maritime. 

海事科学研究科事務長 ※HP参照 

（注）電子メールアドレスは，ドメイン名以下（kobe-u.ac.jp）を省略しています。 

 

(11)  心身の健康管理について 

神戸大学には学生及び職員の心と身体の健康の保持増進を担う保健管理センターが設置されてい

て，深江キャンパスにも保健管理センター【深江分室】（以下「深江分室」という。）があります。ま

た，深江分室だけでなく，保健管理センター（六甲台）や保健管理センター楠分室，名谷地区健康管

理室も利用できます。詳細については『学生生活案内（HP 掲載）』やインターネット保健管理センタ

ーホームページ（http://www.health.kobe-u.ac.jp/）をご覧ください。 

【保健管理センター深江分室  TEL:078-431-6232】 

【保健管理センター（六甲台） TEL:078-803-5245】 

 ① 健康診断 

学校保健安全法に基づき疾病の早期発見，早期治療を目的に毎年 1回固定期健康診断が実施され

ます。この健康診断は神戸大学学生健康診断規程に従って実施され全員が必ず受検することになっ

ています。定期健康診断を受検しなかった者は自費で学外の医療機関において当該健康診断と同等

の実施項目を受検の上健康診断証明書を深江分室に提出しなければなりません。 

② 健康診断証明書の発行 

各種の健康診断証明書（奨学金申請用・競技会参加用・留学用・大学院進学用・就職用など）は

定期健康診断の結果に基づいて保健管理センターから発行されます。希望者は深江分室に申し込ん

でください。 

③ 救急処置 

キャンパス内で発生した急な病気や事故など救急処置を必要とする時は深江分室へ連絡して指

示を受けてください。（患者を動かしてはいけない場合があります。）重体ないし重傷と判断される

場合には同時に消防救急隊（119 番）へ連絡してください。 

④ 健康相談（「からだの健康相談」と「こころの健康相談」）  

深江分室には専任の医師と看護師がいて健康相談に応じています。精神神経科による「こころの

健康相談」も受け付けていますので，誰にも言えないような悩みや心配ごとなど，一人でくよくよ

しないで，気軽に相談してください。 

相談内容の秘密は厳守されます。深江分室での「からだの健康相談」は毎日「こころの健康相談」

は原則毎金曜日です。なお待ち時間の緩和と相談時間確保のため事前に深江分室窓口へ直接又は電

話にて予約してください。 

 

(10) 学生相談について 

近年，学生の資質が多岐に渡ってくるに伴って，学生個々の悩みも修学・生活・進路など多種多様

化しています。 

海洋政策科学部では，さまざまな問題や悩みなどを抱えた方を支援するために， 次のような相談

体制を整えています。平常は，友人や先輩や家族と話したりしながら自分自身の課題や悩みについて

考えているわけですが，相談員に問題や悩みを相談することによって，自ら問題の整理や解決の糸口

を見つけることができ，充実した学生生活を送られることと思います。 

 

※「相談内容の秘密は厳守されます。」 

①  学級指導教員（クラス担任教員）制度 

  諸君の身上事項や学級調整を必要とする修学事項又は将来に関する進路指導等について諸君の

相談に応じています。 

②  学生センターと「学生なんでも相談」  

学生センターには，奨学金，授業料免除，学生教育研究災害障害保険，学生寮，課外活動等に関

する窓口があり，それぞれの相談に応じています。 

なお，問題解決へのアドバイスのほか，相談内容によって，さらに適切な相談窓口を紹介してい

ます。 

③ 「からだの健康相談」と「こころの健康相談」 

保健管理センターでは，内科や整形外科，耳鼻咽喉科，皮膚科，眼科，放射線科，産婦人科の医

師があらゆる身体の不調に関する相談を受け付けています。また，カウンセラーと精神神経科医が，

あらゆる心の悩みや心配事の相談に応じています。 

④ キャンパスライフ支援センター 

障害があるなどの理由により，日常の勉学や学生生活になんらかの困難や不安を抱えている場合

の相談や調整を行っています。専門家が相談にのり，講義に対する配慮や履修登録の支援，試験時

の配慮等，必要に応じたサポートを検討します。 

【キャンパスライフ支援センター：電話 078-803-5258】 

⑤  ハラスメントに関する相談  

ハラスメントとは「嫌がらせ」のことで，「相手が望まない言葉や言動によって，屈辱や精神的苦

痛を感じさせたり，不快な思いをさせたりすること」をいいます。 

海洋政策科学部にも「ハラスメント相談窓口」があり，相談員が相談に応じます。ハラスメント

の被害にあったときは，一人で悩みを抱え込まずに相談してください。相談することによってあな

たが不利益を被ることはありません。 

海洋政策科学部のハラスメント相談員は別表のとおりですが，所属学部等の相談員だけでなく，

保健管理センター「こころの健康相談」の相談員などにも相談できます。詳しくは，神戸大学ホー

ムページ（https://www.kobe-u.ac.jp/ja/about/action/harassment/）をご覧ください。 
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２．神戸大学学生健康診断規程 
 

（趣  旨） 

第 1 条 この規程は，神戸大学の学生に対する健康診断及び事後措置等について定めるものとする。 

（実施機関） 

第 2 条 健康診断は，インクルーシブキャンパス＆ヘルスケアセンター保健管理部門(以下「保健管

理部門」という)が行う。 

（健康診断の種類） 

第 3条 健康診断は，定期健康診断及び臨時健康診断とする。 

2 定期健康診断は，毎学年定期に行うものとする。 

3 臨時健康診断は，インクルーシブキャンパス＆ヘルスケアセンター保健管理部門長(以下「保健管

 理部門長」という。)が必要と認めたときに行うものとする。 

（受診の義務） 

第 4条 学生は，健康診断を受けなければならない。 

2 学生は，健康診断を受けなかったときは，保健管理部門長の定める期間内に，当該健康診断と同等

の実施項目を含む健康診断証明書を保健管理部門に提出しなければならない。 

3 前項の規定による健康診断証明書を提出できないときは，保健管理部門長に申し出て指示を受け

なければならない。 

（健康診断の結果の区分及び通知） 

第 5条 保健管理部門長は，健康診断の結果を別表により区分し，学部長等（各学部長及び各研究科

長をいう。以下同じ。）に通知するとともに， 学生に通知するものとする。ただし，疾病のない者

については，学生への通知を省略することができる。 

（事後措置） 

第 6条 学部長等は，健康診断の結果，疾病のため生活規正又は治療を要する者があるときは，保健

管理部門長と協議の上，当該学生の健康回復に必要な指導を行わなければならない。 

2 健康診断の結果，疾病のある者は，前項の指導に従わなければならない。 

（復学時の受診） 

第 7条 疾病のため休学中の者が復学しようとするときは，学部長等を経て，保健管理部門長に申し

出て，健康診断を受けなければならない。 

（証明書の発行） 

第 8条 第 3 条の健康診断を受けた者が，健康診断証明書を必要とするときは，これを発行すること

 がある。 

 

附  則 

この規程は，平成 16 年 4 月 1日から施行する。  

 

附  則 

この規程は，令和 4年 4月 1日から施行する。 

 

  

⑤ 保健指導 

健康診断や再検査・精密検査の結果について，保健指導が必要な方には個別に連絡しています。

自ら保健指導を希望される方は健康相談と同様に深江分室に申し込んでください。 

⑥ 健康教育 

保健管理センターが主催する講演会（エイズ講習会等）へはどなたでも参加できます。詳細はイ

ンターネット保健管理センターホームページなどで案内しています。 

 

(12)  就職について 

大学では学生の就職サポートをキャリアセンター並びに学部の両面から行っています。 

① キャリアセンター（鶴甲第一キャンパスA棟 1階）  

キャリアセンターでは，求人票及び閲覧用就職情報誌や情報検索用パソコン等を整備しています。

また，経験豊富な専門的知識を有するキャリアアドバイザーを配置し，相談を受け付けています。 

② 海洋政策科学部事務室及び学級指導教員 

主に学級指導教員による個別の就職指導と事務室での求人情報の提供及び各種証明書発行等に

より就職活動をサポートしています。なお第 3学年生を中心にキャリアガイダンス等を実施してい

ます。 

 

(13)  車両入構規制について 

深江キャンパス内への自動車での通学は原則として認めていません。ただし，身体的理由及び荷物

の運搬等の必要が生じた場合は，研究科長（学部長）へ入構願を提出することにより許可されること

があります。 

また，原動機付自転車及び自動二輪車（以下自動二輪車等）のキャンパス内への乗り入れは通学者

の安全運転の向上及び事故防止等のため駐輪登録制を実施しています。 

本学のキャンパス内へ自動二輪車等を乗り入れる学生は必ず駐輪登録してください。駐輪場は指定

場所のみとし，それ以外の構内への進入は禁止しています。駐輪登録されていない自動二輪車等や指

定場所以外に駐輪している自動二輪車等は，撤去することがあります。 

なお，自転車を乗り入れる場合は必ず「自転車駐輪場」の看板のある場所に駐輪してください。 

不要になった自動二輪車等や自転車はキャンパス内に放置せずに各自で必ず処分してください。学

内のルールを守って構内の美化に努めましょう。 

○指定駐輪場（Ⅷ．その他 3.深江キャンパス案内参照） 

 バイク：正門・右（体育館北），自転車：正門・左（２号館北）など 

180



２．神戸大学学生健康診断規程 
 

（趣  旨） 

第 1 条 この規程は，神戸大学の学生に対する健康診断及び事後措置等について定めるものとする。 

（実施機関） 

第 2 条 健康診断は，インクルーシブキャンパス＆ヘルスケアセンター保健管理部門(以下「保健管

理部門」という)が行う。 

（健康診断の種類） 

第 3条 健康診断は，定期健康診断及び臨時健康診断とする。 

2 定期健康診断は，毎学年定期に行うものとする。 

3 臨時健康診断は，インクルーシブキャンパス＆ヘルスケアセンター保健管理部門長(以下「保健管

 理部門長」という。)が必要と認めたときに行うものとする。 

（受診の義務） 

第 4条 学生は，健康診断を受けなければならない。 

2 学生は，健康診断を受けなかったときは，保健管理部門長の定める期間内に，当該健康診断と同等

の実施項目を含む健康診断証明書を保健管理部門に提出しなければならない。 

3 前項の規定による健康診断証明書を提出できないときは，保健管理部門長に申し出て指示を受け

なければならない。 

（健康診断の結果の区分及び通知） 

第 5条 保健管理部門長は，健康診断の結果を別表により区分し，学部長等（各学部長及び各研究科

長をいう。以下同じ。）に通知するとともに， 学生に通知するものとする。ただし，疾病のない者

については，学生への通知を省略することができる。 

（事後措置） 

第 6条 学部長等は，健康診断の結果，疾病のため生活規正又は治療を要する者があるときは，保健

管理部門長と協議の上，当該学生の健康回復に必要な指導を行わなければならない。 

2 健康診断の結果，疾病のある者は，前項の指導に従わなければならない。 

（復学時の受診） 

第 7条 疾病のため休学中の者が復学しようとするときは，学部長等を経て，保健管理部門長に申し

出て，健康診断を受けなければならない。 

（証明書の発行） 

第 8条 第 3 条の健康診断を受けた者が，健康診断証明書を必要とするときは，これを発行すること

 がある。 

 

附  則 

この規程は，平成 16 年 4 月 1日から施行する。  

 

附  則 

この規程は，令和 4年 4月 1日から施行する。 

 

  

⑤ 保健指導 

健康診断や再検査・精密検査の結果について，保健指導が必要な方には個別に連絡しています。

自ら保健指導を希望される方は健康相談と同様に深江分室に申し込んでください。 

⑥ 健康教育 

保健管理センターが主催する講演会（エイズ講習会等）へはどなたでも参加できます。詳細はイ

ンターネット保健管理センターホームページなどで案内しています。 

 

(12)  就職について 

大学では学生の就職サポートをキャリアセンター並びに学部の両面から行っています。 

① キャリアセンター（鶴甲第一キャンパスA棟 1階）  

キャリアセンターでは，求人票及び閲覧用就職情報誌や情報検索用パソコン等を整備しています。

また，経験豊富な専門的知識を有するキャリアアドバイザーを配置し，相談を受け付けています。 

② 海洋政策科学部事務室及び学級指導教員 

主に学級指導教員による個別の就職指導と事務室での求人情報の提供及び各種証明書発行等に

より就職活動をサポートしています。なお第 3学年生を中心にキャリアガイダンス等を実施してい

ます。 

 

(13)  車両入構規制について 

深江キャンパス内への自動車での通学は原則として認めていません。ただし，身体的理由及び荷物

の運搬等の必要が生じた場合は，研究科長（学部長）へ入構願を提出することにより許可されること

があります。 

また，原動機付自転車及び自動二輪車（以下自動二輪車等）のキャンパス内への乗り入れは通学者

の安全運転の向上及び事故防止等のため駐輪登録制を実施しています。 

本学のキャンパス内へ自動二輪車等を乗り入れる学生は必ず駐輪登録してください。駐輪場は指定

場所のみとし，それ以外の構内への進入は禁止しています。駐輪登録されていない自動二輪車等や指

定場所以外に駐輪している自動二輪車等は，撤去することがあります。 

なお，自転車を乗り入れる場合は必ず「自転車駐輪場」の看板のある場所に駐輪してください。 

不要になった自動二輪車等や自転車はキャンパス内に放置せずに各自で必ず処分してください。学

内のルールを守って構内の美化に努めましょう。 

○指定駐輪場（Ⅷ．その他 3.深江キャンパス案内参照） 

 バイク：正門・右（体育館北），自転車：正門・左（２号館北）など 
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３．関係施設について 
 
(1) 大学会館「茅渟乃海（ちぬのうみ）会館」（深江キャンパス）利用案内 

大学会館には，食堂，売店，談話室などがあります。 

① 開館時間 

9:00～19:00  

② 休館日 

日曜日及び土曜日，国民の祝日に関する法律に規定する休日 

年末年始（12月 29 日～翌年 1月 4日） 

ただし，特別の場合はこの限りでない。  

③  施設の概要 

④ 使用上の注意 

1. 会館内の清潔，整頓，美化及び保全に留意すること。 

2. 会館内で掲示しようとするときは，事務室に届け出て，許可を受けること。 

また，所定の場所以外に掲示，貼紙をしないこと。  

3. 会館内の施設及び備品類を，無断で移動及び模様替えをしないこと。 

4. その他使用にあたっては，職員の指示に従うこと。 

 

※ 中集会室の使用手続き 

1. 中集会室を使用する場合は，所定の施設使用願を予め事務室に提出して許可を受けること。 

2. 施設使用願は，原則として使用日の 2週間前から受付をする。 

ただし，受付時間は午後 5時までとする。 

3. 使用順位は，原則として施設使用願の受付順により決定する。 

4. 施設使用願に記載した目的以外に使用しないこと。 

5. 使用責任者は，戸締りその他使用後の清掃，後始末をすること。 

    

階 別 名 称 備  考 

1 階 
食 堂 NYK Group Dining 

（深江キッチン） 

営業時間 11:30～13:30 （月～金） 

定食・カレーライス・丼類・麺類など 

2 階 
売  店（深江ショップ） 

営業時間 10:30～13:30 （月～金） 

文具・日用品・食品・飲料・コピー機・各種

チケット・自動車教習所・書籍など 

談話室 休憩・懇談など 

3 階 中集会室 ミーティング・研究会など ※参照 

判  定  区  分 

生
活
規
制
の
面 

A（要休業） 授業を休む必要のあるもの 

B（要軽業） 授業に制限を加える必要のあるもの 

C（要注意） 授業をほぼ平常に行ってもよいもの 

D（健 康） 全く平常の生活でよいもの 

医
療
の
面 

1（要医療） 医師による直接の医療行為を必要とするもの 

2（要観察） 

医師による直接の医療行為を必要としないが，定期的に医 

師の観察指導を必要とするもの 

3（健 康） 医師による直接又は間接の医療行為を全く必要としないもの 

別 表 
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３．関係施設について 
 
(1) 大学会館「茅渟乃海（ちぬのうみ）会館」（深江キャンパス）利用案内 

大学会館には，食堂，売店，談話室などがあります。 

① 開館時間 

9:00～19:00  

② 休館日 

日曜日及び土曜日，国民の祝日に関する法律に規定する休日 

年末年始（12月 29 日～翌年 1月 4日） 

ただし，特別の場合はこの限りでない。  

③  施設の概要 

④ 使用上の注意 

1. 会館内の清潔，整頓，美化及び保全に留意すること。 

2. 会館内で掲示しようとするときは，事務室に届け出て，許可を受けること。 

また，所定の場所以外に掲示，貼紙をしないこと。  

3. 会館内の施設及び備品類を，無断で移動及び模様替えをしないこと。 

4. その他使用にあたっては，職員の指示に従うこと。 

 

※ 中集会室の使用手続き 

1. 中集会室を使用する場合は，所定の施設使用願を予め事務室に提出して許可を受けること。 

2. 施設使用願は，原則として使用日の 2週間前から受付をする。 

ただし，受付時間は午後 5 時までとする。 

3. 使用順位は，原則として施設使用願の受付順により決定する。 

4. 施設使用願に記載した目的以外に使用しないこと。 

5. 使用責任者は，戸締りその他使用後の清掃，後始末をすること。 

    

階 別 名 称 備  考 

1 階 

食 堂  

NYK Group Dining 

（深江キッチン） 

営業時間 11:30～13:30 （月～金） 

定食・カレーライス・丼類・麺類など 

2 階 
売  店（深江ショップ） 

営業時間 10:30～13:30 （月～金） 

文具・日用品・食品・飲料・コピー機・各種

チケット・自動車教習所・書籍など 

談話室 休憩・懇談など 

3 階 中集会室 ミーティング・研究会など ※参照 

判  定  区  分 

生
活
規
制
の
面 

A（要休業） 授業を休む必要のあるもの 

B（要軽業） 授業に制限を加える必要のあるもの 

C（要注意） 授業をほぼ平常に行ってもよいもの 

D（健 康） 全く平常の生活でよいもの 

医
療
の
面 

1（要医療） 医師による直接の医療行為を必要とするもの 

2（要観察） 

医師による直接の医療行為を必要としないが，定期的に医 

師の観察指導を必要とするもの 

3（健 康） 医師による直接又は間接の医療行為を全く必要としないもの 

別 表 
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Ⅶ．附 属 図 書 館 等 

(2) 体育館・野球場等体育施設 

深江地区キャンパスには，次のような体育施設があります。  

体育館：バレーコート……………2面   バドミントンコート……4面 

バスケットコート………2 面   卓  球  台………………5台 

（同時使用は出来ません）  

野球場 

運動場：ラグビー，サッカー（同時使用は出来ません） 

プール：25m プール 

艇  庫：カッター・カヌー・ヨット 

 

(3) 学生寮について 

住吉寮（男子），住吉国際学生宿舎（男子・女子），国維寮（男子・女子），女子寮の 4つの寮を設置

している。なお，入寮は原則として入学時であるが，詳細については学務部学生支援課へ問い合わせ

ること。 
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Ⅶ．附 属 図 書 館 等 

(2) 体育館・野球場等体育施設 

深江地区キャンパスには，次のような体育施設があります。  

体育館：バレーコート……………2面   バドミントンコート……4面 

バスケットコート………2面   卓  球  台………………5台 

（同時使用は出来ません）  

野球場 

運動場：ラグビー，サッカー（同時使用は出来ません） 

プール：25m プール 

艇  庫：カッター・カヌー・ヨット 

 

(3) 学生寮について 

住吉寮（男子），住吉国際学生宿舎（男子・女子），白鴎寮（男子・女子），国維寮（男子・女子），

女子寮の 5つの寮を設置している。なお，入寮は原則として入学時であるが，詳細については学務部

学生支援課へ問い合わせること。 



１．神戸大学附属図書館海事科学分館利用案内 

 

最新の情報は附属図書館ホームページ https://lib.kobe-u.ac.jp/ でご確認ください。 

 

(1) 開館時間  

 月   ～   金 土 日   ・   祝 

通常期 8:45～19:00 11:00～17:00 休   館 

試験期 8:45～19:00 11:00～18:00 休   館 

春季・夏季・冬季休業期 8:45～17:00 休   館 休   館 

※開館時間は変更となる場合があります。最新の開館時間と休館日は附属図書館ホームページより，

海事科学分館の開館カレンダーをご確認ください。 

 

(2) 休館日 

① 日曜日・春季，夏季及び冬季休業期間中の土曜日 

② 「国民の祝日に関する法律」に規定する休日 

  ③ 夏季一斉休業日（8 月 12 日～17 日の内，土曜日・日曜日を除く 3 日間） 

④ 年末年始（12月 28 日から 1月 4日まで） 

※臨時休館についてはホームページや掲示等でお知らせします。 

 

(3) 施設案内  

<1F>  

○ JRC Biblio(学生自習室) 

自学自習に利用してください。 

○ グループ学習室  

少人数での学習に利用してください。 

○ コイン式コピー機  

複写のために設置しています。図書館所蔵資料を複写の際は，必ず「文献複写申込書」に必要

事項を記入し提出してください。 

○ ロビー 

学習や読書の合間におくつろぎください。 

<2F> 

○ 入館ゲート  

入館の際には学生証（磁気式）が必要です。忘れた場合はカウンターへお申し出ください。磁

気式の学生証をお持ちでない方は図書館利用証を発行しますので，学生証をご持参の上，カウ

ンターへお申し出ください。スマートフォンで附属図書館ホームページにログインして，表示

されるバーコードをかざして入館していただくことも可能です。※図書の貸出時はスマートフ

ォンでは手続きができないため，学生証が必要です。 

○ カウンター 

図書館サービスの窓口として図書の貸出・返却業務，レファレンス・サービス等を行います。



１．神戸大学附属図書館海事科学分館利用案内 

 

最新の情報は附属図書館ホームページ https://lib.kobe-u.ac.jp/ でご確認ください。 

 

(1) 開館時間  

 月   ～   金 土 日   ・   祝 

通常期 8:45～19:00 11:00～17:00 休   館 

試験期 8:45～19:00 11:00～18:00 休   館 

春季・夏季・冬季休業期 8:45～17:00 休   館 休   館 

※開館時間は変更となる場合があります。最新の開館時間と休館日は附属図書館ホームページより，

海事科学分館の開館カレンダーをご確認ください。 

 

(2) 休館日 

① 日曜日・春季，夏季及び冬季休業期間中の土曜日 

② 「国民の祝日に関する法律」に規定する休日 

  ③ 夏季一斉休業日（8 月 12 日～17 日の内，土曜日・日曜日を除く 3 日間） 

④ 年末年始（12月 28 日から 1月 4 日まで） 

※臨時休館についてはホームページや掲示等でお知らせします。 

 

(3) 施設案内  

<1F>  

○ JRC Biblio(学生自習室) 

自学自習に利用してください。 

○ グループ学習室  

少人数での学習に利用してください。 

○ コイン式コピー機  

複写のために設置しています。図書館所蔵資料を複写の際は，必ず「文献複写申込書」に必要

事項を記入し提出してください。 

○ ロビー 

学習や読書の合間におくつろぎください。 

<2F> 

○ 入館ゲート  

入館の際には学生証（磁気式）が必要です。忘れた場合はカウンターへお申し出ください。磁

気式の学生証をお持ちでない方は図書館利用証を発行しますので，学生証をご持参の上，カウ

ンターへお申し出ください。スマートフォンで附属図書館ホームページにログインして，表示

されるバーコードをかざして入館していただくことも可能です。※図書の貸出時はスマートフ

ォンでは手続きができないため，学生証が必要です。 

○ カウンター 

図書館サービスの窓口として図書の貸出・返却業務，レファレンス・サービス等を行います。

185



c．図書と雑誌の貸出冊数，貸出期間 

身  分 冊  数 期  間 

学部生   1～3年生 10 冊まで 2 週間 

4 年生 10 冊まで 1 か月 

大学院生，教職員等 20 冊まで 1 か月 

研究生，聴講生は，身分によって上記のいずれかになります。 

※雑誌の貸出期間は，1週間です。（新着雑誌は貸出できません） 

 

d．貸出期間の延長  

貸出中の図書について，返却期限内であれば，他の利用者の予約がない場合に限り貸出期

間の延長が可能です。学生証と借りている資料をお持ちのうえ，カウンターまたは自動貸出

装置で手続きしてください。附属図書館ホームページの「アカウントサービス」からオンラ

インでも延長できます。 

 

e．予約・取寄せ  

オンライン蔵書目録(OPAC)から，貸出中の図書に対する予約や学内の他の図書館にある図

書の取寄せ（デリバリー）ができます。図書の用意ができましたらメールまたは電話でお知

らせしますので，貸出手続きをしてください。 

 

(5)  図書館資料の探し方 

附属図書館ホームページから，様々な資料を探すことができます。 

  

①オンライン蔵書目録（OPAC） 

附属図書館ホームページから，オンライン蔵書目録（OPAC）にて，神戸大学で所蔵している図書

の情報を調べることができます。 

https://op.lib.kobe-u.ac.jp/opac/opac_search/ 

  館内専用端末のほか，研究室や個人の PC，スマートフォンからいつでも利用可能です。 

 

●OPAC 検索結果について 

図書を探しに行くときは，以下の 3点をチェックしてください。 

    1.配架場所：どの図書館のどの場所にあるか 

      海事科学分館以外の図書については，画面上から取り寄せ（デリバリー）が可能です。 

    2.請求記号：棚のどこに並んでいるのか 

     本の背中のラベルに記載の番号です。この番号順に図書は並んでいます。 

    3.状態：その図書が書架にあるかどうか 

     「貸出中」と表示された図書は，画面上から予約が可能です。 

 

②データベース一覧 
神戸大学で契約しているデータベースを中心に，学術情報の検索などに役立つデータベースや検

索ツールの一覧を掲載しています。CiNii Research や Web of Science などの論文検索データベー

図書館の利用等についてご遠慮なくお尋ねください。 

○ オンライン蔵書目録（OPAC=Online Public Access Catalog）専用端末 

本学で所蔵している資料等を検索するための専用端末があります。 

○ 閲覧室 

利用度の高い資料，比較的新しく刊行された資料が配架されています。 

開架図書……専門書から教養書までできるだけ広範囲に収集しており，自由に閲覧・貸出がで

きます。なお，英語多読図書，シラバス掲載図書等は別置しています。 

参考図書……各種辞（事）典，年鑑，地図，統計等，調べもののための図書です。 

雑  誌……学術雑誌，一般雑誌が約 100 タイトル配架されており，自由に閲覧できます。 

新着雑誌を除き１週間の貸出ができます。 

新  聞……神戸新聞，日刊工業新聞，Japan Times，日本海事新聞，包装タイムスの当月分を

置いています。 

○ パソコンの利用 

ノートパソコン等を持ち込んで学内無線 LAN に接続することができます。 

○ AV ブース 

ビデオテープ，CD，DVD 等の再生機器を設置しています。このブースで利用できる AV 資料は，

原則として図書館所蔵のものに限ります。利用したい場合はカウンターまでお申し出ください。 

○ 書庫 1・書庫 2 

書庫 1には図書，書庫 2には主に製本雑誌を配架しています。 

○ コイン式ロッカー 

書庫には鞄や荷物の持ち込みはできません。コイン式ロッカーをご利用ください。 

 

(4) 閲覧と貸出 

① 館内閲覧 

閲覧室でも書庫でも，図書は自由に手にとって選ぶことができます。利用後は図書の配列を乱

さないようラベルを見て，元の位置へ正しく戻してください。戻す位置がわからない場合はカウ

ンターの係員に返却してください。 

 

② 館外貸出  

a．貸出 

貸出を希望する図書・雑誌に学生証を添えてカウンターの係員に提出してください。図書

の貸出には自動貸出装置も利用できます。  

 

b．返却 

期限内にカウンターか玄関脇にあるブックポストへ返却してください。 遅れた場合は返

却するまで学内全館で貸出停止になりますので注意してください。返却期限は附属図書館ホ

ームページの「アカウントサービス」>「貸出・デリバリー・予約状況」からオンラインでも

確認できます。 
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c．図書と雑誌の貸出冊数，貸出期間 
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●OPAC 検索結果について 
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雑  誌……学術雑誌，一般雑誌が約 100 タイトル配架されており，自由に閲覧できます。 

新着雑誌を除き１週間の貸出ができます。 

新  聞……神戸新聞，日刊工業新聞，Japan Times，日本海事新聞，包装タイムスの当月分を

置いています。 

○ パソコンの利用 

ノートパソコン等を持ち込んで学内無線 LAN に接続することができます。 
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ビデオテープ，CD，DVD 等の再生機器を設置しています。このブースで利用できる AV 資料は，

原則として図書館所蔵のものに限ります。利用したい場合はカウンターまでお申し出ください。 
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書庫 1には図書，書庫 2には主に製本雑誌を配架しています。 
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書庫には鞄や荷物の持ち込みはできません。コイン式ロッカーをご利用ください。 
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① 館内閲覧 

閲覧室でも書庫でも，図書は自由に手にとって選ぶことができます。利用後は図書の配列を乱

さないようラベルを見て，元の位置へ正しく戻してください。戻す位置がわからない場合はカウ
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② 館外貸出  

a．貸出 

貸出を希望する図書・雑誌に学生証を添えてカウンターの係員に提出してください。図書

の貸出には自動貸出装置も利用できます。  

 

b．返却 

期限内にカウンターか玄関脇にあるブックポストへ返却してください。 遅れた場合は返

却するまで学内全館で貸出停止になりますので注意してください。返却期限は附属図書館ホ

ームページの「アカウントサービス」>「貸出・デリバリー・予約状況」からオンラインでも

確認できます。 
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２．研究科海事博物館概要 
 

ホームページ  http://www.museum.maritime.kobe-u.ac.jp/ 

(1）目的 

海事博物館は，広く海事に関する参考資料を収蔵・展示して教育及び研究の資に供し，あわせて海

事の啓発に寄与することを目的としています。 

 

(2）開館，休館 

イ．開館時間 

月・水・金曜日 13:30～16:00 入館無料  

口．休館日 

火・木・土，日曜日，国民の祝日，展示替え，お盆前後，年末年始ほか指定する期間 

 

(3）見学申込み（開館日は自由） 

大学イベントその他で休館日に見学を希望する場合は，月・水・金の午後（13:30～17:00）の間，

事前に海事博物館事務室宛て電子メール（siryokan@maritime.kobe-u.ac.jp）にてお問い合わせくだ

さい。 

 

(4）運営，施設 

海事科学研究科正門を入って右側（西側）の「海事博物館・講堂」建物の 1階部分にあり，昭和 33

年 5 月に海事参考館として開設，昭和 42 年には海事資料館に，さらに平成 16 年 10 月 1 日に海事博

物館へと名称を改めました。和船や近代の商船模型をはじめとする海事関連資料約４万点を所蔵する

海と船の過去，今，夢ある未来が詰まったユニークな大学博物館です。 

 

(5）主な展示資料（ただし企画展示により異なる場合がある。）  

和船模型 和船部分実物 帆船模型 鋼船模型 レシプロエンジン模型 和船錨 和船関係航路

図 御座船図 扉風 引札（船会社広告ビラ） 絵馬 航海用具（遠眼鏡，逆針磁石，クロノメー

タ，四分儀・六分儀・八分儀） 船名額 船ダンス 船大工道具 船板図 船首像 各種文献 山

田早苗コレクション 仲島忠治郎コレクション他 

スからは，学術雑誌等に掲載されている論文を検索できます。論文によっては，抄録や電子ジャー

ナルへのリンクが表示され，本文が閲覧可能なものもあります。 
 

③デジタルアーカイブ 

 「震災文庫」「新聞記事文庫」「住田文庫」，博士学位論文等の「学内研究成果」をはじめ，様々な

資料をデジタル化し，Web 上で学内外に提供しています。「学術成果リポジトリ Kernel」では，本学

研究者等の教育・研究成果情報を蓄積・公開しています。 

 

(6) アカウントサービス 

附属図書館ホームページから，様々なサービスをオンラインで利用できます。情報基盤センター

から配布された IDとパスワードが必要です。 

 

 ①貸出・デリバリー・予約状況照会 

貸出状況の確認や予約の確認・取り消しができます。 

 

②貸出期間延長 

 返却期限内であれば，他の利用者の予約がない場合に限り貸出期間の延長が可能です。 

 

③学生希望図書リクエスト 

海事科学分館においてほしい図書があればリクエストできます。 

 

④文献複写・現物貸借申込（有料） 

神戸大学附属図書館にほしい資料がない場合は，学外の図書館から文献のコピー取り寄せや図

書の借用を申し込むことができます。 
 

⑤メールの設定  

図書返却日の事前通知メールなど，図書館からの連絡は原則として情報基盤センターのメイン

メールアドレス（学籍番号のアドレス）へ通知されます。必要に応じて，通知先メールアドレスの

変更をしてください。 
 

(7) レファレンス・サービス 

・図書の探し方 

・神戸大学にない文献を手に入れるにはどうすればよいか 

・あるテーマについて調べたいが，どんな資料を見ればよいか 等 

図書館や資料の利用について，わからないことがあれば遠慮なくカウンター係員におたず

ねください。 
 

(8) その他注意事項 

・貴重品は必ず身に着けてください。 

・館内は飲食禁止です。蓋で密閉できる容器に入った飲み物は持込・飲用可能です。 

・携帯電話での通話はご遠慮ください。 
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